
有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１）（10／10） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
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１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

要はない。 

ただし，臨界事故が発生した機器に

接続される廃ガス処理設備の配管内

部，廃ガス貯留設備の配管内部及び廃

ガス貯留槽に放射性希ガス等が移行

し，それによる配管等の近傍における

線量率の上昇の可能性がある。その場

合でも，アクセスルート及び操作場所

上に当該配管等は存在せず，また，建

屋躯体等による遮蔽により，臨界事故

による線量率の上昇は一定程度に収

まる。 

重大事故の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用

することとする。 

線量管理については個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故の対処時においては，中央

制御室等との連絡手段を確保する。 

夜間においては，確実に運搬，移動

ができるように，可搬型照明を配備す

る。 

【補足説明資料 1.1－３ 重大事故対

策の成立性】 

３．臨界事故により発生する放射線分

解水素の掃気 

（１）所要時間 

ｃ．操作の成立性 

作業環境：建屋内照明は点灯した状

態，且つ適切な防護具（酸

素呼吸器，汚染防護衣，個

人線量計等）を着用又は携

行して作業を行う。 

移動経路：中央制御室及び建屋内の照

明は点灯した状態，且つ線

量上昇の有無等の対処の

阻害要因を把握し，その状

況に応じて，適切なアクセ

スルートの選定を行うた

め，アクセスルートに支障

はない。 

操作性 ：臨界事故時水素掃気系の一

般圧縮空気系からの空気

供給は通常の弁操作であ

り，容易に操作可能であ

る。 

また，可搬型建屋内ホース

の接続は，コネクタ接続で

あり容易に操作可能であ

る。 

連絡手段：所内携帯電話により連絡が

可能である。 

発生については，作業場所での

目視及び臭気の確認により認

知することができる。 

■防護措置

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

■有毒ガス防護対策の成立性

有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 
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１．２ 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための

手順等 

（抜粋） 
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1.2.1 概要  

 1.2.1.1 蒸発乾固の発生防止対策  

 (１ )  安 全 冷 却 水 の 内 部 ル ー プ へ の 通 水 を 実 施 す る た め の  

手順  

   安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，内部ループ

への通水による冷却のための手順に着手する。  

   本手順では，内部ループ健全性確認，内部ループへの通水

及び排水のための系統の構築，通水流量の調整及び高レベル

廃液等の温度の監視を，最短沸騰時間となる精製建屋におい

て 63 人により，事象発生後８時間 50 分以内に実施する。そ

の他の建屋の対処に必要な時間は以下のとおり。  

   前処理建屋は 61 人により，事象発生後 35 時間 40 分以内

に実施する。  

   分離建屋の機器グループ，分離建屋内部ループ１は 59 人

により，事象発生後 13 時間以内に実施する。分離建屋内部

ループ２は 63 人により，事象発生後 40 時間 10 分以内に実

施する。分離建屋内部ループ３は 75 人により，事象発生後

45 時間 45 分以内に実施する。  

   ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は 65 人により，事象

発生後 17 時間以内に実施する。  

   高レベル廃液ガラス固化建屋は 67 人により，事象発生後

20 時間以内に実施する。  
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 1.2.1.2 蒸発乾固の拡大防止対策  

 (１ ) 貯槽等への注水を実施するための手順  

   安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，内部ループ

への通水のための手順と並行して貯槽等への注水のための

手順に着手する。  

   本手順では，貯槽等への注水のための系統の構築，高レベ

ル廃液等の温度や貯槽等の液位の監視，注水量の決定及び注

水操作について，最短沸騰時間となる精製建屋において 63

人により，事象発生後９時間以内に実施できるように準備す

る。その他の建屋の対処に必要な時間は以下のとおり。  

   前処理建屋は 73 人により，事象発生後 39 時間以内に準

備する。  

   分離建屋の機器グループ，分離建屋内部ループ１は 59 人

により，事象発生後 12 時間以内に準備する。分離建屋内部

ループ２及び分離建屋内部ループ３は貯槽等に内包する崩

壊熱が小さく，安全冷却水系の機能喪失から沸騰に至るまで

の時間が７日を超えるが，57 人により，それぞれ実施する。  

   ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は 61 人により，事象

発生後 17 時間以内に準備する。  

   高レベル廃液ガラス固化建屋は 69 人により，事象発生後

20 時間 20 分以内に準備する。  
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 (２ ) 安全冷却水の冷却コイル通水を実施するための手順  

   安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合に内部ループ通

水を実施したにもかかわらず，内部ループ通水が機能しない

場合には，冷却コイル又は冷却ジャケット（以下 1.2 では

「冷却コイル等」という。）への通水の手順に着手する。  

   本手順では，冷却コイル等の健全性の確認，冷却コイル等

への通水のための系統の構築及び高レベル廃液等の温度の

監視を行い，通水し，流量調整等を行う。当該準備作業等は

時間を要するが貯槽等への注水が，成功すれば，高レベル廃

液等の液位維持及び，温度抑制が可能な状態を維持できるた

め，「貯槽等への注水」，「セルへの導出経路の構築等」及び

「代替セル排気系の構築」の手順を優先し大気中への放射性

物質の放出を抑制できる状態にしてから実施することとし

ており，精製建屋の機器グループ，精製建屋内部ループ１に

おいて 59 人により， 30 時間 40 分以内に実施できるよう準

備する。精製建屋の精製建屋内部ループ２において 61 人に

より，37 時間 30 分以内に実施できるよう準備する。その他

の建屋の対処に必要な時間は以下のとおり。  

   前処理建屋の機器グループ，前処理建屋内部ループ１は

63 人により，事象発生後 46 時間 20 分以内に実施する。前

処理建屋内部ループ２は 69 人により，事象発生後 45 時間

以内に実施する。  

   分離建屋の機器グループ，分離建屋内部ループ１は 61 人

により，事象発生後 25 時間 55 分以内に実施する。分離建屋

内部ループ２は 71 人により，事象発生後 47 時間 40 分以内
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に実施する。分離建屋内部ループ３は 63 人により，事象発

生後 65 時間 45 分以内に実施する。  

   ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は 69 人により，事象

発生後 26 時間 20 分以内に実施する。  

   高レベル廃液ガラス固化建屋は 75 人により，事象発生後

37 時間 55 分以内に実施する。  

 

 (３ ) セルへの導出経路の構築等を実施するための手順  

   安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，内部ループ

への通水のための手順と並行してセル導出経路の構築及び

凝縮器通水の手順に着手する。  

   本手順では，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁，建屋換気設

備のセルからの排気系（以下 1.2 では「セル排気系」とい

う。）のダンパの閉止，塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

出するユニットを開放，並びに導出先セルの圧力の監視，凝

縮器への冷却水の通水等について，最短沸騰時間となる精製

建屋において 59 人により，事象発生後８時間 30 分以内に

実施する。その他の建屋の対処に必要な時間は以下のとおり。 

   前処理建屋は 61 人により，事象発生後 41 時間 10 分以内

に実施する。  

   分離建屋は 63 人により，機器グループ，分離建屋内部ル

ープ１を事象発生後 10 時間以内に実施し，分離建屋内部ル

ープ２及び分離建屋内部ループ３を事象発生後 51 時間以内

に実施する。  

   ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は 63 人により，事象
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発生後 14 時間 10 分以内に実施する。  

   高レベル廃液ガラス固化建屋は 65 人により，事象発生後

19 時間 55 分以内に実施する。  

 

 (４ ) 代替セル排気系の構築を実施するための手順  

   安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，内部ループ

への通水のための手順と並行してセル排気系を代替する排

気系（以下 1.2 では「代替セル排気系」という。）の構築の

手順に着手する。  

   本手順では，可搬型フィルタ，可搬型排風機，可搬型ダク

ト等による排気経路の構築，導出先セルの圧力の監視，排気

時のモニタリング等について，最短沸騰時間となる精製建屋

において 67 人により，事象発生後６時間 40 分以内に実施

する。その他の建屋の対処に必要な時間は以下のとおり。  

   前処理建屋は 63 人により，事象発生後 33 時間 10 分以内

に実施する。  

   分離建屋は 61 人により，事象発生後 6 時間 10 分以内に

実施する。  

   ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は 67 人により，事象

発生後 15 時間以内に実施する。  

   高レベル廃液ガラス固化建屋は 61 人により，事象発生後

13 時間以内に実施する。  
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 1.2.1.3 自主対策設備  

   重大事故等の対処を確実に実施するため，安全機能を有す

る施設の機能，相互関係を明確にした分析（以下 1.2 では

「フォールトツリー分析」という。）により機能喪失の原因

分析を行った上で対策の抽出を行った結果から，冷却機能が

喪失した場合の自主対策設備 ※ １ 及び手順等を以下のとおり

整備する。なお，以下の対策は，重大事故等対処設備を用い

た対応に係る要員に加えて，対策を実施するための要員を確

保可能な場合に着手することとしているため，重大事故等対

処設備を用いた対処に悪影響を及ぼすことはない。  

   ※１  自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満た

すことや全てのプラント状況におい

て使用することは困難であるが，プ

ラント状況によっては，事故対応に

有効な設備  

 

 (１ ) 安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作のための設

備及び手順   

 ａ．  設備  

   安全冷却水系の内部ループに設置する冷却水循環ポンプ

が全台故障し冷却機能が喪失した場合に外部ループが運転

継続できる場合，内部ループで除かれた熱を外部ループに伝

達する中間熱交換器をバイパスし，安全冷却水系の外部ルー

プの冷却水を貯槽等の冷却コイル等に通水する。  
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 ｂ．  手順  

   安全冷却水系の中間熱交換器のバイパス操作の主な手順

は以下のとおり。  

   安全冷却水系の内部ループの冷却水循環ポンプが全台故

障し，冷却機能が喪失した場合において，外部ループが運転

継続できる場合の対策として，中間熱交換器をバイパスし，

外部ループの冷却水を貯槽等の冷却コイル等に通水するた

めの手順に着手する。本体策は，最短沸騰時間となる精製建

屋において 12 人により，事象発生後 1 時間 20 分以内に実

施可能である。その他の建屋の対処に必要な時間は以下のと

おり。  

   前処理建屋は 10 人により，事象発生後１時間以内に実施

可能である。  

   分離建屋は 12 人により，事象発生後１時間 25 分以内に

実施可能である。  

   高レベル廃液ガラス固化建屋は 16 人により，事象発生後

１時間 10 分以内に実施可能である。  

 

 (２ ) 給水処理設備等から貯槽等への注水のための設備及び  

手順  

 ａ．  設備  

   発生防止対策が機能せず高レベル廃液等が沸騰した場合，

かつ，交流動力電源が健全な場合，高レベル廃液等の沸騰に

よる液位の低下，及びこれによる濃縮を防止するため給水処

理設備等を用いた貯槽等への注水を実施する。  
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 ｂ．  手順  

   給水処理設備等から貯槽等への注水のための主な手順は

以下のとおり。  

   発生防止対策が機能せず高レベル廃液等が沸騰した場合

において，交流動力電源が健全な時の対策として，給水処理

設備等を用いた貯槽等への注水を実施するための手順に着

手する。本対策は，最短沸騰時間となる精製建屋において 10

人により，事象発生後４時間以内に注水準備を完了可能であ

る。その他の建屋の対処に必要な時間は以下のとおり。  

   前処理建屋は 10 人により，事象発生から注水準備完了ま

で５時間以内に実施可能である。  

   分離建屋は 10 人により，事象発生から注水準備完了まで

7 時間 30 分以内に実施可能である。  

   ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は 14 人により，事象

発生から注水準備完了まで２時間 30 分以内に実施可能であ

る。  

   高レベル廃液ガラス固化建屋は 10 人により，事象発生か

ら注水準備完了まで６時間 30 分以内に実施可能である。  

 

 (３ )  共 通 電 源 車 を 用 い た 冷 却 機 能 を 回 復 す る た め の 設 備  

及び手順  

 ａ．  設備  

   電源系以外に故障等がなかった場合に，共通電源車を配置

し安全冷却水系への給電を実施することで安全冷却水系の
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機能を回復するための設備及び手順を整備する。共通電源車

を用いた冷却機能の回復に使用する 6.9ｋＶ非常用主母線

及び 460Ｖ非常用母線等は ,基準地震動の 1.2 倍の地震力を

考慮しても機能を維持できる設計としておらず ,外的事象の

「地震」により機能喪失するおそれがあることから ,重大事

故等対処設備とは位置付けないが ,プラント状況によっては

事故時対応に有効な設備であるため ,自主対策設備と位置付

ける。  

 

 ｂ．  手順  

   電源系以外の故障等がなかった場合の対策として，共通電

源車を配置し，安全冷却水系への給電を実施することで，安

全冷却水系の機能を回復するための手順に着手する。  

   本対策は，非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線への共

通電源車の接続，共通電源車による非常用電源建屋への給電

及び各建屋の負荷起動を 59 人により，要員の確保，本対策

の実施判断後から 6 時間 35 分以内で実施可能である。  

 

 (４ ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水

系による冷却のための設備及び手順  

 ａ．  設備  

   安全冷却水系の外部ループに設置する安全冷却水循環ポ

ンプ又は安全冷却水系冷却塔が全台故障し冷却機能が喪失

した場合に内部ループが運転継続できる場合，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系の冷却水を再処
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理設備本体用の安全冷却水系の外部ループへ供給する。  

 ｂ．  手順  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系

による冷却のための主な手順は以下のとおり。  

   安全冷却水系の外部ループの安全冷却水循環ポンプが又

は安全冷却水系冷却塔が全台故障し，冷却機能が喪失した場

合において，内部ループが運転継続できる場合の対策として，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系か

ら，再処理設備本体用の安全冷却水へ水を供給するための手

順に着手する。本対策には，再処理設備本体用の安全冷却水

系の外部ループ全体に供給する場合と，高レベル廃液貯蔵設

備を冷却するための安全冷却水系の外部ループに供給する

場合があり，再処理設備本体用の安全冷却水系の外部ループ

全体に供給する場合において， 19 人により，事象発生後１

時間 20 分以内に実施可能である。高レベル廃液貯蔵設備を

冷却するための安全冷却水系の外部ループに供給する場合

において，15 人により，事象発生後１時間 10 分以内に実施

可能である。  

 

 (５ ) 運転予備負荷用一般冷却水系による冷却のための設備

及び手順  

 ａ．  設備  

   安全冷却水系の外部ループに設置する安全冷却水循環ポ

ンプ又は安全冷却水系冷却塔が全台故障し冷却機能が喪失

した場合に内部ループが運転継続できる場合，運転予備負荷
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用一般冷却水系の冷却水を再処理設備本体用の安全冷却水

系の外部ループへ供給する。なお，本対応は，高レベル廃液

貯蔵設備の冷却に対して有効な手段である。  

 

 ｂ．  手順  

   運転予備負荷用一般冷却水系による冷却のための主な手

順は以下のとおり。  

   安全冷却水系の外部ループに設置する安全冷却水循環ポ

ンプ又は安全冷却水系冷却塔が全台故障し，冷却機能が喪失

した場合において，内部ループが運転継続できる場合の対策

として，運転予備負荷用一般冷却水系から再処理設備本体用

の安全冷却水系へ水を供給するための手順に着手する。なお，

本対策は，高レベル廃液貯蔵施設の冷却に対してのみ有効な

手段である。本対策は，対処を行う高レベル廃液ガラス固化

建屋において 15人により，事象発生後１時間 20分以内に実施

可能である。  
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

方
針
目
的 

その他再処理設備の附属施設の給水施設の冷却水設備の再処理設備本

体用の安全冷却水系（以下，第５表（3／15）では「安全冷却水系」と

いう。）の冷却機能の喪失に対して，貯槽及び濃縮缶（以下，第５表

（3／15）では「貯槽等」という。）に内包する蒸発乾固の発生を仮定

する冷却が必要な溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液及び高レベ

ル廃液（以下，第５表（3／15）では「高レベル廃液等」という。）が

沸騰に至ることなく，蒸発乾固の発生を未然に防止するための手順を整

備する。 

また，蒸発乾固の発生を未然に防止するための対策が機能しなかった

場合に，貯槽等に内包する高レベル廃液等の蒸発乾固の進行の防止，高

レベル廃液等の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質をセル内に設置

された配管の外部への排出及び大気中への放射性物質の放出による影響

を緩和するための手順を整備する。 

 

対
応
手
段
等 

蒸
発
乾
固
の
発
生
防
止
対
策 

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る
冷
却 

【内部ループへの通水の着手判断】 

安全冷却水系の安全冷却水系冷却塔，外部ループの安

全冷却水循環ポンプ若しくは内部ループの冷却水循環ポ

ンプが全台故障し，安全冷却水系の冷却機能が喪失した

場合，又は，外部電源が喪失し，かつ，第２非常用ディ

ーゼル発電機を運転できない場合，手順に着手する。 

【建屋外の水の給排水経路の構築】 

可搬型中型移送ポンプを第１貯水槽近傍へ敷設し，可

搬型中型移送ポンプ及び可搬型建屋外ホースを接続する

ことで，第１貯水槽から各建屋への水を供給するための

経路を構築する。また，可搬型建屋供給冷却水流量計を

可搬型建屋外ホースの経路上に設置する。さらに，可搬

型排水受槽及び可搬型中型移送ポンプを建屋近傍に敷設

し，可搬型建屋外ホースで接続し，冷却に使用した水を

第１貯水槽へ移送するための経路を構築する。 

【内部ループへの通水による冷却の準備】 

貯槽等へ可搬型貯槽温度計を設置し，高レベル廃液等

の温度を計測する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 
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代替安全冷却水系の内部ループ配管等の漏えいの有無

を，可搬型膨張槽液位計にて，当該系統に設置している

膨張槽の液位が低下していないことにより確認する。 

建屋内の通水経路を構築するため，可搬型建屋内ホー

スを敷設し，可搬型冷却水流量計を可搬型建屋内ホース

の経路上に設置する。 

可搬型建屋内ホースを安全冷却水系の内部ループの給

水側の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建

屋外ホースを接続することで，第１貯水槽から各建屋の

内部ループに通水するための経路を構築する。 

可搬型建屋内ホースを安全冷却水系の内部ループの排

水側の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建

屋外ホースを接続することで，冷却に使用した水を可搬

型排水受槽に排水するための経路を構築する。 

【内部ループへの通水の実施判断】 

内部ループへの通水の準備が完了したことを確認し，

実施を判断する。 

【内部ループへの通水の実施】 

可搬型中型移送ポンプにより第１貯水槽から代替安全

冷却水系の内部ループ配管等を経由し，蒸発乾固対象貯

槽等に通水する。通水流量は，可搬型冷却水流量計及び

可搬型建屋内ホースに設置している流量調節弁により調

整する。 

可搬型冷却水排水線量計を用いて内部ループへの通水

に使用した水の汚染の有無を監視する。また，可搬型排

水受槽に回収し，可搬型放射能測定装置を用いて汚染の

有無を確認した上で，第１貯水槽へ移送する。 

【内部ループへの通水の成否判断】 

貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃以下で

安定していることを確認することにより，内部ループへ

の通水により冷却機能が維持されていると判断する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 
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【貯槽等への注水の着手判断】 

蒸発乾固の発生防止対策の「内部ループへの通水の着

手判断」と同様である。 

【建屋外の水の給排水経路の構築】 

「内部ループへの通水による冷却」の「建屋外の水の

給排水経路の構築」にて実施する。 

【貯槽等への注水の準備】 

建屋内の注水経路を構築するため，「内部ループへの

通水による冷却」で敷設する可搬型中型移送ポンプの下

流側に，貯槽等への注水のための可搬型建屋内ホースを

敷設し，可搬型機器注水流量計を可搬型建屋内ホースの

経路上に設置する。 

可搬型建屋内ホースを機器注水配管の接続口に接続

し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを接続す

ることで，第１貯水槽から各建屋の貯槽等に注水するた

めの経路を構築する。 

貯槽等の液位を確認するため貯槽等に可搬型貯槽液位

計を設置し，貯槽等内の液位と貯槽等内に内包する高レ

ベル廃液等の温度の監視を継続する。 

【貯槽等への注水の実施判断】 

高レベル廃液等が沸騰に至り，高レベル廃液等の液量

が初期液量の 70％（高レベル廃液等の濃縮を考慮しても

揮発性ルテニウムが発生する 120℃に至らない液量）ま

で減少する前に貯槽等への注水開始を判断する。 

【貯槽等への注水の実施】 

貯槽等の可搬型貯槽液位計の指示値から貯槽等の液位

を算出し，注水停止液位（貯槽等への注水量）を決定し

た上で，可搬型中型移送ポンプにより，第１貯水槽から

貯槽等に注水する。注水流量は，可搬型機器注水流量計

及び可搬型建屋内ホースに設置している流量調節弁によ

り調整する。 

注水停止液位に到達したことにより，注水作業を停止

し，予め定めた液位まで低下した場合には，貯槽等への

注水を再開する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 
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【貯槽等への注水の成否判断】 

貯槽等の液位から，貯槽等に注水されていることを確

認することで，蒸発乾固の進行が防止されていると判断

する。 

冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ
る
冷
却 

【冷却コイル等への通水による冷却の着手判断】 

内部ループが損傷している場合，又は「内部ループへ

の通水による冷却」を実施したにもかかわらず，貯槽等

に内包する高レベル廃液等の温度が低下しない場合，手

順に着手する。 

【建屋外の水の給排水経路の構築】 

「内部ループへの通水による冷却」の「建屋外の水の

給排水経路の構築」にて実施する。 

【冷却コイル等への通水による冷却の準備】 

建屋内の通水経路を構築するため，「内部ループへの

通水による冷却」で敷設する可搬型建屋内ホースの下流

側に，冷却コイル等への通水のための可搬型建屋内ホー

スを敷設し，可搬型冷却コイル圧力計及び可搬型冷却コ

イル通水流量計を可搬型建屋内ホースの経路上に設置す

る。必要に応じて屋外に保管している可搬型建屋内ホー

スを用いる。 

可搬型建屋内ホースを冷却コイル等の給水側の接続口

に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを

接続することで，第１貯水槽から各建屋の冷却コイル等

に通水するための経路を構築する。 

可搬型建屋内ホースを冷却コイル等の排水側の接続口

に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを

接続することで，冷却に使用した水を可搬型排水受槽に

排水するための経路を構築する。 

冷却コイル等の損傷の有無を確認するため，冷却コイ

ル等の冷却水出口弁を閉め切った状態で，可搬型中型移

送ポンプにより第１貯水槽から送水し，通水経路を加圧

した後，冷却水入口側の弁を閉止し，一定時間保持す

る。一定時間経過後，冷却水出入口弁の間に設置した可

搬型冷却コイル圧力計の指示値の低下の有無から冷却コ

イル等の健全性を確認する。 

537



1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 
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冷却コイル等への通水は，冷却コイル等への通水に係

る準備作業及び実施に要する作業が多いことから，「貯

槽等への注水」及び「セルへの導出経路の構築及び代替

セル排気系による対応」に示す重大事故等対策を優先し

て実施し，高レベル廃液等の水位の維持，温度の上昇抑

制及び大気中への放射性物質の放出を抑制できる状態を

整備してから実施する。 

【冷却コイル等への通水による冷却の実施判断】 

冷却コイル等の健全性確認結果をもって,冷却コイル

等への通水による冷却の準備が完了したことを確認し，

実施を判断する。 

【冷却コイル等への通水による冷却の実施】 

健全性が確認された冷却コイル等に可搬型中型移送ポ

ンプを用いて第１貯水槽から通水することにより，貯槽

等に内包する高レベル廃液等を冷却する。通水流量は，

可搬型冷却コイル通水流量計及び可搬型建屋内ホースの

流量調節弁により調整する。 

可搬型冷却水排水線量計を用いて，冷却コイル等への

通水に使用した水の汚染の有無を監視する。また，可搬

型排水受槽に回収し，可搬型放射能測定装置を用いて汚

染の有無を確認した上で，第１貯水槽へ移送する。 

【冷却コイル等への通水の成否判断】 

貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃以下で

安定していることを確認することにより，冷却コイル等

への通水による冷却機能が維持されていると判断する。 
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【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応のための着手判断】 

蒸発乾固の発生防止対策の「内部ループへの通水の着

手判断」と同様である。 

【建屋外の水の給排水経路の構築】 

「内部ループへの通水による冷却」の「建屋外の水の給

排水経路の構築」にて実施する。 

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応のための準備（セルへの導出経路の構築）】 

貯槽等に内包する高レベル廃液等の沸騰に伴い発生す

る蒸気を凝縮し，放射性物質を除去するために「内部ル

ープへの通水による冷却」で敷設する可搬型中型移送ポ

ンプの下流側に，凝縮器への通水のための可搬型建屋内

ホースを敷設し，可搬型凝縮器通水流量計を可搬型建屋

内ホースの経路上に設置する。 

可搬型建屋内ホースを冷却水配管（凝縮器）の給水側

の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外

ホースを接続することで，第１貯水槽から各建屋の凝縮

器に通水するための経路を構築する。 

可搬型建屋内ホースを冷却水配管（凝縮器）の排水側

の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外

ホースを接続することで，冷却に使用した水を可搬型排

水受槽に排水するための経路を構築する。 

【凝縮器への冷却水の通水の実施判断】 

凝縮器への通水の準備完了後直ちに，凝縮器への通水

の実施を判断する。 

【凝縮器への冷却水の通水】 

可搬型中型移送ポンプにより，第１貯水槽から凝縮器

に通水する。通水流量は，可搬型凝縮器通水流量計及び

可搬型建屋内ホースに設置している流量調節弁により調

整する。 

凝縮器への通水に使用した水を，可搬型冷却水排水線量

計を用いて汚染の有無を監視する。また，可搬型排水受

槽に回収，可搬型放射能測定装置を用いて汚染の有無を

確認した上で，第１貯水槽へ移送する。 
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【塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くための作業の実

施判断】 

塔槽類廃ガス処理設備の排風機が停止している場合に

は，沸騰に伴い気相中へ移行する放射性物質又は水素掃

気用の圧縮空気の供給継続により移行する放射性物質を

塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くための作業の実施

を判断する。また，塔槽類廃ガス処理設備の排風機が運

転している場合であって，貯槽等に内包する高レベル廃

液等の温度が 85℃に至り，かつ，温度の上昇傾向が続く

場合には，沸騰に伴い気相中へ移行する放射性物質又は

水素掃気用の圧縮空気の供給継続により移行する放射性

物質を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くための経路

構築作業の実施を判断する。 

【セル導出設備の隔離弁の閉止及び塔槽類廃ガス処理設

備からセルに導出するユニットの開放】 

塔槽類廃ガス処理設備から導出先セルに放射性物質を

導出するため，塔槽類廃ガス処理設備の排風機が起動し

ている場合は停止するとともに，セル導出設備の隔離弁

及びダンパを閉止し，塔槽類廃ガス処理設備と導出先セ

ルを接続している各建屋の塔槽類廃ガス処理設備からセ

ルに導出するユニットの手動弁及びセル導出設備の手動

弁を開放する。また，導出先セル圧力を監視する。 

【セル導出ユニットフィルタの隔離】 

 高レベル廃液等が沸騰した後，可搬型セル導出ユニッ

トフィルタ差圧計により，セル導出ユニットフィルタの

差圧を監視し，高性能粒子フィルタの差圧が上昇傾向を

示した場合，セル導出ユニットフィルタを隔離し，バイ

パスラインへ切り替える。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
防
止
対
策 

セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気
系
に
よ
る
対
応 

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応のための準備（代替セル排気系による対応）】 

排気経路を構築するためセル排気系，可搬型フィル

タ，可搬型ダクト及び可搬型排風機を接続する。 

可搬型排風機への電源系統を構築するため，可搬型排

風機と代替電源設備の各建屋の可搬型発電機，代替所内

電気設備の各建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤及

び常設電源ケーブル），可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルを接続する。 

【可搬型排風機の起動の判断】 

可搬型排風機の運転準備が整い次第，可搬型排風機の

起動を判断する。 

【可搬型排風機の運転】 

 可搬型排風機を運転することで，排気経路以外の経路

からの大気中への放射性物質の放出を抑制し，セル内の

圧力上昇を緩和しつつ，可搬型フィルタにより放射性エ

アロゾルを除去し，主排気筒を介して大気中へ管理しな

がら放出する。また，導出先セル圧力を監視する。 

【大気中への放射性物質の放出の状態監視】 

 排気モニタリング設備により，主排気筒を介して，大

気中への放射性物質の放出状況を監視する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

蒸
発
乾
固
の
発
生
防
止
対
策 

 

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，「内部

ループへの通水による冷却」の対応手順に従い，代替安

全冷却水系の内部ループ配管等を経由し，蒸発乾固対象

貯槽等に通水することにより，貯槽等に内包する高レベ

ル廃液等の温度を低下させる。また，自主対策設備を用

いた対応の要員が確保できた場合には，冷却機能喪失の

要因に応じて，内部ループへの通水による冷却と並行し

て，自主対策設備を用いた対応を選択することができ

る。 

 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
防
止
対
策 

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，「貯槽

等への注水」の対応手順に従い，第１貯水槽の水を貯槽

等内へ注水することにより，貯槽等の高レベル廃液等が

乾燥し固化に至ることを防止する。また，「セルへの導

出経路の構築及び代替セル排気系による対応」の手順に

従い，沸騰により発生した廃ガス中の放射性物質濃度を

低下させる。さらに，事態を収束させるため，「冷却コ

イル等への通水による冷却」の対応手順に従い，貯槽等

に内包する高レベル廃液等の温度を低下させる。 

これらの対応手段の他に交流動力電源が健全な場合で

あって，自主対策設備を用いた対応の要員が確保できた

場合には，自主対策設備を用いた対応を選択することが

できる。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に

加えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配

備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等と

の連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は，可搬型発電機を用いて

可搬型排風機に給電する。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，第５表（10／15）「1.9 電

源の確保に関する手順等」の燃料給油と同様であ

る。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に

加えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配

備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作

業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に

応じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ば

く線量を可能な限り低減する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

再
処
理
施
設
の
状
態
把
握 

大気中への放射性物質の放出の状態監視等に係る

監視測定に関する手順については，第５表（13／

15）「1.12 監視測定等に関する手順等」にて整備

する。 

可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測

又
は
監
視
の
留
意
事
項 

貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度等の監視

及び重要監視パラメータが計測不能となった場合の

重要代替監視パラメータによる推定に関する手順に

ついては，第５表（11／15）「1.10 事故時の計装

に関する手順等」にて整備する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

方
針
目
的 

その他再処理設備の附属施設の給水施設の冷却水設備の再処理設備

本体用の安全冷却水系（以下，第５－１表（3／15）では「安全冷却水

系」という。）の冷却機能の喪失に対して，貯槽及び濃縮缶（以下，

第５－１表（3／15）では「貯槽等」という。）に内包する冷却機能の

喪失による蒸発乾固の発生を仮定する冷却が必要な溶解液，抽出廃

液，硝酸プルトニウム溶液及び高レベル廃液（以下，第５－１表（3／

15）では「高レベル廃液等」という。）が沸騰に至ることなく，蒸発

乾固の発生を未然に防止するための手順を整備する。 

また，蒸発乾固の発生を未然に防止するための対策が機能しなかっ

た場合に，貯槽等に内包する高レベル廃液等の蒸発乾固の進行の防

止，高レベル廃液等の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質をセル

内に設置された配管の外部への排出及び大気中への放射性物質の放出

による影響を緩和するための手順を整備する。 

 

対
応
手
段
等 

蒸
発
乾
固
の
発
生
防
止
対
策 

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る
冷
却 

【内部ループへの通水の着手判断】 

安全冷却水系の安全冷却水系冷却塔，外部ループの

安全冷却水循環ポンプ若しくは内部ループの冷却水循

環ポンプが全台故障し，安全冷却水系の冷却機能が喪

失した場合，又は，外部電源が喪失し，かつ，第２非

常用ディーゼル発電機を運転できない場合，手順に着

手する。 

【建屋外の水の給排水経路の構築】 

可搬型中型移送ポンプを第１貯水槽近傍へ敷設し，

可搬型中型移送ポンプ及び可搬型建屋外ホースを接続

することで，第１貯水槽から各建屋への水を供給する

ための経路を構築する。また，可搬型建屋供給冷却水

流量計を可搬型建屋外ホースの経路上に設置する。さ

らに，可搬型排水受槽及び可搬型中型移送ポンプを建

屋近傍に敷設し，可搬型建屋外ホースで接続し，冷却

に使用した水を第１貯水槽へ移送するための経路を構

築する。 

【内部ループへの通水による冷却の準備】 

貯槽等へ可搬型貯槽温度計を設置し，高レベル廃液

等の温度を計測する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

蒸
発
乾
固
の
発
生
防
止
対
策 

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る
冷
却 

代替安全冷却水系の内部ループ配管等の漏えいの有

無を，可搬型膨張槽液位計にて，当該系統に設置して

いる膨張槽の液位が低下していないことにより確認す

る。 

建屋内の通水経路を構築するため，可搬型建屋内ホ

ースを敷設し，可搬型冷却水流量計を可搬型建屋内ホ

ースの経路上に設置する。 

可搬型建屋内ホースを安全冷却水系の内部ループの

給水側の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬

型建屋外ホースを接続することで，第１貯水槽から各

建屋の内部ループに通水するための経路を構築する。 

可搬型建屋内ホースを安全冷却水系の内部ループの

排水側の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬

型建屋外ホースを接続することで，冷却に使用した水

を可搬型排水受槽に排水するための経路を構築する。 

【内部ループへの通水の実施判断】 

内部ループへの通水の準備が完了したことを確認

し，実施を判断する。 

【内部ループへの通水の実施】 

可搬型中型移送ポンプにより第１貯水槽から代替安

全冷却水系の内部ループ配管等を経由し，蒸発乾固対

象貯槽等に通水する。通水流量は，可搬型冷却水流量

計及び可搬型建屋内ホースに設置している流量調節弁

により調整する。 

可搬型冷却水排水線量計を用いて内部ループへの通

水に使用した水の汚染の有無を監視する。また，可搬

型排水受槽に回収し，可搬型放射能測定装置を用いて

汚染の有無を確認した上で，第１貯水槽へ移送する。 

【内部ループへの通水の成否判断】 

貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃以下

で安定していることを確認することにより，内部ルー

プへの通水により冷却機能が維持されていると判断す

る。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
防
止
対
策 

貯
槽
等
へ
の
注
水 

【貯槽等への注水の着手判断】 

蒸発乾固の発生防止対策の「内部ループへの通水の

着手判断」と同様である。 

【建屋外の水の給排水経路の構築】 

「内部ループへの通水による冷却」の「建屋外の水

の給排水経路の構築」にて実施する。 

【貯槽等への注水の準備】 

建屋内の注水経路を構築するため，「内部ループへ

の通水による冷却」で敷設する可搬型中型移送ポンプ

の下流側に，貯槽等への注水のための可搬型建屋内ホ

ースを敷設し，可搬型機器注水流量計を可搬型建屋内

ホースの経路上に設置する。 

可搬型建屋内ホースを機器注水配管の接続口に接続

し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを接続

することで，第１貯水槽から各建屋の貯槽等に注水す

るための経路を構築する。 

貯槽等の液位を確認するため貯槽等に可搬型貯槽液

位計を設置し，貯槽等内の液位と貯槽等内に内包する

高レベル廃液等の温度の監視を継続する。 

【貯槽等への注水の実施判断】 

高レベル廃液等が沸騰に至り，高レベル廃液等の液

量が初期液量の 70％（高レベル廃液等の濃縮を考慮し

ても揮発性ルテニウムが発生する 120℃に至らない液

量）まで減少する前に貯槽等への注水開始を判断す

る。 

【貯槽等への注水の実施】 

貯槽等の可搬型貯槽液位計の指示値から貯槽等の液

位を算出し，注水停止液位（貯槽等への注水量）を決

定した上で，可搬型中型移送ポンプにより，第１貯水

槽から貯槽等に注水する。注水流量は，可搬型機器注

水流量計及び可搬型建屋内ホースに設置している流量

調節弁により調整する。 

注水停止液位に到達したことにより，注水作業を停

止し，予め定めた液位まで低下した場合には，貯槽等

への注水を再開する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
防
止
対
策 

貯
槽
等
へ

の
注
水 

【貯槽等への注水の成否判断】 

貯槽等の液位から，貯槽等に注水されていることを

確認することで，蒸発乾固の進行が防止されていると

判断する。 

冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ
る
冷
却 

【冷却コイル等への通水による冷却の着手判断】 

内部ループが損傷している場合，又は「内部ループ

への通水による冷却」を実施したにもかかわらず，貯

槽等に内包する高レベル廃液等の温度が低下しない場

合，手順に着手する。 

【建屋外の水の給排水経路の構築】 

「内部ループへの通水による冷却」の「建屋外の水

の給排水経路の構築」にて実施する。 

【冷却コイル等への通水による冷却の準備】 

建屋内の通水経路を構築するため，「内部ループへ

の通水による冷却」で敷設する可搬型建屋内ホースの

下流側に，冷却コイル又は冷却ジャケット（以下「冷

却コイル等」という。）への通水のための可搬型建屋

内ホースを敷設し，可搬型冷却コイル圧力計及び可搬

型冷却コイル通水流量計を可搬型建屋内ホースの経路

上に設置する。必要に応じて屋外に保管している可搬

型建屋内ホースを用いる。 

可搬型建屋内ホースを冷却コイル等の給水側の接続

口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホー

スを接続することで，第１貯水槽から各建屋の冷却コ

イル等に通水するための経路を構築する。 

可搬型建屋内ホースを冷却コイル等の排水側の接続

口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホー

スを接続することで，冷却に使用した水を可搬型排水

受槽に排水するための経路を構築する。 

冷却コイル等の損傷の有無を確認するため，冷却コ

イル等の冷却水出口弁を閉め切った状態で，可搬型中

型移送ポンプにより第１貯水槽から送水し，通水経路

を加圧した後，冷却水入口側の弁を閉止し，一定時間

保持する。一定時間経過後，冷却水出入口弁の間に設

置した可搬型冷却コイル圧力計の指示値の低下の有無

から冷却コイル等の健全性を確認する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
防
止
対
策 

冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ
る
冷
却 

冷却コイル等への通水は，冷却コイル等への通水に

係る準備作業及び実施に要する作業が多いことから，

「貯槽等への注水」及び「セルへの導出経路の構築及

び代替セル排気系による対応」に示す重大事故等対策

を優先して実施し，高レベル廃液等の水位の維持，温

度の上昇抑制及び大気中への放射性物質の放出を抑制

できる状態を整備してから実施する。 

【冷却コイル等への通水による冷却の実施判断】 

冷却コイル等の健全性確認結果をもって,冷却コイル

等への通水による冷却の準備が完了したことを確認

し，実施を判断する。 

【冷却コイル等への通水による冷却の実施】 

健全性が確認された冷却コイル等に可搬型中型移送

ポンプを用いて第１貯水槽から通水することにより，

貯槽等に内包する高レベル廃液等を冷却する。通水流

量は，可搬型冷却コイル通水流量計及び可搬型建屋内

ホースの流量調節弁により調整する。 

可搬型冷却水排水線量計を用いて，冷却コイル等へ

の通水に使用した水の汚染の有無を監視する。また，

可搬型排水受槽に回収し，可搬型放射能測定装置を用

いて汚染の有無を確認した上で，第１貯水槽へ移送す

る。 

【冷却コイル等への通水の成否判断】 

貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃以下

で安定していることを確認することにより，冷却コイ

ル等への通水による冷却機能が維持されていると判断

する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
防
止
対
策 

セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気
系
に
よ
る
対
応 

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による

対応のための着手判断】 

蒸発乾固の発生防止対策の「内部ループへの通水の

着手判断」と同様である。 

【建屋外の水の給排水経路の構築】 

「内部ループへの通水による冷却」の「建屋外の水の

給排水経路の構築」にて実施する。 

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による

対応のための準備（セルへの導出経路の構築）】 

貯槽等に内包する高レベル廃液等の沸騰に伴い発生

する蒸気を凝縮し，放射性物質を除去するために「内

部ループへの通水による冷却」で敷設する可搬型中型

移送ポンプの下流側に，凝縮器への通水のための可搬

型建屋内ホースを敷設し，可搬型凝縮器通水流量計を

可搬型建屋内ホースの経路上に設置する。 

可搬型建屋内ホースを冷却水配管（凝縮器）の給水

側の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建

屋外ホースを接続することで，第１貯水槽から各建屋

の凝縮器に通水するための経路を構築する。 

可搬型建屋内ホースを冷却水配管（凝縮器）の排水

側の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建

屋外ホースを接続することで，冷却に使用した水を可

搬型排水受槽に排水するための経路を構築する。 

【凝縮器への冷却水の通水の実施判断】 

凝縮器への通水の準備完了後直ちに，凝縮器への通

水の実施を判断する。 

【凝縮器への冷却水の通水】 

可搬型中型移送ポンプにより，第１貯水槽から凝縮

器に通水する。通水流量は，可搬型凝縮器通水流量計

及び可搬型建屋内ホースに設置している流量調節弁に

より調整する。 

凝縮器への通水に使用した水を，可搬型冷却水排水

線量計を用いて汚染の有無を監視する。また，可搬型

排水受槽に回収，可搬型放射能測定装置を用いて汚染

の有無を確認した上で，第１貯水槽へ移送する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
防
止
対
策 

セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気
系
に
よ
る
対
応 

【塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くための作業の

実施判断】 

塔槽類廃ガス処理設備の排風機が停止している場合に

は，沸騰に伴い気相中へ移行する放射性物質又は水素

掃気用の圧縮空気の供給継続により移行する放射性物

質を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くための作業

の実施を判断する。また，塔槽類廃ガス処理設備の排

風機が運転している場合であって，貯槽等に内包する

高レベル廃液等の温度が 85℃に至り，かつ，温度の上

昇傾向が続く場合には，沸騰に伴い気相中へ移行する

放射性物質又は水素掃気用の圧縮空気の供給継続によ

り移行する放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備からセ

ルに導くための経路構築作業の実施を判断する。 

【セル導出設備の隔離弁の閉止及び塔槽類廃ガス処理

設備からセルに導出するユニットの開放】 

塔槽類廃ガス処理設備から導出先セルに放射性物質

を導出するため，塔槽類廃ガス処理設備の排風機が起

動している場合は停止するとともに，セル導出設備の

隔離弁及びダンパを閉止し，塔槽類廃ガス処理設備と

導出先セルを接続している各建屋の塔槽類廃ガス処理

設備からセルに導出するユニットの手動弁及びセル導

出設備の手動弁を開放する。また，導出先セル圧力を

監視する。 

【セル導出ユニットフィルタの隔離】 

 高レベル廃液等が沸騰した後，可搬型セル導出ユニ

ットフィルタ差圧計により，セル導出ユニットフィル

タの差圧を監視し，高性能粒子フィルタの差圧が上昇

傾向を示した場合，セル導出ユニットフィルタを隔離

し，バイパスラインへ切り替える。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
防
止
対
策 

セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気
系
に
よ
る
対
応 

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による

対応のための準備（代替セル排気系による対応）】 

排気経路を構築するためセル排気系，可搬型フィル

タ，可搬型ダクト及び可搬型排風機を接続する。 

可搬型排風機への電源系統を構築するため，可搬型

排風機と代替電源設備の各建屋の可搬型発電機，代替

所内電気設備の各建屋の重大事故対処用母線（常設分

電盤及び常設電源ケーブル），可搬型分電盤及び可搬

型電源ケーブルを接続する。 

【可搬型排風機の起動の判断】 

可搬型排風機の運転準備が整い次第，可搬型排風機

の起動を判断する。 

【可搬型排風機の運転】 

 可搬型排風機を運転することで，排気経路以外の経

路からの大気中への放射性物質の放出を抑制し，セル

内の圧力上昇を緩和しつつ，可搬型フィルタにより放

射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して大気中へ

管理しながら放出する。また，導出先セル圧力を監視

する。 

【大気中への放射性物質の放出の状態監視】 

 排気モニタリング設備により，主排気筒を介して，

大気中への放射性物質の放出状況を監視する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

蒸
発
乾
固
の
発
生
防
止
対
策 

 

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，「内

部ループへの通水による冷却」の対応手順に従い，代

替安全冷却水系の内部ループ配管等を経由し，蒸発乾

固対象貯槽等に通水することにより，貯槽等に内包す

る高レベル廃液等の温度を低下させる。また，自主対

策設備を用いた対応の要員が確保できた場合には，冷

却機能喪失の要因に応じて，内部ループへの通水によ

る冷却と並行して，自主対策設備を用いた対応を選択

することができる。 

 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
防
止
対
策 

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，「貯

槽等への注水」の対応手順に従い，第１貯水槽の水を

貯槽等内へ注水することにより，貯槽等の高レベル廃

液等が乾燥し固化に至ることを防止する。また，「セ

ルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応」の手順に従い，沸騰により発生した廃ガス中の放

射性物質濃度を低下させる。さらに，事態を収束させ

るため，「冷却コイル等への通水による冷却」の対応

手順に従い，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度

を低下させる。 

これらの対応手段の他に交流動力電源が健全な場合

であって，自主対策設備を用いた対応の要員が確保で

きた場合には，自主対策設備を用いた対応を選択する

ことができる。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策

に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具

の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて

着用することとする。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等

との連絡手段を確保する。夜間及び停電時におい

ては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型

照明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は，可搬型発電機を用い

て可搬型排風機に給電する。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，第５－１表（10／15）「1.9 

電源の確保に関する手順等」の燃料給油と同様で

ある。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策

に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具

の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて

着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１

作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状

況に応じた対応を行うことにより，実施組織要員

の被ばく線量を可能な限り低減する。 
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

再
処
理
施
設
の
状
態
把
握 

大気中への放射性物質の放出の状態監視等に係

る監視測定に関する手順については，第５－１表

（13／15）「1.12 監視測定等に関する手順等」

にて整備する。 

可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測

又
は
監
視
の
留
意
事
項 

貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度等の監

視及び再処理施設の状態を直接監視するパラメー

タ（以下「重要監視パラメータ」という。）が計

測不能となった場合の再処理施設の状態を換算等

により推定，又は推測するパラメータ（以下「重

要代替監視パラメータ」という。）による推定に

関する手順については，第５－１表（11／15）

「1.10 事故時の計装に関する手順等」にて整備

する。 
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 2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

【要求事項】 

  再処理事業者において、セル内において使用済燃料から分離された物で

あって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施

設において、再処理規則第１条の３第２号に規定する重大事故の発生又は

拡大を防止するために必要な次に掲げる手順等が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されていること。 

  一 蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な手順等 

  二 蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の発生を抑制し、及

び蒸発乾固の進行を緩和するために必要な手順等 

  三 蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断す

るために必要な手順等及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合

にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要

な手順等 

  四 蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩

和するために必要な手順等 

 

【解釈】 

１ 第１号に規定する「蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な手順

等」とは、例えば、設計基準の要求により措置した設備とは異なる冷却設

備や回収・移送設備を作動するための手順、冷却管を用いた直接注水を実

施するための手順等をいう。 
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２ 第２号に規定する「蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の発

生を抑制し、及び蒸発乾固の進行を緩和するために必要な手順等」とは、

例えば、ルテニウムの気相への大量移行を抑制するためのショ糖等の注入、

希釈材の注入を行うための手順等をいう。 

３ 第３号に規定する「蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管

の流路を遮断するために必要な手順等及び換気系統の配管内が加圧状態に

なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するため

に必要な手順等」とは、例えば、換気系統（機器及びセル）の流路を閉止

するための閉止弁、密閉式ダンパ、セル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するための設備を作動させるための手順等をいう。 

４ 第４号に規定する「蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出

による影響を緩和するために必要な手順等」とは、例えば、セル換気系統

の有する機能及び性能のうち、事故に対応するために必要なものを代替す

る設備を作動させるための手順等をいう。 

５ 上記１から４までの手順等には、対策を実施するために必要となる電源、

補給水、施設の状態を監視するための手順等を含む。 
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その他再処理設備の附属施設の給水施設の冷却水設備の再処理設備本体用

の安全冷却水系（以下 2.では「安全冷却水系」という。）の冷却機能の喪失

に対して，貯槽及び濃縮缶（以下 2.では「貯槽等」という。）に内包する蒸

発乾固の発生を仮定する冷却が必要な溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム

溶液及び高レベル廃液（以下 2.では「高レベル廃液等」という。）が沸騰に

至ることなく，蒸発乾固の発生を未然に防止するための対処設備を整備する。 

また，蒸発乾固の発生を未然に防止するための対策が機能しなかった場合

に，貯槽等に内包する高レベル廃液等の蒸発乾固の進行の防止，高レベル廃

液等の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質をセル内に設置された配管の

外部への排出及び大気中への放射性物質の放出による影響を緩和するための

対処設備を整備する。 

 ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 

 

ａ．対応手段と設備の選定 

 (ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

高レベル廃液等を内包する貯槽等は，冷却コイル等を備えており，

設計基準対象の施設は，安全冷却水系から冷却水を供給し，高レベル

廃液等の崩壊熱を除去する設計としている。当該冷却水の供給が停止

し，冷却機能が喪失した場合は，高レベル廃液等の温度が崩壊熱によ

り上昇し，沸騰に至る。沸騰に至った場合には，液相中の気泡が液面

で消失する際に発生する飛まつが放射性エアロゾルとして蒸気ととも

に気相中に移行することで，大気中への放射性物質の放出量が増加す

る。さらに，ルテニウムを内包する高レベル廃液濃縮缶において蒸発

濃縮した廃液については，沸騰の継続により硝酸濃度が約６規定以上

で，かつ，温度が 120℃以上に至った場合には，ルテニウムが揮発性の
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化学形態となり気相中に移行する。さらに，高レベル廃液等の沸騰が

継続した場合には，乾燥し固化に至る。 

安全冷却水系の冷却機能が喪失することにより，高レベル廃液等の

温度が上昇した場合には，高レベル廃液等が沸騰するまでに冷却する

ことで崩壊熱を除去する必要がある。また，貯槽等に内包する高レベ

ル廃液等が沸騰した場合において，貯槽等に内包する高レベル廃液等

が乾燥し固化に至ることを防止するとともに，沸騰により発生した廃

ガス中の放射性物質の濃度を低下させる必要がある。これらの対処を

行うために，フォールトツリー分析上で，想定する故障に対応できる

対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第２－１図及び第２－

２図）。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手

段及び自主対策設備を選定する。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでな

く，事業指定基準規則第三十五条及び技術基準規則第三十九条の要求

事項を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主

対策設備との関係を明確にする。 

【補足説明資料 1.2－１】 

 

 (ｂ) 対応手段と設備の選定の結果 

フォールトツリー分析の結果，蒸発乾固に至るおそれのある事象と

して安全冷却水系の冷却機能の喪失を想定する。安全冷却水系を構成

する設備のうち，冷却塔，ポンプなどの動的機器及びこれら機器の起

動に必要な電気設備等，多岐の設備故障に対応でき，かつ，複数の設

備故障が発生した場合においても対処が可能となるように重大事故等
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対処設備を選定する。「共通電源車を用いた冷却機能の回復」などの個

別機器の故障への対処については，全てのプラント状況において使用

することが困難ではあるものの，個別機器の故障に対しては有効な手

段であることから，自主対策設備を選定する。なお，偶発的に発生す

る配管等の静的機器の破損に対しては，設計基準対象の施設の設計で

想定している修理の対応を行うことが可能である。 

設計基準対象の施設に要求される機能の喪失原因から選定した対応

手段及び技術的能力審査基準，事業指定基準規則第三十五条及び技術

基準規則第三十九条からの要求により選定した対応手段と，その対応

に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

また，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備

する手順の関係を第２－１表に整理する。 

 

  ⅰ．蒸発乾固の発生防止対策の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 内部ループへの通水による冷却 

    安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，貯槽等に内包する高

レベル廃液等が沸騰することを防止するため，可搬型中型移送ポンプ，

可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース，内部ループ配管等を用い

て代替安全冷却水系を構成することにより，貯槽等に内包する高レベ

ル廃液等の温度を低下させる手段がある。 

    本対応で使用する設備は以下のとおり（第２－２表）。 

 

代替安全冷却水系 

     ・内部ループ配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

     ・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 
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     ・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

     ・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁 

     ・蒸発乾固対象貯槽等（設計基準対象の施設と兼用）（第２－ 

      ３表） 

     ・可搬型建屋外ホース 

     ・可搬型中型移送ポンプ 

     ・可搬型建屋内ホース 

     ・可搬型排水受槽 

     ・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

     ・ホース展張車 

     ・運搬車 

 

  (ⅱ) 共通電源車を用いた冷却機能の回復 

    全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象の施設

の機能維持が可能である場合，貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸

騰することを防止するため，共通電源車，可搬型電源ケーブル，非常

用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線等を用いて系統を構成し，電源を

供給することにより，安全冷却水系の冷却機能を回復し，貯槽等に内

包する高レベル廃液等の温度を低下させる手段がある。 

    本対応で使用する設備は以下のとおり（第２－２表）。また，本対

応で電源を回復した後に起動する負荷は「8. 電源の確保に関する手

順等」に示す。 

 

    ・共通電源車 

・可搬型電源ケーブル 
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・燃料供給ポンプ 

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル 

・可搬型燃料供給ホース 

・第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク 

・非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線 

・前処理建屋の6.9ｋＶ非常用母線 

・制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の6.9ｋＶ非常用母線 

・非常用電源建屋の460Ⅴ非常用母線 

・前処理建屋の460Ⅴ非常用母線 

・分離建屋の460Ⅴ非常用母線 

・精製建屋の460Ⅴ非常用母線 

・制御建屋の460Ⅴ非常用母線 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の460Ⅴ非常用母線 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の460Ⅴ非常用母線 

・非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備 

・前処理建屋の第２非常用直流電源設備 

・分離建屋の第２非常用直流電源設備 

・精製建屋の第２非常用直流電源設備 

・制御建屋の第２非常用直流電源設備 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の第２非常用直流電源設備 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の第２非常用直流電源設備 

・前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備 

・分離建屋の非常用計測制御用交流電源設備 

・精製建屋の非常用計測制御用交流電源設備 
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・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の非常用計測制御用交流電源 

設備 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用計測制御用交流電源設備 

 

  (ⅲ) 安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却 

    安全冷却水系の内部ループの冷却機能が喪失した場合であって，外

部ループの冷却機能が正常な場合においては，貯槽等に内包する高レ

ベル廃液等が沸騰することを防止するため，安全冷却水系の安全冷却

水循環ポンプを用いて，外部ループの冷却水を内部ループへ供給する

ことにより，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度を低下させる手

段がある。 

    本対応で使用する設備は以下のとおり（第２－２表）。 

 

    安全冷却水系の内部ループ 

    安全冷却水系の外部ループ 

・安全冷却水循環ポンプ 

     ・安全冷却水系冷却塔 

    蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表） 

【補足説明資料 1.2－２】 

 

  (ⅳ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷却 

    安全冷却水系の外部ループの冷却機能が喪失した場合であって，内

部ループの循環機能が正常な場合においては，貯槽等に内包する高レ

ベル廃液等が沸騰することを防止するため，その他再処理設備の附属
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施設の冷却水設備の安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用）（以下 2.では「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安

全冷却水系」という。）の安全冷却水系冷却水循環ポンプを用いて，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水を安全冷却水系

の外部ループへ供給することにより，貯槽等に内包する高レベル廃液

等の温度を低下させる手段がある。本対応では再処理設備本体用の外

部ループへ供給する手段と高レベル廃液貯蔵設備の冷却に係る外部ル

ープへ供給する手段がある。 

    本対応で使用する設備は以下のとおり（第２－２表）。 

 

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系 

・安全冷却水系冷却水循環ポンプ 

     ・安全冷却水系冷却塔 

    安全冷却水系の外部ループ 

    安全冷却水系の内部ループ 

     ・内部ループの冷却水を循環するためのポンプ（以下「内部ルー

プ冷却水循環ポンプ」という。） 

    蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表） 

 【補足説明資料 1.2－２】 

 

  (ⅴ) 運転予備負荷用一般冷却水系による冷却 

    安全冷却水系の外部ループの冷却機能が喪失した場合であって，内

部ループの循環機能が正常な場合，かつ，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設用の安全冷却水が使用不能な場合においては，高レベル廃

液貯蔵設備の貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰することを防止
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するため，運転予備負荷用一般冷却水系の冷却水循環ポンプを用いて，

運転予備負荷用一般冷却水系の冷却水を高レベル廃液貯蔵設備の冷却

に係る安全冷却水系の外部ループへ供給することにより，内部ループ

の冷却水を除熱し，高レベル廃液貯蔵設備の貯槽等に内包する高レベ

ル廃液等の温度を低下させる手段がある。 

    本対応で使用する設備は以下のとおり（第２－２表）。 

 

    再処理設備本体の運転予備負荷用一般冷却水系 

     ・一般冷却水系冷却塔 

     ・冷却水循環ポンプ 

    安全冷却水系の外部ループ 

    安全冷却水系の内部ループ 

     ・内部ループ冷却水循環ポンプ 

    蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表） 

 【補足説明資料 1.2－２】 

 

  (ⅵ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

「内部ループへの通水による冷却」に使用する設備のうち，代替安

全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁を

重大事故等対処設備として設置する。 

    「内部ループへの通水による冷却」に使用する設備のうち，代替安

全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建

屋内ホース，可搬型排水受槽，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース

展張車及び運搬車を重大事故等対処設備として配備する。 

    「内部ループへの通水による冷却」に使用する設備のうち，代替安
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全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジャケ

ット配管・弁及び蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）を重大事故等対

処設備として位置付ける。 

    これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技術

的能力審査基準，事業指定基準規則第三十五条及び技術基準規則第三

十九条に要求される設備が全て網羅されている。 

    以上の重大事故等対処設備により，安全冷却水系の冷却機能の喪失

が発生した場合に，蒸発乾固の発生を防止することができる。 

【補足説明資料 1.2－1】 

「共通電源車を用いた冷却機能の回復」に使用する設備（ａ．(ｂ) 

ⅰ．（ⅱ）参照）は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても機能を維

持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機能喪失する

おそれがあるため，重大事故等対処設備とは位置付けないが，プラン

ト状況によっては事故対応に有効な設備であることから，自主対策設

備として位置付ける。本対応を実施するための具体的な条件は，外部

電源が喪失し，かつ，第２非常用ディーゼル発電機が全台故障し，そ

の他機器が健全であることが明らかな場合に対応手段として選択する

ことができる。 

    「安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却」に使用す

る設備（ａ．(ｂ) ⅰ．（ⅲ）参照）は，基準地震動の 1.2 倍の地震力を考

慮しても機能を維持できる設計としておらず，外的事象の「地震」に

より機能喪失するおそれがあること，及び本対応はウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋を除く蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）に通水可

能で，効果が限定的であるため，重大事故等対処設備とは位置付けな

いが，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であることから，
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自主対策設備として位置付ける。本対応を実施するための具体的な条

件は，内部ループの冷却水循環ポンプが全台故障し，その他機器が健

全であることが明らかな場合に対応手段として選択することができる。 

    「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷

却」に使用する設備（ａ．(ｂ) ⅰ．（ⅳ）参照）は，基準地震動の 1.2 倍

の地震力を考慮しても機能を維持できる設計としておらず，外的事象

の「地震」により機能喪失するおそれがあるため，重大事故等対処設

備とは位置付けないが，プラント状況によっては事故対応に有効な設

備であることから，自主対策設備として位置付ける。 

    「運転予備負荷用一般冷却水系による冷却」に使用する設備（ａ．

(ｂ) ⅰ．（ⅴ）参照）は，基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても機能

を維持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機能喪失

するおそれがあること，及び本対応では高レベル廃液貯蔵設備の冷却

に係る外部ループのみに通水可能であり，効果が限定的であるため，

重大事故等対処設備とは位置付けないが，プラント状況によっては事

故対応に有効な設備であることから，自主対策設備として位置付ける。 

 

  ⅱ．蒸発乾固の拡大防止対策の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 貯槽等への注水 

    安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，貯槽等に内包する高

レベル廃液等が沸騰により乾燥し固化に至ることを防止するため，可

搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース，機

器注水配管等を用いて代替安全冷却水系を構成することにより，貯槽

等に内包する高レベル廃液等の液位を一定範囲に維持する手段がある。 

    本対応で使用する設備は以下のとおり（第２－２表）。なお，可搬
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型の機器については，故障時バックアップ用の可搬型重大事故等対処

設備を外部保管エリア等に保管しており，故障が発生した場合におい

ても，外部保管エリア等から運搬し対処することが可能である。 

 

    代替安全冷却水系 

     ・機器注水配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

     ・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁 

     ・蒸発乾固対象貯槽等（設計基準対象の施設と兼用） 

（第２－３表） 

     ・可搬型建屋外ホース 

     ・可搬型中型移送ポンプ 

     ・可搬型建屋内ホース 

     ・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

     ・ホース展張車 

     ・運搬車 

 

  (ⅱ) 冷却コイル等への通水による冷却 

    安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，事態を収束させるた

め，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホー

ス，冷却コイル配管等を用いて代替安全冷却水系を構成することによ

り，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度を低下させる手段がある。 

    冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備は以下のとおり

（第２－２表）。 
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    代替安全冷却水系 

     ・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

     ・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

     ・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁 

     ・蒸発乾固対象貯槽等（設計基準対象の施設と兼用） 

（第２－３表） 

     ・可搬型建屋外ホース 

     ・可搬型中型移送ポンプ 

     ・可搬型建屋内ホース 

     ・可搬型排水受槽 

     ・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

     ・ホース展張車 

     ・運搬車 

 

  (ⅲ) 給水処理設備等から貯槽等への注水 

    発生防止対策が機能せず貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰し

た場合，かつ，交流動力電源が健全な場合においては，貯槽等に内包

する高レベル廃液等が乾燥し固化に至ることを防止するため，給水処

理設備及び化学薬品貯蔵供給系のポンプを用いて貯槽等へ注水するこ

とにより，貯槽等に内包する高レベル廃液等の液位を一定範囲に維持

する手段がある。本対応で使用する設備は以下のとおり（第２－２

表）。 

 

    給水処理設備 

     ・純水ポンプ 
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     ・純水移送ポンプ 

     ・純水供給ポンプ 

    化学薬品貯蔵供給系 

     ・硝酸供給ポンプ 

     ・硝酸溶液供給ポンプ 

     ・酸除染液調整槽ポンプ 

    清澄・計量設備 

    溶解設備 

    前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

    高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮系 

    分離建屋一時貯留処理設備 

    分離設備 

    分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系 

    プルトニウム精製設備 

    精製建屋一時貯留処理設備 

    精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系） 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の溶液系 

    高レベル廃液ガラス固化設備 

    高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯蔵系 

    高レベル廃液貯蔵設備の共用貯蔵系 

    蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表） 

【補足説明資料 1.2－２】 
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  (ⅳ) セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 

    安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，凝縮器，塔槽類廃ガ

ス処理設備からセルに導出するユニット，セル導出ユニットフィルタ

等でセルへの導出経路を構築し，貯槽等からの排気をセルに導出する。

また，可搬型排風機，可搬型フィルタ，可搬型ダクト等により，建屋

換気設備のセルからの排気系（以下 2.では「セル排気系」という。）

を代替する排気系（以下 2.では「代替セル排気系」という。）を構成

し，沸騰により発生した廃ガス中の放射性物質濃度を低下させる手段

がある。 

    外的事象の「地震」を要因とした場合，動的機器が全て機能喪失す

るとともに，全交流動力電源も喪失し，安全冷却水系の冷却機能以外

にも塔槽類廃ガス処理設備の浄化機能及び排気機能が喪失する。した

がって，貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰に至り，蒸気の影響

によって塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタの処理能力が低

下する可能性があることから，気相中に移行した放射性物質の大気中

への放出を防止するため，放射性物質をセルに導出する必要がある。

セルに導出された放射性物質は可搬型のフィルタにより放射性エアロ

ゾルを除去することで放射性物質濃度を低下させ，主排気筒を介して

大気中へ管理しながら放出することができる。 

    本対応で使用する設備は以下のとおり（第２－２表）。 

 

セル導出設備 

     ・配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

     ・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 
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     ・塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット 

     ・セル導出ユニットフィルタ 

     ・高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器 

     ・凝縮器 

     ・予備凝縮器 

     ・凝縮液回収系 

     ・分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器（設計基準対象の施設と

兼用） 

     ・分離建屋の第 1 エジェクタ凝縮器（設計基準対象の施設と兼 

用） 

     ・蒸発乾固対象貯槽等（設計基準対象の施設と兼用）（第２－ 

３表） 

     ・可搬型建屋内ホース 

     ・前処理建屋の可搬型ダクト 

     ・分離建屋の可搬型配管 

     ・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管 

代替安全冷却水系 

     ・冷却水配管・弁（凝縮器） 

     ・高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水配管・弁 

     ・可搬型建屋外ホース 

     ・可搬型中型移送ポンプ 

     ・可搬型建屋内ホース 

     ・可搬型排水受槽 

     ・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管 

     ・可搬型中型移送ポンプ運搬車 
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     ・ホース展張車 

     ・運搬車 

 

    代替セル排気系 

     ・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 

     ・前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット 

・蒸発乾固対象貯槽等（設計基準対象の施設と兼用）（第２－ 

３表） 

     ・可搬型ダクト 

     ・可搬型フィルタ 

     ・可搬型排風機 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタ 

   主排気筒（設計基準対象の施設と兼用） 

 

  (ⅴ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    「貯槽等への注水」に使用する設備のうち，代替安全冷却水系の高

レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁を重大事故等対処設

備として設置する。 

    「貯槽等への注水」に使用する設備のうち，代替安全冷却水系の可

搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース，可

搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車を重大事故等対

処設備として配備する。 

    「貯槽等への注水」に使用する設備のうち，代替安全冷却水系の機

器注水配管・弁及び蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）を重大事故等

対処設備として位置付ける。 
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    「冷却コイル等への通水による冷却」に使用する設備のうち，代替

安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁

を重大事故等対処設備として設置する。 

    「冷却コイル等への通水による冷却」に使用する設備のうち，代替

安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型

建屋内ホース，可搬型排水受槽，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホー

ス展張車及び運搬車を重大事故等対処設備として配備する。 

    「冷却コイル等への通水による冷却」に使用する設備のうち，代替

安全冷却水系の冷却コイル配管・弁，冷却ジャケット配管・弁及び蒸

発乾固対象貯槽等（第２－３表）を重大事故等対処設備として位置付

ける。 

    「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」に使用

する設備のうち，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

出するユニット，セル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガラス固

化建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝縮液回収系，代替安全

冷却水系の冷却水配管・弁（凝縮器），高レベル廃液ガラス固化建屋

の凝縮器冷却水給排水配管・弁及び代替セル排気系の前処理建屋の主

排気筒へ排出するユニットを重大事故等対処設備として設置する。 

    「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」に使用

する設備のうち，セル導出設備の可搬型建屋内ホース，前処理建屋の

可搬型ダクト，分離建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配

管，代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，

可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラス固化建屋

の可搬型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，運搬車，

代替セル排気系の可搬型ダクト，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び
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高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタを重大事故等対処設備

として配備する。 

    「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」に使用

する設備のうち，セル導出設備の配管・弁，隔離弁，ダクト・ダンパ，

分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器，分離建屋の第 1 エジェクタ凝

縮器，蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表），並びに代替セル排気系の

ダクト・ダンパ，蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）及び主排気筒を

重大事故等対処設備として位置付ける。 

    これらのフォールトツリー分析により選定した設備は，技術的能力

審査基準，事業指定基準規則第三十五条及び技術基準規則第三十九条

に要求される設備が全て網羅されている。 

    以上の重大事故等対処設備により，蒸発乾固の発生を未然に防止す

るための対策が機能しなかった場合においても，蒸発乾固の拡大を防

止することができる。 

【補足説明資料 1.2－1】 

 

    「給水処理設備等から貯槽等への注水」に使用する設備（ａ．(ｂ) 

ⅱ．（ⅲ）参照）は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても機能を維

持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機能喪失する

おそれがあることから，重大事故等対処設備とは位置付けないが，プ

ラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設

備として位置付ける。本対応を実施するための具体的な条件は，安全

冷却水系の安全冷却水系冷却塔，外部ループの安全冷却水循環ポンプ

若しくは内部ループの冷却水循環ポンプが全台故障により安全冷却水

系の冷却機能が喪失し，かつ，電気設備等のその他機器が健全である
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ことが明らかな場合に対応手段として選択することができる。 

 

  ⅲ．電源，補給水及び監視 

  (ⅰ) 電源，補給水及び監視 

   １） 電源 

     「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」で使

用する可搬型排風機に電源を供給する手段並びに可搬型発電機及び

可搬型中型移送ポンプへ燃料を供給する手段がある。 

また，「内部ループへの通水による冷却」，「貯槽等への注水」及

び「冷却コイル等への通水による冷却」で使用する可搬型中型移送

ポンプに燃料を供給する手段がある。 

     さらに，「共通電源車を用いた冷却機能の回復」で使用する冷却

水設備の安全冷却水系（再処理設備本体用）のポンプ等に電源を供

給する手段がある。電源の供給に使用する設備は以下のとおり（第

２－２表）。 

     なお，「安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却」，

「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷

却」，「運転予備負荷用一般冷却水系による冷却」及び「給水処理設

備等から貯槽等への注水」の対応は，交流動力電源が健全な場合に

実施することから，特別な電源の確保は不要で，設計基準対象の施

設の電気設備を使用する。 
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   ａ） 「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」に使

用する電源 

代替電源設備 

・前処理建屋可搬型発電機 

・分離建屋可搬型発電機 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機 

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機 

    代替所内電気設備 

・重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル） 

・可搬型電源ケーブル 

・可搬型分電盤 

    補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

 

   ｂ） 「共通電源車を用いた冷却機能の回復」に使用する電源 

     「共通電源車を用いた冷却機能の回復」に記載のとおり（ａ．(ｂ) 

ⅰ．（ⅱ）参照）。 

 

   ｃ） 「内部ループへの通水による冷却」，「貯槽等への注水」及び「冷

却コイル等への通水による冷却」に使用する電源 

 

    補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 
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   ２） 補給水 

     「内部ループへの通水による冷却」，「貯槽等への注水」，「冷却コ

イル等への通水による冷却」及び「セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応」で使用する水を供給する手段がある。本

対応で使用する設備は以下のとおり（第２－２表）。 

     なお，「給水処理設備等から貯槽等への注水」の対応の際は，設

計基準対象の施設の給水処理設備等を使用する。 

 

水供給設備 

・第１貯水槽 

なお，第２貯水槽を水源とした場合でも，対処が可能である。 

【補足説明資料1.2－４】 

 

   ３） 監視 

     「内部ループへの通水による冷却」，「貯槽等への注水」，「冷却コ

イル等への通水による冷却」及び「セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応」により対処を行う際には，貯槽等に内包

する高レベル廃液等の温度や液位，冷却水流量等を監視する手段が

ある。 

     内的事象を要因とした重大事故等が発生した場合においては，常

設の計器にて監視を行う。また，常設の計器で計測できない場合は

可搬型重大事故等対処設備を設置し監視を行う（第２－２表）。 

 

計装設備 

  ・可搬型膨張槽液位計 
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  ・可搬型貯槽温度計 

  ・可搬型冷却水流量計 

  ・可搬型漏えい液受皿液位計 

  ・可搬型建屋供給冷却水流量計 

  ・可搬型冷却水排水線量計 

  ・可搬型貯槽液位計 

  ・可搬型機器注水流量計 

・可搬型冷却コイル圧力計 

・可搬型冷却コイル通水流量計 

  ・可搬型凝縮器出口排気温度計 

  ・可搬型凝縮器通水流量計 

  ・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計 

  ・可搬型導出先セル圧力計 

  ・可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計 

  ・可搬型フィルタ差圧計 

  ・可搬型凝縮水槽液位計 

 計測制御設備 

・貯槽温度計 

・貯槽液位計 

・漏えい液受皿液位計 

・廃ガス洗浄塔入口圧力計 

・混合廃ガス凝縮器入口圧力計 

    放射線監視設備 

  ・主排気筒の排気モニタリング設備 
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    代替モニタリング設備 

  ・可搬型排気モニタリング設備 

  ・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

  ・可搬型データ表示装置 

  ・可搬型排気モニタリング用発電機 

    試料分析関係設備 

  ・放出管理分析設備 

    代替試料分析関係設備 

  ・可搬型試料分析設備 

    可搬型放射能測定装置 

 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」に使用

する電源のうち，代替所内電気設備の重大事故対処用母線（常設分電

盤，常設電源ケーブル）を重大事故等対処設備として設置する。 

    「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」に使用

する電源のうち，代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋

可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機，代替所内電気設備の可搬型

電源ケーブル及び可搬型分電盤を重大事故等対処設備として配備する。 

    「内部ループへの通水による冷却」，「貯槽等への注水」「冷却コイ

ル等への通水による冷却」及び「セルへの導出経路の構築及び代替セ

ル排気系による対応」に使用する電源のうち，補機駆動用燃料補給設

備の軽油貯槽を重大事故等対処設備として設置する。 

    「内部ループへの通水による冷却」，「貯槽等への注水」，「冷却コイ
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ル等への通水による冷却」及び「セルへの導出経路の構築及び代替セ

ル排気系による対応」に使用する電源のうち，補機駆動用燃料補給設

備の軽油用タンクローリを重大事故等対処設備として配備する。 

    補給水の供給に使用する設備のうち，水供給設備の第１貯水槽を重

大事故等対処設備として設置する。 

    監視にて使用する設備のうち，計装設備の可搬型膨張槽液位計，可

搬型貯槽温度計，可搬型冷却水流量計，可搬型漏えい液受皿液位計，

可搬型建屋供給冷却水流量計，可搬型冷却水排水線量計，可搬型貯槽

液位計，可搬型機器注水流量計，可搬型冷却コイル圧力計，可搬型冷

却コイル通水流量計，可搬型凝縮器出口排気温度計，可搬型凝縮器通

水流量計，可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計，可搬型導出先セル圧力計，

可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計，可搬型フィルタ差圧計，可

搬型凝縮水槽液位計，代替モニタリング設備の可搬型排気モニタリン

グ設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可搬型データ表

示装置，可搬型排気モニタリング用発電機及び代替試料分析関係設備

の可搬型試料分析設備の可搬型放射能測定装置を重大事故等対処設備

として配備する。 

    監視にて使用する設備のうち，放射線監視設備の主排気筒の排気モ

ニタリング設備及び試料分析関係設備の放出管理分析設備を重大事故

等対処設備として位置付ける。 

    これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技術

的能力審査基準，事業指定基準規則及び技術基準規則に要求される設

備が全て網羅されている。 

    「共通電源車を用いた冷却機能の回復」に使用する設備（ａ．(ｂ) 

ⅰ．（ⅱ）参照）は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても機能を維

581



持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機能喪失する

おそれがあるため，重大事故等対処設備とは位置付けないが，プラン

ト状況によっては事故対応に有効な設備であることから，自主対策設

備として位置付ける。本対応を実施するための具体的な条件は，外部

電源が喪失し，かつ，第２非常用ディーゼル発電機が全台故障し，そ

の他機器が健全であることが明らかな場合に対応手段として選択する

ことができる。 

    計測制御設備は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても機能を維

持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機能喪失する

おそれがあるため，重大事故等対処設備とは位置付けないが，プラン

ト状況によっては事故対応に有効な設備であることから，自主対策設

備として位置付ける。 

 

  ⅳ．手順等 

    「蒸発乾固の発生防止対策の対応手段及び設備」及び「蒸発乾固の

拡大防止対策の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手

順を整備する。 

    これらの手順は，重大事故時における実施組織要員による一連の対

応として「重大事故等発生時対応手順書」に定める（第２－１表）。 

    また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても整備する

（第２－４表）。 
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 ｂ．重大事故等時の手順 

 (ａ) 蒸発乾固の発生防止対策の対応手順 

  ⅰ．内部ループへの通水による冷却 

    安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，代替安全冷却水系の

可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホースを

敷設，接続し，可搬型建屋内ホースと代替安全冷却水系の内部ループ

配管を接続した後，第１貯水槽の水を内部ループに通水することによ

り，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度を低下させる手段がある。

なお，第２貯水槽を水源とした場合でも，対処が可能である。 

    外的事象の「地震」による冷却機能喪失の場合は，現場環境確認を

行った後に対処を開始するとともに，機器の損傷による漏えいの発生

の有無を確認する。外的事象の「火山の影響」により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応作業として，可

搬型中型移送ポンプの建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準  

    安全冷却水系の安全冷却水系冷却塔，外部ループの安全冷却水循環

ポンプ若しくは内部ループの冷却水循環ポンプが全台故障し，安全冷

却水系の冷却機能が喪失した場合，又は，外部電源が喪失し，かつ，

第２非常用ディーゼル発電機を運転できない場合（第２－５表）。 

 

  (ⅱ) 操作手順  

    「内部ループへの通水による冷却」の手順の概要は以下のとおり。

本手順の成否は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃以
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下で安定していることにより確認する。手順の対応フローを第２－３

図，概要図を第２－４図，タイムチャートを第２－５図に示す。降灰

予報（「やや多量」以上）を確認した場合のタイムチャートを第２－

６図に示す。 

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班の班員及

び建屋外対応班の班員に「内部ループへの通水による冷却」のため

の準備の実施を指示する。準備は第２－６表に示すとおり，貯槽等

に内包する高レベル廃液等の沸騰までの時間余裕が短いものを優先

に行う。なお，手順着手の判断基準のうち，外的事象の「地震」に

より外部電源が喪失し，かつ，第２非常用ディーゼル発電機が運転

できない場合には，建屋対策班の班員に現場環境確認の実施を指示

し，以下の②へ移行する。外的事象の「地震」以外の場合は以下の

⑤へ移行する。 

   ②  建屋対策班の班員は，現場環境確認を実施し，確認結果を実施責

任者に報告する。 

   ③  実施責任者は，現場環境確認結果に基づき対処を行うアクセスル

ートを判断する。 

   ④  建屋対策班の班員は，セルに可搬型漏えい液受皿液位計を設置し，

セル内における貯槽等の損傷による漏えいの発生有無を，液位測定

を行い確認する。 

   ⑤  建屋外対応班の班員は，可搬型中型移送ポンプを第１貯水槽近傍

へ敷設し，可搬型中型移送ポンプ及び可搬型建屋外ホースを接続す

ることで，第１貯水槽から各建屋への水を供給するための経路を構

築する。また，可搬型建屋供給冷却水流量計を可搬型建屋外ホース

の経路上に設置する。さらに，可搬型排水受槽及び可搬型中型移送
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ポンプを建屋近傍に敷設し，可搬型建屋外ホースで接続し，冷却に

使用した水を第１貯水槽へ移送するための経路を構築する。なお，

可搬型中型移送ポンプは可搬型中型移送ポンプ運搬車，可搬型建屋

外ホースはホース展張車及び運搬車，可搬型排水受槽は運搬車によ

り運搬するとともに，降灰により可搬型中型移送ポンプが機能喪失

するおそれがある場合には，運搬車により可搬型中型移送ポンプを

各建屋内及び保管庫内に敷設する。 

   ⑥  建屋対策班の班員は，常設の計器により貯槽等の温度を計測でき

ない場合は，貯槽等へ可搬型貯槽温度計を設置し，高レベル廃液等

の温度を計測する。 

   ⑦ 建屋対策班の班員は，膨張槽の液位を監視するため，膨張槽に可

搬型膨張槽液位計を設置する。 

   ⑧  建屋対策班の班員は，代替安全冷却水系の内部ループ配管等の漏

えいの有無を，可搬型膨張槽液位計にて，当該系統に設置している

膨張槽の液位が低下していないことにより確認する。ただし，分離

建屋の高レベル廃液濃縮缶の内部ループの漏えいの有無については，

第１貯水槽から代替安全冷却水系の内部ループ配管へ水を供給する

ための経路を構築後，可搬型冷却コイル圧力計を可搬型建屋内ホー

スの経路上に設置し，可搬型中型移送ポンプにより代替安全冷却水

系の内部ループ配管を加圧することで，可搬型冷却コイル圧力計の

指示値から冷却コイル等の健全性を確認する。なお，分離建屋の高

レベル廃液濃縮缶の内部ループは，高レベル廃液濃縮缶の加熱運転

時の加熱蒸気の供給経路を兼ねており，当該内部ループには膨張槽

がないことから，本操作で内部ループの健全性を確認する。 

   ⑨ 実施責任者は，内部ループの漏えい確認結果に基づき，建屋対策
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班の班員に可搬型建屋内ホースの接続先を指示し，以下⑩へ移行す

る。また，内部ループの漏えい確認結果から，内部ループが損傷し

ていると判断した場合には，「冷却コイル等への通水による冷却」

に着手する。 

   ⑩ 建屋対策班の班員は，建屋内の通水経路を構築するため，可搬型

建屋内ホースを敷設し，可搬型冷却水流量計を可搬型建屋内ホース

の経路上に設置する。ただし，高レベル廃液ガラス固化建屋におい

ては，水の供給経路として冷却水給排水配管も用いる。 

   ⑪ 建屋対策班の班員は，可搬型建屋内ホースを安全冷却水系の内部

ループの給水側の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建

屋外ホースを接続することで，第１貯水槽から各建屋の内部ループ

に通水するための経路を構築する。 

   ⑫ 建屋対策班の班員は，可搬型建屋内ホースを安全冷却水系の内部

ループの排水側の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建

屋外ホースを接続することで，冷却に使用した水を可搬型排水受槽

に排水するための経路を構築する。 

   ⑬ 実施責任者は，内部ループへの通水の準備が完了したことを確認

し，建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員に重大事故等の発生

防止対策としての「内部ループへの通水による冷却」の実施を指示

する。 

   ⑭ 建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，可搬型中型移送ポ

ンプにより第１貯水槽から代替安全冷却水系の内部ループ配管等を

経由し，蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）に通水する。通水流量

は，可搬型冷却水流量計及び可搬型建屋内ホースに設置している流

量調節弁により調整する。 
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   ⑮ 建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，可搬型冷却水排水

線量計を用いて内部ループへの通水に使用した水の汚染の有無を監

視する。また，可搬型排水受槽に回収し，可搬型放射能測定装置を

用いて汚染の有無を確認した上で，第１貯水槽へ移送する。「内部

ループへの通水による冷却」時に必要な監視項目は，内部ループ通

水流量，貯槽等温度，建屋給水流量及び排水線量である。 

   ⑯ 実施責任者は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃

以下で安定していることを確認することにより，内部ループへの通

水により冷却機能が維持されていると判断する。冷却機能が維持さ

れていることを判断するために必要な監視項目は，貯槽等温度であ

る。また，「内部ループへの通水による冷却」を実施したにもかか

わらず，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が低下しない場合

には，「冷却コイル等への通水による冷却」に着手する。 

⑰ 内的事象を要因とした重大事故等が発生した場合においては，上

記の手順に加え，実施責任者は，第２－７表に示す補助パラメータ

を中央制御室の監視制御盤等において確認することにより，事故が

発生した機器の状態等を確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    前処理建屋の「内部ループへの通水による冷却」の操作は，実施責

任者，建屋対策班長，現場管理者，建屋外対応班長，要員管理班，情

報管理班，通信班長及び放射線対応班（以下 2.では「実施責任者

等」という。）の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策

班の班員 14 人の合計 61 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間

（高レベル廃液等の沸騰開始時間）140 時間に対し，事象発生から安
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全冷却水系の内部ループへの通水開始まで 35 時間 40 分以内で可能で

ある。 

    分離建屋の「内部ループへの通水による冷却」の操作は，分離建屋

内部ループ１の貯槽等（第２－３表）に対して，実施責任者等の要員

28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 12 人の合計

59 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の

沸騰開始時間）15 時間に対し，事象発生から安全冷却水系の内部ル

ープへの通水開始まで 13 時間以内で可能である。分離建屋内部ルー

プ２の貯槽等（第２－３表）に対して，実施責任者等の要員 28 人，

建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 16 人の合計 63 人に

て作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始

時間）330 時間に対し，事象発生から安全冷却水系の内部ループへの

通水開始まで 40 時間 10 分以内で可能である。分離建屋内部ループ３

の貯槽等（第２－３表）に対して，実施責任者等の要員 28 人，建屋

外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 28 人の合計 75 人にて作

業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時

間）180 時間に対し，事象発生から安全冷却水系の内部ループへの通

水開始まで 45 時間 45 分以内で可能である。 

    精製建屋の「内部ループへの通水による冷却」の操作は，実施責任

者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員

16 人の合計 63 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベ

ル廃液等の沸騰開始時間）11 時間に対し，事象発生から安全冷却水

系の内部ループへの通水開始まで 8 時間 50 分以内で可能である。 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の「内部ループへの通水による

冷却」の操作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19
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人及び建屋対策班の班員 18 人の合計 65 人にて作業を実施した場合，

対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）19 時間に対し，

事象発生から安全冷却水系の内部ループへの通水開始まで 17 時間以

内で可能である。 

    高レベル廃液ガラス固化建屋の「内部ループへの通水による冷却」

の操作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び

建屋対策班の班員 20 人の合計 67 人にて作業を実施した場合，対策の

制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）23 時間に対し，事象発

生から安全冷却水系の内部ループへの通水開始まで 20 時間以内で可

能である。 

    対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）と各対策に係る

時間を第２－８表に示す。 

    実施責任者等の要員 28 人及び建屋外対応班の班員 19 人は全ての建

屋の対応において，共通の要員である。 

    外的事象の「地震」による冷却機能喪失時における現場環境確認は，

30 人にて作業を実施した場合, １時間 30 分以内で実施可能である。    

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環境

や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。 

    線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

    さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

    重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保
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する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.2－３】 

【補足説明資料 1.2－６】 

 

  ⅱ．共通電源車を用いた冷却機能の回復 

全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象の施設

の機能維持が可能である場合，貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸

騰することを防止するため，共通電源車，可搬型電源ケーブル，非常

用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線等を接続した後，共通電源車から

再処理施設へ電源を供給することで，安全冷却水系の冷却機能を回復

し，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度を低下させる。本対応で

用いる手順等については，「8. 電源の確保に関する手順等」に示す。 

 非常用電源建屋の 6.9kＶ非常用主母線へ給電するための電源隔離

から共通電源車の起動及び運転状態の確認までは，実施責任者等の要

員９人，建屋対策班の班員 14 人にて 1 時間以内で実施する。 

 要員の確保，本対策の実施判断後から電源隔離（前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋），電源隔離（引きロック）及び非常用電

源建屋の 6.9kＶ非常用主母線の復電を実施責任者等の要員 23 人，建

屋対策班の班員 24 人にて 1 時間 15 分以内で実施する。 

 要員の確保，本対策の実施判断後から各建屋の負荷起動までは，実

施責任者等の要員 23 人，建屋対策班の班員 26 人にて５時間以内で実

施する。 

 以上より，５建屋（前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ
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ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋）を対象と

した共通電源車を用いた冷却機能を回復するための手順に必要となる

合計の要員数は，実施責任者等の要員 23 人，建屋対策班の班員 36 人

の合計 59 人，想定時間は実施判断後から 6 時間 35 分以内で実施する。 

 共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－５表に示す。 

 

  ⅲ．安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却 

    安全冷却水系の内部ループの冷却機能が喪失した場合であって，外

部ループの循環機能が正常に動作する場合においては，貯槽等に内包

する高レベル廃液等が沸騰することを防止するため，内部ループで取

り除かれた熱を外部ループに伝達する中間熱交換器をバイパスし安全

冷却水系の外部ループの冷却水を貯槽等の冷却コイルに通水すること

により，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度を低下させる。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

    安全冷却水系の内部ループの冷却水循環ポンプが全台故障し，安全

冷却水系の冷却機能が喪失した場合，かつ，安全冷却水系の外部ルー

プが運転中の場合（第２－５表）。 

    本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対応を実施するための要員を確保可能な場合に着手することとし，

重大事故等対処設備を用いた対応と並行して実施する。 

【補足説明資料 1.2－５】 

 

  (ⅱ) 操作手順 

    「安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却」の手順の
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概要は以下のとおり。本手順の成否は，貯槽等に内包する高レベル廃

液等の温度が 85℃以下で安定していることにより確認する。手順の

対応フローを第２－７図，概要図を第２－８図，タイムチャートを第

２－９図～第２－12 図に示す。 

   ① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班員

に「安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却」の実施

を指示する。 

   ② 建屋対策班の班員は，安全冷却水系の外部ループの膨張槽液位に

より，当該系統が健全であることを確認する。 

   ③ 建屋対策班の班員は，安全冷却水系の中間熱交換器をバイパスす

るための手動弁を開放し，安全冷却水循環ポンプにて外部ループの

安全冷却水を安全冷却水系の内部ループへ通水する。 

④ 建屋対策班の班員は，安全冷却水系の流量調節弁により，通水流

量を調整する。安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷

却に必要な監視項目は，貯槽等温度，安全冷却水系流量（外部ルー

プ）及び安全冷却水系流量（内部ループ）である。 

   ⑤ 実施責任者は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃

以下で安定していることを確認することにより，「安全冷却水系の

中間熱交換器バイパス操作による冷却」によって冷却機能が維持さ

れていると判断する。冷却機能が維持されていることを判断するた

めに必要な監視項目は，貯槽等温度である。また，冷却機能が回復

しなかった場合は，実施責任者及び建屋対策班の班員は，内部ルー

プの別の系統に対し②～⑤の中間熱交換器バイパス操作を行う。 

⑥ 上記の手順に加え，実施責任者は，第２－７表に示す補助パラメ

ータを中央制御室の監視制御盤等において確認することにより，事
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故が発生した機器の状態等を確認する。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    本対応は，内的事象を要因として発生することから，実施責任者等

の要員のうち，実施責任者１人及び建屋対策班長１人が対策の指揮を

行う。 

    前処理建屋の「安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷

却」は実施責任者等の要員２人及び建屋対策班の班員８人の合計 10

人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰

開始時間）140 時間に対し，事象発生後，要員が確保でき，対策の実

施が可能と判断してから操作完了まで１時間以内で可能である。 

分離建屋の「安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷

却」は，実施責任者等の要員２人及び建屋対策班の班員 10 人の合計

12 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の

沸騰開始時間）15 時間に対し，事象発生後，要員が確保でき，対策

の実施が可能と判断してから操作完了まで１時間 25 分以内で可能で

ある。 

精製建屋の「安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷

却」は，実施責任者等の要員２人及び建屋対策班の班員 10 人の合計

12 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の

沸騰開始時間）11 時間に対し，事象発生後，要員が確保でき，対策

の実施が可能と判断してから操作完了まで１時間 20 分以内で可能で

ある。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の「安全冷却水系の中間熱交換器バイ

パス操作による冷却」は，実施責任者等の要員２人及び建屋対策班の

班員 14 人の合計 16 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高
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レベル廃液等の沸騰開始時間）23 時間に対し，事象発生後，要員が

確保でき，対策の実施が可能と判断してから操作完了まで１時間 10

分以内で可能である。 

本対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対策を実施するための要員を確保可能な場合に着手を行うこととし

ているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼすこと

はない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量計を着

用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

【補足説明資料 1.2－３】 

【補足説明資料 1.2－６】 

 

  ⅳ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷却 

    安全冷却水系の外部ループの冷却機能が喪失した場合であって，内

部ループの循環機能が正常な場合においては，貯槽等に内包する高レ

ベル廃液等が沸騰することを防止するため，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設用の安全冷却水系の冷却水を安全冷却水系の外部ループ

へ供給することで，内部ループの冷却水を除熱し，貯槽等に内包する

高レベル廃液等の温度を低下させる。本対応では再処理設備本体用の

外部ループへ供給する手段と高レベル廃液貯蔵設備の冷却に係る外部

594



ループへ供給する手段がある。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

    再処理施設の安全冷却水系の安全冷却水系冷却塔又は外部ループの

安全冷却水循環ポンプが全台故障し，安全冷却水系の冷却機能が喪失

した場合，かつ，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却

水系が運転中の場合（第２－５表）。 

    本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対応を実施するための要員を確保可能な場合に着手することとし，

重大事故等対処設備を用いた対応と並行して実施する。 

【補足説明資料 1.2－５】 

 

  (ⅱ) 操作手順  

    「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷

却」の手順の概要は以下のとおり。本手順の成否は，貯槽等に内包す

る高レベル廃液等の温度が 85℃以下で安定していることにより確認

する。手順の対応フローを第２－13 図，概要図を第２－14 図，タイ

ムチャートを第２－15 図に示す。 

１）  再処理設備本体へ供給する場合 

   ① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班員

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系の冷却水

を再処理設備本体用の外部ループへ供給することを指示する。 

   ② 建屋対策班の班員は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の

安全冷却水系の膨張槽液位により，当該系統が健全であることを確

認する。 
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   ③ 建屋対策班の班員は，前処理建屋に設置されている使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系とその他再処理設備の附

属施設の給水施設の冷却水設備の再処理設備本体用の安全冷却水系

を接続する手動弁を開放する。 

   ④ 建屋対策班の班員は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置されて

いるプール水冷却系熱交換器へ冷却水を通水する配管上の手動弁を

閉止し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系の

安全冷却水系冷却水循環ポンプにより，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設用の安全冷却水系の冷却水をその他再処理設備の附属施

設の給水施設の冷却水設備の再処理設備本体用の安全冷却水系の外

部ループへ通水する。 

   ⑤ 建屋対策班の班員は，その他再処理設備の附属施設の給水施設の

冷却水設備の再処理設備本体用の安全冷却水系の流量調節弁により

通水流量を調整する。本操作に必要な監視項目は，貯槽等温度，安

全冷却水系流量（内部ループ）及び安全冷却水系流量（使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水系）である。 

   ⑥ 実施責任者は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃

以下で安定していることを確認することにより，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷却によって冷却機能

が維持されていると判断する。冷却機能が維持されていることを判

断するために必要な監視項目は，貯槽等温度である。また，冷却機

能が回復しなかった場合は，実施責任者及び建屋対策班の班員は，

安全冷却水系の別の系統に対し②～⑥の使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷却の操作を行う。 

⑦ 上記の手順に加え，実施責任者は，第２－７表に示す補助パラメ
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ータを中央制御室の監視制御盤等において確認することにより，事

故が発生した機器の状態等を確認する。 

２）  高レベル廃液貯蔵設備へ供給する場合 

   ① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班員

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系の冷却水

を高レベル廃液貯蔵設備の冷却に係る外部ループへ供給することを

指示する。 

   ② 建屋対策班の班員は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の

安全冷却水系の膨張槽液位により，当該系統が健全であることを確

認する。 

   ③ 建屋対策班の班員は，高レベル廃液ガラス固化建屋に設置されて

いる使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系とその

他再処理設備の附属施設の給水施設の冷却水設備の再処理設備本体

用の安全冷却水系を接続する手動弁を開放する。 

   ④ 建屋対策班の班員は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置されて

いるプール水冷却系熱交換器へ冷却水を通水する配管上の手動弁を

閉止し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系の

安全冷却水系冷却水循環ポンプにより，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設用の安全冷却水系の冷却水を，高レベル廃液貯蔵設備に

係る安全冷却水系へ通水する。 

   ⑤ 建屋対策班の班員は,高レベル廃液貯蔵設備に係る安全冷却水系

の流量調節弁により通水流量を調整する。本操作に必要な監視項目

は，貯槽等温度，安全冷却水系流量（内部ループ）及び安全冷却水

系流量（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水系）で

ある。 
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   ⑥ 実施責任者は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃

以下で安定していることを確認することにより，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷却によって冷却機能

が維持されていると判断する。冷却機能が維持されていることを判

断するために必要な監視項目は，貯槽等温度である。また，冷却機

能が回復しなかった場合は，実施責任者及び建屋対策班の班員は，

安全冷却水系の別の系統に対し②～⑥の使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷却の操作を行う。 

⑦ 上記の手順に加え，実施責任者は，第２－７表に示す補助パラメ

ータを中央制御室の監視制御盤等において確認することにより，事

故が発生した機器の状態等を確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性  

「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷

却」のうち，再処理設備本体へ供給する場合の操作は，内的事象を要

因として発生することから，実施責任者等の要員のうち，実施責任者

１人，建屋対策班長６人及び建屋対策班の班員 12 人の合計 19 人にて

作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時

間）として，沸騰に至るまでの時間が最も短い精製建屋の 11 時間に

対し，事象発生後，要員が確保でき，対策の実施が可能と判断してか

ら冷却開始まで１時間 20 分以内で可能である。 

    「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による冷

却」のうち，高レベル廃液貯蔵設備へ供給する場合の操作は，内的事

象を要因として発生することから，実施責任者等の要員のうち，実施

責任者１人，建屋対策班長２人及び建屋対策班の班員 12 人の合計 15
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人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰

開始時間）23 時間に対し，事象発生後，要員が確保でき，対策の実

施が可能と判断してから冷却開始まで１時間 10 分以内で可能である。 

    本対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対策を実施するための要員を確保可能な場合に着手を行うこととし

ているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼすこと

はない。 

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量計を着

用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

    さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

【補足説明資料 1.2－３】 

【補足説明資料 1.2－６】 

 

  ⅴ．運転予備負荷用一般冷却水系による冷却 

    安全冷却水系の外部ループの冷却機能が喪失した場合であって，内

部ループの循環機能が正常な場合，かつ，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設用の安全冷却水が使用不能な場合においては，高レベル廃

液貯蔵設備の貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰することを防止

するため，再処理設備本体の運転予備負荷用一般冷却水系の冷却水を

高レベル廃液貯蔵設備の冷却に係る安全冷却水系の外部ループへ供給

することにより，内部ループの冷却水を除熱し，高レベル廃液貯蔵設
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備の貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度を低下させる手段がある。 

 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

    安全冷却水系の安全冷却水系冷却塔又は外部ループの安全冷却水循

環ポンプが全台故障し，安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合であ

って，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系が停止

中の場合，かつ，再処理設備本体の運転予備負荷用一般冷却水系が運

転中の場合（第２－５表）。 

本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対応を実施するための要員を確保可能な場合に着手することとし，

重大事故等対処設備を用いた対応と並行して実施する。 

【補足説明資料 1.2－５】 

 

  (ⅱ) 操作手順  

    「運転予備負荷用一般冷却水系による冷却」の手順の概要は以下の

とおり。本手順の成否は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が

85℃以下で安定していることにより確認する。手順の対応フローを第

２－16 図，概要図を第２－17 図，タイムチャートを第２－18 図に示

す。 

   ① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班員

に「運転予備負荷用一般冷却水系による冷却」の実施を指示する。 

   ② 建屋対策班の班員は，運転予備負荷用一般冷却水系の膨張槽液位

により，当該系統が健全であることを確認する。 

   ③ 建屋対策班の班員は，高レベル廃液ガラス固化建屋に設置されて
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いる運転予備負荷用一般冷却水系と高レベル廃液貯蔵設備の冷却に

係る安全冷却水系の外部ループを接続する手動弁を開放する。 

   ④ 建屋対策班の班員は，運転予備負荷用一般冷却水系に設置されて

いる冷却水を通水する配管上の手動弁を閉止し，運転予備負荷用一

般冷却水系の冷却水循環ポンプにて，運転予備負荷用一般冷却水を，

高レベル廃液貯蔵設備に係る安全冷却水系の外部ループへ通水する。 

⑤ 建屋対策班の班員は, 高レベル廃液貯蔵設備に係る安全冷却水系

の流量調節弁により通水流量を調整する。本操作に必要な監視項目

は，貯槽等温度，安全冷却水系流量（内部ループ）及び運転予備負

荷用一般冷却水系流量である。 

⑥ 実施責任者は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃

以下で安定していることを確認することにより，運転予備負荷用一

般冷却水系による冷却によって冷却機能が維持されていると判断す

る。冷却機能が維持されていることを判断するために必要な監視項

目は，貯槽等温度である。また，冷却機能が回復しなかった場合は，

実施責任者及び建屋対策班の班員は，安全冷却水系の別の系統に対

し②～⑥の運転予備負荷用一般冷却水系による冷却の操作を行う。 

⑦ 上記の手順に加え，実施責任者は，第２－７表に示す補助パラメ

ータを中央制御室の監視制御盤等において確認することにより，事

故が発生した機器の状態等を確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    高レベル廃液ガラス固化建屋における再処理設備本体の「運転予備

負荷用一般冷却水系による冷却」の操作は，内的事象を要因として発

生することから，実施責任者等の要員のうち，実施責任者１人，建屋
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対策班長２人及び建屋対策班の班員 12 人の合計 15 人にて作業を実施

した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）23 時

間に対し，事象発生後，要員が確保でき，対策の実施が可能と判断し

てから冷却開始まで１時間 20 分以内で可能である。 

    本対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対策を実施するための要員を確保可能な場合に着手を行うこととし

ているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼすこと

はない。 

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量計を着

用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

    さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

【補足説明資料 1.2－３】 

【補足説明資料 1.2－６】 

 

  ⅵ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選

択フローチャートを第２－19 図に示す。 

    安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，「内部ループへの通

水による冷却」の対応手順に従い，代替安全冷却水系の内部ループ配

管等を経由し，蒸発乾固対象貯槽等（第２－３表）に通水することに

より，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度を低下させる。また，
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重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，自主対策設備

を用いた対応の要員が確保できた場合には，冷却機能喪失の要因に応

じて，内部ループへの通水による冷却と並行で，以下の対応を行う。 

冷却機能の喪失の要因が外部電源の喪失などの機器の損傷が伴わな

い場合には，「内部ループへの通水による冷却」と並行して「共通電

源車を用いた冷却機能の回復」の対応手順に従い，電源を復旧するこ

とにより，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度を低下させる。 

冷却機能の喪失の要因が安全冷却水系の内部ループに設置する冷却

水循環ポンプの全台故障の場合には，「内部ループへの通水による冷

却」と並行して「安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷

却」の対応手順に従い，中間熱交換器バイパス操作による冷却を実施

することにより，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度を低下させ

る。 

冷却機能の喪失の要因が安全冷却水系の安全冷却水系冷却塔及び外

部ループの安全冷却水循環ポンプの全台故障の場合には，「内部ルー

プへの通水による冷却」と並行して「使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用の安全冷却水系による冷却」の対応手順に従い，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水を再処理設備本体用の安全

冷却水系の外部ループ又は高レベル廃液貯蔵設備の冷却に係る安全冷

却水系の外部ループへ供給することにより，内部ループの冷却水を除

熱し，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度を低下させる。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系が使用不能

な場合には，「運転予備負荷用一般冷却水系による冷却」の対応手順

に従い，運転予備負荷用一般冷却水系の冷却水を高レベル廃液貯蔵設

備の冷却に係る安全冷却水系の外部ループへ供給することにより，内
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部ループの冷却水を除熱し，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度

を低下させる。 

上記の手順の実施において，計装設備を用いて監視するパラメータ

を第２－４表に示す。この監視パラメータのうち，機器等の状態を直

接監視する重要監視パラメータの計測が困難となった場合の代替方法

を第２－９表に示す。 

また，内的事象により発生する重大事故等への対処においては，「8. 

電源の確保に関する手順」，「9. 事故時の計装に関する手順等」及び

「11. 監視測定等に関する手順等」に記載する設計基準対象の施設

の電気設備，計測制御設備及び放射線監視設備をそれぞれ用いる。 
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 (ｂ) 蒸発乾固の拡大防止対策の対応手順 

  ⅰ．貯槽等への注水 

    安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，発生防止対策が機能

しなかった場合に備え，「内部ループへの通水による冷却」で敷設す

る可搬型中型移送ポンプの下流側に，貯槽等内に注水するための可搬

型建屋内ホースを敷設し，可搬型建屋内ホースと機器注水配管の接続

口を接続する。貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰に至った場合

には，液位低下，及びこれによる濃縮の進行を防止するため，液位を

一定範囲に維持するよう，第１貯水槽の水を貯槽等内へ注水すること

により，貯槽等に内包する高レベル廃液等が乾燥し固化に至ることを

防止する。なお，第２貯水槽を水源とした場合でも，対処が可能であ

る。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準  

    安全冷却水系の安全冷却水系冷却塔，外部ループの安全冷却水循環

ポンプ若しくは内部ループの冷却水循環ポンプが全台故障し，安全冷

却水系の冷却機能が喪失した場合，又は，外部電源が喪失し，かつ，

第２非常用ディーゼル発電機を運転できない場合（第２－５表）。 

 

  (ⅱ) 操作手順 

    「貯槽等への注水」の手順の概要は以下のとおり。本手順の成否は，

貯槽等液位から，貯槽等に注水されていることにより確認する。手順

の対応フローを第２－３図，概要図を第２－20 図，タイムチャート

を第２－21 図に示す。外的事象の「火山の影響」により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応作業として，可
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搬型中型移送ポンプの建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

   ① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班の班員及

び建屋外対応班の班員に貯槽等への注水のための準備の実施を指示

する。 

   ② 建屋対策班の班員は，建屋内の注水経路を構築するため，「内部

ループへの通水による冷却」で敷設する可搬型中型移送ポンプの下

流側に，貯槽等への注水のための可搬型建屋内ホースを敷設し，可

搬型機器注水流量計を可搬型建屋内ホースの経路上に設置する。た

だし，高レベル廃液ガラス固化建屋においては，水の注水経路とし

て冷却水注水配管も用いる。 

   ③ 建屋対策班の班員は，可搬型建屋内ホースを機器注水配管の接続

口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを接続する

ことで，第１貯水槽から各建屋の貯槽等に注水するための経路を構

築する。 

   ④ 建屋対策班の班員は，貯槽等内の液位と貯槽等に内包する高レベ

ル廃液等の温度の監視を継続する。常設の計器により液位を計測で

きない場合には，貯槽等の液位を確認するため貯槽等に可搬型貯槽

液位計を設置し，計測値から算出する貯槽等内の液位と貯槽等に内

包する高レベル廃液等の温度の監視を継続する。 

   ⑤ 建屋対策班の班員は，監視の結果，高レベル廃液等が沸騰温度に

至ったことを実施責任者へ報告する。 

   ⑥ 実施責任者は，高レベル廃液等が沸騰に至り，高レベル廃液等の

液量が初期液量の 70％（高レベル廃液等の濃縮を考慮しても揮発

性ルテニウムが発生する 120℃に至らない液量）まで減少する前に
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貯槽等への注水開始を判断し，以下の⑦へ移行する。貯槽等への注

水の実施を判断するために必要な監視項目は，貯槽等温度及び貯槽

等液位である。 

   ⑦ 建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，貯槽等の可搬型貯

槽液位計の指示値から貯槽等の液位を算出し，注水停止液位（貯槽

等への注水量）を決定した上で，可搬型中型移送ポンプにより，第

１貯水槽から貯槽等に注水する。注水流量は，可搬型機器注水流量

計及び可搬型建屋内ホースに設置している流量調節弁により調整す

る。 

   ⑧ 建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，注水停止液位に到

達したことにより，注水作業を停止し，貯槽等温度及び貯槽等液位

の監視を継続する。 

   ⑨  建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，貯槽等の液位の監

視の結果，予め定めた液位に低下した場合には，貯槽等への注水を

再開する。貯槽等への注水時に必要な監視項目は，貯槽等注水流量，

貯槽等温度，貯槽等液位及び建屋給水流量である。 

   ⑩ 実施責任者は，貯槽等の液位から，貯槽等に注水されていること

を確認することで，蒸発乾固の進行が防止されていると判断する。

蒸発乾固の進行が防止されていることを判断するために必要な監視

項目は，貯槽等液位である。 

   ⑪ 建屋対策班の班員は，機器注水配管から貯槽等への注水ができな

い場合には，必要に応じて貯槽等に接続しているその他の配管を加

工し，貯槽等へ注水する。 

   ⑫ 実施責任者は，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース等の

可搬型重大事故等対処設備が使用できない場合，建屋対策班の班員
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及び建屋外対応班の班員に故障時バックアップ用の可搬型重大事故

等対処設備との交換，又は資機材による故障箇所の復旧を指示する。 

   ⑬ 建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，故障時バックアッ

プ用の可搬型重大事故等対処設備との交換が必要な場合，屋外保管

場所等から故障時バックアップ用の可搬型重大事故等対処設備を運

搬し，故障箇所の交換を行う。交換が不要な場合は，資機材により

故障箇所の復旧を行う。 

   ⑭ 建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，故障箇所の復旧完

了後，外観確認により設備の状態を確認し，実施責任者に報告する。 

   ⑮ 実施責任者は，建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員からの

報告を基に，故障が復旧したことを判断する。 

⑯ 内的事象を要因とした重大事故等が発生した場合においては，上

記の手順に加え，実施責任者は，第２－７表に示す補助パラメータ

を中央制御室の監視制御盤等において確認することにより，事故が

発生した機器の状態等を確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性  

    前処理建屋の「貯槽等への注水」の操作は，実施責任者等の要員

28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 26 人の合計

73 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の

沸騰開始時間）140 時間に対し，事象発生から貯槽等への注水準備完

了まで 39 時間以内で可能である。 

    分離建屋の「貯槽等への注水」の操作は，分離建屋内部ループ１の

貯槽等（第２－３表）に対して，実施責任者等の要員 28 人，建屋外

対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 12 人の合計 59 人にて作業
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を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）

15 時間に対し，事象発生から貯槽等への注水準備完了まで 12 時間以

内で可能である。分離建屋内部ループ２，３の貯槽等（第２－３表）

に対して，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び

建屋対策班の班員 10 人の合計 57 人にて作業を実施した場合，対策の

制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）180 時間に対し，事象発

生から貯槽等への注水準備完了まで 69 時間 40 分以内で可能である。 

    精製建屋の「貯槽等への注水」の操作は，実施責任者等の要員 28

人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 16 人の合計 63

人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰

開始時間）11 時間に対し，事象発生から貯槽等への注水準備完了ま

で 9 時間以内で可能である。 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の「貯槽等への注水」の操作は，

実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班

の班員 14 人の合計 61 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間

（高レベル廃液等の沸騰開始時間）19 時間に対し，事象発生から貯

槽等への注水準備完了まで 17 時間以内で可能である。 

    高レベル廃液ガラス固化建屋の「貯槽等への注水」の操作は，実施

責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班

員 22 人の合計 69 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レ

ベル廃液等の沸騰開始時間）23 時間に対し，事象発生から貯槽等へ

の注水準備完了まで 20 時間 20 分以内で可能である。 

    対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）と各対策に係る

時間を第２－８表に示す。 

    実施責任者等の要員 28 人及び建屋外対応班の班員 19 人は全ての建
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屋の対応において共通の要員である。 

    可搬型中型移送ポンプ等が使用できない場合の故障時バックアップ

との交換等の対応は，２時間以内で可能である。 

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量計を着

用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

    さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

    重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

    【補足説明資料 1.2－３】 

【補足説明資料 1.2－６】 

 

  ⅱ．冷却コイル等への通水による冷却 

    安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，事態を収束させるた

め，「内部ループへの通水による冷却」で敷設する可搬型中型移送ポ

ンプの下流側に，可搬型建屋内ホースを敷設して，可搬型建屋内ホー

スと各貯槽等の冷却コイル等の接続口を接続した後，第１貯水槽の水

を冷却コイル等へ通水することにより，貯槽等に内包する高レベル廃

液等の温度を低下させる。なお，第２貯水槽を水源とした場合でも，

対処が可能である。 
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  (ⅰ) 手順着手の判断基準  

    内部ループが損傷している場合，又は「内部ループへの通水による

冷却」を実施したにもかかわらず，貯槽等に内包する高レベル廃液等

の温度が低下しない場合（第２－５表）。 

 

  (ⅱ) 操作手順  

    「冷却コイル等への通水による冷却」の手順の概要は以下のとおり。

本手順の成否は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃以

下で安定していることにより確認する。手順の対応フローを第２－３

図，概要図を第２－22 図，タイムチャートを第２－21 図に示す。外

的事象の「火山の影響」により，降灰予報（「やや多量」以上）を確

認した場合は，事前の対応作業として，可搬型中型移送ポンプの建屋

内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したの

ち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

   ① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班の班員及

び建屋外対応班の班員に冷却コイル等への通水による冷却のための

準備の実施を指示する。準備は第２－６表に示すとおり，貯槽等に

内包する高レベル廃液等の沸騰までの時間余裕が短いものを優先に

行う。 

   ② 建屋対策班の班員は，建屋内の通水経路を構築するため，「内部

ループへの通水による冷却」で敷設する可搬型建屋内ホースの下流

側に，冷却コイル等への通水のための可搬型建屋内ホースを敷設し，

可搬型冷却コイル圧力計及び可搬型冷却コイル通水流量計を可搬型

建屋内ホースの経路上に設置する。必要に応じて屋外に保管してい
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る可搬型建屋内ホースを用いる。 

   ③ 建屋対策班の班員は，可搬型建屋内ホースを冷却コイル等の給水

側の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを

接続することで，第１貯水槽から各建屋の冷却コイル等に通水する

ための経路を構築する。 

   ④ 建屋対策班の班員は，可搬型建屋内ホースを冷却コイル等の排水

側の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを

接続することで，冷却に使用した水を可搬型排水受槽に排水するた

めの経路を構築する。 

   ⑤ 建屋対策班の班員は，冷却コイル等の損傷の有無を確認するため，

冷却コイル等の冷却水出口弁を閉め切った状態で，可搬型中型移送

ポンプにより第１貯水槽から送水し，通水経路を加圧した後，冷却

水入口側の弁を閉止し，一定時間保持する。一定時間経過後，冷却

水出入口弁の間に設置した可搬型冷却コイル圧力計の指示値の低下

の有無から冷却コイル等の健全性を確認し,実施責任者に結果を報

告する。冷却コイル等への通水は，冷却コイル等への通水に係る準

備作業及び実施に要する作業が多いことから，「貯槽等への注水」

及び「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」に

示す重大事故等対策を優先して実施し，高レベル廃液等の水位の維

持，温度の上昇抑制及び大気中への放射性物質の放出を抑制できる

状態を整備してから実施する。 

   ⑥ 実施責任者は，冷却コイル等の健全性確認結果をもって,冷却コ

イル等への通水による冷却の準備が完了したことを確認し，建屋対

策班の班員及び建屋外対応班の班員に冷却コイル等への通水の実施

を指示する。 
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   ⑦ 建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，健全性が確認され

た冷却コイル等に可搬型中型移送ポンプを用いて第１貯水槽から通

水することにより，貯槽等に内包する高レベル廃液等を冷却する。

通水流量は，可搬型冷却コイル通水流量計及び可搬型建屋内ホース

の流量調節弁により調整する。 

   ⑧ 建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，可搬型冷却水排水

線量計を用いて，冷却コイル等への通水に使用した水の汚染の有無

を監視する。また，可搬型排水受槽に回収し，可搬型放射能測定装

置を用いて汚染の有無を確認した上で，第１貯水槽へ移送する。冷

却コイル等への通水時に必要な監視項目は，冷却コイル通水流量，

貯槽等温度，建屋給水流量及び排水線量である。 

   ⑨ 実施責任者は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃

以下で安定していることを確認することにより，冷却コイル等への

通水による冷却機能が維持されていると判断する。冷却機能が維持

されていることを判断するために必要な監視項目は，貯槽等温度で

ある。 

⑩ 内的事象を要因とした重大事故等が発生した場合においては，上

記の手順に加え，実施責任者は，第２－７表に示す補助パラメータ

を中央制御室の監視制御盤等において確認することにより，事故が

発生した機器の状態等を確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性  

    前処理建屋の「冷却コイル等への通水による冷却」の操作は，前処

理建屋内部ループ１の貯槽等（第２－３表）に対して，実施責任者等

の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 16 人

613



の合計 63 人にて作業を実施した場合，事象発生から安全冷却水系の

冷却コイル等への通水開始まで 46 時間 20 分以内で可能である。前処

理建屋内部ループ２の貯槽等（第２－３表）に対して，実施責任者等

の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 22 人

の合計 69 人にて作業を実施した場合，事象発生から安全冷却水系の

冷却コイル等への通水開始まで 45 時間以内で可能である。 

    分離建屋の「冷却コイル等への通水による冷却」の操作は，分離建

屋内部ループ１の貯槽等（第２－３表）に対して，実施責任者等の要

員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 14 人の合

計 61 人にて作業を実施した場合，事象発生から安全冷却水系の冷却

コイル等への通水開始まで 25 時間 55 分以内で可能である。分離建屋

内部ループ２の貯槽等（第２－３表）に対して，実施責任者等の要員

28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 24 人の合計

71 人にて作業を実施した場合，事象発生から安全冷却水系の冷却コ

イル等への通水開始まで 47 時間 40 分以内で可能である。分離建屋内

部ループ３の貯槽等（第２－３表）に対して，実施責任者等の要員

28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 16 人の合計

63 人にて作業を実施した場合，事象発生から安全冷却水系の冷却コ

イル等への通水開始まで 65 時間 45 分以内で可能である。 

    精製建屋の「冷却コイル等への通水による冷却」の操作は，精製建

屋内部ループ１の貯槽等（第２－３表）に対して，実施責任者等の要

員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 12 人の合

計 59 人にて作業を実施した場合，事象発生から安全冷却水系の冷却

コイルへの通水開始まで 30 時間 40 分以内で可能である。精製建屋内

部ループ２の貯槽等（第２－３表）に対して，実施責任者等の要員
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28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 14 人の合計

61 人にて作業を実施した場合，事象発生から安全冷却水系の冷却コ

イルへの通水開始まで 37 時間 30 分以内で可能である。 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の「冷却コイル等への通水によ

る冷却」の操作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員

19 人及び建屋対策班の班員 22 人の合計 69 人にて作業を実施した場

合，事象発生から安全冷却水系の冷却ジャケットへの通水開始まで

26 時間 20 分以内で可能である。 

    高レベル廃液ガラス固化建屋の「冷却コイル等への通水による冷

却」の操作は，高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ１～５の貯槽

等（第２－３表）に対して，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応

班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 28 人の合計 75 人にて作業を実

施した場合，事象発生から安全冷却水系の冷却コイルへの通水開始ま

で 37 時間 55 分以内で可能である。 

    対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）と各対策に係る

時間を第２－８表に示す。 

    実施責任者等の要員 28 人及び建屋外対応班の班員 19 人は全ての建

屋の対応において共通の要員である。 

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量計を着

用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

    さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 
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    重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.2－３】 

【補足説明資料 1.2－６】 

 

  ⅲ．給水処理設備等から貯槽等への注水 

    発生防止対策が機能せず貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰し

た場合，かつ，交流動力電源が健全な場合においては，貯槽等に内包

する高レベル廃液等の沸騰による液位の低下，及びこれによる濃縮を

防止するため給水処理設備等を用いた貯槽等への注水を実施すること

により，貯槽等に内包する高レベル廃液等が乾燥し固化に至ることを

防止する。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

安全冷却水系の安全冷却水系冷却塔，外部ループの安全冷却水循環

ポンプ若しくは内部ループの冷却水循環ポンプが全台故障し，安全冷

却水系の冷却機能が喪失した場合（第２－５表）。 

本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対応を実施するための要員を確保可能な場合に着手することとし，

重大事故等対処設備を用いた対応と並行して実施する。 

【補足説明資料 1.2－５】 

 

  (ⅱ) 操作手順 

    「給水処理設備等から貯槽等への注水」の手順の概要は以下のとお
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り。本手順の成否は，貯槽等液位から，貯槽等に注水されていること

により確認する。手順の対応フローを第２－23 図，概要図を第２－

24 図，タイムチャートを第２－25 図～第２－29 図に示す。 

   ① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班の班員に

「給水処理設備等から貯槽等への注水」のための準備の実施を指示

する。 

   ② 建屋対策班の班員は，注水に使用するポンプが起動していること

を確認する。また，化学薬品貯蔵供給系から注水を実施する場合に

は，供給する試薬を受入れ，試薬の濃度調整を行う。 

   ③ 建屋対策班の班員は，給水処理設備等から貯槽等へ注水するため

の系統を構築する。また，貯槽等内の液位と貯槽等に内包する高レ

ベル廃液等の温度の監視を継続する。 

   ④ 建屋対策班の班員は，監視の結果，高レベル廃液等が沸騰温度に

至ったことを実施責任者へ報告する。 

   ⑤ 実施責任者は，高レベル廃液等が沸騰に至り，高レベル廃液等の

液量が初期液量の 70％（高レベル廃液等の濃縮を考慮しても揮発

性ルテニウムが発生する 120℃に至らない液量）まで減少する前に

貯槽等への注水開始を判断し，以下の⑥へ移行する。貯槽等への注

水の実施を判断するために必要な監視項目は，貯槽等温度及び貯槽

等液位である。 

   ⑥ 建屋対策班の班員は，貯槽等の液位計の指示値から貯槽等の液位

を算出し，注水停止液位（貯槽等への注水量）を決定した上で，給

水処理設備等から貯槽等に注水する。 

   ⑦ 建屋対策班の班員は，注水停止液位に到達したことにより，注水

作業を停止し，貯槽等の温度及び貯槽等の液位の監視を継続する。 
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   ⑧ 建屋対策班の班員は，貯槽等の液位の監視の結果，予め定めた液

位に低下した場合には，貯槽等への注水を再開する。貯槽等への注

水時に必要な監視項目は，貯槽等温度及び貯槽等液位である。 

   ⑨ 実施責任者は，貯槽等の液位から，貯槽等に注水されていること

を確認することで，蒸発乾固の進行が防止されていると判断する。

蒸発乾固の進行が防止されていることを判断するために必要な監視

項目は，貯槽等液位である。 

⑩ 上記の手順に加え，実施責任者は，第２－７表に示す補助パラメ

ータを中央制御室の監視制御盤等において確認することにより，事

故が発生した機器の状態等を確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性  

本対応は，内的事象を要因として発生することから，実施責任者等

の要員のうち，実施責任者１人及び建屋対策班長１人が対策の指揮を

行う。 

    前処理建屋における「給水処理設備等から貯槽等への注水」の操作

は，実施責任者等の要員２人及び建屋対策班の班員８人の合計 10 人

にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開

始時間）140 時間に対し，事象発生後，要員が確保でき，対策の実施

が可能と判断してから注水準備完了まで５時間以内で実施可能である。 

    分離建屋における「給水処理設備等から貯槽等への注水」の操作は，

実施責任者等の要員２人及び建屋対策班の班員８人の合計 10 人にて

作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時

間）15 時間に対し，事象発生後，要員が確保でき，対策の実施が可

能と判断してから注水準備完了まで７時間 30 分以内で実施可能であ
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る。 

    精製建屋における「給水処理設備等から貯槽等への注水」の操作は，

実施責任者等の要員２人及び建屋対策班の班員８人の合計 10 人にて

作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時

間）11 時間に対し，事象発生後，要員が確保でき，対策の実施が可

能と判断してから注水準備完了まで４時間以内で実施可能である。 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における「給水処理設備等から

貯槽等への注水」の操作は，実施責任者等の要員２人及び建屋対策班

の班員 12 人の合計 14 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間

（高レベル廃液等の沸騰開始時間）19 時間に対し，事象発生後，要

員が確保でき，対策の実施が可能と判断してから注水準備完了まで２

時間 30 分以内で実施可能である。 

    高レベル廃液ガラス固化建屋における「給水処理設備等から貯槽等

への注水」の操作は，実施責任者等の要員２人及び建屋対策班の班員

８人の合計 10 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベ

ル廃液等の沸騰開始時間）23 時間に対し，事象発生後，要員が確保

でき，対策の実施が可能と判断してから注水準備完了まで６時間 30

分以内で実施可能である。 

    本対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対策を実施するための要員を確保可能な場合に着手を行うこととし

ているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼすこと

はない。 

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。 
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    線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

    さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

【補足説明資料 1.2－３】 

【補足説明資料 1.2－５】 

【補足説明資料 1.2－６】 
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  ⅳ．セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 

    安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，高レベル廃液等が沸

騰に至る場合に備え，セル導出設備の流路を遮断し，貯槽等からの排

気をセルに導出するとともに，第１貯水槽の水を当該排気系統に設置

した凝縮器へ通水する。さらに，セル排気系の高性能粒子フィルタは

一段であることから，代替セル排気系の可搬型排風機，可搬型フィル

タ等を敷設し，放射性エアロゾルを可搬型フィルタの高性能粒子フィ

ルタで除去しつつ主排気筒を介して，大気中に放出することにより，

沸騰により発生した廃ガス中の放射性物質濃度を低下させる。なお，

凝縮器への通水は，第２貯水槽を水源とした場合でも，対処が可能で

ある。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準  

    安全冷却水系の安全冷却水系冷却塔，外部ループの安全冷却水循環

ポンプ若しくは内部ループの冷却水循環ポンプが全台故障し，安全冷

却水系の冷却機能が喪失した場合，又は，外部電源が喪失，かつ，第

２非常用ディーゼル発電機を運転できない場合（第２－５表）。 

 

  (ⅱ) 操作手順 

    「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」の手順

の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第２－３図，概要図を第

２－30 図，タイムチャートを第２－21 図に示す。外的事象の「火山

の影響」により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，

事前の対応作業として，可搬型中型移送ポンプ及び可搬型発電機の建

屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した
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のち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

   ① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班の班員及

び建屋外対応班の班員に「セルへの導出経路の構築及び代替セル排

気系による対応」の準備の実施を指示する。 

   ② 建屋対策班の班員は，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋において，塔槽類廃ガス処理設備の排風機が停止している場合に

は，水素掃気用の圧縮空気の供給継続による大気中への放射性物質

の放出を低減するため，貯槽等へ圧縮空気を供給する水素掃気用安

全圧縮空気系の手動弁を閉止する。 

   ③ 建屋対策班の班員は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の沸騰に

伴い発生する蒸気を凝縮し，放射性物質を除去するために「内部ル

ープへの通水による冷却」で敷設する可搬型中型移送ポンプの下流

側に，凝縮器への通水のための可搬型建屋内ホースを敷設し，可搬

型凝縮器通水流量計を可搬型建屋内ホースの経路上に設置する。た

だし，高レベル廃液ガラス固化建屋においては，凝縮器への水の供

給経路として凝縮器冷却水給排水配管を用いるとともに，凝縮器の

排気経路として気液分離器も用いる。前処理建屋及びウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋においては，凝縮器からの凝縮水の系統を構

築するため，セル導出設備の可搬型建屋内ホースも用いる。 

   ④ 建屋対策班の班員は，可搬型建屋内ホースを冷却水配管（凝縮

器）の給水側の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋

外ホースを接続することで，第１貯水槽から各建屋の凝縮器に通水

するための経路を構築する。 

   ⑤ 建屋対策班の班員は，可搬型建屋内ホースを冷却水配管（凝縮

器）の排水側の接続口に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋
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外ホースを接続することで，冷却に使用した水を可搬型排水受槽に

排水するための経路を構築する。 

   ⑥ 建屋対策班の班員は，予備凝縮器を使用する場合，系統を構築す

るため，予備凝縮器とセル導出設備の可搬型ダクト，可搬型建屋内

ホース，可搬型配管，代替安全冷却水系の可搬型配管及び可搬型建

屋内ホースを接続する。 

   ⑦ 建屋対策班の班員は，凝縮器及び予備凝縮器（以下 2.では「凝

縮器」という。）の運転状態を確認するため，凝縮器の排気系統に

可搬型凝縮器出口排気温度計を設置する。常設の計器により凝縮水

回収先のセルの液位を計測できない場合は，凝縮器の運転状態を確

認するため，凝縮水回収セルに可搬型漏えい液受皿液位計を設置す

る。分離建屋においては，常設の計器により凝縮水回収先の液位を

計測できない場合は，セル導出設備の高レベル廃液濃縮缶凝縮器等

の運転状態を確認するため，凝縮水回収貯槽に可搬型凝縮水槽液位

計を設置する。 

   ⑧ 建屋対策班の班員は，排気経路を構築するためセル排気系，可搬

型フィルタ，可搬型ダクト及び可搬型排風機を接続する。また，可

搬型フィルタの圧力を監視するため，可搬型フィルタに可搬型フィ

ルタ差圧計を設置する。ただし，前処理建屋においては，排気経路

を構築するため，主排気筒へ排出するユニットも用いる。高レベル

廃液ガラス固化建屋においては，沸騰蒸気量が多いため，排気経路

上に可搬型デミスタを設置する。 

   ⑨ 建屋対策班の班員は，可搬型排風機への電源系統を構築するため，

可搬型排風機と代替電源設備の各建屋の可搬型発電機，代替所内電

気設備の各建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケー
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ブル），可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルを接続する。なお，

降灰により可搬型発電機が機能喪失するおそれがある場合には，運

搬車により可搬型発電機を各建屋内に敷設する。 

   ⑩ 建屋対策班の班員は，導出先セルの圧力を監視するため，導出先

セルに可搬型導出先セル圧力計を設置する。また，セル導出ユニッ

トフィルタの圧力を監視するため，セル導出ユニットフィルタに，

可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計を設置する。常設の計器に

より塔槽類廃ガス処理設備の圧力を計測できない場合は，セル導出

経路の圧力を監視するため，塔槽類廃ガス処理設備に可搬型廃ガス

洗浄塔入口圧力計を設置する。 

⑪ 実施責任者は，塔槽類廃ガス処理設備の排風機が停止している場

合には，沸騰に伴い気相中へ移行する放射性物質又は水素掃気用の

圧縮空気の供給継続により移行する放射性物質を塔槽類廃ガス処理

設備からセルに導くための作業の実施を判断し，以下の⑫へ移行す

る。また，塔槽類廃ガス処理設備の排風機が運転している場合であ

って，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が 85℃に至り，か

つ，温度の上昇傾向が続く場合には，沸騰に伴い気相中へ移行する

放射性物質又は水素掃気用の圧縮空気の供給継続により移行する放

射性物質を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くための経路構築作

業の実施を判断し，以下の⑫へ移行する。実施を判断するために必

要な監視項目は，貯槽等温度である。 

   ⑫ 建屋対策班の班員は，塔槽類廃ガス処理設備から導出先セルに放

射性物質を導出するため，塔槽類廃ガス処理設備の排風機が起動し

ている場合は停止するとともに，セル導出設備の隔離弁及びダンパ

を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備と導出先セルを接続している各建
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屋の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットの手動弁及

びセル導出設備の手動弁を開放する。これにより，水素掃気用の圧

縮空気に同伴する放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

出するユニットを経由して導出先セルに導出する。また，沸騰に伴

い塔槽類廃ガス処理設備の配管内の内圧が上昇した場合には，発生

した放射性物質を，塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニ

ットを経由して導出先セルに導出する。導出先セル圧力は，可搬型

導出先セル圧力計により監視する。 

   ⑬ 実施責任者は，凝縮器への通水の準備完了後直ちに，凝縮器への

通水の実施を判断し，以下の⑭へ移行する。 

   ⑭ 建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，可搬型中型移送ポ

ンプにより，第１貯水槽から凝縮器に通水する。通水流量は，可搬

型凝縮器通水流量計及び可搬型建屋内ホースに設置している流量調

節弁により調整する。 

   ⑮ 建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，凝縮器への通水に

使用した水を，可搬型冷却水排水線量計を用いて汚染の有無を監視

する。また，可搬型排水受槽に回収，可搬型放射能測定装置を用い

て汚染の有無を確認した上で，第１貯水槽へ移送する。凝縮器から

発生する凝縮水は，凝縮水回収セル等に回収する。凝縮器への通水

時に必要な監視項目は，凝縮器通水流量，凝縮水回収セル液位，凝

縮水槽液位，凝縮器出口排気温度，建屋給水流量及び排水線量であ

る。 

   ⑯ 建屋対策班の班員は，高レベル廃液等が沸騰した後，可搬型セル

導出ユニットフィルタ差圧計により，セル導出ユニットフィルタの

差圧を監視し，高性能粒子フィルタの差圧が上昇傾向を示した場合，
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セル導出ユニットフィルタを隔離し，バイパスラインへ切り替える。

これらの実施を判断するために必要な監視項目は，セル導出ユニッ

トフィルタ差圧である。 

   ⑰ 実施責任者は，可搬型排風機の運転準備が整い次第，可搬型排風

機の起動を判断する。 

   ⑱ 建屋対策班の班員は，可搬型排風機を運転することで，排気経路

以外の経路からの大気中への放射性物質の放出を抑制し，セル内の

圧力上昇を緩和しつつ，可搬型フィルタにより放射性エアロゾルを

除去し，主排気筒を介して大気中へ管理しながら放出する。また，

可搬型フィルタ差圧計により，可搬型フィルタの差圧を監視する。

並びに，可搬型導出先セル圧力計により，導出先セル圧力を監視す

る。 

   ⑲ 放射線対応班の班員は，排気モニタリング設備により，主排気筒

を介して，大気中への放射性物質の放出状況を監視する。排気モニ

タリング設備が機能喪失した場合は，可搬型排気モニタリング設備

により，主排気筒を介して，大気中への放射性物質の放出状況を監

視する。 

⑳ 内的事象を要因とした重大事故等が発生した場合においては，上

記の手順に加え，実施責任者は，第２－７表に示す補助パラメータ

を中央制御室の監視制御盤等において確認することにより，事故が

発生した機器の状態等を確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

前処理建屋の「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による

対応」のうち，セルへの導出経路の構築の操作は，実施責任者等の要

626



員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 14 人の合

計 61 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等

の沸騰開始時間）140 時間に対し，事象発生から凝縮器への通水完了

まで 41 時間 10 分以内で可能である。代替セル排気系による対応の操

作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋

対策班の班員 16 人の合計 63 人にて作業を実施した場合，対策の制限

時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）140 時間に対し，事象発生か

ら可搬型排風機の起動完了まで 33 時間 10 分以内で可能である。 

    分離建屋の「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応」のうち，セルへの導出経路の構築の操作は，実施責任者等の要員

28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 16 人の合計

63 人にて作業を実施した場合，分離建屋内部ループ１（第２－３

表）は，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）15 時間

に対し，事象発生から凝縮器への通水完了まで 10 時間以内，分離建

屋内部ループ２，３（第２－３表）は，対策の制限時間（高レベル廃

液等の沸騰開始時間）180 時間に対し，事象発生から凝縮器への通水

完了まで 51 時間以内で可能である。代替セル排気系による対応の操

作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋

対策班の班員 14 人の合計 61 人にて作業を実施した場合，対策の制限

時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）15 時間に対し，事象発生か

ら可搬型排風機の起動完了まで６時間 10 分以内で可能である。 

    精製建屋の「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応」のうち，セルへの導出経路の構築の操作は，実施責任者等の要員

28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 12 人の合計

59 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の
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沸騰開始時間）11 時間に対し，事象発生から凝縮器への通水完了ま

で 8 時間 30 分以内で可能である。代替セル排気系による対応の操作

は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対

策班の班員 20 人の合計 67 人にて作業を実施した場合，対策の制限時

間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）11 時間に対し，事象発生から

可搬型排風機の起動完了まで６時間 40 分以内で可能である。 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の「セルへの導出経路の構築及

び代替セル排気系による対応」のうち，セルへの導出経路の構築の操

作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋

対策班の班員 16 人の合計 63 人にて作業を実施した場合，対策の制限

時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）19 時間に対し，事象発生か

ら凝縮器への通水完了まで 14 時間 10 分以内で可能である。代替セル

排気系による対応の操作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応

班の班員 19 人及び建屋対策班の班員 20 人の合計 67 人にて作業を実

施した場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）19

時間に対し，事象発生から可搬型排風機の起動完了まで 15 時間以内

で可能である。 

    高レベル廃液ガラス固化建屋の「セルへの導出経路の構築及び代替

セル排気系による対応」のうち，セルへの導出経路の構築の操作は，

実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策班

の班員 18 人の合計 65 人にて作業を実施した場合，対策の制限時間

（高レベル廃液等の沸騰開始時間）23 時間に対し，事象発生から凝

縮器への通水完了まで 19 時間 55 分以内で可能である。代替セル排気

系による対応の操作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の

班員 19 人及び建屋対策班の班員 14 人の合計 61 人にて作業を実施し
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た場合，対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）23 時間

に対し，事象発生から可搬型排風機の起動完了まで 13 時間以内で可

能である。 

    対策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）と各対策に係る

時間を第２－８表に示す。 

    実施責任者等の要員 28 人及び建屋外対応班の班員 19 人は全ての建

屋の対応において共通の要員である。 

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量計を着

用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

    さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

    重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.2－３】 

【補足説明資料 1.2－６】 

 

  ⅴ．重大事故等時の対応手段の選択 

    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選

択フローチャートを第２－19 図に示す。 

    安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，「貯槽等への注水」

の対応手順に従い，第１貯水槽の水を貯槽等内へ注水することにより，
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貯槽等に内包する高レベル廃液等が乾燥し固化に至ることを防止する。

また，「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」の

手順に従い，沸騰により発生した廃ガス中の放射性物質濃度を低下さ

せる。さらに，事態を収束させるため，「冷却コイル等への通水によ

る冷却」の対応手順に従い，貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度

を低下させる。 

    これらの対応手段の他に交流動力電源が健全な場合であって，自主

対策設備を用いた対応の要員が確保できた場合には，貯槽等に内包す

る高レベル廃液等が乾燥し固化に至ることを防止するために，「給水

処理設備等から貯槽等への注水」の対応手順を選択することができる。 

    上記の手順の実施において，計装設備を用いて監視するパラメータ

を第２－４表に示す。この監視パラメータのうち，機器等の状態を直

接監視する重要監視パラメータの計測が困難となった場合の代替方法

を第２－９表に示す。 

    また，内的事象により発生する重大事故等への対処においては，「8. 

電源の確保に関する手順」，「9. 事故時の計装に関する手順等」及び

「11. 監視測定等に関する手順等」に記載する設計基準対象の施設

の電気設備，計測制御設備及び放射線監視設備をそれぞれ用いる。 

 

 (ｃ) その他の手順項目について考慮する手順  

   安全冷却水系の内部ループへの通水等で使用する水を第１貯水槽へ供

給する手順については，「7. 重大事故等への対処に必要となる水の供

給手順等」にて整備する。 

   可搬型排風機に使用する可搬型発電機の接続，可搬型発電機等への燃

料補給等，電源の確保及び燃料補給の手順については，「8. 電源の確
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保に関する手順等」にて整備する。 

   貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度等の監視及び重要監視パラメ

ータが計測不能となった場合の代替方法に関する手順については，「9. 

事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

   大気中への放射性物質の放出の状態監視等に係る監視測定に関する手

順については，「11. 監視測定等に関する手順等」にて整備する。 
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資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1.2-1 審査基準， 基準規則と対処設備との対応表 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.2-2 自主対策設備仕様 令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.2-3 重大事故対策の成立性 令和4年7月15日 6 有毒ガスの発生を考慮していることが明確となるよう追記。

補足説明資料1.2-4 冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処で必要となる屋外の水供給の全体系統図 令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.2-5
重大事故等対処設備を用いた対応と自主対策を並行して実施した場合の悪影響の防
止について

令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。
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重大事故対策の成立性 

１．蒸発乾固の発生防止対策の対応手段 

ａ．内部ループへの通水による冷却 

(ａ)所要時間 

ａ）前処理建屋の内部ループへの通水による冷却 

  ｂ) 分離建屋の内部ループへの通水による冷却（内部ループ 1） 

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

膨張槽液位確認 90分 約90分 30分/1貯槽/1班で算出、3貯槽を1班で対応するため合計90分を想定

可搬型貯槽温度計設置及び貯槽
等温度計測

70分 約70分
10分/1貯槽/1班で算出。13貯槽を2班で対応し、6貯槽と7貯槽に分
割し、7貯槽側の合計70分を想定

内部ループへの通水準備（可搬
型建屋内ホース敷設，接続，隔
離）

60分 約50分
ホース敷設訓練実績45分
ホース接続，弁隔離を5分/1部屋/１班で算出、1部屋を1班で対応す
るため5分を想定、合計50分を想定

内部ループへの通水実施（弁操
作，漏えい確認，内部ループ通
水流量確認）

30分 約30分

弁操作及び流量調整を15分/1部屋/１班で算出、1部屋を1班で対応
するため15分
ホースの漏えい確認を15分/1部屋/１班で算出、1部屋を1班で対応
するため15分、合計30分を想定

貯槽等温度計測 40分 約39分
3分/1貯槽/1班で算出（可搬型貯槽温度計は設置済みのためデータ
の取得のみ）、13貯槽を1班で対応するため合計39分を想定

可搬型漏えい液受皿液位計設置
（漏えい液受皿液位測定）

95分 約90分

液位計設置を30分/1部屋/1班で算出、2部屋を1班で対応するため60
分を想定
液位測定を15分/1部屋/1班、2部屋を1班で対応するため30分、合計
90分を奏F亭

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

補足説明資料 1.2－３ 

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

可搬型貯槽温度計設置及び貯槽
等温度計測

105分 約105分 類似の訓練実績を参考に約105分と想定

内部ループへの通水準備（可搬
型建屋内ホース敷設，接続）

45分 約30分 ホース敷設訓練実績20分に接続操作10分を計上した。

内部ループへの通水準備（ポン
プ隔離，弁隔離）

50分 約30分
隔離操作を10分/1箇所で算出。隔離箇所は2箇所で20分。操作場所
間の移動は10分とした。

内部ループへの通水実施（弁操
作，漏えい確認，内部ループ健
全性確認，内部ループ通水流量
確認）

35分 約15分 類似訓練実績から約15分と想定。

貯槽等温度計測 30分 約10分
10分/1貯槽で算出。高レベル廃液濃縮缶のみを対象として，10分と
想定。

可搬型漏えい液受皿液位計設置
（漏えい液受皿液位測定）

60分 約45分 15分/1箇所で算出。漏えい液受皿の測定箇所は3箇所のため45分。

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

可搬型建屋内ホース等運搬（分
離建屋内部ループ3）

40分 約40分 類似の訓練実績を参考に約40分と想定

膨張槽液位確認（分離建屋内部
ループ3）

90分 約90分 類似の訓練実績を参考に約90分と想定

可搬型貯槽温度計設置及び貯槽
等温度計測（分離建屋内部ルー
プ3）

360分 約360分 類似の訓練実績を参考に約360分と想定

内部ループへの通水準備（可搬
型建屋内ホース敷設，接続）
（分離建屋内部ループ3）

45分 約45分 類似の訓練実績を参考に約45分と想定

内部ループへの通水準備（ポン
プ隔離，弁隔離）（分離建屋内
部ループ3）

50分 約50分 類似の訓練実績を参考に約50分と想定

内部ループへの通水実施（弁操
作，漏えい確認，内部ループ健
全性確認，内部ループ通水流量
確認）（分離建屋内部ループ
3）

35分 約35分 類似の訓練実績を参考に約35分と想定

貯槽等温度計測（分離建屋内部
ループ3）

30分 約30分 類似の訓練実績を参考に約30分と想定

可搬型漏えい液受皿液位計設置
（漏えい液受皿液位測定）（分
離建屋内部ループ3）

120分 約120分 類似の訓練実績を参考に約120分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

ｃ) 分離建屋の内部ループへの通水による冷却（内部ループ 2） 

ｄ) 分離建屋の内部ループへの通水による冷却（内部ループ 2） 

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

可搬型建屋内ホース等運搬（分
離建屋内部ループ2）

40分 約40分 類似の訓練実績を参考に約40分と想定

膨張槽液位確認（分離建屋内部
ループ2）

90分 約90分 類似の訓練実績を参考に約90分と想定

可搬型貯槽温度計設置及び貯槽
等温度計測（分離建屋内部ルー
プ2）

105分 約105分 類似の訓練実績を参考に約105分と想定

内部ループへの通水準備（可搬
型建屋内ホース敷設，接続）
（分離建屋内部ループ2）

45分 約45分 類似の訓練実績を参考に約45分と想定

内部ループへの通水準備（ポン
プ隔離，弁隔離）（分離建屋内
部ループ2）

50分 約50分 類似の訓練実績を参考に約50分と想定

内部ループへの通水実施（弁操
作，漏えい確認，内部ループ健
全性確認，内部ループ通水流量
確認）（分離建屋内部ループ
2）

35分 約35分 類似の訓練実績を参考に約35分と想定

貯槽等温度計測（分離建屋内部
ループ2）

60分 約60分 類似の訓練実績を参考に約60分と想定

可搬型漏えい液受皿液位計設置
（漏えい液受皿液位測定）（分
離建屋内部ループ2）

120分 約120分 類似の訓練実績を参考に約120分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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ｅ) 精製建屋の内部ループへの通水による冷却 

ｆ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の内部ループへの通水に

よる冷却 

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

膨張槽液位測定 60分 約60分
膨張槽のマンホール開放訓練実績10分／１貯槽
膨張槽は3貯槽あるため30分，液位測定を30分と想定

可搬型貯槽温度計設置及び貯槽
等温度計測

90分 約70分
10分/1貯槽で算出。合計13貯槽を2班で対応し，6貯槽と7貯槽に分
割し，7貯槽側の70分を想定

内部ループへの通水準備（可搬
型建屋内ホース敷設、接続、弁
隔離）

50分 約45分
ホース敷設訓練実績40分
ホース接続，弁隔離を5分/1部屋/1班で算出，2部屋を2班で対応す
るため5分を想定

内部ループへの通水実施（弁操
作、漏えい確認、内部ループ通
水流量確認）

30分 約20分
弁操作及び流量調整を5分/1部屋/1班で算出，2部屋を１班で対応す
るため10分
ホースの漏えい確認を10分を想定

貯槽等温度計測 30分 約26分
2分/1貯槽で算出（可搬型貯槽温度計は設置済みのためデータの取
得のみ）
2分×13箇所=26分を想定

可搬型漏えい液受皿液位計設置
（漏えい液受皿液位測定）

80分 約75分

①可搬型漏えい液受皿液位計設置
15分/1箇所/1班で算出。漏えい液受皿の測定箇所は8箇所3部屋のた
め3班で対応し，3箇所，3箇所，2箇所に分割
３箇所側の45分を想定
②漏えい液受皿液位測定
10分/1箇所で算出、2箇所と1箇所側の30分を想定（可搬型漏えい液
受皿液位計は3台のためホースの付け替えが必要）

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

膨張槽液位確認 60分 約60分
液位計取付を20分/箇所と想定，対象箇所2箇所より40分
液位測定を10分/箇所と想定，対象箇所2箇所より20分

可搬型貯槽温度計設置及び貯槽
等温度計測

70分 約60分
温度計交換を5分/箇所と想定，対象箇所2箇所より10分
計測用ケーブル接続を25分/箇所と想定，対象箇所2箇所より50分

内部ループへの通水準備(弁隔
離，可搬型建屋内ホース敷設，
接続，弁操作)

90分 約81分
準備の訓練実勢107分/3人を参考に，人数が4人であることを考慮し
81分と想定

内部ループへの通水実施(弁操
作，漏えい確認，内部ループ通
水流量確認)

10分 約10分
流量計確認調整を5分と想定
流量監視を5分と想定

可搬型漏えい液受皿液位計設置
(漏えい液受皿液位測定)

120分 約70分

液位計運搬を40分と想定
ヘッダー運搬を10分と想定
設置を2.5分/箇所と想定，対象箇所4箇所より10分
ホース敷設を10分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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 連絡手段：操作を行う建屋内から所内携帯電話，可搬型通話装

置等により，建屋外との連絡が可能である。 

ｂ．安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却 

(ａ)所要時間 

ａ) 前処理建屋における安全冷却水系の中間熱交換器バイパス 

操作による冷却 

ｂ) 分離建屋における安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作

による冷却 

ｃ) 精製建屋における安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作

による冷却 

ｄ) 高レベル廃液ガラス固化建屋における安全冷却水系の中間熱

交換器バイパス操作による冷却 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ通常の管理服で

作業を行う。 

移動経路：建屋内照明は点灯した状態，且つ阻害要因がない

ことからアクセスルートに支障はない。 
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操作性 ：系統を構成するために操作は通常の弁操作であり

容易に操作可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋内から所内携帯電話，可搬型通話

装置等により，建屋外との連絡が可能である。 

ｄ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系による 

冷却 

(ａ)所要時間 

【再処理設備本体へ供給する場合】 

【高レベル廃液貯蔵設備へ供給する場合】 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ通常の管理服で

作業を行う。 

移動経路：建屋内照明は点灯した状態，且つ阻害要因がない

ことからアクセスルートに支障はない。 

操作性 ：系統を構成するために操作は通常の弁操作であり

容易に操作可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋内から所内携帯電話，可搬型通話

装置等により，建屋外との連絡が可能である。 

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

安全冷却水通水準備（前処理建
屋側）

20分 約20分 類似の訓練実績を参考に約20分と想定

安全冷却水通水準備（使用済燃
料の受入れ及び貯蔵施設側）

30分 約30分 類似の訓練実績を参考に約30分と想定

安全冷却水通水 160分 160分 類似の訓練実績を参考に約10分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

安全冷却水通水準備 10分 約8分 訓練実績より，通水準備を約8分と想定

安全冷却水通水 20分 約19分
訓練実績より、安全冷却水の通水確認を約5分，系統内エア抜きを約14
分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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ｅ．運転予備負荷用一般冷却水系による冷却 

(ａ)所要時間 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ通常の管理服で

作業を行う。 

移動経路：建屋内照明は点灯した状態，且つ阻害要因がない

ことからアクセスルートに支障はない。 

操作性 ：系統を構成するために操作は通常の弁操作であり

容易に操作可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋内から所内携帯電話，可搬型通話

装置等により，建屋外との連絡が可能である。 

２．蒸発乾固の拡大防止対策の対応手段 

ａ．貯槽等への注水 

(ａ)所要時間 

ａ) 前処理建屋の貯槽等への注水 

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

一般冷却水通水準備 20分 約15分 訓練実績より，通水準備を約15分と想定。

一般冷却水通水（弁操作，系統
内エア抜き）

40分 約26分
訓練実績より，安全冷却水の通水確認を約12分，系統内エア抜きを約
14分と想定。

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

可搬型貯槽液位計設置準備（可
搬型建屋外ホース敷設）

90分 約30分
可搬型建屋外ホース敷設は敷設距離180mを1分/6mで敷設作業を算出
し約30分と想定

可搬型貯槽液位計設置準備（可
搬型空気圧縮機起動）

15分 約6分 可搬型空気圧縮機起動の訓練実績6分

可搬型建屋内ホース敷設，接続 60分 約40分
ホース敷設訓練実績35分
ホース接続を5分/1部屋/１班で算出、2部屋を2班で対応するため5
分を想定、合計40分と想定

可搬型貯槽液位計設置及び貯槽
液位計測

70分 約60分
12分/1箇所/1班で算出、13貯槽を3班で対応し、4貯槽，4貯槽，5貯
槽に分割し、5貯槽側の合計60分を想定

貯槽等への注水実施，漏えい確
認等

30分 約26分 2分/1貯槽/1班で算出，13貯槽を1班で対応するため合計26分を想定

貯槽液位計測 40分 約39分
3分/1貯槽/1班で算出，13貯槽を1班で対応するため合計39分を想定
（可搬型液位計は設置済みのためデータの取得のみ）

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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ｂ) 分離建屋の貯槽等への注水 

ｃ) 精製建屋の貯槽等への注水 

ｄ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の貯槽等への注水 

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

可搬型貯槽液位計設置準備（可
搬型建屋外ホース敷設，接続）

50分 約37分
ホース敷設は訓練実績12分/110m，敷設距離約300mを1班で実施し，
33分
ホース接続は2分/箇所と想定，接続箇所2箇所を1班で実施、45分

可搬型貯槽液位計設置準備（可
搬型空気圧縮機起動）

25分 約11分 可搬型空気圧縮機起動は訓練実績11分

可搬型建屋内ホース敷設，接続 45分 約40分 ホース敷設訓練実績40分

高レベル廃液濃縮缶溶液温度測
定

15分 約5分 設置時間を5分/箇所と想定。設置場所は１箇所。

漏えい確認 45分 約10分 漏えい確認実績10分

貯槽等への注水 15分 約5分 類似訓練実績から約5分

可搬型貯槽液位計設置及び高レ
ベル廃液濃縮缶液位測定

60分 約5分
設置時間を5分/箇所と想定。設置場所は１箇所。
残りの時間は液位変動の監視に充てる

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

可搬型貯槽液位計設置準備（可
搬型建屋外ホース及び可搬型建
屋内ホース敷設，接続）

30分 約24分
ホース敷設は2分/20mと想定，敷設距離約200mを1班で実施し，20分
ホース接続は2分/箇所と想定，接続箇所2箇所を1班で実施，4分

可搬型貯槽液位計設置準備（可
搬型空気圧縮機起動）

20分 約11分 可搬型空気圧縮機の起動は訓練実績より11分

可搬型建屋内ホース敷設、接続、
漏えい確認

45分 約30分
ホース敷設訓練実績25分
ホース接続、弁隔離を5分/1部屋で算出、1部屋あるため5分を想定

可搬型貯槽液位計設置及び貯槽
液位計測

90分 約75分
15分/1箇所で算出。合計13貯槽を3班で対応し、4貯槽、4貯槽、5貯
槽に分割
５貯槽側の75分を想定

貯槽等への注水 30分 約18分 3分/1貯槽で算出、6貯槽注のため18分を想定

貯槽液位測定 30分 約18分
3分/1貯槽で算出、6貯槽注のため18分を想定（可搬型液位計は設置
済みのためデータの取得のみ）

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

可搬型貯槽液位計設置準備（可
搬型建屋外ホース敷設，接続）

40分 約20分
弁操作として10分を想定
建屋外ホース敷設として10分を想定

可搬型建屋内ホース敷設，接続，
弁操作，漏えい確認

80分 約75分
作業の訓練実績100分/3人を参考に，人数が4人であることを考慮し75
分と想定

弁操作，貯槽等への注水実施 10分 約10分
流量確認調整を5分と想定
流量監視を5分と想定

可搬型貯槽液位計設置及び貯槽
液位計測

120分 約110分

液位計運搬を40分と想定
ヘッダー運搬を10分と想定
可搬型計器設置を2.5分/箇所と想定，対象箇所4箇所より10分
ホース敷設を10分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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ｂ．冷却コイル等への通水による冷却 

(ａ)所要時間 

ａ) 前処理建屋の冷却コイル等への通水による冷却 

（ⅰ）前処理建屋内部ループ１ 

（ⅱ）前処理建屋内部ループ２ 

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

可搬型建屋内ホース等運搬（前
処理建屋内部ループ1）

50分 約50分 類似の訓練実績を参考に約90分と想定

冷却コイル等への通水準備（可
搬型建屋内ホース敷設，可搬型
冷却コイル圧力計設置）（前処理
建屋内部ループ1）

90分 約90分 類似の訓練実績を参考に約45分と想定

冷却コイル等の健全性確認（弁
操作，漏えい確認，冷却コイル圧
力確認）（前処理建屋内部ループ
1）

70分 約70分 類似の訓練実績を参考に約30分と想定

冷却コイル等への通水実施（弁
操作，漏えい確認）（前処理建屋
内部ループ1）

15分 約15分 類似の訓練実績を参考に約15分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

可搬型建屋内ホース等運搬（前
処理建屋内部ループ2）

80分 約80分 類似の訓練実績を参考に約80分と想定

冷却コイル等への通水準備（可
搬型建屋内ホース敷設，可搬型
冷却コイル圧力計設置）（前処理
建屋内部ループ2）

80分 約80分 類似の訓練実績を参考に約80分と想定

冷却コイル等の健全性確認（弁
操作，漏えい確認，冷却コイル圧
力確認）（前処理建屋内部ループ
2）

90分 約90分 類似の訓練実績を参考に約90分と想定

冷却コイル等への通水実施（弁
操作，漏えい確認）（前処理建屋
内部ループ2）

30分 約30分 類似の訓練実績を参考に約30分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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ｂ) 分離建屋の冷却コイル等への通水による冷却 

（ⅰ）分離建屋内部ループ１ 

（ⅱ）分離建屋内部ループ２ 

（ⅲ）分離建屋内部ループ３ 

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

可搬型建屋内ホース等運搬（分
離建屋内部ループ2）

40分 約40分 類似の訓練実績を参考に約40分と想定

冷却コイル等への通水準備（可
搬型建屋内ホース敷設，可搬型
冷却コイル圧力計設置）（分離建
屋内部ループ2）

100分 約100分 類似の訓練実績を参考に約100分と想定

冷却コイル等の健全性確認（弁
操作，漏えい確認，冷却コイル圧
力確認）（分離建屋内部ループ2）

70分 約70分 類似の訓練実績を参考に約70分と想定

冷却コイル等への通水実施（弁
操作，漏えい確認）（分離建屋内
部ループ2）

40分 約40分 類似の訓練実績を参考に約40分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

可搬型建屋内ホース等運搬（分
離建屋内部ループ3）

40分 約40分 類似の訓練実績を参考に約40分と想定

冷却コイル等への通水準備（可
搬型建屋内ホース敷設，可搬型
冷却コイル圧力計設置）（分離建
屋内部ループ3）

550分 約550分 類似の訓練実績を参考に約550分と想定

冷却コイル等の健全性確認（弁
操作，漏えい確認，冷却コイル圧
力確認）（分離建屋内部ループ3）

385分 約385分 類似の訓練実績を参考に約385分と想定

冷却コイル等への通水実施（弁
操作，漏えい確認）（分離建屋内
部ループ3）

220分 約220分 類似の訓練実績を参考に約220分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

冷却コイル等への通水準備（可
搬型建屋内ホース敷設，可搬型
冷却コイル圧力計設置）（分離建
屋内部ループ1）

50分 約50分 類似の訓練実績を参考に約50分と想定

冷却コイル等の健全性確認（弁
操作，漏えい確認，冷却コイル圧
力確認）（分離建屋内部ループ1）

35分 約35分 類似の訓練実績を参考に約35分と想定

冷却コイル等への通水実施（弁
操作，漏えい確認）（分離建屋内
部ループ1）

20分 約20分 類似の訓練実績を参考に約20分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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ｃ) 精製建屋の冷却コイル等への通水による冷却 

（ⅰ）精製建屋内部ループ１ 

（ⅱ）精製建屋内部ループ２ 

ｄ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の冷却コイル等への通水

による冷却 

（ⅰ）ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋内部ループ 

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

可搬型建屋内ホース等運搬（精
製建屋内部ループ2）

40分 約40分 類似の訓練実績を参考に約40分と想定

冷却コイル等への通水準備（可
搬型建屋内ホース敷設，可搬型
冷却コイル圧力計設置）（精製建
屋内部ループ2）

50分 約50分 類似の訓練実績を参考に約50分と想定

冷却コイル等の健全性確認（弁
操作，漏えい確認，冷却コイル圧
力確認）（精製建屋内部ループ2）

360分 約360分 類似の訓練実績を参考に約360分と想定

冷却コイル等への通水実施（弁
操作，漏えい確認）（精製建屋内
部ループ2）

30分 約30分 類似の訓練実績を参考に約30分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

可搬型建屋内ホース等運搬 60分 約60分 類似の訓練実績を参考に約60分と想定

冷却コイル等への通水準備（可
搬型建屋内ホース敷設，可搬型
冷却コイル圧力計設置）

30分 約30分 類似の訓練実績を参考に約30分と想定

冷却コイル等の健全性確認（弁
操作，漏えい確認，冷却コイル圧
力確認）

50分 約50分 類似の訓練実績を参考に約50分と想定

冷却コイル等への通水実施（弁
操作，漏えい確認）

50分 約50分 類似の訓練実績を参考に約50分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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ｅ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却コイル等への通水による

冷却 

（ⅰ）高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ１～５ 

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固
化建屋内部ループ1）

90分 約90分 類似の訓練実績を参考に約90分と想定

冷却コイル等への通水準備（可搬型建屋内ホース敷
設，可搬型冷却コイル圧力計設置）（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋内部ループ1）

105分 約105分 類似の訓練実績を参考に約105分と想定

冷却コイル等の健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷
却コイル圧力確認）（高レベル廃液ガラス固化建屋内
部ループ1）

600分 約600分 類似の訓練実績を参考に約600分と想定

冷却コイル等への通水実施（弁操作，漏えい確認）
（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ1）

10分 約10分 類似の訓練実績を参考に約10分と想定

可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固
化建屋内部ループ2）

30分 約30分 類似の訓練実績を参考に約30分と想定

冷却コイル等への通水準備（可搬型建屋内ホース敷
設，可搬型冷却コイル圧力計設置）（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋内部ループ2）

15分 約15分 類似の訓練実績を参考に約15分と想定

冷却コイル等の健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷
却コイル圧力確認）（高レベル廃液ガラス固化建屋内
部ループ2）

370分 約370分 類似の訓練実績を参考に約370分と想定

冷却コイル等への通水実施（弁操作，漏えい確認）
（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ2）

10分 約10分 類似の訓練実績を参考に約10分と想定

可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固
化建屋内部ループ3）

30分 約30分 類似の訓練実績を参考に約30分と想定

冷却コイル等への通水準備（可搬型建屋内ホース敷
設，可搬型冷却コイル圧力計設置）（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋内部ループ3）

15分 約15分 類似の訓練実績を参考に約15分と想定

冷却コイル等の健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷
却コイル圧力確認）（高レベル廃液ガラス固化建屋内
部ループ3）

370分 約370分 類似の訓練実績を参考に約370分と想定

冷却コイル等への通水実施（弁操作，漏えい確認）
（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ3）

10分 約10分 類似の訓練実績を参考に約10分と想定

可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固
化建屋内部ループ4）

70分 約70分 類似の訓練実績を参考に約70分と想定

冷却コイル等への通水準備（可搬型建屋内ホース敷
設，可搬型冷却コイル圧力計設置）（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋内部ループ4）

65分 約65分 類似の訓練実績を参考に約65分と想定

冷却コイル等の健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷
却コイル圧力確認）（高レベル廃液ガラス固化建屋内
部ループ4）

370分 約370分 類似の訓練実績を参考に約370分と想定

冷却コイル等への通水実施（弁操作，漏えい確認）
（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ4）

10分 約10分 類似の訓練実績を参考に約10分と想定

可搬型建屋内ホース等運搬（高レベル廃液ガラス固
化建屋内部ループ5）

30分 約30分 類似の訓練実績を参考に約30分と想定

冷却コイル等への通水準備（可搬型建屋内ホース敷
設，可搬型冷却コイル圧力計設置）（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋内部ループ5）

15分 約15分 類似の訓練実績を参考に約15分と想定

冷却コイル等の健全性確認（弁操作，漏えい確認，冷
却コイル圧力確認）（高レベル廃液ガラス固化建屋内
部ループ5）

370分 約370分 類似の訓練実績を参考に約370分と想定

冷却コイル等への通水実施（弁操作，漏えい確認）
（高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ5）

10分 約10分 類似の訓練実績を参考に約10分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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ｃ) 精製建屋における給水処理設備等から貯槽等への注水 

ｄ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における給水処理設備等

から貯槽等への注水 

ｅ) 高レベル廃液ガラス固化建屋における給水処理設備等から 

貯槽への注水 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ通常の管理服で

作業を行う。 

移動経路：建屋内照明は点灯した状態，且つ阻害要因がない

ことからアクセスルートに支障はない。 

操作性 ：系統を構成するために操作は通常の弁操作であり

容易に操作可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋内から所内携帯電話，可搬型通話

装置等により，建屋外との連絡が可能である。 

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

貯槽等への注水準備 210分 約210分 類似の訓練実績を参考に約210分と想定

貯槽等への注水（弁操作） 30分 約30分 類似の訓練実績を参考に約30分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

貯槽等への注水準備 120分 約120分 類似の訓練実績を参考に約120分と想定

貯槽等への注水（弁操作） 10分 約10分 類似の訓練実績を参考に約10分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

貯槽等への注水準備 360分 264分
訓練実績より，注水準備を約24分/貯槽と想定。対象貯槽は11貯槽のた
め，約264分

貯槽等への注水（弁操作） 30分 約20分 類似作業（貯槽等への注水）に合わせ，約20分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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ｄ．セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による 

対応 

ａ．所要時間 

(ａ) 前処理建屋のセルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替 

する排気系による対応 

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

ダンパ閉止 60分 約60分 4分/1箇所/1班で算出，15箇所を1班で対応するため合計60分を想定

隔離弁の操作，可搬型セル導出
ユニット流量計設置，可搬型凝縮
器通水流量計設置

45分 約45分

隔離弁操作は5分/1箇所/1班で算出、4箇所を1班で対応するため20分
と想定
可搬型凝縮器通水流量計は15分/1箇所/1班で算出、1箇所を1班で対
応するため15分と想定、合計35分を想定。可搬型セル導出ユニット流量
計の設置を10分と想定。

可搬型導出先セル圧力計設置，
可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計
設置，可搬型セル導出ユニット
フィルタ差圧計設置

80分 約80分 類似の訓練実績を参考に約80分と想定

可搬型建屋内ホース敷設，接続，
隔離，可搬型凝縮器出口排気温
度計設置

30分 約30分

ホース敷設，接続は1分/8m/1班で算出，320mを2班で対応するため20
分と想定
隔離，排気温度計設置は10分/1部屋/1班で算出，1部屋を1班で対応す
るため10分を想定，合計30分と想定

凝縮器への通水実施，漏えい確
認及び凝縮器通水流量監視

40分 約40分 40分/1部屋/1班で算出，1部屋を1班で対応するため合計40分と想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

可搬型電源ケーブル敷設 60分 約30分
可搬型電源ケーブル敷設は30分/1箇所/1班で算出、1箇所を1班で対応
するため30分と想定

可搬型ダクト，可搬型フィルタ設
置，可搬型排風機設置

150分 約150分 類似の訓練実績を参考に約150分と想定

可搬型発電機起動 15分 約15分 可搬型発電機起動に15分/1班で算出、合計15分と想定

可搬型排風機起動準備 15分 約15分 可搬型排風機起動準備に15分/1班で算出、合計15分と想定

可搬型導出先セル圧力計確認，
可搬型排風機起動

60分 約40分

排風機起動前のセル内圧力確認は3分/1箇所/１班で算出、9箇所を2班
で対応し、4箇所と5箇所に分割し、5箇所側の合計15分（可搬型セル内
圧力計は設置済みのためデータの取得のみ）と想定
排風機起動は10分/1班で算出、1班で対応するため10分と想定
排風機起動後のセル内圧力確認は3分/1箇所/１班で算出、9箇所を2班
で対応し、4箇所と5箇所に分割し、5箇所側の合計15分（可搬型セル内
圧力計は設置済みのためデータの取得のみ）と想定、合計40分を想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

649



17/21 

(ｂ) 分離建屋のセルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替す 

る排気系による対応 

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

可搬型建屋内ホース敷設，接続，
弁操作（分離建屋内部ループ1）

70分 約60分
ホース敷設訓練実績約40分。接続操作、弁操作はそれぞれ10分として
算出。

漏えい確認（分離建屋内部ルー
プ1）

50分 約30分
類似訓練実績より（漏えい確認：約10分、凝縮器健全性確認：約5分）
15分／1台。分離建屋の既設凝縮器を２台用いることを想定。

凝縮器への通水実施（分離建屋
内部ループ1）

20分 約10分
類似訓練実績から約５分／１台。分離建屋の既設凝縮器を２台用いるこ
とを想定。

可搬型建屋内ホース敷設，接続，
弁操作（分離建屋内部ループ2,3）

70分 約60分 類似訓練実績から約60分

漏えい確認（分離建屋内部ルー
プ2,3）

50分 約30分
類似訓練実績より（漏えい確認：約10分、凝縮器健全性確認：約5分）
15分／1台。分離建屋の既設凝縮器を２台用いることを想定。

凝縮器への通水実施（分離建屋
内部ループ2,3）

20分 約10分
類似訓練実績から約５分／１台。分離建屋の既設凝縮器を２台用いるこ
とを想定。

隔離弁の操作，可搬型セル導出
ユニット流量計設置，可搬型セル
導出ユニットフィルタ差圧計設置

50分 約50分 類似の訓練実績を参考に約50分と想定。

ダンパ閉止 30分 約25分 ダンパ閉止訓練実績約25分

可搬型導出先セル圧力計設置 20分 約10分 可搬型導出先セル圧力計設置訓練実績約10分

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

可搬型ダクト設置 65分 約50分 ダクト接続訓練実績20分。ダクト運搬を30分と想定。

可搬型排風機，可搬型フィルタ設
置

65分 約65分 可搬型排風機の設置で35分、可搬型フィルタ30分として算出。

可搬型電源ケーブル敷設 90分 約80分 ケーブルの運搬で40分、敷設作業を40分として算出。

分離建屋可搬型発電機，可搬型
排風機起動準備

20分 約20分 可搬型分電盤の設置に10分、ケーブル接続に10分を想定

放射性配管分岐第１セル圧力確
認，塔槽類廃ガス洗浄塔セル圧
力確認，可搬型排風機起動

60分 約20分
１回目圧力計確認を５分、対策室間移動を10分、可搬型排風機起動を
30分、対策室間移動を10分、２回目（排風機起動後）の圧力計確認
5分として計上
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(ｃ) 精製建屋のセルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替 

する排気系による対応 

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

可搬型ダクト、可搬型排風機、可
搬型フィルタの設置

135分 約120分
ダクト敷設訓練実績30分
ダクト、フィルタ、排風機の接続を90分を想定

可搬型排風機起動準備 25分 約20分 可搬型分電盤の設置に10分、ケーブル接続に10分を想定

可搬型電源ケーブル敷設 90分 約85分

ケーブル敷設は敷設距離200mを15分/40mで敷設作業を算出し75分と
想定。
ケーブル接続は発電機と建屋側の接続口の２箇所接続のため1箇所を5
分/箇所で算出し10分と想定

放射性配管分岐第１セル圧力確
認，可搬型排風機起動

60分 約31分

排風機起動前のセル内圧力確認に3分（可搬型セル内圧力計は設置済
みのためデータの取得のみ）
排風機起動に25分、排風機起動後のセル内圧力確認に3分、合計31分
を想定

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

可搬型建屋ホース敷設，接続，
可搬型凝縮器出口排気温度計設
置

60分 約35分
ホース敷設訓練実績約20分。
ホース接続、弁隔離を5分/1部屋で算出，1部屋あるため5分と想定
排気温度計設置を10分と想定

漏えい確認等，凝縮器への通水
実施

20分 約15分
弁操作及び流量調整を5分/1部屋で算出，1部屋あるため5分と想定
ホースの漏えい確認を10分と想定

隔離弁の操作，可搬型セル導出
ユニット流量計設置，可搬型セ
ル導出ユニットフィルタ差圧計
設置

45分 約45分 類似の訓練実績を参考に約45分と想定

可搬型導出先セル圧力計設置 15分 約8分 可搬型導出先セル圧力計設置訓練実績8分

ダンパ閉止 50分 約30分 ダンパ閉止訓練実績30分

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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(ｄ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋のセルへの導出経路の構築 

及びセル排気系を代替する排気系による対応 

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

可搬型ダクト設置 150分 約105分

点検口への接続冶具設置を40分と想定
ダクト連結を10分と想定
接続冶具へのダクト接続を25分と想定
設備運搬を訓練実績25分を参考に、設備増加を考慮し30分と想定

可搬型排風機，可搬型フィルタ設
置

50分 約45分
設備の運搬として30分を想定
設備の設置として15分を想定

可搬型電源ケーブル敷設 110分 約100分
ケーブル運搬として30分を想定
ケーブル敷設として50分を想定
ケーブル接続に20分を想定

ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋可搬型発電機起動

20分 約20分 発電機の起動として20分を想定

可搬型排風機起動準備 10分 約10分
起動を5分を想定
安定監視を5分を想定

導出先セル圧力確認，可搬型排
風機起動

60分 約40分
圧力計確認を5分を想定
可搬型排風機起動を30分を想定
圧力計確認を5分を想定

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

可搬型建屋内ホース敷設，接続，
弁操作，漏えい確認

230分 約211分

凝縮器ホース敷設を81分を想定
凝縮液ホース敷設を90分を想定
凝縮液ホース接続を20分を想定
凝縮器出口温度計設置を10分を想定
隔離弁操作を10分を想定

弁操作，凝縮器への通水 10分 約10分
流量計確認調整を5分を想定
流量監視を5分を想定

隔離弁の操作，可搬型セル導出
ユニット流量計設置，可搬型セル
導出ユニットフィルタ差圧計設置

90分 約90分 類似の訓練実績を参考に約90分と想定

ダンパ閉止 30分 約25分 ダンパ操作を5分/箇所と想定，操作箇所10箇所を2班で実施し25分

可搬型導出先セル圧力計設置 10分 約8分 圧力計設置として約8分を想定

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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(ｅ) 高レベル廃液ガラス固化建屋のセルへの導出経路の構築及び 

セル排気系を代替する排気系による対応

ｂ．操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを

携行している。また，操作は初動対応にて確認した

作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，タイ

ベックスーツ，個人線量計等）を着用又は携行し，

１作業当たり 10mSv を基本に管理して作業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを携行してお

り近接可能である。また，作業前に実施する初動対

応において，アクセスルートにおける火災，溢水，

作業内容
想定作業

時間
実績等※ 備考

可搬型排風機及び高レベル廃液
ガラス固化建屋可搬型発電機の
接続，可搬型発電機起動

140分 約135分
可搬型電源ケーブルの敷設距離約500mを40m/30分/班と算出し375分
と想定。これを4班で同時に作業を行うため約95分。1班が可搬型発電機
の起動準備で50分。3班がケーブルの接続で10分とし約135分と想定。

可搬型ダクトによる高レベル廃液
ガラス固化建屋排気系，可搬型
フィルタ及び可搬型排風機の接
続

115分 約115分

可搬型デミスタ設置訓練実績 約15分/箇所
本作業では、可搬型ダクト等の運搬,設置，接続，可搬型デミスタの設置
を行う。
可搬型ダクト等の運搬，設置を4班で同時に行い，50分と想定。可搬型
ダクト等の接続時価を3班で同時に行い65分と想定。1班で可搬型デミス
タ設置を4箇所で60分と想定。可搬型ダクト等の接続を行う班の作業時
間が最長となるため115分と想定。

放射性配管分岐セル圧力確認，
可搬型排風機起動

60分 約40分
可搬型排風機起動前の圧力確認時間を5分，可搬型排風機起動に30分
（弁操作含む），排風機起動後の圧力確認時間を5分の合計40分と想定。

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間

実績等※ 備考

隔離弁の操作，可搬型セル導出
ユニットフィルタ差圧計設置

100分 約100分 類似の訓練実績を参考に約100分と想定

可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計
及び可搬型導出先セル圧力計の
設置

40分 約40分
保修作業実績より，廃ガス洗浄塔入口圧力計の設置を20分，導出先セ
ル圧力系の設置を20分と想定

可搬型セル導出ユニット流量計
設置

15分 135分

可搬型電源ケーブルの敷設距離約500mを40m/30分/班と算出し375分
と想定。これを4班で同時に作業を行うため約95分。ケーブルの接続を5
分/箇所と想定し、2箇所で10分。可搬型発電機の起動準備で30分と想
定で、合計で135分と想定。

ダンパ閉止 90分 90分 類似の訓練実績より、約90分と想定

可搬型建屋内ホース敷設、接続、
弁操作

70分 70分
凝縮器への通水に必要なホースは最長で10mが22本の合計220mのた
め、訓練実績よりは約44分。これに弁操作（5分/箇所）を考慮し、合計で
約70分と想定。

可搬型凝縮器出口排気温度計設
置

25分 21分
類似作業の可搬型温度計設置の訓練実績（21分/箇所）より、21分と想
定。

凝縮器への通水実施，漏えい確
認等

30分 20分
弁操作及び流量調整を10分、ホースの漏えい確認を10分と想定し、合
計で20分と想定。

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.2 では，これらの要求事項に対し，技術的能力 1.0 に定

めた防護対策（検知手段，防護措置）を個別手順に反映することが求めら

れることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（1／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
2
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項 

 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果 

 

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の大規模な損壊が発生

した場合（以下「大規模損壊」という。）

若しくは大規模損壊が発生するおそ

れがある場合における以下の重大事

故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するた

めに必要な手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備等運用面での

対策を行う。 

 

 

 

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故の発生防止対策及び重大事故の

拡大防止対策（以下「重大事故等対策」

という。）の設備強化等の対策に加え，

重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）若しくは重大事故（以

下「重大事故等」という。）が発生し

た場合，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる再処理施設の大規模な

損壊（以下「大規模損壊」という。）

が発生した場合若しくは大規模損壊

が発生するおそれがある場合におけ

る以下の重大事故等対処設備に係る

事項，復旧作業に係る事項，支援に係

る事項及び手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備を考慮し，当該

事故等に対処するために必要な手順

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（2／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
3
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」

については，重大事故等対策のための

手順を整備し，重大事故等の対応を実

施する。「ハ．(２) (ⅱ) 大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応に

おける事項」については，「ハ．(２) 

(ⅰ) 重大事故等対策」の対応手順を

基に，大規模な損壊が発生した場合の

様々な状況においても，事象進展の抑

制及び緩和を行うための手順を整備

し，大規模な損壊が発生した場合の対

応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

 

書の整備，教育，訓練の実施及び体制

の整備等運用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，

常圧で運転していることから，重大事

故に至るおそれのある安全機能の喪

失から重大事故発生までの事象進展

が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下

等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがっ

て，重大事故に至るおそれのある安全

機能の喪失と判断した後に，現場の状

況を把握し，その状況に応じた対策の

準備とその後の対策を確実に実施す

ることが可能である。このため，要求

事項に加え，重大事故に至るおそれの

ある安全機能の喪失時の初動対応に

係る事項について手順の整備等の運

用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」について

は，重大事故等対策のための手順を整

備し，重大事故等の対応を実施する。

「5.2 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」につい

ては，「5.1 重大事故等対策」の対応

手順を基に，大規模損壊が発生した場

合の様々な状況においても，事象進展

の抑制及び緩和を行うための手順を

整備し，大規模損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を，「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」に基づ

く再処理施設保安規定等において規

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。 

 重大事故等 

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14（通信連絡に

関する手順）の手順を指し，詳

細な連絡手段の手順について

は，技術的能力 1.14 で整理し

ている。 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.0～1.14 の手

順を指し，詳細な防護措置の手

順については，各々で整理して

いる。 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

  第５表及び第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14 の手順にて反映

事項を確認するため，本箇所での反

映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

 第５表及び第５－１表に記載する

技術的能力1.0～1.14の手順にて反

映事項を確認するため，本箇所での

反映事項はない。 

 

 

 

6
5
8



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（3／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
4
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定す

る内容に加え，「事業指定基準規則」に

基づいて整備する設備の運用手順等

についても考慮した「重大事故等対策

の手順の概要」，「重大事故等対策にお

ける操作の成立性」及び「事故対処す

るために必要な設備」を含めて手順等

を適切に整備する。重大事故等対策の

手順の概要を第５表，重大事故等対策

における操作の成立性を第６表, 事

故対処するために必要な設備を第７

表に示す。 

 

 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) 

６） 放射性物質の漏えい」に示すと

おり，液体状，固体状及び気体状の放

射性物質に関する閉じ込め機能の喪

失が発生した場合においても，放射性

物質の漏えいは発生が想定されない

ことから，放射性物質の漏えいに対処

するための手順等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定

する内容に加え，「再処理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業指定基準規則」という。）

に基づいて整備する設備の運用手順

等についても考慮した「重大事故等対

策の手順の概要」，「重大事故等対策

における操作の成立性」及び「事故対

処するために必要な設備」を含めて手

順等を適切に整備する。重大事故等対

策の手順の概要を第５－１表，重大事

故等対策における操作の成立性を第

５－２表，事故対処するために必要な

設備を第５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質

の漏えいに対処するための手順等」に

示すとおり，液体状，固体状及び気体

状の放射性物質に関する閉じ込め機

能の喪失が発生した場合においても，

放射性物質の漏えいは発生が想定さ

れないことから，放射性物質の漏えい

に対処するための手順等は不要であ

る。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（5／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
6
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋対策班長，現場管理者，建屋外対

応班長，要員管理班，情報管理班，通

信班長及び放射線対応班（以下 2.では

「実施責任者等」という。）の要員 28 

人，建屋外対応班の班員 19 人及び建

屋対策班の班員 14 人の合計 61 人に

て作業を実施した場合，対策の制限時

間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）

140 時間に対し，事象発生から安全冷

却水系の内部ループへの通水開始ま

で 35 時間 40 分以内で可能である。 

分離建屋の「内部ループへの通水に

よる冷却」の操作は，分離建屋内部ル

ープ１の貯槽等（第２－３表）に対し

て，実施責任者等の要員 28 人，建屋

外対応班の班員 19 人及び建屋対策班

の班員 12 人の合計 59 人にて作業を

実施した場合，対策の制限時間（高レ

ベル廃液等の沸騰開始時間）15 時間

に対し，事象発生から安全冷却水系の

内部ループへの通水開始まで 13 時間

以内で可能である。分離建屋内部ルー

プ２の貯槽等（第２－３表）に対して，

実施責任者等の要員 28 人，建屋外対

応班の班員 19 人及び建屋対策班の班

員 16 人の合計 63 人にて作業を実施

した場合，対策の制限時間（高レベル

廃液等の沸騰開始時間）330 時間に対

し，事象発生から安全冷却水系の内部

ループへの通水開始まで 40 時間 10 

分以内で可能である。分離建屋内部ル

ープ３の貯槽等（第２－３表）に対し

て，実施責任者等の要員 28 人，建屋

外対応班の班員 19 人及び建屋対策班

の班員 28 人の合計 75 人にて作業を

実施した場合，対策の制限時間（高レ

ベル廃液等の沸騰開始時間）180 時間

に対し，事象発生から安全冷却水系の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡 

 明示していないが，中央制御室

等との連絡手段が確保される

ことにより，作業場所の状況や

中央制御室等からの作業指示，

連絡を受けることができる。 

 実施組織要員の移動及び作業時

に，作業場所の状況に応じた対応

を行うこと 

 明示していないが，有毒ガスの

発生については，作業場所での

目視及び臭気の確認により認

知することができる。 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

時対策組織要員の対処能力が著しく

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において，

「中央制御室との連絡手段を確保

する。」ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの

検知手段（通信連絡設備）に対して，

技術的能力 1.14 に手順を定めてい

ることから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において，

「通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。」

ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順

であることから，反映事項はない。 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

  有毒ガス防護対策により，非常時

6
6
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（6／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
7
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部ループへの通水開始まで 45 時間

45 分以内で可能である。 

精製建屋の「内部ループへの通水に

よる冷却」の操作は，実施責任者等の

要員 28 人，建屋外対応班の班員 19 

人及び建屋対策班の班員 16 人の合計

63 人にて作業を実施した場合，対策

の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開

始時間）11 時間に対し，事象発生か

ら安全冷却水系の内部ループへの通

水開始まで 8 時間 50 分以内で可能

である。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の「内部ループへの通水による冷却」

の操作は，実施責任者等の要員 28 人，

建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対

策班の班員 18 人の合計 65 人にて作

業を実施した場合，対策の制限時間

（高レベル廃液等の沸騰開始時間）19 

時間に対し，事象発生から安全冷却水

系の内部ループへの通水開始まで 17 

時間以内で可能である。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の「内

部ループへの通水による冷却」の操作

は，実施責任者等の要員 28 人，建屋

外対応班の班員 19 人及び建屋対策班

の班員 20 人の合計 67 人にて作業を

実施した場合，対策の制限時間（高レ

ベル廃液等の沸騰開始時間）23 時間

に対し，事象発生から安全冷却水系の

内部ループへの通水開始まで 20 時間

以内で可能である。 

対策の制限時間（高レベル廃液等の

沸騰開始時間）と各対策に係る時間を

第２－８表に示す。 

実施責任者等の要員 28 人及び建屋

外対応班の班員 19 人は全ての建屋の

対応において，共通の要員である。外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場

合でも,重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

 

 

 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通事

項として技術的能力1.0の補足説明資

料で説明する。また，既許可に反映済

みの事項を含め，本条文における有毒

ガス防護対策を確認した結果として，

「有毒ガス防護に係る申請書項目の

整理表」を補足説明資料 1.2-6として

追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（7／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
8
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的事象の「地震」による冷却機能喪失

時における現場環境確認は，30 人に

て作業を実施した場合, １時間 30 分

以内で実施可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜

間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.2－３ 重大事故対

策の成立性】 

１．蒸発乾固の発生防止対策の対応手

段 

ａ．内部ループへの通水による冷却 

(ｈ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンドライ

ト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動

対応にて確認した作業環境

に応じて適切な防護具（酸

素呼吸器，タイベックスー

ツ，個人線量計等）を着用又

は携行し，１作業当たり

10mSv を基本に管理して作

業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘ

ッドライトを携行しており

近接可能である。また，作業

前に実施する初動対応にお

いて，アクセスルートにお

ける火災，溢水，薬品漏えい

及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，そ

の状況に応じて，適切なア

クセスルートの選定，対処

の阻害要因の除去を行うた

め，アクセスルートに支障

はない。 

操作性 ：系統を構成するために操作

は通常の弁操作であり容易

に操作可能である。また，可

搬型建屋内ホースの接続

は，カプラ又はフランジ接

続であり容易に操作可能で

ある。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（8／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
9
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅲ．安全冷却水系の中間熱交換器バイ

パス操作による冷却 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

本対応は，内的事象を要因として発

生することから，実施責任者等の要員

のうち，実施責任者１人及び建屋対策

班長１人が対策の指揮を行う。 

前処理建屋の「安全冷却水系の中間

熱交換器バイパス操作による冷却」は

実施責任者等の要員２人及び建屋対

策班の班員８人の合計 10 人にて作業

を実施した場合，対策の制限時間（高

レベル廃液等の沸騰開始時間）140 時

間に対し，事象発生後，要員が確保で

き，対策の実施が可能と判断してから

操作完了まで１時間以内で可能であ

る。 

分離建屋の「安全冷却水系の中間熱

交換器バイパス操作による冷却」は，

実施責任者等の要員２人及び建屋対

策班の班員 10 人の合計 12 人にて作

業を実施した場合，対策の制限時間

（高レベル廃液等の沸騰開始時間）15 

時間に対し，事象発生後，要員が確保

でき，対策の実施が可能と判断してか

ら操作完了まで１時間 25 分以内で可

能である。 

精製建屋の「安全冷却水系の中間熱

交換器バイパス操作による冷却」は，

実施責任者等の要員２人及び建屋対

策班の班員 10 人の合計 12 人にて作

連絡手段：操作を行う建屋内から所内

携帯電話，可搬型通話装置

等により，建屋外との連絡

が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した担保すべき事項と同

じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した反映事項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（9／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
1
0
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業を実施した場合，対策の制限時間

（高レベル廃液等の沸騰開始時間）11 

時間に対し，事象発生後，要員が確保

でき，対策の実施が可能と判断してか

ら操作完了まで１時間 20 分以内で可

能である。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の「安

全冷却水系の中間熱交換器バイパス

操作による冷却」は，実施責任者等の

要員２人及び建屋対策班の班員 14 人

の合計 16 人にて作業を実施した場

合，対策の制限時間（高レベル廃液等

の沸騰開始時間）23 時間に対し，事

象発生後，要員が確保でき，対策の実

施が可能と判断してから操作完了ま

で１時間 10分以内で可能である。 

本対策は，重大事故等対処設備を用

いた対応に係る要員とは別に，本対策

を実施するための要員を確保可能な

場合に着手を行うこととしているた

め，重大事故等対処設備を用いた対処

に悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.2－３ 重大事故対

策の成立性】 

１．蒸発乾固の発生防止対策の対応手

段 

ｂ．安全冷却水系の中間熱交換器バイ

パス操作による冷却 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：建屋内照明は点灯した状

態，且つ通常の管理服で

作業を行う。 

移動経路：建屋内照明は点灯した状

態，且つ阻害要因がない

ことからアクセスルート

に支障はない。 

操作性  ：系統を構成するために操

作は通常の弁操作であり

容易に操作可能である。 

連絡手段 ：操作を行う建屋内から所

内携帯電話，可搬型通話

装置等により，建屋外と

の連絡が可能である。 
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5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（10／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
1
1
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅳ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用の安全冷却水系による冷却 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

「使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用の安全冷却水系による冷却」

のうち，再処理設備本体へ供給する場

合の操作は，内的事象を要因として発

生することから，実施責任者等の要員

のうち，実施責任者１人，建屋対策班

長６人及び建屋対策班の班員 12 人の

合計 19 人にて作業を実施した場合，

対策の制限時間（高レベル廃液等の沸

騰開始時間）として，沸騰に至るまで

の時間が最も短い精製建屋の 11 時間

に対し，事象発生から後，要員が確保

でき，対策の実施が可能と判断して冷

却開始まで１時間 20 分以内で可能で

ある。 

「使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用の安全冷却水系による冷却」

のうち，高レベル廃液貯蔵設備へ供給

する場合の操作は，内的事象を要因と

して発生することから，実施責任者等

の要員のうち，実施責任者１人，建屋

対策班長２人及び建屋対策班の班員

12 人の合計 15 人にて作業を実施し

た場合，対策の制限時間（高レベル廃

液等の沸騰開始時間）23 時間に対し，

事象発生後，要員が確保でき，対策の

実施が可能と判断してから冷却開始

まで１時間 10 分以内で可能である。 

本対策は，重大事故等対処設備を用

いた対応に係る要員とは別に，本対策

を実施するための要員を確保可能な

場合に着手を行うこととしているた

め，重大事故等対処設備を用いた対処

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した担保すべき事項と同

じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した反映事項と同じ 
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6



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（11／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
1
2
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

に悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅴ．運転予備負荷用一般冷却水系によ

る冷却 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

高レベル廃液ガラス固化建屋にお

ける再処理設備本体の「運転予備負荷

用一般冷却水系による冷却」の操作

は，内的事象を要因として発生するこ

とから，実施責任者等の要員のうち，

実施責任者１人，建屋対策班長２人及

び建屋対策班の班員 12 人の合計 15 

人にて作業を実施した場合，対策の制

限時間（高レベル廃液等の沸騰開始時

間）23 時間に対し，事象発生後，要

【補足説明資料 1.2－３ 重大事故対

策の成立性】 

１．蒸発乾固の発生防止対策の対応手

段 

ｄ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用の安全冷却水系による冷却 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：建屋内照明は点灯した状

態，且つ通常の管理服で

作業を行う。 

移動経路：建屋内照明は点灯した状

態，且つ阻害要因がない

ことからアクセスルート

に支障はない。 

操作性  ：系統を構成するために操

作は通常の弁操作であり

容易に操作可能である。 

連絡手段 ：操作を行う建屋内から所

内携帯電話，可搬型通話

装置等により，建屋外と

の連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した担保すべき事項と同

じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した反映事項と同じ 
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7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（12／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
1
3
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

員が確保でき，対策の実施が可能と判

断してから冷却開始まで１時間 20 分

以内で可能である。 

本対策は，重大事故等対処設備を用

いた対応に係る要員とは別に，本対策

を実施するための要員を確保可能な

場合に着手を行うこととしているた

め，重大事故等対処設備を用いた対処

に悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

 

 

添付書類八 添付１ ２．ｂ． 

（ｂ）蒸発乾固の拡大防止対策の対応

手順 

 

ⅰ．貯槽等への注水 

 

 (ⅲ) 操作の成立性 

前処理建屋の「貯槽等への注水」の

操作は，実施責任者等の要員 28 人，

建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対

策班の班員 26 人の合計 73 人にて作

業を実施した場合，対策の制限時間

（高レベル廃液等の沸騰開始時間）

140 時間に対し，事象発生から貯槽等

【補足説明資料 1.2－３ 重大事故対

策の成立性】 

１．蒸発乾固の発生防止対策の対応手

段 

ｅ．運転予備負荷用一般冷却水系によ

る冷却 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境 ：建屋内照明は点灯した状

態，且つ通常の管理服で

作業を行う。 

移動経路 ：建屋内照明は点灯した状

態，且つ阻害要因がない

ことからアクセスルート

に支障はない。 

操作性   ：系統を構成するために操

作は通常の弁操作であり

容易に操作可能である。 

連絡手段 ：操作を行う建屋内から所

内携帯電話，可搬型通話

装置等により，建屋外と

の連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した担保すべき事項と同

じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した反映事項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（13／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
1
4
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

への注水準備完了まで 39 時間以内で

可能である。 

分離建屋の「貯槽等への注水」の操

作は，分離建屋内部ループ１の貯槽等

（第２－３表）に対して，実施責任者

等の要員 28 人，建屋外対応班の班員

19 人及び建屋対策班の班員 12 人の

合計 59 人にて作業を実施した場合，

対策の制限時間（高レベル廃液等の沸

騰開始時間）15 時間に対し，事象発

生から貯槽等への注水準備完了まで

12 時間以内で可能である。分離建屋

内部ループ２，３の貯槽等（第２－３

表）に対して，実施責任者等の要員 28 

人，建屋外対応班の班員 19 人及び建

屋対策班の班員 10 人の合計 57 人に

て作業を実施した場合，対策の制限時

間（高レベル廃液等の沸騰開始時間）

180 時間に対し，事象発生から貯槽等

への注水準備完了まで 69 時間 40 分

以内で可能である。 

精製建屋の「貯槽等への注水」の操

作は，実施責任者等の要員 28 人，建

屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策

班の班員 16 人の合計 63 人にて作業

を実施した場合，対策の制限時間（高

レベル廃液等の沸騰開始時間）11 時

間に対し，事象発生から貯槽等への注

水準備完了まで 9 時間以内で可能で

ある。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の「貯槽等への注水」の操作は，実施

責任者等の要員 28 人，建屋外対応班

の班員 19 人及び建屋対策班の班員

14 人の合計 61 人にて作業を実施し

た場合，対策の制限時間（高レベル廃

液等の沸騰開始時間）19 時間に対し，

事象発生から貯槽等への注水準備完
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（14／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
1
5
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

了まで 17 時間以内で可能である。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の「貯

槽等への注水」の操作は，実施責任者

等の要員 28 人，建屋外対応班の班員

19 人及び建屋対策班の班員 22 人の

合計 69 人にて作業を実施した場合，

対策の制限時間（高レベル廃液等の沸

騰開始時間）23 時間に対し，事象発

生から貯槽等への注水準備完了まで

20 時間 20 分以内で可能である。 

対策の制限時間（高レベル廃液等の

沸騰開始時間）と各対策に係る時間を

第２－８表に示す。 

実施責任者等の要員 28 人及び建屋

外対応班の班員 19 人は全ての建屋の

対応において共通の要員である。 

可搬型中型移送ポンプ等が使用で

きない場合の故障時バックアップと

の交換等の対応は，２時間以内で可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.2－３ 重大事故対

策の成立性】 

２．蒸発乾固の拡大防止対策の対応手

段 

ａ．貯槽等への注水 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンドライ

ト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動

対応にて確認した作業環境

に応じて適切な防護具（酸

素呼吸器，タイベックスー

ツ，個人線量計等）を着用又

は携行し，１作業当たり

10mSv を基本に管理して作

業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘ

ッドライトを携行しており

近接可能である。また，作業

前に実施する初動対応にお

いて，アクセスルートにお
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（15／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
1
6
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ｂ） 

ⅱ．冷却コイル等への通水による冷却 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

前処理建屋の「冷却コイル等への通

水による冷却」の操作は，前処理建屋

内部ループ１の貯槽等（第２－３表）

に対して，実施責任者等の要員 28 人，

建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対

策班の班員 16 人の合計 63 人にて作

業を実施した場合，事象発生から安全

冷却水系の冷却コイル等への通水開

始まで 46 時間 20 分以内で可能であ

る。前処理建屋内部ループ２の貯槽等

（第２－３表）に対して，実施責任者

等の要員 28 人，建屋外対応班の班員

19 人及び建屋対策班の班員 22 人の

合計 69 人にて作業を実施した場合，

ける火災，溢水，薬品漏えい

及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，そ

の状況に応じて，適切なア

クセスルートの選定，対処

の阻害要因の除去を行うた

め，アクセスルートに支障

はない。 

操作性 ：系統を構成するために操作

は通常の弁操作であり容易

に操作可能である。また，可

搬型建屋内ホースの接続

は，カプラ又はフランジ接

続であり容易に操作可能で

ある。 

連絡手段：操作を行う建屋内から所内

携帯電話，可搬型通話装置

等により，建屋外との連絡

が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した担保すべき事項と同

じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した反映事項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（16／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
1
7
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

事象発生から安全冷却水系の冷却コ

イル等への通水開始まで 45 時間以内

で可能である。 

分離建屋の「冷却コイル等への通水

による冷却」の操作は，分離建屋内部

ループ１の貯槽等（第２－３表）に対

して，実施責任者等の要員 28 人，建

屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策

班の班員 14 人の合計 61 人にて作業

を実施した場合，事象発生から安全冷

却水系の冷却コイル等への通水開始

まで 25 時間 55 分以内で可能であ

る。分離建屋内部ループ２の貯槽等

（第２－３表）に対して，実施責任者

等の要員 28 人，建屋外対応班の班員

19 人及び建屋対策班の班員 24 人の

合計 71 人にて作業を実施した場合，

事象発生から安全冷却水系の冷却コ

イル等への通水開始まで 47 時間 40 

分以内で可能である。分離建屋内部ル

ープ３の貯槽等（第２－３表）に対し

て，実施責任者等の要員 28 人，建屋

外対応班の班員 19 人及び建屋対策班

の班員 16 人の合計 63 人にて作業を

実施した場合，事象発生から安全冷却

水系の冷却コイル等への通水開始ま

で 65 時間 45 分以内で可能である。 

精製建屋の「冷却コイル等への通水

による冷却」の操作は，精製建屋内部

ループ１の貯槽等（第２－３表）に対

して，実施責任者等の要員 28 人，建

屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策

班の班員 12 人の合計 59 人にて作業

を実施した場合，事象発生から安全冷

却水系の冷却コイルへの通水開始ま

で 30 時間 40 分以内で可能である。

精製建屋内部ループ２の貯槽等（第２

－３表）に対して，実施責任者等の要
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（17／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
1
8
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人

及び建屋対策班の班員 14 人の合計

61 人にて作業を実施した場合，事象

発生から安全冷却水系の冷却コイル

への通水開始まで 37 時間 30 分以内

で可能である。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の「冷却コイル等への通水による冷

却」の操作は，実施責任者等の要員 28 

人，建屋外対応班の班員 19 人及び建

屋対策班の班員 22 人の合計 69 人に

て作業を実施した場合，事象発生から

安全冷却水系の冷却ジャケットへの

通水開始まで 26 時間 20 分以内で可

能である。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の「冷

却コイル等への通水による冷却」の操

作は，高レベル廃液ガラス固化建屋内

部ループ１～５の貯槽等（第２－３

表）に対して，実施責任者等の要員 28 

人，建屋外対応班の班員 19 人及び建

屋対策班の班員 28 人の合計 75 人に

て作業を実施した場合，事象発生から

安全冷却水系の冷却コイルへの通水

開始まで 37 時間 55 分以内で可能で

ある。 

対策の制限時間（高レベル廃液等の

沸騰開始時間）と各対策に係る時間を

第２－８表に示す。 

実施責任者等の要員 28 人及び建屋

外対応班の班員 19 人は全ての建屋の

対応において共通の要員である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.2－３ 重大事故対

策の成立性】 

２．蒸発乾固の拡大防止対策の対応手

段 

ｂ．冷却コイル等への通水による冷却 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドラ

イト及びヘッドライトを

携行している。また，操作
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（18／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
1
9
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は初動対応にて確認した

作業環境に応じて適切な

防護具（酸素呼吸器，タイ

ベックスーツ，個人線量計

等）を着用又は携行し，１

作業当たり 10mSv を基本

に管理して作業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘ

ッドライトを携行してお

り近接可能である。また，

作業前に実施する初動対

応において，アクセスルー

トにおける火災，溢水，薬

品漏えい及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因

を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルート

の選定，対処の阻害要因の

除去を行うため，アクセス

ルートに支障はない。 

操作性 ：系統を構成するために操作

は通常の弁操作であり容

易に操作可能である。ま

た，可搬型建屋内ホースの

接続は，カプラ又はフラン

ジ接続であり容易に操作

可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋内から所内

携帯電話，可搬型通話装置

等により，建屋外との連絡

が可能である。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（19／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
2
0
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ｂ） 

ⅲ．給水処理設備等から貯槽等への注

水 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

本対応は，内的事象を要因として発

生することから，実施責任者等の要員

のうち，実施責任者１人及び建屋対策

班長１人が対策の指揮を行う。 

前処理建屋における「給水処理設備

等から貯槽等への注水」の操作は，実

施責任者等の要員２人及び建屋対策

班の班員８人の合計 10 人にて作業を

実施した場合，対策の制限時間（高レ

ベル廃液等の沸騰開始時間）140 時間

に対し，事象発生後，要員が確保でき，

対策の実施が可能と判断してから注

水準備完了まで５時間以内で実施可

能である。 

分離建屋における「給水処理設備等

から貯槽等への注水」の操作は，実施

責任者等の要員２人及び建屋対策班

の班員８人の合計 10 人にて作業を実

施した場合，対策の制限時間（高レベ

ル廃液等の沸騰開始時間）15 時間に

対し，事象発生後，要員が確保でき，

対策の実施が可能と判断してから注

水準備完了まで７時間 30 分以内で実

施可能である。 

精製建屋における「給水処理設備等

から貯槽等への注水」の操作は，実施

責任者等の要員２人及び建屋対策班

の班員８人の合計 10 人にて作業を実

施した場合，対策の制限時間（高レベ

ル廃液等の沸騰開始時間）11 時間に

対し，事象発生後，要員が確保でき，

対策の実施が可能と判断してから注

水準備完了まで４時間以内で実施可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した担保すべき事項と同

じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した反映事項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（20／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
2
1
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

能である。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

における「給水処理設備等から貯槽等

への注水」の操作は，実施責任者等の

要員２人及び建屋対策班の班員 12 人

の合計 14 人にて作業を実施した場

合，対策の制限時間（高レベル廃液等

の沸騰開始時間）19 時間に対し，事

象発生後，要員が確保でき，対策の実

施が可能と判断してから注水準備完

了まで２時間 30 分以内で実施可能で

ある。 

高レベル廃液ガラス固化建屋にお

ける「給水処理設備等から貯槽等への

注水」の操作は，実施責任者等の要員

２人及び建屋対策班の班員８人の合

計 10 人にて作業を実施した場合，対

策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰

開始時間）23 時間に対し，事象発生

後，要員が確保でき，対策の実施が可

能と判断してから注水準備完了まで

６時間 30分以内で実施可能である。 

本対策は，重大事故等対処設備を用

いた対応に係る要員とは別に，本対策

を実施するための要員を確保可能な

場合に着手を行うこととしているた

め，重大事故等対処設備を用いた対処

に悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.2－３ 重大事故対

策の成立性】 

２．蒸発乾固の拡大防止対策の対応手

段 

ｃ．給水処理設備等から貯槽等への注

水 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：建屋内照明は点灯した状

態，且つ通常の管理服で作

業を行う。 

移動経路：建屋内照明は点灯した状

態，且つ阻害要因がないこ

とからアクセスルートに

支障はない。 

操作性 ：系統を構成するために操作

は通常の弁操作であり容

易に操作可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋内から所内

携帯電話，可搬型通話装置
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（21／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
2
2
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

 

添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ｂ） 

ⅳ．セルへの導出経路の構築及び代替

セル排気系による対応 

 

 (ⅲ) 操作の成立性 

前処理建屋の「セルへの導出経路の

構築及び代替セル排気系による対応」

のうち，セルへの導出経路の構築の操

作は，実施責任者等の要員 28 人，建

屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策

班の班員 14 人の合計 61 人にて作業

を実施した場合，対策の制限時間（高

レベル廃液等の沸騰開始時間）140 時

間に対し，事象発生から凝縮器への通

水完了まで 41 時間 10 分以内で可能

である。代替セル排気系による対応の

操作は，実施責任者等の要員 28 人，

建屋外対応班の班員 19 人及び建屋対

策班の班員 16 人の合計 63 人にて作

業を実施した場合，対策の制限時間

（高レベル廃液等の沸騰開始時間）

140 時間に対し，事象発生から可搬型

排風機の起動完了まで 33 時間 10 分

以内で可能である。 

分離建屋の「セルへの導出経路の構

築及び代替セル排気系による対応」の

うち，セルへの導出経路の構築の操作

は，実施責任者等の要員 28 人，建屋

外対応班の班員 19 人及び建屋対策班

の班員 16 人の合計 63 人にて作業を

実施した場合，分離建屋内部ループ１

（第２－３表）は，対策の制限時間（高

レベル廃液等の沸騰開始時間）15 時

間に対し，事象発生から凝縮器への通

等により，建屋外との連絡

が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した担保すべき事項と同

じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ２．ｂ．（ａ） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却」 

にて記載した反映事項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（22／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
2
3
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

水完了まで 10 時間以内，分離建屋内

部ループ２，３（第２－３表）は，対

策の制限時間（高レベル廃液等の沸騰

開始時間）180 時間に対し，事象発生

から凝縮器への通水完了まで 51 時間

以内で可能である。代替セル排気系に

よる対応の操作は，実施責任者等の要

員 28 人，建屋外対応班の班員 19 人

及び建屋対策班の班員 14 人の合計

61 人にて作業を実施した場合，対策

の制限時間（高レベル廃液等の沸騰開

始時間）15 時間に対し，事象発生か

ら可搬型排風機の起動完了まで６時

間 10 分以内で可能である。 

精製建屋の「セルへの導出経路の構

築及び代替セル排気系による対応」の

うち，セルへの導出経路の構築の操作

は，実施責任者等の要員 28 人，建屋

外対応班の班員 19 人及び建屋対策班

の班員 12 人の合計 59 人にて作業を

実施した場合，対策の制限時間（高レ

ベル廃液等の沸騰開始時間）11 時間

に対し，事象発生から凝縮器への通水

完了まで 8 時間 30 分以内で可能で

ある。代替セル排気系による対応の操

作は，実施責任者等の要員 28 人，建

屋外対応班の班員 19 人及び建屋対策

班の班員 20 人の合計 67 人にて作業

を実施した場合，対策の制限時間（高

レベル廃液等の沸騰開始時間）11 時

間に対し，事象発生から可搬型排風機

の起動完了まで６時間 40 分以内で可

能である。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の「セルへの導出経路の構築及び代替

セル排気系による対応」のうち，セル

への導出経路の構築の操作は，実施責

任者等の要員 28 人，建屋外対応班の
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（23／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
2
-
6
-
2
4
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

班員 19 人及び建屋対策班の班員 16 

人の合計 63 人にて作業を実施した場

合，対策の制限時間（高レベル廃液等

の沸騰開始時間）19 時間に対し，事

象発生から凝縮器への通水完了まで

14 時間 10 分以内で可能である。代

替セル排気系による対応の操作は，実

施責任者等の要員 28 人，建屋外対応

班の班員 19 人及び建屋対策班の班員

20 人の合計 67 人にて作業を実施し

た場合，対策の制限時間（高レベル廃

液等の沸騰開始時間）19時間に対し，

事象発生から可搬型排風機の起動完

了まで 15 時間以内で可能である。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の「セ

ルへの導出経路の構築及び代替セル

排気系による対応」のうち，セルへの

導出経路の構築の操作は，実施責任者

等の要員 28 人，建屋外対応班の班員

19 人及び建屋対策班の班員 18 人の

合計 65 人にて作業を実施した場合，

対策の制限時間（高レベル廃液等の沸

騰開始時間）23 時間に対し，事象発

生から凝縮器への通水完了まで 19 時

間 55 分以内で可能である。代替セル

排気系による対応の操作は，実施責任

者等の要員 28 人，建屋外対応班の班

員 19 人及び建屋対策班の班員 14 人

の合計 61 人にて作業を実施した場

合，対策の制限時間（高レベル廃液等

の沸騰開始時間）23 時間に対し，事

象発生から可搬型排風機の起動完了

まで 13 時間以内で可能である。 

対策の制限時間（高レベル廃液等の

沸騰開始時間）と各対策に係る時間を

第２－８表に示す。 

実施責任者等の要員 28 人及び建屋

外対応班の班員 19 人は全ての建屋の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.2－３ 重大事故対

策の成立性】 

２．蒸発乾固の拡大防止対策の対応手

段 

ｄ．セルへの導出経路の構築及びセル

排気系を代替する排気系による対応 

ｂ．操作の成立性 

6
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．２）（24／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
1
.
2
-
6
-
2
5
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

対応において共通の要員である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドラ

イト及びヘッドライトを

携行している。また，操作

は初動対応にて確認した

作業環境に応じて適切な

防護具（酸素呼吸器，タイ

ベックスーツ，個人線量計

等）を着用又は携行し，１

作業当たり 10mSv を基本

に管理して作業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘ

ッドライトを携行してお

り近接可能である。また，

作業前に実施する初動対

応において，アクセスルー

トにおける火災，溢水，薬

品漏えい及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因

を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルート

の選定，対処の阻害要因の

除去を行うため，アクセス

ルートに支障はない。

操作性 ：系統を構成するために操作

は通常の弁操作であり容

易に操作可能である。ま

た，可搬型建屋内ホースの

接続は，カプラ又はフラン

ジ接続であり容易に操作

可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋内から所内

携帯電話，可搬型通話装置

等により，建屋外との連絡

が可能である。 
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令和４年７月 15 日 R23 

 

 

 

 

 

１．３ 放射線分解により発生する水素による爆発に 

対処するための手順等 

（抜粋） 
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1.3.1 概要 

1.3.1.1 水素爆発の発生防止対策 

(１) 水素爆発を未然に防止するための空気の供給 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合には，発生防止対策と

して，代替安全圧縮空気系による水素掃気の手順に着手する。 

この手順では，水素掃気配管，機器圧縮空気供給配管（除染用配管な

ど）を用いた可搬型空気圧縮機による水素掃気のための系統の構築，可搬

型空気圧縮機の起動，貯槽等の水素濃度 及び代替安全圧縮空気系の流量

や圧力の監視等について，最短沸騰時間となる精製建屋において 63 名に

より事象発生から 7 時間 15 分以内に実施する。その他の建屋については

以下の通り。 

前処理建屋は 67 名により事象発生後 36 時間 35 分以内に実施する。 

分離建屋は 65 名により事象発生から６時間 40 分以内に実施する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は 71 名より事象発生後 15 時間 40

分以内に実施する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋は 77 名により，事象発生後 14 時間 15 分

以内に実施する。 

また，早期に水素掃気を行う貯槽等においては，上記対策に先立ち，

圧縮空気自動供給系から機器圧縮空気自動供給ユニットに切り替えるため

の手順に着手する。この手順では，圧縮空気自動供給系の供給弁の手動閉

止操作について，対処の時間の余裕が少ない精製建屋において，30 名に

より事象発生の 2 時間 20 分後に実施する。その他の建屋については以下

の通り。 

分離建屋は 30 名により事象発生の 4 時間 25 分後に実施する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は 30 名により事象発生の 6 時間 40
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分後に実施する。 

貯槽等の状態を監視するため，速やかに水素濃度の測定のための準備

に着手し，準備が完了次第，水素濃度の測定をする。その後の水素濃度の

測定は，測定の頻度（1 時間 30 分ごと）による監視に加え，高レベル廃

液等の沸騰のような貯槽等の状態の変化がある場合，対策の実施後等にお

いて実施する。 

 

1.3.1.2 水素爆発の拡大防止対策 

(１) 水素爆発の再発を防止するための空気の供給 

発生防止対策が機能しなかった場合には，拡大防止対策として，発生

防止と異なる系統による掃気のための手順に着手する。この手順では，機

器圧縮空気供給配管（かくはん用配管，計測制御用配管等）を用いた可搬

型空気圧縮機による水素掃気のための系統の構築，可搬型空気圧縮機の起

動，貯槽等の水素濃度及び代替安全圧縮空気系の流量や圧力の監視等につ

いて，最短沸騰時間となる精製建屋において，67 名により事象発生から

９時間 45 分以内に実施する。その他の建屋については以下の通り。 

前処理建屋は 65 名により事象発生後 39 時間 5 分以内に実施する。 

分離建屋は 65 名により事象発生後９時間 10 分以内に実施する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は 71 名により事象発生後 18 時間

以内に実施する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋は 77 名により事象発生後 19 時間 45 分以

内に実施する。 

また，早期に水素掃気を行う貯槽等においては，上記対策に先立ち，

貯槽等内の水素濃度が未然防止濃度に至る前までに，機器圧縮空気供給配

管（かくはん用配管，計測制御用配管等）を用いた圧縮空気手動供給ユニ
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ットによる水素掃気のための手順に着手する。 

この手順では，水素掃気のための系統の構築，圧縮空気手動供給ユニ

ットの弁の操作について，最短沸騰時間となる精製建屋において，32 名

より最も対処の時間余裕が少ないプルトニウム濃縮液一時貯槽で未然防止

濃度に至る時間である 1 時間 25 分に対し，事象発生後 50 分以内に実施す

る。その他の貯槽においては，事象発生後 1 時間 45 分以内に実施する。

その他の建屋については以下の通り。 

分離建屋は 30 名より最も対象の時間余裕の少ない第 2 一時貯留処理槽

で未然防止濃度に至る時間である 7 時間 35 分に対し，４時間５分以内に

実施し，その他の貯槽においては４時間 15 分以内に実施する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は 34 名により最も対象の時間余裕

が少ない硝酸プルトニウム貯槽で未然防止濃度に至る時間である 7 時間

25 分に対し 55 分以内に実施し，その他の貯槽においては 1 時間 5 分以内

に実施する。 

(２) セルへの導出経路の構築 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合には，可搬型空気圧縮

機による水素掃気のための手順と並行してセル導出経路の構築の手順に着

手する。 

この手順では塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁及びセル排気系のダンパ

の閉止並びに導出先セルの圧力の監視等について，最短沸騰時間となる精

製建屋において 36 名より事象発生後２時間 50 分以内に実施する。その他

の建屋については，以下の通り。 

前処理建屋は 38 名より事象発生後３時間以内に実施する。 

分離建屋は 34 名により事象発生後３時間 10 分以内に実施する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は 36 名より事象発生後３時間 10
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分以内に実施する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋は 46 名より事象発生後６時間 10 分以内

に実施する。 

(３) 代替セル排気系の構築 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合には，可搬型空気圧縮

機による水素掃気のための手順と並行して，代替セル排気系の構築の手順

に着手する。この手順では，可搬型排風機，可搬型ダクト等による排気経

路の構築，導出先セルの圧力の監視，排気時のモニタリング等について，

最短沸騰時間となる精製建屋において，61 名により事象発生後 6 時間 40

分以内に実施できるよう準備する。その他の建屋については以下の通り。 

前処理建屋は 57 名により事象発生後 33 時間 10 分以内に実施する。 

分離建屋は 55 名により事象発生後 6 時間 10 分以内に実施する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は 61 名により事象発生後 15 時間

以内に実施する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋は 55 名により事象発生後 13 時間以内に

実施する。 

また，28 条の有効性評価における対策（代替安全圧縮空気系による水

素掃気，発生防止とは異なる系統による水素掃気，セル導出経路の構築及

び代替セル排気経路の構築）に必要な重大事故等対処設備は上記と同じで

あり，その設計方針及び手順等についても上記と同じである。 

 

1.3.1.3 自主対策設備 

重大事故等の対処を確実に実施するため，安全機能を有する施設の機

能， 相互関係を明確にした分析（ 以下「フォールトツリー分析」とい

う。） により機能喪失の原因分析を行った上で対策の抽出を行った結果か
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ら，水素掃気機能が喪失した場合の自主対策設備※ １ 及び手順等を以下

のとおり整備する。 

※ １ 自主対策設備： 技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全

てのプラント状況において使用することは困難

であるが， プラント状況によっては， 事故対

応に有効な設備 

(１)  共通電源車を用いた水素掃気機能の回復 

ａ．設備 

全交流動力電源の喪失により安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，

機器の損傷が伴わない場合に，共通電源車を配置し安全圧縮空気系への給

電を実施することで安全圧縮空気系の機能を回復させるための設備及び手

順を整備する。共通電源車を用いた水素掃気機能の回復に使用する設備は，

基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても機能を維持できる設計として

おらず，地震により機能喪失するおそれがあることから，重大事故等対処

設備とは位置付けないが，プラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備として位置付ける。 

ｂ．手順 

 電源系以外の故障等がなかった場合の対策として，共通電源車を配置し，

安全圧縮空気系への給電を実施することで，安全圧縮空気系の機能を回復

するための手順に着手する。 

 非常用電源建屋の 6 . 9ｋ Ｖ 非常用主母線への共通電源車の接続，共

通電源車による非常用電源建屋への給電及び負荷起動を 5 9 人により， 

要員の確保， 本対策の実施判断後から 6 時間 3 5 分以内で実施可能であ

る。 
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(２)  水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給 

ａ．設備 

内的事象を要因とする安全圧縮空気系の空気圧縮機の全台故障により

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，かつ，その他機器が健全である

ことが明らかな場合は，可搬型空気圧縮機を可搬型一括供給用建屋外ホー

ス及び可搬型一括供給用建屋内ホースにより前処理建屋の安全圧縮空気系

へ接続し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発の発生を仮定する貯

槽等に一括で圧縮空気を供給（以下，「一括供給」という。）することによ

り水素掃気機能を回復させる。 

ｂ．手順 

内的事象を要因とする安全圧縮空気系の空気圧縮機の全台故障により

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，かつ，その他機器が健全である

ことが明らかな場合は，可搬型空気圧縮機を用いた水素爆発を未然に防止

するための空気の一括供給の手順に着手する。 

本手順では，代替安全圧縮空気系への圧縮空気供給のための系統の構

築，圧縮空気流量の調整及び圧縮空気流量等の監視を，63 人にて作業を

実施した場合にて作業を実施した場合，事象発生から操作完了まで１時間

で実施可能である。 
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1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

方
針
目
的 

安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失に対して，貯槽及び濃縮缶

での水素爆発の発生を未然に防止するための手順を整備する。 

また，水素爆発の発生を未然に防止するための対策が機能せず，貯

槽及び濃縮缶での水素爆発が発生した場合に，水素爆発が続けて生

じるおそれがない状態を維持すること，セル内に設置された配管の

外部への排出及び大気中への放射性物質の放出による影響を緩和す

るための手順を整備する。 

対
応
手
段
等 

水
素
爆
発
の
発
生
防
止 

水
素
爆
発
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
空
気
の
供
給 

【水素爆発を未然に防止するための空気の供給の

着手判断及び実施】 

安全圧縮空気系の空気圧縮機が全台故障し，安

全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，外

部電源が喪失し第２非常用ディーゼル発電機を運

転できない場合，又は，安全圧縮空気系の空気圧縮

機が全台故障し，安全圧縮空気系の水素掃気機能

が喪失した場合，かつ，外部電源が喪失し第２非常

用ディーゼル発電機を運転できない場合，発生防

止対策として，代替安全圧縮空気系による水素掃

気のための手順に着手する。この手順では，代替安

全圧縮空気系の水素掃気配管又は機器圧縮空気供

給配管（除染配管等）を用いた，可搬型空気圧縮機

による水素掃気のための系統の構築，可搬型空気

圧縮機の起動，貯槽及び濃縮缶の水素濃度，代替安

全圧縮空気系の流量及び圧力の監視について実施

する。 
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1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

水
素
爆
発
の
発
生
防
止 

水
素
爆
発
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
空
気
の
供
給 

【圧縮空気自動供給系からの圧縮空気の自動供

給】 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，系統

内の圧力が低下した場合は，分離建屋及び精製建

屋については圧縮空気自動供給貯槽から，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋については圧縮空気自

動供給ユニットから，分離建屋，精製建屋及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発を仮定

する機器へ自動で圧縮空気が供給されることを，

圧縮空気の供給圧力により確認する。 

【機器圧縮空気自動供給ユニットへの切替え】 

溶液の沸騰又はかくはん状態により水素発生量

が増加することを想定し，可搬型空気圧縮機から

の空気の供給までに気相部の水素濃度がドライ換

算８ｖоｌ％（以下第５表（4／15）では「未然防

止濃度」という。）に至る貯槽及び濃縮缶において

は，水素発生量の増加が想定される時間の前に，圧

縮空気自動供給系から機器圧縮空気自動供給ユニ

ットに切り替え，圧縮空気の供給を開始すること

により，貯槽及び濃縮缶への圧縮空気の供給量を

増加させる。この手順では，圧縮空気自動供給系の

弁を手動で閉止する。 

機器圧縮空気自動供給ユニットの圧力計によ

り，所定の圧力で圧縮空気が供給されていること

を確認する。 
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1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

水
素
爆
発
の
発
生
防
止 

水
素
爆
発
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
空
気
の
供
給 

【可搬型水素濃度計の設置】 

着手判断を受け，貯槽及び濃縮缶内の水素濃度

の推移が想定どおりか監視するため，速やかに水

素濃度測定対象の貯槽及び濃縮缶に接続している

水素掃気配管又は計測制御系統施設の計測制御設

備に，可搬型水素濃度計を設置する。 

【可搬型水素濃度計による水素濃度測定の実施判

断及び測定の実施】 

 水素濃度の測定は準備が整い次第実施する。 

貯槽及び濃縮缶内の水素濃度の測定は所定の頻

度による監視に加え，沸騰のような，貯槽及び濃縮

缶に内包する溶液の様態の変化がある場合及び対

策の実施後に水素濃度の測定を実施する。対策実

施前に水素濃度の測定が可能であれば水素濃度の

測定を実施する。 

【代替安全圧縮空気系の水素掃気配管又は機器圧

縮空気供給配管（除染配管等）からの圧縮空気の供

給準備】 

着手判断を受け，各建屋に圧縮空気を供給する

ために，屋外に可搬型空気圧縮機を設置し，及び可

搬型建屋外ホースを敷設するとともに，屋内に可

搬型建屋内ホースを敷設し，可搬型建屋内ホース

を，安全機能を有する施設の安全圧縮空気系の水

素掃気配管の接続口又は機器圧縮空気供給配管

（除染用配管等）に接続する。 

代替安全圧縮空気系へ可搬型貯槽掃気圧縮空気

流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計及び

可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計を設置し，セ

ル導出設備へ可搬型セル導出ユニット流量計を設

置する。 
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1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

水
素
爆
発
の
発
生
防
止 

水
素
爆
発
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
空
気
の
供
給 

【代替安全圧縮空気系の水素掃気配管又は機器圧

縮空気供給配管（除染配管等）からの圧縮空気の供

給の実施判断】 

可搬型空気圧縮機を起動したこと，圧縮空気の供

給の準備の完了及び代替セル排気系の可搬型排風

機を起動したことを確認し，重大事故等の発生防

止対策としての圧縮空気の供給の実施を判断す

る。 

【代替安全圧縮空気系の水素掃気配管又は機器圧

縮空気供給配管（除染配管等）からの圧縮空気の供

給の実施】 

可搬型空気圧縮機に附属する弁を開放し，代替

安全圧縮空気系の水素掃気配管又は機器圧縮空気

供給配管（除染配管等）へ圧縮空気を供給する。本

対策において確認が必要な監視項目は，貯槽掃気

圧縮空気流量，水素掃気系統圧縮空気の圧力，かく

はん系統圧縮空気圧力及びセル導出ユニット流量

である。 

【代替安全圧縮空気系の水素掃気配管又は機器圧

縮空気供給配管（除染配管等）からの圧縮空気の供

給の成否判断】 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計により貯槽及び

濃縮缶内の水素を可燃限界濃度未満に希釈できる

流量に維持されていることを確認し，水素掃気機

能が維持されていることを判断する。 

691



1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 
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素
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発
の
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大
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水
素
爆
発
の
再
発
を
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止
す
る
た
め
の
空
気
の
供
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【水素爆発の再発を防止するための空気の供給の

着手判断】 

水素爆発の発生防止対策と同様である。 

発生防止対策が機能しなかった場合には，拡大

防止対策として，発生防止対策とは異なる系統に

よる水素掃気のための手順に移行する。 

この手順では，機器圧縮空気供給配管（かくはん

用配管，計測制御用配管等）を用いた可搬型空気圧

縮機による水素掃気のための系統の構築，可搬型

空気圧縮機の起動，貯槽及び濃縮缶の水素濃度及

び代替安全圧縮空気系の流量及び圧力の監視等に

ついて実施する。 

【圧縮空気手動供給ユニットからの圧縮空気の供

給】 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，系統

内の圧力が低下した場合は，貯槽及び濃縮缶内の

水素濃度が，未然防止濃度に至る前までに，機器圧

縮空気供給配管（かくはん用配管，計測制御用配管

等）を用いた圧縮空気手動供給ユニットによる水

素掃気のための手順に着手する。この手順では，水

素掃気のための系統構成，圧縮空気手動供給ユニ

ットの弁の操作について実施する。圧縮空気の供

給に用いる系統は貯槽及び濃縮缶に内包する溶液

中に浸っている系統を選択する。 

圧縮空気の供給を開始する前に当該系統への圧

縮空気供給圧力の変動を確認し，系統が健全であ

ること及び圧縮空気の供給が行われていることを

確認する。また，圧縮空気手動供給ユニットによる

圧縮空気の供給が成功していることを圧縮空気の

供給圧力で確認する。 
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1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

水
素
爆
発
の
拡
大
防
止 

水
素
爆
発
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
空
気
の
供
給 

【水素濃度の確認】 

水素爆発の発生防止対策で設置した可搬型水素

濃度計により，測定対象の貯槽及び濃縮缶の水素

濃度の推移を適時把握する。 

測定のタイミングは，水素爆発の発生防止対策

と同様である。 

【代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管

（かくはん用配管，計測制御用配管等）からの圧縮

空気の供給準備】 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホース，可

搬型建屋内ホース及び機器圧縮空気供給配管（か

くはん用配管，計測制御用配管等）を接続すること

により，水素爆発の再発を防止するための空気の

供給に使用する設備を用いた圧縮空気の供給のた

めの系統を構築し，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量

計を流路上に設置する。 

【代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管

（かくはん用配管，計測制御用配管等）からの圧縮

空気の供給の実施判断】 

発生防止対策の成否判断を受け，発生防止対策

が機能していないことを確認した場合，可搬型空

気圧縮機を起動したこと，圧縮空気の供給の準備

の完了及び代替セル排気系の可搬型排風機を起動

したことを確認し，重大事故等の拡大防止対策と

しての圧縮空気の供給の実施を判断する。 

【代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管

（かくはん用配管，計測制御用配管等）からの圧縮

空気の供給の実施】 

可搬型空気圧縮機に附属する弁を開放し，代替

安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管（かくは

ん用配管，計測制御用配管等）へ圧縮空気を供給す

る。本対策において確認が必要な監視項目は，貯槽

掃気圧縮空気流量及びセル導出ユニット流量であ

る。 
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1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

水
素
爆
発
の
拡
大
防
止 

水
素
爆
発
の
再
発
を
防
止
す
る
た

め
の
空
気
の
供
給 

【代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管

（かくはん用配管，計測制御用配管等）からの圧縮

空気の供給の成否判断】 

可搬型空気圧縮機から貯槽及び濃縮缶へ圧縮空

気を供給する。 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計により，貯槽及

び濃縮缶に供給する圧縮空気の流量が貯槽及び濃

縮缶内の水素を可燃限界濃度未満に希釈できる流

量に維持されていることを判断する。 

 

694



1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 
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【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系に

よる対応のための準備着手判断】 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合

には，可搬型空気圧縮機による水素掃気のための

手順と並行して，セル導出経路の構築及び代替セ

ル排気系による対応のための手順に着手する。こ

の手順では，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁の閉

止，セル排気系のダンパの閉止，可搬型排風機及び

可搬型発電機等による排気経路の構築，導出先セ

ルの圧力の監視，排気モニタリングについて実施

する。 

【セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系に

よる対応のための準備】 

前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に

おいて，塔槽類廃ガス処理設備の排風機が停止し

ている場合には，水素掃気用の圧縮空気の供給継

続による大気中への放射性物質の放出を低減する

ため，貯槽及び濃縮缶へ圧縮空気を供給する水素

掃気用安全圧縮空気系の手動弁を閉止する。 

【塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くための作

業の実施判断】 

塔槽類廃ガス処理設備の排風機が起動している

場合，貯槽及び濃縮缶内の水素濃度が未然防止濃

度に至ることに備え，排風機を停止するとともに，

水素掃気用の圧縮空気の供給継続により移行する

放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

くための経路構築作業の実施を判断する。 
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1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 
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【セル導出設備の隔離弁の閉止及び塔槽類廃ガス

処理設備からセルに導出するユニットの開放】 

塔槽類廃ガス処理設備から導出先セルに放射性

物質を導出するため，塔槽類廃ガス処理設備の排

風機が起動している場合，貯槽及び濃縮缶内の水

素濃度が未然防止濃度に至ることに備え，排風機

を停止するとともに，セル導出設備の隔離弁を閉

止し，塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出する

ユニットを開放する。 

【塔槽類廃ガス処理設備からセルへの導出経路の

構築，可搬型フィルタ及び可搬型排風機を用いた

代替セル排気系による対応のための準備】 

可搬型ダクトにより，代替セル排気系のダクト，

可搬型フィルタ及び可搬型排風機を接続し，可搬

型排風機，各建屋の重大事故対処用母線（常設分電

盤，常設電源ケーブル）及び可搬型発電機を可搬型

電源ケーブルを用いて接続する。前処理建屋にお

いては，可搬型ダクトにより，主排気筒へ排出する

ユニットも接続する。また，代替セル排気系のダン

パを閉止する。 

塔槽類廃ガス処理設備内の圧力を監視するた

め，塔槽類廃ガス処理設備に可搬型廃ガス洗浄塔

入口圧力計を設置する。また，導出先セルの圧力を

監視するため，導出先セルに可搬型導出先セル圧

力計を設置する。 

さらに，セル導出ユニットフィルタの差圧を監

視するため，可搬型セル導出ユニットフィルタ差

圧計を設置する。 
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1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 
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築
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替
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【可搬型排風機の起動の判断】 

可搬型排風機の運転準備が整い次第，可搬型排

風機の起動を判断する。 

【可搬型排風機の運転】 

可搬型排風機を運転することで，大気中への平

常運転時の排気経路以外の経路からの放射性物質

の放出を抑制し，セル内の圧力上昇を緩和しつつ，

可搬型フィルタの高性能粒子フィルタにより放射

性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して，大気中

へ管理しながら放出する。また，可搬型フィルタ差

圧計により，可搬型フィルタの差圧を監視する。 

【大気中への放射性物質の放出の状態監視】 

排気モニタリング設備により，主排気筒を介し

て，大気中への放射性物質の放出状況を監視する。 
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1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

水
素
爆
発
の
発
生
防
止
対
策 

安全圧縮空気系を構成する設備のうち，安全圧

縮空気系の空気圧縮機及び電気設備の故障によ

り，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場

合においても，安全圧縮空気系へ圧縮空気を供給

することで，水素掃気機能を回復させる。 

安全圧縮空気系を構成する設備のうち，安全圧

縮空気系の空気圧縮機の故障により，水素掃気機

能が喪失した場合には，自主対策設備を用いた対

応を選択することができる。 

水
素
爆
発
の
拡
大
防
止
対
策 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場

合，かつ，水素爆発の発生防止対策が機能しなかっ

た場合には，水素爆発の再発を防止するための空

気の供給の対応手順に従い，水素掃気機能を回復

させる。また，セルへの導出経路の構築及び代替セ

ル排気系による対応手順に従い，廃ガス中の放射

性物質の濃度を低下させる。 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策

に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具

の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて

着用することとする。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等

との連絡手段を確保する。夜間及び停電時におい

ては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流電源喪失時は，可搬型発電機を用いて，可

搬型排風機へ給電する。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，第５表（10／15）「電源の確

保に関する手順等」の燃料給油と同様である。 
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1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策

に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具

の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて

着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作

業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び

作業においては，作業場所の線量率の把握及び状

況に応じた対応を行うことにより，実施組織要員

の被ばく線量を可能な限り低減する。 

再
処
理
施
設

の
状
態
把
握 

大気中への放射性物質の放出の状態監視等に係

る監視測定に関する手順については，第５表（13／

15）「監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

可
搬
型
計
測
器
に
よ
る
計
測
又
は

監
視
の
留
意
事
項 

貯槽及び濃縮缶に供給する圧縮空気の供給圧力

等の監視及び重要監視パラメータが計測不能とな

った場合の重要代替監視パラメータによる推定に

関する手順については，第５表（11／15）「事故時

の計装に関する手順等」にて整備する。 
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 3. 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

【要求事項】 

  再処理事業者において、セル内において放射線分解によって発生する水

素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機能を有する施設におい

て、再処理規則第１条の３第３号に規定する重大事故の発生又は拡大を防

止するために必要な次に掲げる手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

  一 放射線分解により発生する水素による爆発（以下「水素爆発」とい

う。）の発生を未然に防止するために必要な手順等 

  二 水素爆発が発生した場合において、水素爆発が続けて生じるおそれ

がない状態を維持するために必要な手順等 

  三 水素爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断す

るために必要な手順等及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合

にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要

な手順等 

  四 水素爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩

和するために必要な手順等 

 

【解釈】 

１ 第１号に規定する「放射線分解により発生する水素による爆発（以下

「水素爆発」という。）の発生を未然に防止するために必要な手順等」と

は、例えば、設計基準の要求により措置した設備とは異なる圧縮空気の供

給設備、溶液の回収・移送設備、ボンベ等による水素掃気配管への窒素の

供給設備及び爆発に至らせないための水素燃焼設備を作動させるための手

順等をいう。 
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２ 第２号に規定する「水素爆発が発生した場合において、水素爆発が続け

て生じるおそれがない状態を維持するために必要な手順等」とは、例えば、

容器への希釈材の注入を行うための手順等をいう。 

３ 第３号に規定する「水素爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管

の流路を遮断するために必要な手順等及び換気系統の配管内が加圧状態に

なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するため

に必要な手順等」とは、例えば、換気系統（機器及びセル）の流路を閉止

するための閉止弁、密閉式ダンパ、セル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するための設備を作動させるための手順等をいう。 

４ 第４号に規定する「水素爆発が発生した場合において放射性物質の放出

による影響を緩和するために必要な手順等」とは、例えば、セル換気系統

の有する機能及び性能のうち、事故に対応するために必要なものを代替す

る設備を作動させるための手順等をいう。 

５ 上記１から４までの手順等には、対策を実施するために必要となる電源、

補給水、施設の状態を監視するための手順等を含む。 

 

安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失に対して，貯槽及び濃縮缶（以下３．

では「貯槽等」という。）での水素爆発の発生を未然に防止するための対処

設備を整備する。 

また，水素爆発の発生を未然に防止するための対策が機能せず，貯槽等で

の水素爆発が発生した場合に，水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を

維持すること，セル内に設置された配管の外部への排出及び大気中への放射

性物質の放出による影響を緩和するための対処設備を整備する。 

 ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 
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 a．対応手段と設備の選定 

  (ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

   貯槽等の水素掃気機能を有する設計基準対象設備として，その他再処

理設備の附属施設の圧縮空気設備の安全圧縮空気系を設置している。 

   水素掃気機能が安全圧縮空気系の空気圧縮機の故障等により喪失した

場合は，貯槽等内の水素濃度が上昇し，未然防止濃度に至る可能性が

ある。 

   水素爆発の発生を未然に防止するためには，貯槽等内の水素濃度を低

下させる必要がある。 

   また，水素爆発の発生を未然に防止するための措置が失敗した場合に

おいて，水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持するととも

に，供給した圧縮空気により，気相中に移行した放射性物質の濃度を

低下させる必要がある。 

これらの対処を行うために，フォールトツリー分析上で，想定する

故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第３

－１図及び第３－２図）。 

   重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段

及び自主対策設備を選定する。 

   選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでなく，

事業指定基準規則第三十六条及び技術基準規則第四十条の要求事項を

満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設

備との関係を明確にする。 

【補足説明資料 1.3－１】 

 

 (b) 対応手段と設備の選定の結果 
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   フォールトツリー分析の結果，水素爆発に至るおそれのある事象とし

て安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失を想定する。安全圧縮空気系

を構成する設備のうち，空気圧縮機などの動的な機器及び動的機器を

起動させるために必要な電気設備など多岐の設備故障に対応でき，か

つ，複数の設備故障が発生した場合においても対処が可能となるよう

に重大事故等対処設備を選定する。「共通電源車を用いた水素掃気機能

の回復」などの個別機器の故障への対処を行うものについては，全て

のプラント状況において使用することが困難ではあるが，個別機器の

故障に対しては有効な手段であることから，自主対策設備として選定

する。 

安全機能を有する施設に要求される機能の喪失原因から選定した対

応手段及び技術的能力審査基準，事業指定基準規則第三十六条及び技

術基準規則第四十条からの要求により選定した対応手段と，その対応

に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

また，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備

する手順についての関係を第３－１表に整理する。 

 

  ⅰ．水素爆発の発生防止対策の対応手段及び設備  

  (ⅰ) 水素爆発を未然に防止するための空気の供給 

    安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合に，貯槽等内の水素

爆発を防止するため，圧縮空気自動供給系及び機器圧縮空気自動供給

ユニットから圧縮空気を供給することにより，貯槽等内の水素濃度を

低下させる手段がある。 

また，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース，可搬型空気圧縮

機，建屋内空気中継配管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配
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管・弁により代替安全圧縮空気系を構成し圧縮空気を供給することに

より，貯槽等内の水素濃度を低下させる手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり（第３－２表）。 

 

代替安全圧縮空気系 

・水素掃気配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・機器圧縮空気供給配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・建屋内空気中継配管 

・圧縮空気自動供給系 圧縮空気自動供給貯槽 

・圧縮空気自動供給系 圧縮空気自動供給ユニット 

・機器圧縮空気自動供給ユニット 

・水素爆発対象貯槽等（設計基準対象の施設と兼用）（第３－３表） 

 

  (ⅱ) 共通電源車を用いた水素掃気機能の回復 

全交流動力電源の喪失により安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失

し，機器の損傷が伴わない場合に，貯槽等内の水素濃度が未然防止濃

度に至ることを防止するため，共通電源車，可搬型電源ケーブル，非

常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線等を用いて系統を構成し，電源

を供給することにより，水素掃気機能を回復し，貯槽等内の水素濃度

を低下させる手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり（第３－２表）。また，本対

応で電源を回復した後に起動する負荷は「８． 電源の確保に関する
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手順等」に示す。 

 

・共通電源車 

・可搬型電源ケーブル 

・燃料供給ポンプ 

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル 

・可搬型燃料供給ホース 

・第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク 

・非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線 

・前処理建屋の 6.9ｋＶ非常用母線 

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 6.9ｋＶ非常用母線 

・非常用電源建屋の 460Ⅴ非常用母線 

・前処理建屋の 460Ⅴ非常用母線 

・分離建屋の 460Ⅴ非常用母線 

・精製建屋の 460Ⅴ非常用母線 

・制御建屋の 460Ⅴ非常用母線 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 460Ⅴ非常用母線 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 460Ⅴ非常用母線 

・前処理建屋の第２非常用直流電源設備 

・分離建屋の第２非常用直流電源設備 

・精製建屋の第２非常用直流電源設備 

・制御建屋の第２非常用直流電源設備 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の第２非常用直流電源設備 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の第２非常用直流電源設備 
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・非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備 

・前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備 

・分離建屋の非常用計測制御用交流電源設備 

・精製建屋の非常用計測制御用交流電源設備 

・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の非常用計測制御用交流電源 

設備 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用計測制御用交流電源設備 

 

  (ⅲ) 水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給 

内的事象を要因とする安全圧縮空気系の空気圧縮機の全台故障によ

り安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，かつ，その他機器が健全

であることが明らかな場合は，可搬型空気圧縮機を可搬型一括供給用

建屋外ホース及び可搬型一括供給用建屋内ホースにより前処理建屋の

安全圧縮空気系へ接続し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の水

素爆発の発生を仮定する貯槽等に一括で圧縮空気を供給（以下３．で

は「一括供給」という。）することにより水素掃気機能を回復させる

手段がある。 

本対策で使用する設備は以下のとおり（第３－２表）。 

 

   代替安全圧縮空気系 

・水素掃気配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・可搬型空気圧縮機 

・可搬型一括供給用建屋外ホース 

706



・可搬型一括供給用建屋内ホース 

・圧縮空気自動供給貯槽 

・圧縮空気自動供給ユニット 

・機器圧縮空気自動供給ユニット 

・水素爆発対象貯槽等（設計基準対象の施設と兼用）（第３－３表） 

 

  (ⅳ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備のうち，

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁，機器圧縮空気供給配管・弁

及び水素爆発対象貯槽等（第３－３表）を重大事故等対処設備として

位置付ける。 

水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備のうち，

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，圧縮空気自動供給貯槽，

圧縮空気自動供給ユニット及び機器圧縮空気自動供給ユニットを重大

事故等対処設備として設置する。 

水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備のうち，

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外ホース及び可

搬型建屋内ホースを重大事故等対処設備として配備する。 

これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技術

的能力審査基準及び事業指定基準規則第三十六条及び技術基準規則第

四十条に要求される設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，安全圧縮空気系の水素掃気機能

の喪失が発生した場合に，水素爆発の発生を未然に防止することがで

きる。 
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「(b) ⅰ.（ⅱ） 共通電源車を用いた水素掃気機能の回復」に使用する

設備及び「(b) ⅰ.（ⅲ） 水素爆発を未然に防止するための空気の一括供

給」に使用する設備は，基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても

機能を維持できる設計としておらず，地震により機能喪失するおそれ

があることから，重大事故等対処設備とは位置付けないが，プラント

状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備とし

て位置付ける。具体的には，共通電源車を用いた水素掃気機能の回復

については，外部電源が喪失し，かつ，第２非常用ディーゼル発電機

の全台故障が発生し，その他機器が健全であることが明らかな場合に

対応手段として選択することができる。水素爆発を未然に防止するた

めの空気の一括供給については，内的事象を要因とする安全圧縮空気

系の空気圧縮機の全台故障により安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪

失し，かつ，その他機器が健全であることが明らかな場合に対応手段

として選択することができる。 

【補足説明資料 1.3－２】 

 

  ⅱ．水素爆発の拡大防止対策の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 水素爆発の再発を防止するための空気の供給 

    安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，かつ，水素爆発の

発生防止対策が機能しない場合において，圧縮空気手動供給ユニット

から貯槽等に圧縮空気を供給することにより，水素爆発が続けて生じ

るおそれがない状態を維持する手段がある。 

また，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース，可搬型空気圧縮

機，建屋内空気中継配管及び機器圧縮空気供給配管・弁により代替安

全圧縮空気系を構成し貯槽等に圧縮空気を供給することにより，水素
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爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持する手段がある。 

    本対応で使用する設備は以下のとおり（第３－２表）。 

    なお，可搬型の機器については，故障時バックアップを外部保管エ

リア等に保管しており，故障が発生した場合においても，外部保管エ

リア等から運搬し対処することが可能である。 

 

   代替安全圧縮空気系 

・可搬型空気圧縮機 

・建屋内空気中継配管 

・機器圧縮空気供給配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・圧縮空気手動供給ユニット 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型建屋内ホース 

・水素爆発対象貯槽等（設計基準対象の施設と兼用）（第３－３表） 

 

  (ⅱ) セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合に，貯槽等に接続す

る換気系統の配管の流路を遮断し，塔槽類廃ガス処理設備からセルに

導出するユニットを開放すること及び可搬型フィルタ等により放射性

エアロゾルを大気中へ放出する前に除去することにより，廃ガス中の

放射性物質の濃度を低下させる手段がある。 

外的事象の「地震」を要因とした場合，動的機器が全て機能喪失す

るとともに，全交流動力電源も喪失し，塔槽類廃ガス処理設備の浄化

機能及び排気機能が喪失するため，圧縮空気の供給により放射性物質

を含む空気が平常運転時の排気経路以外の経路から大気中へ放出する
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可能性があることから，貯槽等に接続する塔槽類廃ガス処理設備の配

管の流路を遮断し，放射性物質をセルに導出するための経路を構築す

ることで，塔槽類廃ガス処理設備内の圧力を導出先セルに開放する。

また，可搬型排風機を運転することで，可搬型フィルタの高性能粒子

フィルタにより放射性エアロゾルを除去することで放射性物質を低減

し，主排気筒を介して，大気中へ管理しながら放出することができる。 

本対応で使用する設備は以下のとおり（第３－２表）。 

 

   セル導出設備 

・配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 

・水封安全器（設計基準対象の施設と兼用） 

・塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット 

・セル導出ユニットフィルタ 

・前処理建屋の可搬型ダクト 

・水素爆発対象貯槽等（設計基準対象の施設と兼用）（第３－３表） 

代替セル排気系 

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 

・前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット 

・可搬型フィルタ 

・可搬型ダクト 

・可搬型排風機 

・水素爆発対象貯槽等（設計基準対象の施設と兼用）（第３－３表） 

主排気筒（設計基準対象の施設と兼用） 
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  (ⅲ) 重大事故等対処設備 

水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備のうち，

代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管・弁及び水素爆発対象貯

槽等（第３－３表）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備のうち，

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管及び圧縮空気手動供給ユニ

ットを重大事故等対処設備として設置する。 

水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備のうち，

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース及び

可搬型空気圧縮機を重大事故等対処設備として配備する。 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に使用する

設備のうち，セル導出設備の配管・弁，隔離弁，水封安全器，代替セ

ル排気系のダクト・ダンパ，主排気筒及び水素爆発対象貯槽等（第３

－３表）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に使用する

設備のうち，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出す

るユニット，セル導出ユニットフィルタ，代替セル排気系の主排気筒

へ排出するユニットを重大事故等対処設備として設置する。 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に使用する

設備のうち，セル導出設備の可搬型ダクト，代替セル排気系の可搬型

フィルタ，可搬型ダクト及び可搬型排風機を重大事故等対処設備とし

て配備する。 

これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技術

的能力審査基準及び事業指定基準規則第三十六条及び技術基準規則第
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四十条に要求される設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，水素爆発の発生防止対策が機能

しなかった場合においても，水素爆発が続けて生じるおそれがない状

態を維持し，放射性物質の放出による影響を緩和することができる。 

 

  ⅲ．電源及び監視 

  (ⅰ) 電源及び監視 

   １) 電源 

「水素爆発を未然に防止するための空気の供給」及び「水素爆発

の再発を防止するための空気の供給」で使用する可搬型空気圧縮機

に燃料を供給する手段がある。 

また，「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応」で使用する可搬型排風機に電源を供給する手段及び可搬型発電

機へ燃料を供給する手段がある。 

さらに，「共通電源車を用いた水素掃気機能の回復」で使用する

圧縮空気設備の空気圧縮機等に電源を供給する手段がある。 

電源の供給に使用する設備は以下のとおり（第３－２表）。 

 

   ａ) 「水素爆発を未然に防止するための空気の供給」に使用する電源 

 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

 

   ｂ) 「水素爆発の再発を防止するための空気の供給」に使用する電源 
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補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

 

   ｃ) 「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」に使

用する電源 

 

    代替電源設備 

・前処理建屋可搬型発電機 

・分離建屋可搬型発電機 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機 

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機 

代替所内電気設備 

・重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル） 

・可搬型電源ケーブル 

・可搬型分電盤 

補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

 

   ｄ) 「共通電源車を用いた水素掃気機能の回復」に使用する電源 

「共通電源車を用いた水素掃気機能の回復」に記載のとおり（ａ． 

（ｂ）ｉ．（ⅱ）参照）。 
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   ２) 監視 

「水素爆発を未然に防止するための空気の供給」，「水素爆発の再

発を防止するための空気の供給」及び「セルへの導出経路の構築及

び代替セル排気系による対応」を実施する際には，貯槽等に供給す

る圧縮空気の流量等を監視する手段がある。 

内的事象を要因とした重大事故等が発生した場合においては，常

設の計器にて監視を行う。また，常設の計器で計測できない場合は，

可搬型重大事故等対処設備を設置し監視を行う。本対応で使用する

設備は以下のとおり（第３－２表）。 

 

計装設備 

・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計 

・可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計 

・可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計 

・可搬型セル導出ユニット流量計 

・可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計 

・可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計 

・可搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力計 

・可搬型圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力計 

・可搬型水素濃度計 

・可搬型貯槽温度計 

・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計 

・可搬型導出先セル圧力計 

・可搬型フィルタ差圧計 

・可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計 
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・圧縮空気自動供給貯槽圧力計 

計測制御設備 

・貯槽掃気圧縮空気流量計 

・水素掃気系統圧縮空気圧力計 

・廃ガス洗浄塔入口圧力計 

・貯槽温度計 

放射線監視設備 

・主排気筒の排気モニタリング設備 

代替モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・可搬型排気モニタリング用発電機 

試料分析関係設備 

・放出管理分析設備 

代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備 

  可搬型放射能測定装置 

 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

「水素爆発を未然に防止するための空気の供給」に使用する電源の

うち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を重大事故等対処設備とし

て設置する。 
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「水素爆発を未然に防止するための空気の供給」に使用する電源の

うち，補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリを重大事故等対

処設備として配備する。 

「水素爆発の再発を防止するための空気の供給」に使用する電源の

うち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を重大事故等対処設備とし

て設置する。 

「水素爆発の再発を防止するための空気の供給」に使用する電源の

うち，補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリを重大事故等対

処設備として配備する。 

「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」に使用

する電源のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽及び代替所内電

気設備の重大事故対処用母線（常設分電盤及び常設電源ケーブル）を

重大事故等対処設備として設置する。 

「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」に使用

する電源のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリ，代

替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，精製

建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機，代替所内電気設備の可搬

型電源ケーブル及び可搬型分電盤を重大事故等対処設備として配備す

る。 

監視にて使用する設備のうち，計装設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気

流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計，可搬型かくはん系統圧

縮空気圧力計，可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計，可搬型圧縮空気

自動供給ユニット圧力計，可搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力

計，可搬型圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力計，可搬型セル導
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出ユニット流量計，可搬型水素濃度計，可搬型貯槽温度計，可搬型廃

ガス洗浄塔入口圧力計，可搬型導出先セル圧力計，可搬型セル導出ユ

ニットフィルタ差圧計，可搬型フィルタ差圧計，代替モニタリング設

備の可搬型排気モニタリング設備，可搬型排気モニタリング用データ

伝送装置，可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機

及び代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設備の可搬型放射能測定

装置を重大事故等対処設備として配備する。 

監視にて使用する設備のうち，放射線監視設備の主排気筒の排気モ

ニタリング設備及び試料分析関係設備の放出管理分析設備を重大事故

等対処設備として位置付ける。 

また，本対策の実施には補給水を必要としない。 

これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技術

的能力審査基準，事業指定基準規則及び技術基準規則に要求される設

備が全て網羅されている。 

「共通電源車を用いた冷却機能の回復」に使用する設備（ａ．(ｂ) 

ⅰ．（ⅱ）参照）は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても機能を維

持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機能喪失する

おそれがあるため，重大事故等対処設備とは位置付けないが，プラン

ト状況によっては事故対応に有効な設備であることから，自主対策設

備として位置付ける。本対応を実施するための具体的な条件は，外部

電源が喪失し，かつ，第２非常用ディーゼル発電機が全台故障し，そ

の他機器が健全であることが明らかな場合に対応手段として選択する

ことができる。 

計装設備の圧縮空気自動供給貯槽圧力計及び計測制御設備は基準地

震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても機能を維持できる設計としてお
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らず、外的事象の「地震」により機能喪失するおそれがあるため、重

大事故等対処設備とは位置づけないが、プラント状況によっては事故

対応に有効な設備であることから、自主対策設備として位置付ける。 

【補足説明資料 1.3－２】 

 

  ⅳ．手順等 

「水素爆発の発生防止対策の対応手段及び設備」及び「水素爆発の

拡大防止対策の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手

順を整備する。 

これらの手順は，重大事故等時における実施組織要員による一連の

対応として「重大事故等発生時対応手順書」に定める(第３－１表)。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても整備する

（第３－４表）。 
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 ｂ．重大事故等時の手順 

 （a） 水素爆発の発生防止対策の対応手順 

  ⅰ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合に，可搬型建屋外ホ

ース及び可搬型建屋内ホースを可搬型空気圧縮機へ接続し，貯槽等へ

圧縮空気を供給することにより，水素掃気機能を回復させる手段があ

る。 

外的事象の「地震」による水素掃気機能喪失の場合は，現場環境確

認を行った後に対処を開始する。また，外的事象の「火山の影響」に

より， 降灰予報（「やや多量」以上）が確認された場合は，事前の

対応作業として，可搬型空気圧縮機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰が確認されたのち必要に応じ，除灰作業

を実施する。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

    安全圧縮空気系の空気圧縮機が全台故障し，安全圧縮空気系の水素

掃気機能が喪失した場合，外部電源が喪失し第２非常用ディーゼル発

電機を運転できない場合，又は，安全圧縮空気系の空気圧縮機が全台

故障し，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，かつ，外部

電源が喪失し第２非常用ディーゼル発電機を運転できない場合（第３

－５表）。 

 

  (ⅱ) 操作手順 

「水素爆発を未然に防止するための空気の供給」の手順の概要は以

下のとおり。各手順の成否は，水素掃気機能が維持されていることに
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より確認する。手順の対応フローを第３－３図～第３－７図，系統概

要図を第３－８図～第３－12 図，タイムチャートを第３－13 図に示

す。降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合のタイムチャート

を第３－14 図に示す。 

１） 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班員に

現場環境確認の実施を指示する。 

２） 建屋対策班の班員は，現場環境確認を実施し，確認結果を実施責任

者に報告する。現場環境確認時は，(b)ⅰ.(ⅱ)２）に示す圧縮空気手動供

給ユニットによる圧縮空気の供給に備え，分離建屋，精製建屋及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置する圧縮空気手動供給ユ

ニットの圧力確認も行う。 

３） 実施責任者は，現場環境確認結果に基づき対処を行うアクセスルー

ト等を判断する。 

４） 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班の班員に水

素爆発を未然に防止するための空気の供給の準備を指示する。準備

は第３－６表に示すとおり，圧縮空気の供給がない場合の許容空白

時間が短いものを優先に対処を行う。 

５） 建屋対策班の班員は，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，系

統内の圧力が低下した場合は，分離建屋及び精製建屋については圧

縮空気自動供給貯槽から，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋につ

いては圧縮空気自動供給ユニットから，第３－３表に示す分離建屋，

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発の発生

を仮定する貯槽等へ自動で圧縮空気が供給されることを，圧縮空気

の供給圧力により確認する。 

６） 建屋対策班の班員は，貯槽等内の水素濃度の推移が想定どおりか監
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視するため，速やかに可搬型水素濃度計を測定対象の貯槽等に接続

している水素掃気配管及び計測制御系統施設の計測制御設備に設置

する。水素濃度の測定対象の貯槽等は，溶液の性状ごとに未然防止

濃度に至るまでの許容空白時間が短い貯槽等を候補とし，水素掃気

機能の喪失直前の液位情報を基に選定する。また，貯槽等内の水素

濃度の測定は所定の頻度による監視に加え，高レベル廃液等の沸騰

のような貯槽等に内包する溶液の様態の変化がある場合及び対策の

実施後に水素濃度の測定を実施する。対策実施前に水素濃度の測定

が可能であれば，水素濃度の測定を実施する。本対策において確認

が必要な監視項目は，貯槽等水素濃度である。 

７） 建屋対策班の班員は，溶液の沸騰又はかくはん状態により水素発生

量が増加することを想定し，可搬型空気圧縮機からの空気の供給ま

でに気相部の水素濃度がドライ換算８ｖоｌ％に至る貯槽等におい

ては，水素発生量の増加が想定される時間の前に，圧縮空気自動供

給系から機器圧縮空気自動供給ユニットに切り替え，圧縮空気の供

給を開始することにより，貯槽等への圧縮空気の供給量を増加させ

る。 

８） 実施責任者は，現場環境確認結果に基づき，建屋対策班の班員に可

搬型建屋内ホースの接続先を指示する。 

９） 建屋対策班の班員は，各建屋に圧縮空気を供給するために，屋外に

可搬型空気圧縮機を設置し，及び可搬型建屋外ホースを敷設すると

ともに，屋内に可搬型建屋内ホースを敷設し，可搬型建屋内ホース

を，安全機能を有する施設の安全圧縮空気系の水素掃気配管の接続

口又は機器圧縮空気供給配管（除染用配管等）に接続する。なお，

降灰により可搬型空気圧縮機が機能喪失するおそれがある場合には，
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可搬型空気圧縮機を各建屋内に配置する。 

10） 建屋対策班の班員は，代替安全圧縮空気系へ可搬型貯槽掃気圧縮空

気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計及び可搬型かくはん

系統圧縮空気圧力計を設置し，セル導出設備へ可搬型セル導出ユニ

ット流量計を設置する。 

11） 実施責任者は，可搬型空気圧縮機を起動したこと，圧縮空気の供給

の準備の完了及び代替セル排気系の可搬型排風機を起動したことを

確認し，建屋対策班の班員に重大事故等時の発生防止対策としての

圧縮空気の供給の実施を指示する。 

12） 建屋対策班の班員は，可搬型空気圧縮機に附属する弁を開放し，代

替安全圧縮空気系の水素掃気配管又は機器圧縮空気供給配管（除染

配管等）へ圧縮空気を供給する。本対策において確認が必要な監視

項目は，貯槽掃気圧縮空気流量，水素掃気系統圧縮空気の圧力，か

くはん系統圧縮空気圧力及びセル導出ユニット流量である。 

13） 実施責任者は，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計により貯槽等内の水

素を可燃限界濃度未満に希釈できる流量に維持されていることを確

認し，水素掃気機能が維持されていることを判断する。水素掃気機

能が維持されていることを判断するために確認が必要な監視項目は，

貯槽掃気圧縮空気流量である。 

14） 建屋対策班の班員は，水素濃度の推移を把握するために，水素濃度

を所定の頻度で確認するとともに，変動が想定される期間において，

余裕をもって変動の程度を確認する。また，対策の効果を確認する

ため，対策実施後に水素濃度の測定を行う。対策実施前に水素濃度

の測定が可能であれば水素濃度の測定を実施する。 

15） 上記の手順に加え，実施責任者は，第３－８表に示す補助パラメー
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タを中央制御室の監視制御盤等において確認することにより，事故

が発生した機器の状態等を確認する。 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

    前処理建屋の「水素爆発を未然に防止するための空気の供給」の

操作は，準備が整い次第実施し，実施責任者，建屋対応班長，現場

管理者，建屋外対策班長，要員管理班，情報管理班，通信班長及び

放射線管理班（以下３．では「実施責任者等」という。）の要員 28

人，建屋外対応班の班員 13 人及び建屋内の建屋対策班の班員 26 人

の合計 67 人にて作業を実施した場合，未然防止濃度に至るまでの許

容空白時間 76 時間に対し，事象発生から可搬型空気圧縮機からの供

給開始まで 36 時間 35 分で実施可能である。 

分離建屋の「水素爆発を未然に防止するための空気の供給」の操作

は，準備が整い次第実施し，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応

班の班員 13 人及び建屋内の建屋対策班の班員 24 人の合計 65 人にて

作業を実施した場合，圧縮空気自動供給貯槽及び機器圧縮空気自動供

給ユニットからの圧縮空気の供給がある貯槽等の場合，溶液温度が

70℃に至るまでの許容空白時間５時間 35 分に対し，事象発生から機

器圧縮空気自動供給ユニットからの供給開始まで４時間 25 分で実施

可能である。圧縮空気自動供給貯槽及び機器圧縮空気自動供給ユニッ

トからの圧縮空気の供給がない貯槽等の場合，未然防止濃度に至るま

での許容空白時間 14 時間に対し，事象発生から可搬型空気圧縮機か

らの供給開始まで６時間 40 分で実施可能である。 

精製建屋の「水素爆発を未然に防止するための空気の供給」の操作

は，準備が整い次第実施し，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応
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班の班員 13 人及び建屋内の建屋対策班の班員 22 人の合計 63 人にて

作業を実施した場合，圧縮空気自動供給貯槽及び機器圧縮空気自動供

給ユニットからの圧縮空気の供給がある貯槽等の場合，溶液温度が

70℃に至るまでの許容空白時間４時間に対し，事象発生から機器圧縮

空気自動供給ユニットからの供給開始まで２時間 20 分で実施可能で

ある。圧縮空気自動供給貯槽及び機器圧縮空気自動供給ユニットから

の圧縮空気の供給がない貯槽等の場合，未然防止濃度に至るまでの許

容空白時間 13 時間に対し，事象発生から可搬型空気圧縮機からの供

給開始まで７時間 15 分で実施可能である。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の「水素爆発を未然に防止する

ための空気の供給」の操作は，準備が整い次第実施し，実施責任者等

の要員 28 人，建屋外対応班の班員 13 人及び建屋内の建屋対策班の班

員 30 人の合計 71 人にて作業を実施した場合，溶液温度が 70℃に至

るまでの許容空白時間８時間５分に対し，事象発生から機器圧縮空気

自動供給ユニットからの供給開始まで６時間 40 分で実施可能である。

また，可搬型空気圧縮機からの供給開始は事象発生から 15 時間 40 分

で実施可能である。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の「水素爆発を未然に防止するための

空気の供給」の操作は，準備が整い次第実施し，実施責任者等の要員

28 人，建屋外対応班の班員 13 人及び建屋内の建屋対策班の班員 36

人の合計 77 人にて作業を実施した場合，未然防止濃度に至るまでの

許容空白時間 24 時間に対し，事象発生から可搬型空気圧縮機からの

供給開始まで 14 時間 15 分で実施可能である。 

許容空白時間と各対策に係る時間を第３－９表に示す。 

なお，実施責任者等の要員 28 人及び建屋外対応班の班員 13 人は全
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ての建屋の対応において，共通の要員である。 

外的事象の「地震」発生による水素掃気機能喪失時における現場環

境確認は，現場環境確認班 30 人にて作業を実施した場合，1 時間 30

分で実施可能である。 

「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，「他の並列操作有

無」及び「操作の確実さ」が実施組織要員の操作の時間余裕に与える

影響を考慮し，重大事故等時の対処に必要な準備作業は，安全圧縮空

気系の水素掃気機能の喪失をもって着手し，許容空白時間に対して，

時間余裕を確保して完了できるよう計画することで，これら要因によ

る影響を低減する。 

重大事故等時の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ

以下とすることを目安に管理する。 

重大事故等時の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

【補足説明資料 1.3－３】 

【補足説明資料 1.3－５】 
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  ⅱ．共通電源車を用いた水素掃気機能の回復 

    全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象の施設

の機能維持が可能である場合，貯槽等内の水素濃度が未然防止濃度に

至ることを防止するため，共通電源車，可搬型電源ケーブル，非常用

電源建屋 6.9ｋＶ非常用主母線等を接続した後，共通電源車から再処

理設備へ電源を供給することで，安全圧縮空気系の水素掃気機能を回

復し，水素爆発の発生を未然に防止する。 

本対応で用いる手順等については，「８．電源の確保に関する手順

等」に示す。 

非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線へ給電するための電源隔離

から共通電源車の起動及び運転状態の確認までは，実施責任者等９人，

建屋対策班の班員 14 人にて１時間以内で実施する。 

要員の確保，本対策の実施判断後，電源隔離（前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋），電源隔離（引きロック）及び非常用電源

建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線の復電を実施責任者等の要員 23 人，建

屋対策班の班員 24 人にて１時間 15 分以内で実施する。 

要員の確保，本対策の実施判断後，各建屋の負荷起動までは，実施

責任者等の要員 23 人，建屋対策班の班員 26 人にて５時間以内で実施

する。 

以上より，５建屋（前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋）を対象と

した共通電源車を用いた水素掃気機能を回復するための手順に必要と

なる合計の要員数は，実施責任者等の要員 23 人，建屋対策班の班員

36 人の合計 59 人，想定時間は実施判断後から６時間 35 分以内で実
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施する。 

共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－５表に示す。 

 

(ⅰ) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失おいて，要員が確保でき，電源復旧により設計

基準対象の施設の機能維持が可能であり，対策の実施が可能と判断し

た場合（第３－５表）。本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応

に係る要員とは別に，本対応を実施するための要員を確保可能な場合

に着手することとし，重大事故等対処設備を用いた対応と並行して実

施する。 

【補足説明資料 1.3－４】 

 

  ⅲ．水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給 

    内的事象を要因とする安全圧縮空気系の空気圧縮機の全台故障によ

り安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，かつ，その他機器が健全

であることが明らかな場合は，可搬型空気圧縮機を前処理建屋の安全

圧縮空気系へ接続し，水素爆発の発生を仮定する貯槽等へ圧縮空気を

一括供給することにより水素掃気を行う。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

内的事象を要因とする安全圧縮空気系の空気圧縮機の全台故障によ

り安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，かつ，その他機器が健全

であると判定した場合（第３－５表）。 

 

  (ⅱ) 操作手順 
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「水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給」の手順の概要

は以下のとおり。各手順の成否は，貯槽等に供給される圧縮空気の流

量が貯槽等内の水素を可燃限界濃度未満に希釈できる流量に維持され

ていることにより確認する。手順の対応フローを第３－15 図，系統

概要図を第３－16 図，タイムチャートを第３－17 図に示す。 

１） 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班員に

水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給の準備を指示する。 

２） 建屋対策班の班員は，前処理建屋の水素掃気用安全圧縮空気系に建

屋外の可搬型空気圧縮機を，可搬型一括供給用建屋内ホース及び可

搬型一括供給用建屋外ホースにより接続し，第３－３表に示す貯槽

等へ圧縮空気を供給する。内的事象による水素掃気機能喪失時の一

括供給時の対応に確認が必要な監視項目は，安全圧縮空気系の圧縮

空気供給圧力である。 

３） 実施責任者は，安全圧縮空気系の圧縮空気供給圧力を確認し，水素

掃気機能が維持されていることを判断する。水素掃気機能が維持さ

れていることを判断するために確認が必要な監視項目は，安全圧縮

空気系の圧縮空気供給圧力である。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

「水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給」による水素掃

気の実施は，実施責任者等の要員７人，建屋外対応班の班員２人及び

建屋対策班の班員 54 人の合計 63 人にて作業を実施した場合にて作業

を実施した場合，未然防止濃度に至るまでの許容空白時間が最も短い

精製建屋の１時間 25 分に対し，事象発生から操作完了まで１時間で

実施可能である。 

728



なお，実施責任者等の要員７人及び建屋外対応班の班員２人は全て

の建屋の対応において，共通の要員である。 

本対策は，内的事象を要因とする安全圧縮空気系の空気圧縮機の全

台故障により安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，かつ，その他

機器が健全であることが明らかである場合に実施するため，一括供給

により水素掃気機能が回復できる。仮に一括供給により水素掃気機能

が回復しない場合には，可搬型空気圧縮機の接続先を切り替えること

により重大事故等対処設備を用いた対処に移行できる。 

「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，「他の並列操作有

無」及び「操作の確実さ」が実施組織要員の操作の時間余裕に与える

影響を考慮し，重大事故等時の対処に必要な準備作業は，安全圧縮空

気系の水素掃気機能の喪失をもって着手し，許容空白時間に対して，

時間余裕を確保して完了できるよう計画することで，これら要因によ

る影響を低減する。 

【補足説明資料 1.3－４】 

 

  ⅳ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり，対応手段の選

択フローチャートを第３－18 図に示す。 

安全圧縮空気系を構成する設備のうち，安全圧縮空気系の空気圧縮

機及び電気設備の故障により，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失

した場合においても，安全圧縮空気系へ圧縮空気を供給することで，

水素掃気機能を回復させる。 

水素掃気機能の喪失の要因が外部電源の喪失などの機器の損傷を伴

わない場合には，「水素爆発を未然に防止するための空気の一括供
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給」と並行して「共通電源車を用いた水素掃気機能の回復」の対応手

順に従い，電源を復旧することにより，水素爆発の発生を未然に防止

する。 

安全圧縮空気系を構成する設備のうち，安全圧縮空気系の空気圧縮

機の故障により，水素掃気機能が喪失した場合においても，水素爆発

を未然に防止するための空気の一括供給の対応手順に従い，水素掃気

機能を回復することにより，水素爆発の発生を未然に防止する。 

上記の手順の実施において，計装設備を用いて監視するパラメータ

は「第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ」に示す。ま

た，この監視パラメータのうち，機器等の状態を直接監視する重要監

視パラメータの計測が困難となった場合の代替方法を第３－10 表 

に示す。 

また，内的事象により発生する重大事故等時の対処においては，

「８．電源の確保に関する手順」，「９．事故時の計装に関する手順

等」及び「11．監視測定等に関する手順等」に記載する設計基準対象

の電源設備，計測制御設備及び放射線監視設備をそれぞれ用いる。 
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 (b) 水素爆発の拡大防止対策の対応手順 

  ⅰ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合に，発生防止対策が

機能しなかった場合を想定し，続けて水素爆発が生じるおそれがない

状態を維持できるよう，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

を敷設し，可搬型建屋内ホースと建屋内空気中継配管及び機器圧縮空

気供給配管（かくはん用配管，計測制御用配管等）の接続口を接続す

る。代替安全圧縮空気系を用いて貯槽等へ圧縮空気を供給し，水素掃

気機能を回復させる手段がある。本対策は，圧縮空気手動供給ユニッ

トが機能している間に実施する。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

安全圧縮空気系の空気圧縮機が全台故障し，安全圧縮空気系の水

素掃気機能が喪失した場合，外部電源が喪失し，第２非常用ディー

ゼル発電機を運転できない場合，又は，安全圧縮空気系の空気圧縮

機が全台故障し，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合か

つ外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機を運転できない

場合（第３－５表）。 

 

  (ⅱ) 操作手順 

「水素爆発の再発を防止するための空気の供給」の手順の概要は以

下のとおり。各手順の成否は，第３－３表に示す貯槽等に供給される

圧縮空気の流量によって水素掃気機能が維持されていることにより確

認する。手順の対応フローを第３－３図～第３－７図，系統概要図を

第３－19 図～第３－23 図，タイムチャートを第３－24 図及び第３－
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30 図に示す。なお，外的事象の「火山の影響」により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合の対応については「(a)ⅰ.水素爆

発を未然に防止するための空気の供給」に同じ。 

１） 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班の班員に水

素爆発の再発を防止するための空気の供給の準備の実施を指示する。

準備は第３－７表に示すとおり，圧縮空気の供給がない場合の許容

空白時間が短いものを優先に対処を行う。 

２） 建屋対策班の班員は，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，系

統内の圧力が低下した場合は，貯槽等の水素濃度が，未然防止濃度

に至る前までに，機器圧縮空気供給配管（かくはん用配管，計測制

御用配管等）を用いた圧縮空気手動供給ユニットによる水素掃気の

ための手順に着手する。圧縮空気の供給に用いる系統は貯槽等に内

包する溶液中に浸っている系統を選択する。 

３） 建屋対策班の班員は，圧縮空気の供給を開始する前に当該系統への

圧縮空気供給圧力の変動を確認し，系統が健全であること及び圧縮

空気の供給が行われていることを確認する。また，圧縮空気手動供

給ユニットによる圧縮空気の供給が成功していることを圧縮空気の

供給圧力で確認する。 

４） 建屋対策班の班員は，貯槽等内の水素濃度の推移が想定どおりか監

視するため，速やかに可搬型水素濃度計を測定対象の貯槽等に接続

している水素掃気配管及び計測制御系統施設の計測制御設備に設置

する。水素濃度の測定対象の貯槽等は，溶液の性状ごとに未然防止

濃度に至るまでの許容空白時間が短い貯槽等を候補とし，水素掃気

機能の喪失直前の液位情報を基に選定する。また，貯槽等内の水素

濃度の測定は所定の頻度による監視に加え，高レベル廃液等の沸騰
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のような貯槽等に内包する溶液の様態の変化がある場合及び対策の

実施後に水素濃度の測定の判断を実施し，水素濃度の測定を実施す

る。対策実施前に水素濃度の測定が可能であれば水素濃度の測定を

実施する。本対策において確認が必要な監視項目は，貯槽等水素濃

度である。 

５） 建屋対策班の班員は，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外ホース，可

搬型建屋内ホース及び代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管

（かくはん用配管，計測制御用配管等）を接続することにより，代

替安全圧縮空気系を用いた圧縮空気の供給のための系統を構築し，

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計を流路上に設置する。また，外的事

象の「火山の影響」による降灰により可搬型空気圧縮機が機能喪失

するおそれがある場合には，建屋対策班の班員は，可搬型空気圧縮

機を各建屋内に配置する。 

６） 建屋対策班の班員は，可搬型空気圧縮機に附属する弁を開放し，第

３－３表に示す貯槽等へ圧縮空気を供給する。 

７） 実施責任者は，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計により，第３－３表

に示す貯槽等に供給する圧縮空気の流量が貯槽等内の水素を可燃限

界濃度未満に希釈できる流量に維持されていると判断する。水素爆

発が続けて生じるおそれがない状態が維持されていると判断するた

めに必要な監視項目は，貯槽掃気圧縮空気流量である。 

８） 建屋対策班の班員は，水素濃度の推移を把握するために，水素濃度

を所定の頻度で確認するとともに，変動が想定される期間において，

余裕をもって変動の程度を確認する。また，対策の効果を確認する

ため，対策実施後に水素濃度の測定を行う。対策実施前に水素濃度

の測定が可能であれば水素濃度の測定を実施する。 
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９） 建屋対策班の班員は，代替安全圧縮空気系からの圧縮空気の供給に

期待できない場合には，必要に応じて貯槽等に接続しているその他

の配管を加工し，圧縮空気を供給する。 

10）  実施責任者は，可搬型空気圧縮機の単一故障を確認した場合，建屋 

対策班の班員に故障時バックアップとの交換等故障箇所の復旧を指 

示する。 

11）  建屋対策班の班員は，故障時バックアップとの交換が必要な場合，

屋外保管場所から故障時バックアップを運搬し，故障箇所の交換を

行う。交換が不要な場合は，資機材等により故障箇所の復旧を行う。 

12）  建屋対策班の班員は，故障箇所の復旧完了後，漏えい確認等の設備

の状態を確認し，実施責任者に報告する。 

13）  実施責任者は，建屋対策班の班員からの報告等を基に，故障が復旧 

したと判断する。 

14） 上記の手順に加え，実施責任者は，第３－８表に示す補助パラメー 

タを中央制御室の監視制御盤等において確認することにより，事故 

が発生した機器の状態等を確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

前処理建屋の「水素爆発の再発を防止するための空気の供給」の操

作は，準備が整い次第実施し，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対

応班の班員 13 人及び建屋対策班の班員 24 人の合計 65 人にて作業を

実施した場合，未然防止濃度に至るまでの許容空白時間 76 時間に対

し，事象発生から可搬型空気圧縮機からの圧縮空気の供給を開始する

まで 39 時間５分で可能である。 

水素掃気に伴い気相中に移行する放射性物質を導出先セルに導出す
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るためのセル導出設備の隔離弁の閉止操作は，準備が整い次第実施し，

前処理建屋の場合，安全圧縮空気系の水素掃気機能喪失から２時間

25 分後に完了する。また，セル導出設備のダンパ閉止及び計器の設

置作業は，安全圧縮空気系の水素掃気機能喪失から３時間後に完了す

る。 

前処理建屋における水素爆発に伴い気相中に移行する放射性物質を

導出先セルに導出するために実施する可搬型ダクトを用いた可搬型フ

ィルタ及び可搬型排風機の接続並びに可搬型排風機及び可搬型発電機

の接続は，準備が整い次第実施し，安全圧縮空気系の水素掃気機能の

喪失から，31 時間 45 分で作業を完了する。可搬型排風機の起動は，

準備が整い次第実施し，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失から，

33 時間 10 分までに実施する。 

分離建屋の「水素爆発の再発を防止するための空気の供給」の操作

は，準備が整い次第実施し，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応

班の班員 13 人及び建屋対策班の班員 24 人の合計 65 人にて作業を実

施した場合，未然防止濃度に至るまでの許容空白時間７時間 35 分に

対し，事象発生から圧縮空気手動供給ユニットからの供給開始まで４

時間５分で実施可能である。また，可搬型空気圧縮機からの圧縮空気

の供給開始は，圧縮空気手動供給ユニットからの圧縮空気の供給が継

続している期間中に準備が整い次第実施し，事象発生から９時間 10

分で実施可能である。 

水素掃気に伴い気相中に移行する放射性物質を導出先セルに導出す

るためのセル導出設備の隔離弁の閉止操作は，準備が整い次第実施し，

分離建屋の場合，安全圧縮空気系の水素掃気機能喪失から２時間 30

分後に完了する。また，セル導出設備のダンパ閉止及び計器の設置作
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業は，安全圧縮空気系の水素掃気機能喪失から３時間 10 分後に完了

する。 

分離建屋における水素爆発に伴い気相中に移行する放射性物質を導

出先セルに導出するために実施する可搬型ダクトを用いた可搬型フィ

ルタ及び可搬型排風機の接続並びに可搬型排風機及び可搬型発電機の

接続は，準備が整い次第実施し，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪

失から，４時間 50 分で作業を完了する。可搬型排風機の起動は，準

備が整い次第実施し，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失から，６

時間 10 分までに実施する。 

精製建屋の「水素爆発の再発を防止するための空気の供給」の操作

は，準備が整い次第実施し，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応

班の班員 13 人及び建屋対策班の班員 26 人の合計 67 人にて作業を実

施した場合，未然防止濃度に至るまでの許容空白時間１時間 25 分に

対し，事象発生から圧縮空気手動供給ユニットからの供給開始まで

50 分で実施可能である。また，可搬型空気圧縮機からの圧縮空気の

供給開始は，圧縮空気手動供給ユニットからの圧縮空気の供給が継続

している期間中に準備が整い次第実施し，事象発生から９時間 45 分

で実施可能である。 

水素掃気に伴い気相中に移行する放射性物質を導出先セルに導出す

るためのセル導出設備の隔離弁の閉止操作は，準備が整い次第実施し，

精製建屋の場合，安全圧縮空気系の水素掃気機能喪失から２時間 25

分後に完了する。また，セル導出設備のダンパ閉止及び計器の設置作

業は，安全圧縮空気系の水素掃気機能喪失から２時間 50 分後に完了

する。 

精製建屋における水素爆発に伴い気相中に移行する放射性物質を導
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出先セルに導出するために実施する可搬型ダクトを用いた可搬型フィ

ルタ及び可搬型排風機の接続並びに可搬型排風機及び可搬型発電機の

接続は，準備が整い次第実施し，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪

失から，５時間 40 分で作業を完了する。可搬型排風機の起動は，準

備が整い次第実施し，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失から，６

時間 40 分までに実施する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の「水素爆発の再発を防止する

ための空気の供給」の操作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対

応班の班員 13 人及び建屋対策班の班員 30 人の合計 71 人にて作業を

実施した場合，未然防止濃度に至るまでの許容空白時間７時間 25 分

に対し，事象発生から圧縮空気手動供給ユニットからの供給開始まで

55 分で実施可能である。また，可搬型空気圧縮機からの圧縮空気の

供給開始は，圧縮空気手動供給ユニットからの圧縮空気の供給が継続

している期間中に準備が整い次第実施し，事象発生から 18 時間で実

施可能である。 

水素掃気に伴い気相中に移行する放射性物質を導出先セルに導出す

るためのセル導出設備の隔離弁の閉止操作は，準備が整い次第実施し，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の場合，安全圧縮空気系の水素掃

気機能喪失から３時間 10 分後に完了する。また，セル導出設備のダ

ンパ閉止及び計器の設置作業は，安全圧縮空気系の水素掃気機能喪失

から３時間 10 分後に完了する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における水素爆発に伴い気相中

に移行する放射性物質を導出先セルに導出するために実施する可搬型

ダクトを用いた可搬型フィルタ及び可搬型排風機の接続並びに可搬型

排風機及び可搬型発電機の接続は，準備が整い次第実施し，安全圧縮
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空気系の水素掃気機能の喪失から，14 時間で作業を完了する。可搬

型排風機の起動は，準備が整い次第実施し，安全圧縮空気系の水素掃

気機能の喪失から，15 時間までに実施する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の「水素爆発の再発を防止するための

空気の供給」の操作は，準備が整い次第実施し，実施責任者等の要員

28 人，建屋外対応班の班員 13 人及び建屋対策班の班員 36 人の合計

77 人にて作業を実施した場合，未然防止濃度に至るまでの許容空白

時間 24 時間に対し，事象発生から可搬型空気圧縮機からの供給開始

まで 19 時間 45 分で実施可能である。 

水素掃気に伴い気相中に移行する放射性物質を導出先セルに導出す

るためのセル導出設備の隔離弁の閉止操作は，準備が整い次第実施し，

高レベル廃液ガラス固化建屋の場合，安全圧縮空気系の水素掃気機能

喪失から３時間 20 分後に完了する。また，セル導出設備のダンパ閉

止及び計器の設置作業は，安全圧縮空気系の水素掃気機能喪失から６

時間 10 分後に完了する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋における水素爆発に伴い気相中に移行

する放射性物質を導出先セルに導出するために実施する可搬型ダクト

を用いた可搬型フィルタ及び可搬型排風機の接続並びに可搬型排風機

及び可搬型発電機の接続は，準備が整い次第実施し，安全圧縮空気系

の水素掃気機能の喪失から，11 時間 45 分で作業を完了する。可搬型

排風機の起動は，準備が整い次第実施し，安全圧縮空気系の水素掃気

機能の喪失から，13 時間までに実施する。 

許容空白時間と各対策に係る時間を第３－９表に示す。 

なお，実施責任者等の要員 28 人及び建屋外の建屋対策班の班員 13

人は全ての建屋の対応において共通の要員である。 
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可搬型空気圧縮機等が使用できない場合の故障時バックアップとの

交換等の対応は，２時間で可能である。 

「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，「他の並列操作有

無」及び「操作の確実さ」が実施組織要員の操作の時間余裕に与える

影響を考慮し，重大事故等時の対処に必要な準備作業は，安全圧縮空

気系の水素掃気機能の喪失をもって着手し，許容空白時間に対して，

時間余裕を確保して完了できるよう計画することで，これら要因によ

る影響を低減する。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ

以下とすることを目安に管理する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

【補足説明資料 1.3－３】 

【補足説明資料 1.3－５】 

 

  ⅱ．セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合において，塔槽類廃

ガス処理設備の流路を遮断し，貯槽等からの排気を塔槽類廃ガス処理
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設備からセルに導出する手段がある。さらに，セル排気系の高性能粒

子フィルタは１段であることから，代替セル排気系の可搬型排風機，

可搬型フィルタ等を敷設し，放射性エアロゾルを可搬型フィルタで除

去しつつ主排気筒を介して，大気中に放出することにより，圧縮空気

の供給に伴い気相中へ移行した放射性物質の濃度を低下させる手段が

ある。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

    安全圧縮空気系の空気圧縮機が全台故障し，安全圧縮空気系の水

素掃気機能が喪失した場合，外部電源が喪失し第２非常用ディーゼ

ル発電機を運転できない場合，又は，安全圧縮空気系の空気圧縮機

が全台故障し，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，か

つ，外部電源が喪失し第２非常用ディーゼル発電機を運転できない

場合（第３－５表）。 

 

  (ⅱ) 操作手順 

「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」の手順

の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第３－３図～第３－７図，

系統概要図を第３－25 図～第３－29 図，タイムチャートを第３－30

図に示す。なお，外的事象の「火山の影響」により，降灰予報を確認

した場合の対応については「(a)ⅰ．水素爆発を未然に防止するための

空気の供給」に同じ。 

１） 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班の班員に

「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」の準備

の実施を指示する。 
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２） 建屋対策班の班員は，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

において，塔槽類廃ガス処理設備の排風機が停止している場合には，

水素掃気用の圧縮空気の供給継続による大気中への放射性物質の放

出を低減するため，貯槽等へ圧縮空気を供給する水素掃気用安全圧

縮空気系の手動弁を閉止する。 

３） 建屋対策班の班員は，可搬型ダクトにより，代替セル排気系のダク

ト，可搬型フィルタ及び可搬型排風機を接続し，可搬型排風機，各

建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル）及び

可搬型発電機を可搬型電源ケーブルを用いて接続する。前処理建屋

においては，可搬型ダクトにより，主排気筒へ排出するユニットも

接続する。また，代替セル排気系のダンパを閉止する。 

４） 建屋対策班の班員は，塔槽類廃ガス処理設備内の圧力を監視するた

め，塔槽類廃ガス処理設備に可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計を設置

する。また，導出先セルの圧力を監視するため，導出先セルに可搬

型導出先セル圧力計を設置する。 

また，セル導出ユニットフィルタの差圧を監視するため，可搬型

セル導出ユニットフィルタ差圧計を設置する。 

５） 実施責任者は，塔槽類廃ガス処理設備の排風機が起動している場合，

貯槽等内の水素濃度が未然防止濃度に至ることに備え，排風機を停

止するとともに，水素掃気用の圧縮空気の供給継続により移行する

放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くための経路構築

作業の実施を判断し，以下の６）へ移行する。実施を判断するために

必要な監視項目は，塔槽類廃ガス処理設備の排風機の運転状態であ

る。 

６） 建屋対策班の班員は，塔槽類廃ガス処理設備から導出先セルに放射
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性物質を導出するため，塔槽類廃ガス処理設備の排風機が起動して

いる場合，貯槽等内の水素濃度が未然防止濃度に至ることに備え，

排風機を停止するとともに，セル導出設備の隔離弁を閉止し，塔槽

類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを開放する。これに

より，水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性物質が塔槽類廃ガス

処理設備からセルに導出するユニットを経由して導出先セルに導出

される。前処理建屋，分離建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋で発生した放射性物質が，塔槽類廃ガス処理設備からセル

に導出するユニットを経由して導出先セルに導出されない場合は，

水封安全器を設置する導出先セルに放射性物質が導出される。 

７） 建屋対策班の班員は，可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計によ

りセル導出ユニットフィルタの差圧を監視し，セル導出ユニットフ

ィルタの差圧が上昇傾向を示した場合，セル導出ユニットフィルタ

を隔離し，バイパスラインへ切り替える。これらの実施を判断する

ために必要な監視項目は，セル導出ユニットフィルタ差圧である。 

８） 実施責任者は，可搬型排風機の運転準備が整い次第，可搬型排風機

の起動を判断する。 

９） 建屋対策班の班員は，可搬型排風機を運転することで，排気経路以

外の経路からの大気中への放射性物質の放出を抑制し，セル内の圧

力上昇を緩和しつつ，可搬型フィルタの高性能粒子フィルタにより

放射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して，大気中へ管理しな

がら放出する。また，可搬型フィルタ差圧計により，代替セル排気

系フィルタ差圧を監視する。 

10）放射線対応班の班員は，排気モニタリング設備により，主排気筒を

介して大気中へ放出される放射性物質の放出状況を監視する。排気
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モニタリング設備が機能喪失した場合は，可搬型排気モニタリング

設備により，主排気筒を介して大気中へ放出される放射性物質の放

出状況を監視する。 

11）内的事象を要因とした重大事故等が発生した場合においては，上記

の手順に加え，実施責任者は，第３－８表に示す補助パラメータを

中央制御室の監視制御盤等において確認することにより，事故が発

生した機器の状態等を確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

前処理建屋の「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による

対応」の操作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 13

人及び建屋対策班の班員 22 人の合計 63 人にて作業を実施した場合，

可搬型空気圧縮機からの供給開始時間 36 時間 35 分に対し，事象発生

から可搬型排風機の起動完了まで 33 時間 10 分で可能である。 

分離建屋の「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応」の操作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 13 人

及び建屋対策班の班員 14 人の合計 55 人にて作業を実施した場合，可

搬型空気圧縮機からの供給開始時間６時間 40 分に対し，事象発生か

ら可搬型排風機の起動完了まで６時間 10 分で可能である。 

精製建屋の「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応」の操作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋外対応班の班員 13 人

及び建屋対策班の班員 24 人の合計 65 人にて作業を実施した場合，可

搬型空気圧縮機からの供給開始時間７時間 15 分に対し，事象発生か

ら可搬型排風機の起動完了まで６時間 40 分で可能である。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の「セルへの導出経路の構築及
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び代替セル排気系による対応」の操作は，実施責任者等の要員 28 人，

建屋外対応班の班員 13 人及び建屋対策班の班員 20 人の合計 61 人に

て作業を実施した場合，可搬型空気圧縮機からの供給開始時間 15 時

間 40 分に対し，事象発生から可搬型排風機の起動完了まで 15 時間で

可能である。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の「セルへの導出経路の構築及び代替

セル排気系による対応」の操作は，実施責任者等の要員 28 人，建屋

外対応班の班員 13 人及び建屋対策班の班員 28 人の合計 69 人にて作

業を実施した場合，可搬型空気圧縮機からの供給開始時間 14 時間 15

分に対し，事象発生から可搬型排風機の起動完了まで 13 時間で可能

である。 

許容空白時間と各対策に係る時間を第３－９表に示す。 

実施責任者等の要員 28 人及び建屋外対応班の班員 13 人は全ての建

屋の対応において共通の要員である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ

以下とすることを目安に管理する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 
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【補足説明資料 1.3－３】 

  ⅲ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選

択フローチャートを第３－18 図に示す。 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，かつ，水素爆発の

発生防止対策が機能しなかった場合には，「水素爆発の再発を防止す

るための空気の供給」の対応手順に従い，水素掃気機能を回復する。

また，「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」の

手順に従い，廃ガス中の放射性物質の濃度を低下させる。 

上記の手順の実施において，計装設備を用いて監視するパラメータ

を第３－４表に示す。また，この監視パラメータのうち，機器等の状

態を直接監視する重要監視パラメータの計測が困難となった場合の代

替方法を第３－10 表に示す。 

また，内的事象により発生する重大事故等時の対処においては，

「８．電源の確保に関する手順」，「９．事故時の計装に関する手順

等」及び「11．監視測定等に関する手順等」に記載する設計基準対象

の施設の電源設備，計測制御設備及び放射線監視設備をそれぞれ用い

る。 

 

（c） その他の手順項目について考慮する手順 

   可搬型排風機に使用する可搬型発電機の接続，可搬型発電機等への燃

料補給等，電源の確保及び燃料補給の手順については，「８. 電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

貯槽等に供給する圧縮空気の供給圧力等の監視及び重要監視パラメー

タが計測不能となった場合の代替方法に関する手順については，「９．
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事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

大気中への放射性物質の放出の状態監視等に係る監視測定に関する手

順については，「11．監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

また，全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等時の

対処においては，「８．電源の確保に関する手順」，「９．事故時の計装

に関する手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」に記載する

設計基準設備の計測制御設備，電源設備及び放射線監視設備をそれぞ

れ用いる。 
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資料No. 名称 提出日 Rev

補足説明資料1.3-1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 令和2年4月13日 1 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.3-2 自主対策設備仕様 令和2年1月10日 0 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.3-3 重大事故対策の成立性 令和4年7月15日 4 有毒ガスの発生を考慮していることが明確となるよう追記。

補足説明資料1.3-4
重大事故等対処設備を用いた対応と自主対策を並行して実施した場合の悪影響の
防止について

令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.3-5 有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３） 令和4年7月15日 1 申請書及び整理資料への反映事項の修正等。

技術的能力（１．３ 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等）

再処理施設 補足説明資料
備考（令和元年8月提出済みの資料については、資料番号を記載）

7
4
7



令和４年７月 15 日  R４  

 

 

 

 

 

補足説明資料 1.3－３  
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重大事故対策の成立性  

 

１．水素爆発の発生防止対策の対応手段 

 ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給 

 (ａ)所要時間 

ａ）前処理建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ) 分離建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の装着時間を含まな

い。 

補足説明資料 1.3－３ 
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   ｃ) 精製建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｄ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発を未然に防止

するための空気の供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の装着時間を含まない。 

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の装着時間を含まない。 
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   ｅ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを

携行している。また，操作は初動対応にて確認した

作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，タイ

ベックスーツ，個人線量計等）を着用又は携行して

作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを携行してお

り近接可能である。また，作業前に実施する初動対

応において，アクセスルートにおける火災，溢水，

薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等

の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じて，適

切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因の除去

を行うため，アクセスルートに支障はない。 

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の装着時間を含まない。 
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    操作性 ：系統を構成するために操作は通常の弁操作であり容

易に操作可能である。また，可搬型建屋内ホースの

接続は，カプラ又はフランジ接続であり容易に操作  

可能である。 

    連絡手段：操作を行う建屋内から所内携帯電話により，建屋外

との連絡が可能である。 

 

 ｂ．共通電源車を用いた水素掃気機能の回復 

(ａ)所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを

携行している。また，操作は初動対応にて確認した

作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，タイ

ベックスーツ，個人線量計等）を着用又は携行して

作業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを携行してお

り近接可能である。また，作業前に実施する初動対

応において，アクセスルートにおける火災，溢水，

薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等

の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じて，適

切なアクセスルー トの選定，対処の阻害要因の除去

を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：系統を構成するために操作は通常の弁操作であり容

易に操作可能である。また，可搬型建屋内ホースの

接続は，カプラ又はフランジ接続であり容易に操作  

可能である。 

    連絡手段：操作を行う建屋内から所内携帯電話により，建屋外

との連絡が可能である。 
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 ｃ．水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給 

(ａ)所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ通常の管理服で

作業を行う。 

移動経路：建屋内照明は点灯した状態，且つ阻害要因がない

ことからアクセスルートに支障はない。 

操作性 ：系統を構成するために操作は通常の弁操作であり

容易に操作可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋内から所内携帯電話により，建屋

外との連絡が可能である。 
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２．水素爆発の拡大防止対策の対応手段 

 ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給 

(ａ)所要時間 

ａ) 前処理建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂ) 分離建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の装着時間を含まない。 
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ｃ) 精製建屋の水素爆発の再発を防止するための空気の供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｄ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発の再発を防止

するための空気の供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の装着時間を含まない。 

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の装着時間を含まない。 
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  ｅ) 高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ)操作の成立性 

 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを

携行している。また，操作は初動対応にて確認した

作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，タイ

ベックスーツ，個人線量計等）を着用又は携行して

作業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを携行してお

り近接可能である。また，作業前に実施する初動対

応において，アクセスルートにおける火災，溢水，

薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等

の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じて，適

切なアクセスルー トの選定，対処の阻害要因の除去

を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：系統を構成するために操作は通常の弁操作であり容

易に操作可能である。また，可搬型建屋内ホースの

接続は，カプラ又はフランジ接続であり容易に操作  

可能である。 

※対策作業のみに必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の装着時間を含まない。 
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    連絡手段：操作を行う建屋内から所内携帯電話により，建屋外

との連絡が可能である。 

 

ｄ．セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気系による 

対応 

ａ．所要時間 

 (ａ) 前処理建屋のセルへの導出経路の構築及び代替セル排気系に

よる対応 
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 (ｂ) 分離建屋のセルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ

る対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｃ) 精製建屋のセルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ

る対応 
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 (ｄ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋のセルへの導出経路の構築

及び代替セル排気系による対応 
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 (ｅ) 高レベル廃液ガラス固化建屋のセルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを

携行している。また，操作は初動対応にて確認した

作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，タイ

ベックスーツ，個人線量計等）を着用又は携行して

作業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを携行してお

り近接可能である。また，作業前に実施する初動対

応において，アクセスルートにおける火災，溢水，
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薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等

の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じて，適

切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因の除去

を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：系統を構成するために操作は通常の弁操作であり容

易に操作可能である。また，可搬型建屋内ホースの

接続は，カプラ又はフランジ接続であり容易に操作  

可能である。 

    連絡手段：操作を行う建屋内から所内携帯電話により，建屋外

との連絡が可能である。 

 

 

以上 
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令和４年７月 15 日  R１  

 

 

 

 

 

補足説明資料 1.3－５ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.3 では，これらの要求事項に対し，技術的能力 1.0 に定

めた防護対策（検知手段，防護措置）を個別手順に反映することが求めら

れることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（1／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
1
.
3
-
5
-
2
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の大規模な損壊が発生

した場合（以下「大規模損壊」という。）

若しくは大規模損壊が発生するおそ

れがある場合における以下の重大事

故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するた

めに必要な手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備等運用面での

対策を行う。 

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

５． 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故の発生防止対策及び重大事故の

拡大防止対策（以下「重大事故等対策」

という。）の設備強化等の対策に加え，

重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）若しくは重大事故（以

下「重大事故等」という。）が発生し

た場合，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる再処理施設の大規模な

損壊（以下「大規模損壊」という。）

が発生した場合若しくは大規模損壊

が発生するおそれがある場合におけ

る以下の重大事故等対処設備に係る

事項，復旧作業に係る事項，支援に係

る事項及び手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備を考慮し，当該

事故等に対処するために必要な手順

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（2／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
3
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」

については，重大事故等対策のための

手順を整備し，重大事故等の対応を実

施する。「ハ．(２) (ⅱ) 大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応に

おける事項」については，「ハ．(２) 

(ⅰ) 重大事故等対策」の対応手順を

基に，大規模な損壊が発生した場合の

様々な状況においても，事象進展の抑

制及び緩和を行うための手順を整備

し，大規模な損壊が発生した場合の対

応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

 

書の整備，教育，訓練の実施及び体制

の整備等運用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，

常圧で運転していることから，重大事

故に至るおそれのある安全機能の喪

失から重大事故発生までの事象進展

が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下

等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがっ

て，重大事故に至るおそれのある安全

機能の喪失と判断した後に，現場の状

況を把握し，その状況に応じた対策の

準備とその後の対策を確実に実施す

ることが可能である。このため，要求

事項に加え，重大事故に至るおそれの

ある安全機能の喪失時の初動対応に

係る事項について手順の整備等の運

用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」について

は，重大事故等対策のための手順を整

備し，重大事故等の対応を実施する。

「5.2 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」につい

ては，「5.1 重大事故等対策」の対応

手順を基に，大規模損壊が発生した場

合の様々な状況においても，事象進展

の抑制及び緩和を行うための手順を

整備し，大規模損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を，「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」に基づ

く再処理施設保安規定等において規

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。 

 重大事故等 

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14（通信連絡に

関する手順）の手順を指し，詳

細な連絡手段の手順について

は，技術的能力 1.14 で整理し

ている。 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.0～1.14 の手

順を指し，詳細な防護措置の手

順については，各々で整理して

いる。 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

  第５表及び第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14 の手順にて反映

事項を確認するため，本箇所での反

映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

 第５表及び第５－１表に記載する

技術的能力1.0～1.14の手順にて反

映事項を確認するため，本箇所での

反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（3／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
4
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定す

る内容に加え，「事業指定基準規則」に

基づいて整備する設備の運用手順等

についても考慮した「重大事故等対策

の手順の概要」，「重大事故等対策にお

ける操作の成立性」及び「事故対処す

るために必要な設備」を含めて手順等

を適切に整備する。重大事故等対策の

手順の概要を第５表，重大事故等対策

における操作の成立性を第６表, 事

故対処するために必要な設備を第７

表に示す。 

 

 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) 

６） 放射性物質の漏えい」に示すと

おり，液体状，固体状及び気体状の放

射性物質に関する閉じ込め機能の喪

失が発生した場合においても，放射性

物質の漏えいは発生が想定されない

ことから，放射性物質の漏えいに対処

するための手順等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定

する内容に加え，「再処理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業指定基準規則」という。）

に基づいて整備する設備の運用手順

等についても考慮した「重大事故等対

策の手順の概要」，「重大事故等対策

における操作の成立性」及び「事故対

処するために必要な設備」を含めて手

順等を適切に整備する。重大事故等対

策の手順の概要を第５－１表，重大事

故等対策における操作の成立性を第

５－２表，事故対処するために必要な

設備を第５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質

の漏えいに対処するための手順等」に

示すとおり，液体状，固体状及び気体

状の放射性物質に関する閉じ込め機

能の喪失が発生した場合においても，

放射性物質の漏えいは発生が想定さ

れないことから，放射性物質の漏えい

に対処するための手順等は不要であ

る。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（5／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
6
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋の「水素爆発を未然に防

止するための空気の供給」の操作は，

準備が整い次第実施し，実施責任者，

建屋対応班長，現場管理者，建屋外対

策班長，要員管理班，情報管理班，通

信班長及び放射線管理班（以下３．で

は「実施責任者等」という。）の要員 28

人，建屋外対応班の班員 13 人及び建

屋内の建屋対策班の班員 26 人の合計

67 人にて作業を実施した場合，未然

防止濃度に至るまでの許容空白時間

76 時間に対し，事象発生から可搬型

空気圧縮機からの供給開始まで 36 時

間 35 分で実施可能である。 

分離建屋の「水素爆発を未然に防止

するための空気の供給」の操作は，準

備が整い次第実施し，実施責任者等の

要員 28 人，建屋外対応班の班員 13 

人及び建屋内の建屋対策班の班員 24 

人の合計 65 人にて作業を実施した場

合，圧縮空気自動供給貯槽及び機器圧

縮空気自動供給ユニットからの圧縮

空気の供給がある貯槽等の場合，溶液

温度が 70℃に至るまでの許容空白時

間５時間 35 分に対し，事象発生から

機器圧縮空気自動供給ユニットから

の供給開始まで４時間 25 分で実施可

能である。圧縮空気自動供給貯槽及び

機器圧縮空気自動供給ユニットから

の圧縮空気の供給がない貯槽等の場

合，未然防止濃度に至るまでの許容空

白時間 14 時間に対し，事象発生から

可搬型空気圧縮機からの供給開始ま

で６時間 40 分で実施可能である。 

精製建屋の「水素爆発を未然に防止

するための空気の供給」の操作は，準

備が整い次第実施し，実施責任者等の

要員 28 人，建屋外対応班の班員 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡 

 明示していないが，中央制御室

等との連絡手段が確保される

ことにより，作業場所の状況や

中央制御室等からの作業指示，

連絡を受けることができる。 

 実施組織要員の移動及び作業時

に，作業場所の状況に応じた対応

を行うこと 

 明示していないが，有毒ガスの

発生については，作業場所での

目視及び臭気の確認により認

知することができる。 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

時対策組織要員の対処能力が著しく

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において，

「中央制御室との連絡手段を確保

する。」ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの

検知手段（通信連絡設備）に対して，

技術的能力 1.14 に手順を定めてい

ることから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において，

「通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。」

ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順

であることから，反映事項はない。 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

  有毒ガス防護対策により，非常時
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（6／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
7
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人及び建屋内の建屋対策班の班員 22 

人の合計 63 人にて作業を実施した場

合，圧縮空気自動供給貯槽及び機器圧

縮空気自動供給ユニットからの圧縮

空気の供給がある貯槽等の場合，溶液

温度が 70℃に至るまでの許容空白時

間４時間に対し，事象発生から機器圧

縮空気自動供給ユニットからの供給

開始まで２時間 20 分で実施可能であ

る。圧縮空気自動供給貯槽及び機器圧

縮空気自動供給ユニットからの圧縮

空気の供給がない貯槽等の場合，未然

防止濃度に至るまでの許容空白時間

13 時間に対し，事象発生から可搬型

空気圧縮機からの供給開始まで７時

間 15 分で実施可能である。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の「水素爆発を未然に防止するための

空気の供給」の操作は，準備が整い次

第実施し，実施責任者等の要員 28 人，

建屋外対応班の班員 13 人及び建屋内

の建屋対策班の班員 30 人の合計 71 

人にて作業を実施した場合，溶液温度

が 70℃に至るまでの許容空白時間８

時間５分に対し，事象発生から機器圧

縮空気自動供給ユニットからの供給

開始まで６時間 40 分で実施可能であ

る。また，可搬型空気圧縮機からの供

給開始は事象発生から 15 時間 40 分

で実施可能である。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の「水

素爆発を未然に防止するための空気

の供給」の操作は，準備が整い次第実

施し，実施責任者等の要員 28 人，建

屋外対応班の班員 13 人及び建屋内の

建屋対策班の班員 36 人の合計 77 人

にて作業を実施した場合，未然防止濃

度に至るまでの許容空白時間 24 時間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場

合でも,重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

 

 

 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通事

項として技術的能力1.0の補足説明資

料で説明する。また，既許可に反映済

みの事項を含め，本条文における有毒

ガス防護対策を確認した結果として，

「有毒ガス防護に係る申請書項目の

整理表」を補足説明資料 1.3-5として

追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（7／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
8
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

に対し，事象発生から可搬型空気圧縮

機からの供給開始まで 14 時間 15 分

で実施可能である。 

許容空白時間と各対策に係る時間

を第３－９表に示す。 

なお，実施責任者等の要員 28 人及

び建屋外対応班の班員 13 人は全ての

建屋の対応において，共通の要員であ

る。 

外的事象の「地震」発生による水素

掃気機能喪失時における現場環境確

認は，現場環境確認班 30 人にて作業

を実施した場合，1 時間 30分で実施

可能である。 

「認知」，「要員配置」，「移動」，「操

作所要時間」，「他の並列操作有無」及

び「操作の確実さ」が実施組織要員の

操作の時間余裕に与える影響を考慮

し，重大事故等時の対処に必要な準備

作業は，安全圧縮空気系の水素掃気機

能の喪失をもって着手し，許容空白時

間に対して，時間余裕を確保して完了

できるよう計画することで，これら要

因による影響を低減する。 

重大事故等時の対処においては，通

常の安全対策に加えて，放射線環境や

作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて

着用することとする。 

線量管理については個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

重大事故等時の対処時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保す

る。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.3－３ 重大事故対

策の成立性】 

１．水素爆発の発生防止対策の対応手

段 

ａ．水素爆発を未然に防止するための

空気の供給 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンドライ

ト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動

対応にて確認した作業環境

に応じて適切な防護具（酸

素呼吸器，タイベックスー

ツ，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘ
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（8／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
9
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ３．ｂ． 

（ｂ）水素爆発の拡大防止対策の対応

手順 

 

ⅰ．水素爆発の再発を防止するための

空気の供給 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

前処理建屋の「水素爆発の再発を防

止するための空気の供給」の操作は，

準備が整い次第実施し，実施責任者等

の要員 28人，建屋外対応班の班員 13

人及び建屋対策班の班員 24 人の合計

65 人にて作業を実施した場合，未然

ッドライトを携行しており

近接可能である。また，作業

前に実施する初動対応にお

いて，アクセスルートにお

ける火災，溢水，薬品漏えい

及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，そ

の状況に応じて，適切なア

クセスルートの選定，対処

の阻害要因の除去を行うた

め，アクセスルートに支障

はない。 

操作性 ：系統を構成するために操作

は通常の弁操作であり容易

に操作可能である。また，可

搬型建屋内ホースの接続

は，カプラ又はフランジ接

続であり容易に操作可能で

ある。 

連絡手段：操作を行う建屋内から所内

携帯電話により，建屋外と

の連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ３．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水素爆発を未然に防止するための

空気の供給」にて記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ３．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水素爆発を未然に防止するための

空気の供給」にて記載した担保すべき

事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ３．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水素爆発を未然に防止するための

空気の供給」にて記載した反映事項と

同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（9／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
1
0
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

防止濃度に至るまでの許容空白時間

76 時間に対し，事象発生から可搬型

空気圧縮機からの圧縮空気の供給を

開始するまで 39 時間５分で可能であ

る。 

水素掃気に伴い気相中に移行する

放射性物質を導出先セルに導出する

ためのセル導出設備の隔離弁の閉止

操作は，準備が整い次第実施し，前処

理建屋の場合，安全圧縮空気系の水素

掃気機能喪失から２時間 25 分後に完

了する。また，セル導出設備のダンパ

閉止及び計器の設置作業は，安全圧縮

空気系の水素掃気機能喪失から３時

間後に完了する。 

前処理建屋における水素爆発に伴

い気相中に移行する放射性物質を導

出先セルに導出するために実施する

可搬型ダクトを用いた可搬型フィル

タ及び可搬型排風機の接続並びに可

搬型排風機及び可搬型発電機の接続

は，準備が整い次第実施し，安全圧縮

空気系の水素掃気機能の喪失から，31 

時間 45 分で作業を完了する。可搬型

排風機の起動は，準備が整い次第実施

し，安全圧縮空気系の水素掃気機能の

喪失から，33時間 10分までに実施す

る。 

分離建屋の「水素爆発の再発を防止

するための空気の供給」の操作は，準

備が整い次第実施し，実施責任者等の

要員 28人，建屋外対応班の班員 13人

及び建屋対策班の班員 24人の合計 65

人にて作業を実施した場合，未然防止

濃度に至るまでの許容空白時間７時

間 35 分に対し，事象発生から圧縮空

気手動供給ユニットからの供給開始

まで４時間５分で実施可能である。ま
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（10／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
1
1
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

た，可搬型空気圧縮機からの圧縮空気

の供給開始は，圧縮空気手動供給ユニ

ットからの圧縮空気の供給が継続し

ている期間中に準備が整い次第実施

し，事象発生から９時間 10 分で実施

可能である。 

水素掃気に伴い気相中に移行する

放射性物質を導出先セルに導出する

ためのセル導出設備の隔離弁の閉止

操作は，準備が整い次第実施し，分離

建屋の場合，安全圧縮空気系の水素掃

気機能喪失から２時間 30 分後に完了

する。また，セル導出設備のダンパ閉

止及び計器の設置作業は，安全圧縮空

気系の水素掃気機能喪失から３時間

10 分後に完了する。 

分離建屋における水素爆発に伴い

気相中に移行する放射性物質を導出

先セルに導出するために実施する可

搬型ダクトを用いた可搬型フィルタ

及び可搬型排風機の接続並びに可搬

型排風機及び可搬型発電機の接続は，

準備が整い次第実施し，安全圧縮空気

系の水素掃気機能の喪失から，４時間

50分で作業を完了する。可搬型排風機

の起動は，準備が整い次第実施し，安

全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失

から，６時間 10分までに実施する。 

精製建屋の「水素爆発の再発を防止

するための空気の供給」の操作は，準

備が整い次第実施し，実施責任者等の

要員 28人，建屋外対応班の班員 13人

及び建屋対策班の班員 26人の合計 67

人にて作業を実施した場合，未然防止

濃度に至るまでの許容空白時間１時

間 25 分に対し，事象発生から圧縮空

気手動供給ユニットからの供給開始

まで 50 分で実施可能である。また，
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（11／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
1
2
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

可搬型空気圧縮機からの圧縮空気の

供給開始は，圧縮空気手動供給ユニッ

トからの圧縮空気の供給が継続して

いる期間中に準備が整い次第実施し，

事象発生から９時間 45 分で実施可能

である。 

水素掃気に伴い気相中に移行する

放射性物質を導出先セルに導出する

ためのセル導出設備の隔離弁の閉止

操作は，準備が整い次第実施し，精製

建屋の場合，安全圧縮空気系の水素掃

気機能喪失から２時間 25 分後に完了

する。また，セル導出設備のダンパ閉

止及び計器の設置作業は，安全圧縮空

気系の水素掃気機能喪失から２時間

50分後に完了する。 

精製建屋における水素爆発に伴い

気相中に移行する放射性物質を導出

先セルに導出するために実施する可

搬型ダクトを用いた可搬型フィルタ

及び可搬型排風機の接続並びに可搬

型排風機及び可搬型発電機の接続は，

準備が整い次第実施し，安全圧縮空気

系の水素掃気機能の喪失から，５時間

40分で作業を完了する。可搬型排風機

の起動は，準備が整い次第実施し，安

全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失

から，６時間 40分までに実施する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の「水素爆発の再発を防止するための

空気の供給」の操作は，実施責任者等

の要員 28 人，建屋外対応班の班員 13 

人及び建屋対策班の班員 30 人の合計

71人にて作業を実施した場合，未然防

止濃度に至るまでの許容空白時間７

時間 25 分に対し，事象発生から圧縮

空気手動供給ユニットからの供給開

始まで 55分で実施可能である。また，
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7
4



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（12／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
1
3
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

可搬型空気圧縮機からの圧縮空気の

供給開始は，圧縮空気手動供給ユニッ

トからの圧縮空気の供給が継続して

いる期間中に準備が整い次第実施し，

事象発生から 18 時間で実施可能であ

る。 

水素掃気に伴い気相中に移行する

放射性物質を導出先セルに導出する

ためのセル導出設備の隔離弁の閉止

操作は，準備が整い次第実施し，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋の場

合，安全圧縮空気系の水素掃気機能喪

失から３時間 10 分後に完了する。ま

た，セル導出設備のダンパ閉止及び計

器の設置作業は，安全圧縮空気系の水

素掃気機能喪失から３時間 10 分後に

完了する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

における水素爆発に伴い気相中に移

行する放射性物質を導出先セルに導

出するために実施する可搬型ダクト

を用いた可搬型フィルタ及び可搬型

排風機の接続並びに可搬型排風機及

び可搬型発電機の接続は，準備が整い

次第実施し，安全圧縮空気系の水素掃

気機能の喪失から，14時間で作業を完

了する。可搬型排風機の起動は，準備

が整い次第実施し，安全圧縮空気系の

水素掃気機能の喪失から，15時間まで

に実施する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の「水

素爆発の再発を防止するための空気

の供給」の操作は，準備が整い次第実

施し，実施責任者等の要員 28 人，建

屋外対応班の班員 13 人及び建屋対策

班の班員 36人の合計 77人にて作業を

実施した場合，未然防止濃度に至るま

での許容空白時間 24 時間に対し，事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
7
5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（13／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
1
4
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

象発生から可搬型空気圧縮機からの

供給開始まで 19時間 45分で実施可能

である。 

水素掃気に伴い気相中に移行する

放射性物質を導出先セルに導出する

ためのセル導出設備の隔離弁の閉止

操作は，準備が整い次第実施し，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の場合，安全

圧縮空気系の水素掃気機能喪失から

３時間 20 分後に完了する。また，セ

ル導出設備のダンパ閉止及び計器の

設置作業は，安全圧縮空気系の水素掃

気機能喪失から６時間 10 分後に完了

する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋にお

ける水素爆発に伴い気相中に移行す

る放射性物質を導出先セルに導出す

るために実施する可搬型ダクトを用

いた可搬型フィルタ及び可搬型排風

機の接続並びに可搬型排風機及び可

搬型発電機の接続は，準備が整い次第

実施し，安全圧縮空気系の水素掃気機

能の喪失から，11時間 45分で作業を

完了する。可搬型排風機の起動は，準

備が整い次第実施し，安全圧縮空気系

の水素掃気機能の喪失から，13時間ま

でに実施する。 

許容空白時間と各対策に係る時間

を第３－９表に示す。 

なお，実施責任者等の要員 28 人及

び建屋外の建屋対策班の班員 13 人は

全ての建屋の対応において共通の要

員である。 

可搬型空気圧縮機等が使用できな

い場合の故障時バックアップとの交

換等の対応は，２時間で可能である。 

「認知」，「要員配置」，「移動」，「操

作所要時間」，「他の並列操作有無」及
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6



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（14／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
1
5
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

び「操作の確実さ」が実施組織要員の

操作の時間余裕に与える影響を考慮

し，重大事故等時の対処に必要な準備

作業は，安全圧縮空気系の水素掃気機

能の喪失をもって着手し，許容空白時

間に対して，時間余裕を確保して完了

できるよう計画することで，これら要

因による影響を低減する。 

重大事故等時の対処においては，通

常の安全対策に加えて，放射線環境や

作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて

着用することとする。 

線量管理については個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.3－３ 重大事故対

策の成立性】 

２．水素爆発の拡大防止対策の対応手

段 

ａ．水素爆発の再発を防止するための

空気の供給 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドラ

イト及びヘッドライトを

携行している。また，操作

は初動対応にて確認した

作業環境に応じて適切な

防護具（酸素呼吸器，タイ

ベックスーツ，個人線量計

等）を着用又は携行して作

業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘ

ッドライトを携行してお

り近接可能である。また，

作業前に実施する初動対

応において，アクセスルー

トにおける火災，溢水，薬

品漏えい及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因

を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルート

の選定，対処の阻害要因の

除去を行うため，アクセス

ルートに支障はない。 

操作性 ：系統を構成するために操作

は通常の弁操作であり容

易に操作可能である。ま

た，可搬型建屋内ホースの

接続は，カプラ又はフラン

ジ接続であり容易に操作
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7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（15／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
1
6
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ３．ｂ．（ｂ） 

ⅱ．セルへの導出経路の構築及び代替

セル排気系による対応 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

前処理建屋の「セルへの導出経路の

構築及び代替セル排気系による対応」

の操作は，実施責任者等の要員 28 人，

建屋外対応班の班員 13 人及び建屋対

策班の班員 22 人の合計 63 人にて作

業を実施した場合，可搬型空気圧縮機

からの供給開始時間 36 時間 35 分に

対し，事象発生から可搬型排風機の起

動完了まで 33 時間 10 分で可能であ

る。 

分離建屋の「セルへの導出経路の構

築及び代替セル排気系による対応」の

操作は，実施責任者等の要員 28 人，

建屋外対応班の班員 13 人及び建屋対

策班の班員 14 人の合計 55 人にて作

業を実施した場合，可搬型空気圧縮機

からの供給開始時間６時間 40 分に対

し，事象発生から可搬型排風機の起動

完了まで６時間 10 分で可能である。 

精製建屋の「セルへの導出経路の構

築及び代替セル排気系による対応」の

操作は，実施責任者等の要員 28 人，

建屋外対応班の班員 13 人及び建屋対

策班の班員 24 人の合計 65 人にて作

業を実施した場合，可搬型空気圧縮機

からの供給開始時間７時間 15 分に対

し，事象発生から可搬型排風機の起動

完了まで６時間 40 分で可能である。 

可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋内から所内

携帯電話により，建屋外と

の連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ３．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水素爆発を未然に防止するための

空気の供給」にて記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ３．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水素爆発を未然に防止するための

空気の供給」にて記載した担保すべき

事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ３．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水素爆発を未然に防止するための

空気の供給」にて記載した反映事項と

同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（16／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
1
7
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の「セルへの導出経路の構築及び代替

セル排気系による対応」の操作は，実

施責任者等の要員 28 人，建屋外対応

班の班員 13 人及び建屋対策班の班員

20 人の合計 61 人にて作業を実施し

た場合，可搬型空気圧縮機からの供給

開始時間 15 時間 40 分に対し，事象

発生から可搬型排風機の起動完了ま

で 15 時間で可能である。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の「セ

ルへの導出経路の構築及び代替セル

排気系による対応」の操作は，実施責

任者等の要員 28 人，建屋外対応班の

班員 13 人及び建屋対策班の班員 28 

人の合計 69 人にて作業を実施した場

合，可搬型空気圧縮機からの供給開始

時間 14 時間 15 分に対し，事象発生

から可搬型排風機の起動完了まで 13 

時間で可能である。 

許容空白時間と各対策に係る時間

を第３－９表に示す。 

実施責任者等の要員 28 人及び建屋

外対応班の班員 13 人は全ての建屋の

対応において共通の要員である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足説明資料 1.3－３ 重大事故対策

の成立性】 

２．水素爆発の拡大防止対策の対応手

段 

ｄ．セルへの導出経路の構築及びセル

排気系を代替する排気系による対応 

ｂ．操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドラ

イト及びヘッドライトを

携行している。また，操作

は初動対応にて確認した

作業環境に応じて適切な

防護具（酸素呼吸器，タイ

ベックスーツ，個人線量計

等）を着用又は携行して作

業を行う。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．３）（17／17） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
3
-
5
-
1
8
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘ

ッドライトを携行してお

り近接可能である。また，

作業前に実施する初動対

応において，アクセスルー

トにおける火災，溢水，薬

品漏えい及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因

を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルート

の選定，対処の阻害要因の

除去を行うため，アクセス

ルートに支障はない。 

操作性 ：系統を構成するために操作

は通常の弁操作であり容

易に操作可能である。ま

た，可搬型建屋内ホースの

接続は，カプラ又はフラン

ジ接続であり容易に操作

可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋内から所内

携帯電話により，建屋外と

の連絡が可能である。 
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令和４年７月 15 日 R21 

 

 

 

 

 

１．４ 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための 

手順等 

（抜粋） 

  

 

 

781



1.4.1 概  要 

 1.4.1.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策 

 (１) プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止するための手順 

   ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，重大事故時供

給停止回路を用いて，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止する

ための重大事故時供給液停止弁を自動で閉止することにより，プルト

ニウム濃縮缶への供給液の供給を停止する。 

   並行して，重大事故時供給停止回路の緊急停止系を中央制御室で作動

し，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時

供給液停止弁を手動で閉止することにより，プルトニウム濃縮缶への

供給液の供給を停止する。 

   重大事故時供給停止回路の緊急停止系の作動による手動停止は，実施

責任者１人，建屋対策班長１人の合計２人で実施した場合，手順着手

の判断から１分以内に実施可能である。 

   供給液の供給停止後に実施する供給停止の成否判断は，実施責任者１

人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計４人で実施し

た場合，プルトニウム濃縮缶供給槽液位計の確認により，20 分以内に

実施可能である。 

 

 (２) プルトニウム濃縮缶の加熱を停止するための手順 

   ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，プルトニウム

濃縮缶を加熱するための蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の一次

蒸気停止弁を精製建屋において手動で閉止することにより，プルトニ

ウム濃縮缶の加熱を停止し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発

を防止する。 
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   一次蒸気停止弁の閉止は，実施責任者１人，建屋対策班長１人及び建

屋対策班の班員２人の合計４人で実施した場合，手順着手の判断から

25 分以内に実施可能である。 

   プルトニウム濃縮缶の加熱停止後に実施する加熱停止の成否判断は，

実施責任者１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計

４人で実施した場合，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計の確認によ

り，25 分以内に実施可能である。 

 

 (３) 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の手順 

   ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応に伴い気相中に移行した大気中への放射性物質の

放出量を低減するため，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽（以下(４)では

「廃ガス貯留槽」という。）に放射性物質を含む気体を導出する。 

   廃ガス貯留槽への導出は，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動で開にする

とともに，廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動で起動することにより

開始する。また，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）（以下(４)では「塔槽類廃ガス処理設備」という。）

の流路を遮断するため，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を自動で閉止

するとともに，塔槽類廃ガス処理設備の排風機を自動で停止する。 

   廃ガス貯留槽への導出開始の確認は，中央制御室の監視制御盤におい

て，廃ガス貯留槽の圧力計指示値の上昇及び廃ガス貯留槽への流量計

指示値の上昇により確認する。 

   放射性物質を含む気体の導出の完了及び換気再開は，廃ガス貯留槽の

圧力が 0.4ＭＰａ[gage]に達した場合に，塔槽類廃ガス処理設備による

換気再開の実施を判断する。 
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   放射性物質を含む気体の廃ガス貯留槽への導出完了後，塔槽類廃ガス

処理設備による換気を再開するため，中央制御室の監視制御盤におい

て，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を手動で開にするとともに，中央

制御室の安全系監視制御盤において，塔槽類廃ガス処理設備の排風機

を手動で起動し，高い除染能力を有する平常運転時の放出経路に復旧

する。また，中央制御室の監視制御盤において，廃ガス貯留設備の隔

離弁を手動で閉止するとともに，廃ガス貯留設備の空気圧縮機を手動

で停止する。 

   放射性物質を含む気体の廃ガス貯留槽への導出完了後に実施する塔槽

類廃ガス処理設備による換気を再開するための操作は，実施責任者１

人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員４人の合計６人で実施し

た場合，廃ガス貯留槽への放射性物質を含む気体の導出完了から塔槽

類廃ガス処理設備の排風機起動完了まで３分以内に実施可能である。

また，廃ガス貯留設備の空気圧縮機を停止するための操作は，実施責

任者１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員４人の合計６人で

実施した場合，塔槽類廃ガス処理設備の排風機の起動完了から５分以

内に実施可能である。 
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1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

方
針
目
的 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合に，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の再発を防止するための手順を整備する。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い気相中に移行する

放射性物質をセル内に設置された配管の外部へと排出するための手

順及び大気中への放射性物質の放出による影響を緩和するための手

順を整備する。 

対
応
手
段
等 

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
へ
の
供
給
液
の
供
給
停
止 

【ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の検知，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処の着手及

び実施判断】 

重大事故時供給停止回路の３台の検出器のうち，

２台以上の検出器においてプルトニウム濃縮缶の異

常を検知し，論理回路により，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応が発生したと判定した場合，手順に着手

する。 

【プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及び状

態確認】 

重大事故時供給停止回路を用いて，プルトニウム

濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時

供給液停止弁を自動で閉止することにより，プルト

ニウム濃縮缶への供給液の供給を停止する。並行し

て，重大事故時供給停止回路の緊急停止系を中央制

御室で作動し，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン

を停止するための重大事故時供給液停止弁を手動で

閉止することにより，プルトニウム濃縮缶への供給

液の供給を停止する。また，プルトニウム濃縮缶供給

槽液位計，プルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム

濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部

温度計の指示値を確認する。 

【プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止の成否

判断】 

中央制御室の監視制御盤において，プルトニウム

濃縮缶供給槽液位計の指示値が一定となっているこ

とにより判断する。 
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1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
の
加
熱
の
停
止 

【ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の検知，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処の着手及

び実施判断】 

重大事故時供給停止回路の３台の検出器のうち，

２台以上の検出器においてプルトニウム濃縮缶の異

常を検知し，論理回路により，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応が発生したと判定した場合，手順に着手

する。 

【プルトニウム濃縮缶の加熱の停止】 

プルトニウム濃縮缶を加熱するための蒸気発生器

へ一次蒸気を供給する系統の一次蒸気停止弁を精製

建屋において手動で閉止することにより，プルトニ

ウム濃縮缶の加熱を停止し，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の再発を防止する。 

【プルトニウム濃縮缶の加熱の停止の成否判断】 

中央制御室の安全系監視制御盤において，プルト

ニウム濃縮缶加熱蒸気温度計の指示値がＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生する温度未満となるこ

とにより判断する。 
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1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留 

【廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の着手及

び実施判断】 

重大事故時供給停止回路の３台の検出器のうち，

２台以上の検出器においてプルトニウム濃縮缶の異

常を検知し，論理回路により，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応が発生したと判定した場合，手順に着手

する。 

【廃ガス貯留槽への導出】 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い気相中に

移行した大気中への放射性物質の放出量を低減する

ため，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を含む気体を導出する。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への導出は，廃ガ

ス貯留設備の隔離弁を自動で開にするとともに廃ガ

ス貯留設備の空気圧縮機を自動で起動することによ

り開始する。また，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（以下，第５表

（5／15）では「塔槽類廃ガス処理設備」という。）の

流路を遮断するため，塔槽類廃ガス処理設備の隔離

弁を自動で閉止するとともに塔槽類廃ガス処理設備

の排風機を自動で停止する。 

【廃ガス貯留槽への導出開始の確認】 

中央制御室の監視制御盤において，廃ガス貯留設

備の廃ガス貯留槽の圧力計指示値の上昇及び廃ガス

貯留設備の廃ガス貯留槽への流量計指示値の上昇に

より確認する。 

 

787



1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留 

【塔槽類廃ガス処理設備による換気再開の実施判

断】 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が 0.4ＭＰ

ａ[gage]に達した場合，塔槽類廃ガス処理設備によ

る換気再開の実施を判断する。 

【塔槽類廃ガス処理設備による換気再開】 

放射性物質を含む気体の廃ガス貯留槽への導出完

了後，塔槽類廃ガス処理設備による換気を再開する

ため，中央制御室の監視制御盤において，塔槽類廃ガ

ス処理設備の隔離弁を開にするとともに，中央制御

室の安全系監視制御盤において，塔槽類廃ガス処理

設備の排風機を起動し，高い除染能力を有する平常

運転時の放出経路に復旧する。 

また，中央制御室の監視制御盤において，廃ガス貯

留設備の隔離弁を閉止するとともに，廃ガス貯留設

備の空気圧縮機を停止する。 

【塔槽類廃ガス処理設備による換気再開の成否判

断】 

中央制御室の安全系監視制御盤において，塔槽類

廃ガス処理設備の排風機の運転表示及び廃ガス洗浄

塔入口圧力計の指示値が負圧を示したことにより確

認する。 

【大気中への放射性物質の放出の状態監視】 

主排気筒の排気モニタリング設備により，主排気

筒を介した大気中への放射性物質の放出状況を監視

する。 
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1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
防
止
対
策 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合

には，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及

びプルトニウム濃縮缶の加熱の停止の手順に従い，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止す

る。 

また，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の

手順に従い，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発

生に伴い気相中に移行する放射性物質を含む気体を

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽へ導出することによ

り，大気中への放射性物質の放出量を低減する。 

これらの重大事故時の対応手段は，並行して実施

するため，対応手段の選択を要しない。 

 

 

作
業
性 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用する

こととする。 

 重大事故の対処時においては，中央制御室等との

連絡手段を確保する。 

 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用する

こととする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業

当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に

応じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ば

く線量を可能な限り低減する。 
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1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

再
処
理
施
設
の
状
態
把
握 

大気中への放射性物質の放出の状態監視等に係る 

監視測定に関する手順については，第５表（13／15）

「監視測定等に関する手順等」にて整備する。 
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1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

方
針
目
的 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合に，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の再発を防止するための手順を整備する。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い気相中に移行する

放射性物質をセル内に設置された配管の外部へと排出するための手

順及び大気中への放射性物質の放出による影響を緩和するための手

順を整備する。 

対
応
手
段
等 

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
へ
の
供
給
液
の
供
給
停
止 

【ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の検知，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処の着手及

び実施判断】 

重大事故時供給停止回路の３台の検出器のうち，２

台以上の検出器においてプルトニウム濃縮缶の異常を

検知し，論理回路により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応が発生したと判定した場合，手順に着手する。 

【プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及び状

態確認】 

重大事故時供給停止回路を用いて，プルトニウム

濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時

供給液停止弁を自動で閉止することにより，プルト

ニウム濃縮缶への供給液の供給を停止する。並行し

て，重大事故時供給停止回路の緊急停止系を中央制

御室で作動し，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン

を停止するための重大事故時供給液停止弁を手動で

閉止することにより，プルトニウム濃縮缶への供給

液の供給を停止する。また，プルトニウム濃縮缶供給

槽液位計，プルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム

濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部

温度計の指示値を確認する。 

【プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止の成否

判断】 

中央制御室の監視制御盤において，プルトニウム

濃縮缶供給槽液位計の指示値が一定となっているこ

とにより判断する。 
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1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
の
加
熱
の
停
止 

【ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の検知，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処の着手及

び実施判断】 

重大事故時供給停止回路の３台の検出器のうち，

２台以上の検出器においてプルトニウム濃縮缶の異

常を検知し，論理回路により，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応が発生したと判定した場合，手順に着手

する。 

【プルトニウム濃縮缶の加熱の停止】 

プルトニウム濃縮缶を加熱するための蒸気発生器

へ一次蒸気を供給する系統の一次蒸気停止弁を精製

建屋において手動で閉止することにより，プルトニ

ウム濃縮缶の加熱を停止し，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の再発を防止する。 

【プルトニウム濃縮缶の加熱の停止の成否判断】 

中央制御室の安全系監視制御盤において，プルト

ニウム濃縮缶加熱蒸気温度計の指示値がＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生する温度未満となるこ

とにより判断する。 
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1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留 

【廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の着手及

び実施判断】 

重大事故時供給停止回路の３台の検出器のうち，

２台以上の検出器においてプルトニウム濃縮缶の異

常を検知し，論理回路により，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応が発生したと判定した場合，手順に着手

する。 

【廃ガス貯留槽への導出】 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い気相中に

移行した大気中への放射性物質の放出量を低減する

ため，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を含む気体を導出する。 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への導出は，廃ガ

ス貯留設備の隔離弁を自動で開にするとともに廃ガ

ス貯留設備の空気圧縮機を自動で起動することによ

り開始する。また，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（以下，第５－

１表（5／15）では「塔槽類廃ガス処理設備」という。）

の流路を遮断するため，塔槽類廃ガス処理設備の隔

離弁を自動で閉止するとともに塔槽類廃ガス処理設

備の排風機を自動で停止する。 

【廃ガス貯留槽への導出開始の確認】 

中央制御室の監視制御盤において，廃ガス貯留設

備の廃ガス貯留槽の圧力計指示値の上昇及び廃ガス

貯留設備の廃ガス貯留槽への流量計指示値の上昇に

より確認する。 
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1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

対
応
手
段
等 

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留 

【塔槽類廃ガス処理設備による換気再開の実施判

断】 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が 0.4ＭＰ

ａ[gage]に達した場合，塔槽類廃ガス処理設備によ

る換気再開の実施を判断する。 

【塔槽類廃ガス処理設備による換気再開】 

放射性物質を含む気体の廃ガス貯留槽への導出完

了後，塔槽類廃ガス処理設備による換気を再開する

ため，中央制御室の監視制御盤において，塔槽類廃ガ

ス処理設備の隔離弁を開にするとともに，中央制御

室の安全系監視制御盤において，塔槽類廃ガス処理

設備の排風機を起動し，高い除染能力を有する平常

運転時の放出経路に復旧する。 

また，中央制御室の監視制御盤において，廃ガス貯

留設備の隔離弁を閉止するとともに，廃ガス貯留設

備の空気圧縮機を停止する。 

【塔槽類廃ガス処理設備による換気再開の成否判

断】 

中央制御室の安全系監視制御盤において，塔槽類

廃ガス処理設備の排風機の運転表示及び廃ガス洗浄

塔入口圧力計の指示値が負圧を示したことにより確

認する。 

【大気中への放射性物質の放出の状態監視】 

主排気筒の排気モニタリング設備により，主排気

筒を介した大気中への放射性物質の放出状況を監視

する。 

 

794



1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
防
止
対
策 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合

には，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及

びプルトニウム濃縮缶の加熱の停止の手順に従い，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止す

る。 

また，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の

手順に従い，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発

生に伴い気相中に移行する放射性物質を含む気体を

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽へ導出することによ

り，大気中への放射性物質の放出量を低減する。 

これらの重大事故時の対応手段は，並行して実施

するため，対応手段の選択を要しない。 

 

 

作
業
性 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用する

こととする。 

 重大事故の対処時においては，中央制御室等との

連絡手段を確保する。 

 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用する

こととする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業

当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に

応じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ば

く線量を可能な限り低減する。 
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1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

再
処
理
施
設
の
状
態
把
握 

大気中への放射性物質の放出の状態監視等に係る 

監視測定に関する手順については，第５－１表（13／

15）「監視測定等に関する手順等」にて整備する。 
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4. 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

【要求事項】 

  再処理事業者において、セル内において有機溶媒その他の物質を内包す

る施設において、再処理規則第１条の３第４号に規定する重大事故の発生

又は拡大を防止するために必要な次に掲げる手順等が適切に整備されてい

るか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

  一 火災又は爆発の発生（リン酸トリブチルの混入による急激な分解反

応により発生するものを除く。）を未然に防止するために必要な手順

等 

  二 火災又は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収束させるた

めに必要な手順等 

  三 火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮

断するために必要な手順等及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために

必要な手順等 

  四 火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響

を緩和するために必要な手順等 

 

【解釈】 

１ 第１号に規定する「火災又は爆発の発生（リン酸トリブチルの混入によ

る急激な分解反応により発生するものを除く。）を未然に防止するための

手順等」とは、例えば、設計基準の要求により措置した設備とは異なる溶

液の回収・移送設備及びセル内注水設備を作動させるための手順等をいう。 

 

２ 第２号に規定する「火災又は爆発が発生した場合において火災又は爆発
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を収束させるために必要な手順等」とは、例えば、設計基準の要求により

措置した設備とは異なる消火設備や窒息消火設備（ダンパ等の閉止）、漏

えいした溶液の冷却設備及びセル内注水設備を作動させるための手順等を

いう。 

３ 第３号に規定する「火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の

配管の流路を遮断するために必要な手順等及び換気系統の配管内が加圧状

態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出する

ために必要な手順等」とは、例えば、換気系統（機器及びセル）の流路を

閉止するための閉止弁、密閉式ダンパ、セル内に設置された配管の外部へ

放射性物質を排出するための設備を作動させるための手順等をいう。 

４ 第４号に規定する「火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の

放出による影響を緩和するために必要な手順等」とは、例えば、セル換気

系統の有する機能及び性能のうち、事故に対応するために必要なものを代

替する設備を作動させるための手順等をいう。 

５ 上記１から４までの手順等には、対策を実施するために必要となる電源、

補給水、施設の状態を監視するための手順等を含む。 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合に，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の再発を防止するための対処設備を整備する。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い気相中に移行する放射

性物質をセル内に設置された配管の外部へと排出するための対処設備及び

大気中への放射性物質の放出による影響を緩和するための対処設備を整備

する。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 
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 ａ．対応手段と設備の選定 

 (ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

プルトニウム精製設備では，プルトニウム濃縮缶を加熱する設備に熱

的制限値を設定するとともに，熱的制限値に達することで加熱を停止す

るための設備を有する設計としている。また，プルトニウム精製設備の

プルトニウム濃縮缶供給槽からプルトニウム濃縮缶へ供給する供給液に

はＴＢＰが混入しないよう，供給液からＴＢＰを除去する設計とするこ

とにより，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を防止する設計としている。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応の再発を防止するため，プルトニウム濃縮缶への供

給液の供給停止及びプルトニウム濃縮缶の加熱を停止する必要がある。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い気相中に移行する放射

性物質の大気中への放出量を低減させる必要がある。 

これらの対処を行うために，フォールトツリー分析上で，想定する故

障や人為的な過失の重畳に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備

を選定する（第４－１図）。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでなく，

事業指定基準規則第三十七条及び技術基準規則第四十一条の要求事項を

満足する設備が網羅されていることを確認する。 

【補足説明資料 1.4－１】 

 

 (ｂ) 対応手段と設備の選定の結果 

フォールトツリー分析の結果，希釈剤流量制御の異常に伴う希釈剤の

供給停止により，ＴＢＰの除去機能が損なわれ，プルトニウム濃縮缶供
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給槽の貯槽下部から供給液が抜き出されない場合には，ＴＢＰを含有す

る硝酸プルトニウム溶液がプルトニウム濃縮缶に供給される。 

また，プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気圧力制御の異常，一次蒸気を停

止する機能の喪失及び加熱蒸気を停止する機能の喪失が発生した場合に

は，加熱蒸気温度が平常運転時よりも高い状態で加熱が継続する。 

これらが併発することに加えて，人為的な過失の重畳により，硝酸プ

ルトニウム溶液が過濃縮され，沸点が上昇することでＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応が発生すると仮定する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合においても対処が可

能となるように重大事故等対処設備を選定する。 

安全機能を有する施設に要求される機能の喪失原因から選定した対応

手段，技術的能力審査基準，事業指定基準規則第三十七条及び技術基準

規則第四十一条からの要求により選定した対応手段と，その対応に使用

する重大事故等対処設備を以下に示す。 

また，対応に使用する重大事故等対処設備と整備する手順の関係を第

４－１表に整理する。 

 

  ⅰ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の対応手段及び

設備 

(ⅰ) プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止 

第４－１図に示す設備の異常，機能喪失及び人為的な過失により，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の再発を防止するため，重大事故時供給停止

回路の分解反応検知機器であるプルトニウム濃縮缶圧力計，プルト

ニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計に
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て異常を検知し，緊急停止系として構成する重大事故時供給液停止

弁を閉止することにより，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停

止して，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動で停止する手

段がある。 

また，重大事故時供給停止回路の緊急停止系を用いて，プルトニ

ウム濃縮缶への供給液の供給を手動で停止する手段がある。 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止した後，プルトニウ

ム濃縮缶供給槽液位計により，プルトニウム濃縮缶への供給液の供

給停止の成否を確認する手段がある。 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止に使用する設備は以下

のとおり（第４－２表）。 

 

プルトニウム精製設備 

・プルトニウム濃縮缶（設計基準対象の施設と兼用） 

重大事故時供給停止回路 

・分解反応検知機器のプルトニウム濃縮缶圧力計（設計基準対象

の施設と兼用） 

・分解反応検知機器のプルトニウム濃縮缶気相部温度計（設計基

準対象の施設と兼用） 

・分解反応検知機器のプルトニウム濃縮缶液相部温度計（設計基

準対象の施設と兼用） 

・緊急停止系（精製建屋用，電路含む） 
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(ⅱ) プルトニウム濃縮缶の加熱の停止 

第４－１図に示す設備の異常，機能喪失及び人為的な過失により，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の再発を防止するため，プルトニウム濃縮缶

の加熱を手動で停止する手段がある。 

プルトニウム濃縮缶の加熱を停止した後，プルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度計により，プルトニウム濃縮缶の加熱の停止の成否を確

認する手段がある。 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用する設備は以下のとおり

（第４－２表）。 

 

プルトニウム精製設備 

・プルトニウム濃縮缶（設計基準対象の施設と兼用） 

・一次蒸気停止弁 

 

(ⅲ) 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

第４－１図に示す設備の異常，機能喪失及び人為的な過失により，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（以下 4.

では「塔槽類廃ガス処理設備」という。）の流路を自動で遮断する

とともに，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽（以下 4.では「廃ガス貯

留槽」という。）への流路を確立し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応に伴い気相中に移行した放射性物質を含む気体を廃ガス貯留槽

へ導出して貯留する手段がある。 
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廃ガス貯留槽への放射性物質を含む気体の導出が完了した後，塔

槽類廃ガス処理設備による換気を再開するため，塔槽類廃ガス処理

設備の流路を遮断している隔離弁の開操作を行い，排風機を再起動

して，高い除染能力を有する平常運転時の放出経路に復旧すること

で大気中への放射性物質の放出量を低減する手段がある。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生によって，塔槽類廃ガス

処理設備の廃ガスポットからセルへ導出する放射性物質については，

精製建屋換気設備のセル排気フィルタユニットを用いて大気中への

放射性物質の放出量を低減する手段がある。 

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備は以下の

とおり（第４－２表）。 

 

廃ガス貯留設備（精製建屋）（臨界事故の拡大を防止するための設

備と兼用） 

・廃ガス貯留設備の隔離弁 

・廃ガス貯留設備の空気圧縮機 

・廃ガス貯留設備の逆止弁 

・廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 

・廃ガス貯留設備の配管・弁 

廃ガス貯留設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備） 

・主配管（設計基準対象の施設と兼用） 

廃ガス貯留設備（高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理

設備高レベル濃縮廃液廃ガス処理系） 

・主配管（設計基準対象の施設と兼用） 
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廃ガス貯留設備（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）） 

・高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用） 

・排風機（設計基準対象の施設と兼用） 

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・廃ガスポット（設計基準対象の施設と兼用） 

・主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

廃ガス貯留設備（精製建屋換気設備） 

・セル排気フィルタユニット（設計基準対象の施設と兼用） 

・グローブボックス・セル排風機（設計基準対象の施設と兼用） 

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 

廃ガス貯留設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備） 

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 

廃ガス貯留設備（主排気筒） 

・主排気筒（設計基準対象の施設と兼用） 

廃ガス貯留設備（低レベル廃液処理設備） 

・第１低レベル廃液処理系（設計基準対象の施設と兼用） 

 

(ⅳ) 重大事故等対処設備 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止に使用する設備のうち，

重大事故時供給停止回路の緊急停止系を常設重大事故等対処設備と

して設置する。 

また，プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶，重大事故時供

給停止回路の分解反応検知機器のプルトニウム濃縮缶圧力計，重大

事故時供給停止回路の分解反応検知機器のプルトニウム濃縮缶気相
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部温度計及び重大事故時供給停止回路の分解反応検知機器のプルト

ニウム濃縮缶液相部温度計を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用する設備のうち，プルト

ニウム精製設備の一次蒸気停止弁を設置する。また，プルトニウム精

製設備のプルトニウム濃縮缶を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技

術的能力審査基準，事業指定基準規則第三十七条及び技術基準規則

第四十一条にて要求される設備が全て網羅されている。 

以上の常設重大事故等対処設備により，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の再発を防止することができる。 

 

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備のうち，

廃ガス貯留設備（精製建屋）の廃ガス貯留設備の隔離弁，廃ガス貯

留設備（精製建屋）の廃ガス貯留設備の空気圧縮機，廃ガス貯留設

備（精製建屋）の廃ガス貯留設備の逆止弁，廃ガス貯留設備（精製

建屋）の廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽及び廃ガス貯留設備（精製

建屋）の廃ガス貯留設備の配管・弁を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。 

また，廃ガス貯留設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽

類廃ガス処理設備）の主配管，廃ガス貯留設備（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備高レベル濃縮廃液廃ガス処理系）

の主配管，廃ガス貯留設備（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系））の高性能粒子フィルタ，廃ガス
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貯留設備（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系））の排風機，廃ガス貯留設備（精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系））の隔離弁，廃

ガス貯留設備（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系））の廃ガスポット，廃ガス貯留設備（精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系））の

主配管・弁，廃ガス貯留設備（精製建屋換気設備）のセル排気フィ

ルタユニット，廃ガス貯留設備（精製建屋換気設備）のグローブボ

ックス・セル排風機，廃ガス貯留設備（精製建屋換気設備）のダク

ト・ダンパ，廃ガス貯留設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備）のダクト・ダンパ，廃ガス貯留設備（主排気筒）の主排

気筒及び廃ガス貯留設備（低レベル廃液処理設備）の第１低レベル

廃液処理系を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技

術的能力審査基準，事業指定基準規則第三十七条及び技術基準規則

第四十一条にて要求される設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，廃ガス貯留設備による放射性

物質の貯留を行うことができる。 

 

  ⅱ．電源，空気，冷却水及び監視 

(ⅰ) 電源，空気，冷却水及び監視 

１） 電源 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，内的事象の多重故障及び

人為的な過失の重畳を起因として発生し，外部電源の喪失では異

常が進展せずＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生しないこと
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から，外部電源の喪失は想定しない。したがって，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応への対処においては，設計基準対象の施設の

電気設備を常設重大事故等対処設備として使用する。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

 

電気設備 

受電開閉設備・受電変圧器 

・受電開閉設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・受電変圧器（設計基準対象の施設と兼用） 

所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・6.9ｋＶ運転予備用主母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・6.9ｋＶ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・6.9ｋＶ運転予備用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・460Ｖ運転予備用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

直流電源設備 

・第２非常用直流電源設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・直流電源設備（設計基準対象の施設と兼用） 

計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備（設計基準対象の施設と兼用） 

【補足説明資料 1.4－５】 
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２） 空気 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，内的事象の多重故障及び

人為的な過失の重畳を起因として発生し，圧縮空気設備の機能喪

失では異常が進展せずＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

ないことから，事故発生の起因との関連で，圧縮空気設備の機能

喪失は想定しない。したがって，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応への対策においては設計基準対象の施設の圧縮空気設備を常設

重大事故等対処設備として使用する。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

 

廃ガス貯留設備（圧縮空気設備） 

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

【補足説明資料 1.4－５】 

 

３） 冷却水 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，内的事象の多重故障及び

人為的な過失の重畳を起因として発生し，冷却水設備の機能喪失

では異常が進展せずＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生しな

いことから，事故発生の起因との関連で，冷却水設備の機能喪失

は想定しない。したがって，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応へ

の対策においては設計基準対象の施設の冷却水設備を常設重大事

故等対処設備として使用する。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 
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廃ガス貯留設備（冷却水設備） 

・一般冷却水系（設計基準対象の施設と兼用） 

【補足説明資料 1.4－５】 

 

 

４） 監視 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大を防止する際には，対

策の成否を判断するためにプルトニウム濃縮缶供給槽液位等を監

視する手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

 

計装設備 

・プルトニウム濃縮缶供給槽液位計（設計基準対象の施設と兼

用） 

・供給槽ゲデオン流量計（設計基準対象の施設と兼用） 

・プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計（設計基準対象の施設と

兼用） 

・廃ガス洗浄塔入口圧力計（設計基準対象の施設と兼用） 

・廃ガス貯留設備の圧力計（精製建屋用）（臨界事故の拡大を防

止するための設備と兼用） 

・廃ガス貯留設備の流量計（精製建屋用）（臨界事故の拡大を防

止するための設備と兼用） 

・プルトニウム濃縮缶圧力計（設計基準対象の施設と兼用） 

・プルトニウム濃縮缶気相部温度計（設計基準対象の施設と兼

用） 

809



・プルトニウム濃縮缶液相部温度計（設計基準対象の施設と兼

用） 

放射線監視設備 

・主排気筒の排気モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼

用） 

試料分析関係設備 

・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用） 

【補足説明資料 1.4－５】 

 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

監視に使用する設備のうち，計装設備の廃ガス貯留設備の圧力計

（精製建屋用）及び計装設備の廃ガス貯留設備の流量計（精製建屋

用）を常設重大事故等対処設備として設置する。 

計装設備のプルトニウム濃縮缶供給槽液位計，計装設備の供給槽

ゲデオン流量計，計装設備のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計，

計装設備の廃ガス洗浄塔入口圧力計，計装設備のプルトニウム濃縮

缶圧力計，計装設備のプルトニウム濃縮缶気相部温度計，計装設備

のプルトニウム濃縮缶液相部温度計，放射線監視設備の主排気筒の

排気モニタリング設備及び試料分析関係設備の放出管理分析設備を

常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技

術的能力審査基準，事業指定基準規則第三十七条及び技術基準規則

第四十一条にて要求される設備が全て網羅されている。 

 

 

810



  ⅲ．手順等 

「4.ａ．(ｂ)ⅰ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策

の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備す

る。 

これらの手順は，重大事故時における実施組織要員による一連の

対応として「重大事故等発生時対応手順書」に定める（第４－１

表）。 

また，重大事故時に監視が必要となる計器についても整備する

（第４－３表）。 

 

 ｂ．重大事故時の手順 

 (ａ) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の対応手順 

  ⅰ．プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，重大事故

時供給停止回路を用いて，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停

止するための重大事故時供給液停止弁を自動で閉止することにより，

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止する。 

並行して，重大事故時供給停止回路の緊急停止系を中央制御室で

作動し，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大

事故時供給液停止弁を手動で閉止することにより，プルトニウム濃

縮缶への供給液の供給を停止する。 

また，プルトニウム濃縮缶供給槽液位計，プルトニウム濃縮缶圧

力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液

相部温度計の指示値を確認する。 
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これらの対応により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を

防止する。 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系を用いたプルトニウム濃縮

缶への供給液の供給停止操作は，自動で停止する移送機器と同一の

移送機器を停止することから悪影響を及ぼさない。 

【補足説明資料 1.4－４】 

 

(ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故時供給停止回路の３台の検出器のうち，２台以上の検出

器においてプルトニウム濃縮缶の異常を検知し，論理回路により，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定した場合。 

 

(ⅱ) 操作手順 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止の手順の概要は以下の

とおり。 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止の成否は，中央制御室

の監視制御盤において，プルトニウム濃縮缶供給槽液位計の指示値

が一定となっていることにより判断する。 

 

手順の対応フローを第４－２図，概要図を第４－３図，タイムチ

ャートを第４－４図に示す。 

対処における各対策の判断方法と判断基準を第４－４表に示す。 

 

① 実施責任者は，手順着手の判断に基づき，建屋対策班長に重

大事故時供給停止回路の緊急停止系の作動を指示する。また，
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建屋対策班の班員にプルトニウム濃縮缶供給槽液位計，プル

トニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及

びプルトニウム濃縮缶液相部温度計の指示値の確認を指示す

る。 

② 建屋対策班長は，中央制御室の緊急停止操作スイッチを押下

し，重大事故時供給停止回路の緊急停止系を作動して，プル

トニウム濃縮缶への供給液の供給を停止する。 

③ 建屋対策班長は，重大事故時供給停止回路の緊急停止系が作

動したことを緊急停止操作スイッチの状態表示ランプの点灯

により確認し，実施責任者に報告する。 

④ 建屋対策班の班員は，中央制御室の監視制御盤においてプル

トニウム濃縮缶供給槽液位計，プルトニウム濃縮缶圧力計，

プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液

相部温度計の指示値を確認し，実施責任者に確認結果を報告

する。 

⑤ 実施責任者は，プルトニウム濃縮缶供給槽液位計の指示値が

一定となっていることにより，プルトニウム濃縮缶への供給

液の供給が停止したと判断する。 

⑥ 上記の手順に加え，実施責任者は，第４－５表に示す補助パ

ラメータを中央制御室の監視制御盤等において確認すること

により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器の

状態等を確認する。 

 

 (ⅲ) 操作の成立性 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系の作動による手動停止は，
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実施責任者１人，建屋対策班長１人の合計２人で実施した場合，手

順着手の判断から１分以内に実施可能である。また，供給液の供給

停止後に実施する供給停止の成否判断は，実施責任者１人，建屋対

策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計４人で実施した場合，

プルトニウム濃縮缶供給槽液位計の確認により，20 分以内に実施可

能である。 

【補足説明資料 1.4－３】 

 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。 

【補足説明資料 1.4－６】 

 

  ⅱ．プルトニウム濃縮缶の加熱の停止 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，プルトニ

ウム濃縮缶を加熱するための蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統

の一次蒸気停止弁を精製建屋において手動で閉止することにより，
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プルトニウム濃縮缶の加熱を停止し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の再発を防止する。 

 

(ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故時供給停止回路の３台の検出器のうち，２台以上の検出

器においてプルトニウム濃縮缶の異常を検知し，論理回路により，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定した場合。 

 

(ⅱ) 操作手順 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停止手順の概要は以下のとおり。プ

ルトニウム濃縮缶の加熱の停止の成否は，中央制御室の安全系監視

制御盤において，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計の指示値がＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度未満となることによ

り判断する。 

手順の対応フローを第４－２図，概要図を第４－５図，タイムチ

ャートを第４－４図に示す。 

対処における各対策の判断方法と判断基準を第４－４表に示す。 

 

① 実施責任者は，手順着手の判断に基づき，建屋対策班の班員

に一次蒸気停止弁の閉止を指示する。また，プルトニウム濃

縮缶加熱蒸気温度計，プルトニウム濃縮缶液相部温度計，プ

ルトニウム濃縮缶圧力計及びプルトニウム濃縮缶気相部温度

計の確認を指示する。 

② 建屋対策班の班員は，精製建屋において一次蒸気停止弁を閉

止し，実施責任者に報告する。 
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③ 建屋対策班の班員は，中央制御室の安全系監視制御盤及び監

視制御盤においてプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計，プル

トニウム濃縮缶液相部温度計，プルトニウム濃縮缶圧力計及

びプルトニウム濃縮缶気相部温度計の指示値を確認し，実施

責任者に確認結果を報告する。 

④ 実施責任者は，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計の指示値

がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度未満に達

した場合に，プルトニウム濃縮缶の加熱が停止したと判断す

る。 

⑤ 上記の手順に加え，実施責任者は，第４－５表に示す補助パ

ラメータを中央制御室の監視制御盤等において確認すること

により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器の

状態等を確認する。 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

一次蒸気停止弁の閉止は，実施責任者１人，建屋対策班長１人及

び建屋対策班の班員２人の合計４人で実施した場合，手順着手の判

断から 25 分以内に実施可能である。 

また，プルトニウム濃縮缶の加熱停止後に実施する加熱停止の成

否判断は，実施責任者１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班

員２人の合計４人で実施した場合，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温

度計の確認により，25 分以内に実施可能である。 

【補足説明資料 1.4－３】 

 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環
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境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。 

【補足説明資料 1.4－６】 

 

  ⅲ．廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応に伴い気相中に移行した大気中への放射性

物質の放出量を低減するため，廃ガス貯留槽に放射性物質を含む気

体を導出する。 

廃ガス貯留槽への導出は，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動で開に

するとともに，廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動で起動すること

により開始する。また，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を自動で閉止するとともに，塔

槽類廃ガス処理設備の排風機を自動で停止する。 

 

放射性物質を含む気体の廃ガス貯留槽への導出完了後，塔槽類廃

ガス処理設備による換気を再開するため，中央制御室の監視制御盤

において，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を手動で開にするととも
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に，中央制御室の安全系監視制御盤において，塔槽類廃ガス処理設

備の排風機を手動で起動し，高い除染能力を有する平常運転時の放

出経路に復旧する。また，中央制御室の監視制御盤において，廃ガ

ス貯留設備の隔離弁を手動で閉止するとともに，廃ガス貯留設備の

空気圧縮機を手動で停止する。 

 

廃ガス貯留設備（精製建屋）は，放射性物質を含む気体を約２時

間にわたって導出できる設計としている。想定する廃ガス貯留設備

の流量及び圧力の変化の概念図を第４－６図（1）及び（2）に，制

御の概念図を第４－６図（3）に示す。 

 

(ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故時供給停止回路の３台の検出器のうち，２台以上の検出

器においてプルトニウム濃縮缶の異常を検知し，論理回路により，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定した場合。 

 

(ⅱ) 操作手順 

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留手順の概要は以下のとお

り。 

廃ガス貯留槽への導出開始の確認は，中央制御室の監視制御盤に

おいて，廃ガス貯留槽の圧力計指示値の上昇及び廃ガス貯留槽への

流量計指示値の上昇により確認する。 
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放射性物質を含む気体の導出の完了及び換気再開は，廃ガス貯留

槽の圧力が 0.4ＭＰａ[gage]に達した場合に，塔槽類廃ガス処理設

備による換気再開の実施を判断する。 

 

塔槽類廃ガス処理設備による換気再開の成否は，中央制御室の安

全系監視制御盤において，塔槽類廃ガス処理設備の排風機の運転表

示及び廃ガス洗浄塔入口圧力計の指示値が負圧を示したことにより

確認する。 

 

手順の対応フローを第４－２図，概要図を第４－７図，タイムチ

ャートを第４－８図に示す。 

対処における各対策の判断方法と判断基準を第４－４表に示す。 

 

① 実施責任者は，手順着手の判断に基づき，建屋対策班の班員

に放射性物質を含む気体の廃ガス貯留槽への導出が自動で開

始されたことを確認するよう指示する。 

② 建屋対策班の班員は，中央制御室の監視制御盤において廃ガ

ス貯留設備の隔離弁が開となり，廃ガス貯留設備の空気圧縮

機が起動していることを確認する。また，監視制御盤におい

て塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁が閉止したことを確認する

とともに，安全系監視制御盤において，塔槽類廃ガス処理設

備の排風機が停止したことを確認する。 

③ 建屋対策班の班員は，中央制御室の監視制御盤において廃ガ

ス貯留槽への導出が開始されたことを廃ガス貯留槽の圧力計

指示値の上昇及び廃ガス貯留槽への流量計指示値の上昇によ
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り確認し，実施責任者に確認結果を報告する。 

④ 建屋対策班の班員は，中央制御室の安全系監視制御盤におい

て廃ガス洗浄塔入口圧力計の指示値により，塔槽類廃ガス処

理設備の系統内の圧力が水封部の水頭圧に相当する圧力範囲

内に維持され，廃ガス貯留設備による圧力制御が機能してい

ることを確認する。 

⑤ 実施責任者は，廃ガス貯留槽の圧力が 0.4ＭＰａ[gage]に達し

た場合に，導出の完了と判断し，建屋対策班の班員に塔槽類

廃ガス処理設備により，換気を再開するよう指示する。 

⑥ 建屋対策班の班員は，中央制御室の監視制御盤において，塔

槽類廃ガス処理設備の隔離弁を開とし，中央制御室の安全系

監視制御盤において塔槽類廃ガス処理設備の排風機を起動す

る。また，中央制御室の監視制御盤において，廃ガス貯留設

備の隔離弁を閉止し，廃ガス貯留設備の空気圧縮機を停止す

る。 

⑦ 建屋対策班の班員は，中央制御室の安全系監視制御盤におい

て，塔槽類廃ガス処理設備による換気が再開したことを，塔

槽類廃ガス処理設備の排風機の運転表示及び廃ガス洗浄塔入

口圧力計の指示値が負圧を示したことにより確認し，実施責

任者に報告する。 

⑧ 放射線対応班長及び放射線対応班の班員は，主排気筒の排気

モニタリング設備により，主排気筒を介しての大気中への放

射性物質の放出状況を監視する。 

⑨ 上記の手順に加え，実施責任者は，第４－５表に示す補助パ

ラメータを中央制御室の監視制御盤等において確認すること
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により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器の

状態等を確認する。 

 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

放射性物質を含む気体の廃ガス貯留槽への導出完了後に実施する

塔槽類廃ガス処理設備による換気を再開するための操作は，実施責

任者１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員４人の合計６人

で実施した場合，廃ガス貯留槽への放射性物質を含む気体の導出完

了から塔槽類廃ガス処理設備の排風機起動完了まで３分以内に実施

可能である。また，廃ガス貯留設備の空気圧縮機を停止するための

操作は，実施責任者１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員

４人の合計６人で実施した場合，塔槽類廃ガス処理設備の排風機の

起動完了から５分以内に実施可能である。 

【補足説明資料 1.4－３】 

 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ

以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保
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する。 

【補足説明資料 1.4－６】 

 

 

  ⅳ．重大事故時の対応手段の選択 

重大事故時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選

択フローチャートを第４－９図に示す。 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，プルトニ

ウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプルトニウム濃縮缶の加熱の

停止の手順に従い，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止

する。 

また，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の手順に従い，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に伴い気相中に移行する放射

性物質を含む気体を廃ガス貯留槽へ導出することにより，大気中へ

の放射性物質の放出量を低減する。 

これらの重大事故時の対応手段は，並行して実施するため，対応

手段の選択を要しない。 

 

上記の手順の実施において，計装設備を用いて監視するパラメー

タを第４－３表に示す。また，この監視パラメータのうち，機器等

の状態を直接監視する重要監視パラメータの計測が困難となった場

合の代替方法を第４－６表に示す。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処においては，「8. 

電源の確保に関する手順等」，「9. 事故時の計装に関する手順等」

822



及び「11. 監視測定等に関する手順等」に記載する設計基準対象の

施設の電気設備，計装設備及び放射線監視設備をそれぞれ用いる。 

 

 

 (ｂ) その他の手順項目について考慮する手順 

電源の状態監視等に関する手順については，「8. 電源の確保に関する

手順等」にて整備する。 

プルトニウム濃縮缶供給槽の液位等の監視及び重要監視パラメータが

計測不能となった場合の代替方法に関する手順については，「9. 事故時

の計装に関する手順等」にて整備する。 

大気中への放射性物質の放出の状態監視等に係る監視測定に関する手

順については，「11. 監視測定等に関する手順等」にて整備する。 
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資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1.4－１ 技術的能力審査基準，基準規則と対処設備との対応表 令和2年4月28日 6 内容精査の結果，変更なし。

補足説明資料1.4－２ 欠番

補足説明資料1.4－３ 重大事故対策の成立性 令和2年4月28日 4 内容精査の結果，変更なし。

補足説明資料1.4－４
プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止における対策を並行して実施した場合の
悪影響の防止について

令和2年4月28日 3 内容精査の結果，変更なし。

補足説明資料1.4－５ 常設重大事故等対処設備と関連設備の整理 令和2年4月28日 2 内容精査の結果，変更なし。

補足説明資料1.4－６ 有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．４） 令和4年7月15日 1 申請書及び整理資料への反映事項の修正等。

技術的能力（１．４ 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等）

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考（令和元年8月提出済みの資料については、資料番号を記載）
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令和２年４月 28 日 R4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足説明資料 1.4－３ 
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重大事故対策の成立性 
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重大事故対策の成立性 

 

１．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための対応手順 

(１) プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止 

 ａ．所要時間 

 

作業内容 
想定作業 

時間 
実績等 備考 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系の作

動による手動停止 
１分 約１分 

訓練実績 

(中央制御室) 

供給液の供給停止後に実施する供給停止の成

否判断 
20 分 -  

 

 ｂ．操作の成立性 

   作業環境：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作業

環境で作業を行う。 

   移動経路：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作業

環境であることから，中央制御室内での移動に支障は

ない。 

   操作性 ：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作業

環境であることから，容易に操作が可能である。 

   連絡手段：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作業

環境であることから，口頭又は所内携帯電話により連

絡が可能である。 

 

(２) プルトニウム濃縮缶の加熱の停止 

 ａ．所要時間 

 

作業内容 
想定作業 

時間 
実績等 備考 

一次蒸気停止弁の閉止操作 ５分 - 
移動時間を含

むと 25 分 

プルトニウム濃縮缶の加熱停止後に実施する

加熱停止の成否判断 
25 分 -  

 

 ｂ．操作の成立性 

   作業環境：中央制御室及び建屋内照明は点灯した状態であり，通

常の作業環境で作業を行う。また，建屋内では通常の

補足説明資料 1.4－３ 
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管理服で作業を行う。 

   移動経路：中央制御室及び建屋内照明は点灯した状態であり，阻

害要因がないことから移動経路に支障はない。 

   操作性 ：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作業

環境であることから，容易に操作が可能である。また，

一次蒸気停止弁を閉止するための操作は，通常の弁操

作であり容易に操作が可能である。 

   連絡手段：中央制御室及び建屋内照明は点灯した状態であり，通

常の作業環境であることから，所内携帯電話により連

絡が可能である。 

 

 (３) 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

 ａ．所要時間 

 

作業内容 
想定作業 

時間 
実績等 備考 

廃ガス貯留設備の圧力監視 

事象発生

から継続

して実施 

-  

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）による換気を再開する

ための操作 

３分 約１分 
訓練実績 

(中央制御室) 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機を停止するため

の操作 
５分 約５分 

類似の訓練実

績を参考に約５

分と想定 

 

 ｂ．操作の成立性 

   作業環境：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作業

環境で作業を行う。 

   移動経路：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作業

環境であることから，中央制御室内での移動に支障は

ない。 

   操作性 ：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作業

環境であることから，容易に操作が可能である。 

   連絡手段：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作業

環境であることから，口頭又は所内携帯電話により連

絡が可能である。 

 

以上 
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令和４年７月 15 日  R１  
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．４） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.4 では，これらの要求事項に対し，技術的能力 1.0 に定

めた防護対策（検知手段，防護措置）を個別手順に反映することが求めら

れることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．４）（1／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
4
-
6
-
2
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項 

 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果 

 

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の大規模な損壊が発生

した場合（以下「大規模損壊」という。）

若しくは大規模損壊が発生するおそ

れがある場合における以下の重大事

故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するた

めに必要な手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備等運用面での

対策を行う。 

 

 

 

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故の発生防止対策及び重大事故の

拡大防止対策（以下「重大事故等対策」

という。）の設備強化等の対策に加え，

重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）若しくは重大事故（以

下「重大事故等」という。）が発生し

た場合，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる再処理施設の大規模な

損壊（以下「大規模損壊」という。）

が発生した場合若しくは大規模損壊

が発生するおそれがある場合におけ

る以下の重大事故等対処設備に係る

事項，復旧作業に係る事項，支援に係

る事項及び手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備を考慮し，当該

事故等に対処するために必要な手順

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．４）（2／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
4
-
6
-
3
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」

については，重大事故等対策のための

手順を整備し，重大事故等の対応を実

施する。「ハ．(２) (ⅱ) 大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応に

おける事項」については，「ハ．(２) 

(ⅰ) 重大事故等対策」の対応手順を

基に，大規模な損壊が発生した場合の

様々な状況においても，事象進展の抑

制及び緩和を行うための手順を整備

し，大規模な損壊が発生した場合の対

応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

 

書の整備，教育，訓練の実施及び体制

の整備等運用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，

常圧で運転していることから，重大事

故に至るおそれのある安全機能の喪

失から重大事故発生までの事象進展

が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下

等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがっ

て，重大事故に至るおそれのある安全

機能の喪失と判断した後に，現場の状

況を把握し，その状況に応じた対策の

準備とその後の対策を確実に実施す

ることが可能である。このため，要求

事項に加え，重大事故に至るおそれの

ある安全機能の喪失時の初動対応に

係る事項について手順の整備等の運

用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」について

は，重大事故等対策のための手順を整

備し，重大事故等の対応を実施する。

「5.2 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」につい

ては，「5.1 重大事故等対策」の対応

手順を基に，大規模損壊が発生した場

合の様々な状況においても，事象進展

の抑制及び緩和を行うための手順を

整備し，大規模損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を，「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」に基づ

く再処理施設保安規定等において規

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。 

 重大事故等 

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14（通信連絡に

関する手順）の手順を指し，詳

細な連絡手段の手順について

は，技術的能力 1.14 で整理し

ている。 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.0～1.14 の手

順を指し，詳細な防護措置の手

順については，各々で整理して

いる。 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

  第５表及び第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14 の手順にて反映

事項を確認するため，本箇所での反

映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

 第５表及び第５－１表に記載する

技術的能力1.0～1.14の手順にて反

映事項を確認するため，本箇所での

反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．４）（3／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
4
-
6
-
4
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定す

る内容に加え，「事業指定基準規則」に

基づいて整備する設備の運用手順等

についても考慮した「重大事故等対策

の手順の概要」，「重大事故等対策にお

ける操作の成立性」及び「事故対処す

るために必要な設備」を含めて手順等

を適切に整備する。重大事故等対策の

手順の概要を第５表，重大事故等対策

における操作の成立性を第６表, 事

故対処するために必要な設備を第７

表に示す。 

 

 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) 

６） 放射性物質の漏えい」に示すと

おり，液体状，固体状及び気体状の放

射性物質に関する閉じ込め機能の喪

失が発生した場合においても，放射性

物質の漏えいは発生が想定されない

ことから，放射性物質の漏えいに対処

するための手順等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定

する内容に加え，「再処理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業指定基準規則」という。）

に基づいて整備する設備の運用手順

等についても考慮した「重大事故等対

策の手順の概要」，「重大事故等対策

における操作の成立性」及び「事故対

処するために必要な設備」を含めて手

順等を適切に整備する。重大事故等対

策の手順の概要を第５－１表，重大事

故等対策における操作の成立性を第

５－２表，事故対処するために必要な

設備を第５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質

の漏えいに対処するための手順等」に

示すとおり，液体状，固体状及び気体

状の放射性物質に関する閉じ込め機

能の喪失が発生した場合においても，

放射性物質の漏えいは発生が想定さ

れないことから，放射性物質の漏えい

に対処するための手順等は不要であ

る。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．４）（5／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
4
-
6
-
6
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

重大事故時供給停止回路の緊急停

止系の作動による手動停止は，実施責

任者１人，建屋対策班長１人の合計２

人で実施した場合，手順着手の判断か

ら１分以内に実施可能である。 

また，供給液の供給停止後に実施す

る供給停止の成否判断は，実施責任者

１人，建屋対策班長１人及び建屋対策

班の班員２人の合計４人で実施した

場合，プルトニウム濃縮缶供給槽液位

計の確認により，20 分以内に実施可

能である。 

重大事故の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用

することとする。 

線量管理については個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故の対処時においては，中央制

御室等との連絡手段を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.4－３ 重大事故対

策の成立性】 

１．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の拡大の防止のための対応手順 

(１) プルトニウム濃縮缶への供給液

の供給停止 

ｂ．操作の成立性 

作業環境：中央制御室は照明が点灯し

た状態であり，通常の作業

環境で作業を行う。 

移動経路：中央制御室は照明が点灯し

た状態であり，通常の作業

環境であることから，中央

制御室内での移動に支障は

ない。 

操作性 ：中央制御室は照明が点灯し

た状態であり，通常の作業

環境であることから，容易

に操作が可能である。 

連絡手段：中央制御室は照明が点灯し

た状態であり，通常の作業

環境であることから，口頭

又は所内携帯電話により連

絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

央制御室で重大事故対処を実

施する実施組織要員を対象と

している。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡 

 明示していないが，中央制御室

等との連絡手段が確保される

ことにより，作業場所の状況や

中央制御室等からの作業指示，

連絡を受けることができる。 

 実施組織要員の移動及び作業時

に，作業場所の状況に応じた対応

を行うこと 

 明示していないが，有毒ガスの

発生については，作業場所での

目視及び臭気の確認により認

知することができる。 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において，

「中央制御室との連絡手段を確保

する。」ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの

検知手段（通信連絡設備）に対して，

技術的能力 1.14 に手順を定めてい

ることから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において，

「通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。」

ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順

であることから，反映事項はない。 

 

 

8
3
5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．４）（6／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
4
-
6
-
7
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

時対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場

合でも,重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

  有毒ガス防護対策により，非常時

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

 

 

 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通

事項として技術的能力1.0の補足説明

資料で説明する。また，既許可に反映

済みの事項を含め，本条文における有

毒ガス防護対策を確認した結果とし

て，「有毒ガス防護に係る申請書項目

の整理表」を補足説明資料 1.4-6とし

て追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．４）（7／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
4
-
6
-
8
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

添付書類八 添付１ ４．ｂ．（ａ） 

ⅱ．プルトニウム濃縮缶の加熱の停止 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

一次蒸気停止弁の閉止は，実施責任

者１人，建屋対策班長１人及び建屋対

策班の班員２人の合計４人で実施し

た場合，手順着手の判断から 25 分以

内に実施可能である。 

また，プルトニウム濃縮缶の加熱停

止後に実施する加熱停止の成否判断

は，実施責任者１人，建屋対策班長１

人及び建屋対策班の班員２人の合計

４人で実施した場合，プルトニウム濃

縮缶加熱蒸気温度計の確認により，25 

分以内に実施可能である。 

重大事故の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用

することとする。 

線量管理については個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故の対処時においては，中央

制御室等との連絡手段を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.4－３ 重大事故対

策の成立性】 

１．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の拡大の防止のための対応手順 

(２) プルトニウム濃縮缶の加熱の停

止 

ｂ．操作の成立性 

作業環境：中央制御室及び建屋内照明

は点灯した状態であり，通

常の作業環境で作業を行

う。また，建屋内では通常の

管理服で作業を行う。 

移動経路：中央制御室及び建屋内照明

は点灯した状態であり，阻

害要因がないことから移動

経路に支障はない。 

操作性 ：中央制御室は照明が点灯し

た状態であり，通常の作業

環境であることから，容易

に操作が可能である。また，

一次蒸気停止弁を閉止する

ための操作は，通常の弁操

作であり容易に操作が可能

である。 

連絡手段：中央制御室及び建屋内照明

は点灯した状態であり，通

常の作業環境であることか

ら，所内携帯電話により連

絡が可能である。 

 

 

 

 

 

■発生源 

内的事象による重大事故で，TBP等

の錯体の急激な分解反応の発生防止

機能に有毒ガスの発生を仮定する化

学物質の漏えいが含まれないため，有

毒ガスの発生源は想定しない。 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護対象者を記載してい

る。 

 実施組織要員 

 明示していないが，対策内容よ

り TBP 等の錯体の急激な分解

反応の拡大を防止するため，中

央制御室及び屋内で重大事故

等対処を実施する実施組織要

員を対象としている。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡 

 明示していないが，中央制御室

等との連絡手段が確保される

ことにより，作業場所の状況や

中央制御室等からの作業指示，

連絡を受けることができる。 

 実施組織要員の移動及び作業時

に，作業場所の状況に応じた対応

を行うこと 

 明示していないが，有毒ガスの

発生については，作業場所での

目視及び臭気の確認により認

知することができる。 

 

「添付書類八 添付１ ４．ｂ．（ａ） 

ⅰ．プルトニウム濃縮缶への供給液の

供給停止」にて記載した担保すべき事

項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ４．ｂ．（ａ） 

ⅰ．プルトニウム濃縮缶への供給液の

供給停止」にて記載した反映事項と同

じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．４）（8／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
4
-
6
-
9
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ４．ｂ．（ａ） 

ⅲ．廃ガス貯留設備による放射性物質

の貯留 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

放射性物質を含む気体の廃ガス貯

留槽への導出完了後に実施する塔槽

類廃ガス処理設備による換気を再開

するための操作は，実施責任者１人，

建屋対策班長１人及び建屋対策班の

班員４人の合計６人で実施した場合，

廃ガス貯留槽への放射性物質を含む

気体の導出完了から塔槽類廃ガス処

理設備の排風機起動完了まで３分以

内に実施可能である。また，廃ガス貯

留設備の空気圧縮機を停止するため

の操作は，実施責任者１人，建屋対策

班長１人及び建屋対策班の班員４人

の合計６人で実施した場合，塔槽類廃

ガス処理設備の排風機の起動完了か

ら５分以内に実施可能である。 

重大事故の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.4－３ 重大事故対

策の成立性】 

１．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の拡大の防止のための対応手順 

(３) 廃ガス貯留設備による放射性物

質の貯留 

ｂ．操作の成立性 

作業環境：中央制御室は照明が点灯し

た状態であり，通常の作業

環境で作業を行う。 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

■発生源 

内的事象による重大事故で，TBP等

の錯体の急激な分解反応の発生防止

機能に有毒ガスの発生を仮定する化

学物質の漏えいが含まれないため，有

毒ガスの発生源は想定しない。 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護対象者を記載してい

る。 

 実施組織要員 

 明示していないが，対策内容よ

り TBP 等の錯体の急激な分解

反応の拡大を防止するため，中

央制御室で重大事故等対処を

実施する実施組織要員を対象

としている。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ４．ｂ．（ａ） 

ⅰ．プルトニウム濃縮缶への供給液の

供給停止」にて記載した担保すべき事

項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ４．ｂ．（ａ） 

ⅰ．プルトニウム濃縮缶への供給液の

供給停止」にて記載した反映事項と同

じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．４）（9／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
1
.
4
-
6
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

することとする。 

線量管理については個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故の対処時においては，中央

制御室等との連絡手段を確保する。 

移動経路：中央制御室は照明が点灯し

た状態であり，通常の作業

環境であることから，中央

制御室内での移動に支障は

ない。 

操作性 ：中央制御室は照明が点灯し

た状態であり，通常の作業

環境であることから，容易

に操作が可能である。 

連絡手段：中央制御室は照明が点灯し

た状態であり，通常の作業

環境であることから，口頭

又は所内携帯電話により連

絡が可能である。 

 明示していないが，中央制御室

等との連絡手段が確保される

ことにより，作業場所の状況や

中央制御室等からの作業指示，

連絡を受けることができる。 

 実施組織要員の移動及び作業時

に，作業場所の状況に応じた対応

を行うこと 

 明示していないが，有毒ガスの

発生については，作業場所での

目視及び臭気の確認により認

知することができる。 

■防護措置

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

■有毒ガス防護対策の成立性

有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 
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１．５ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

（抜粋） 
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目 次 

5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

 ａ．対応手段と設備の選定 

 (ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

 (ｂ) 対応手段と設備の選定の結果 

  ⅰ．燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの小規模な漏えい発生時の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 燃料貯蔵プール等への注水 

  (ⅱ) 共通電源車を用いた冷却機能等の回復 

  (ⅲ) 燃料貯蔵プール等からの水の漏えい抑制 

  (ⅳ) 臨界防止 

  (ⅴ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

  ⅱ．燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の対応手段及び設 

備 

  (ⅰ) 燃料貯蔵プール等への水のスプレイ 

  (ⅱ) 臨界防止 

  (ⅲ) 資機材によるプール水の漏えい緩和 

  (ⅳ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

  ⅲ．電源，補給水及び監視 

  (ⅰ) 電源，補給水及び監視 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

  ⅳ．手順等 

 

 ｂ．重大事故等時の手順 

 (ａ) 燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵プ
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ール等からの小規模な水の漏えい発生時の対応手順 

  ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

  (ⅱ） 操作手順 

  (ⅲ) 操作の成立性 

  ⅱ．共通電源車を用いた冷却機能等の回復 

  ⅲ．重大事故等時の対応手段の選択 

 (ｂ) 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の対応手順 

  ⅰ．燃料貯蔵プール等への水のスプレイ 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

  (ⅱ) 操作手順 

  (ⅲ) 操作の成立性 

  ⅱ．資機材によるプール水の漏えい緩和 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

  (ⅱ) 操作手順 

  (ⅲ) 操作の成立性 

  ⅲ．重大事故等時の対応手段の選択 

 (c) 燃料貯蔵プール等の監視のための対応手順  

  ⅰ．燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの小規模な水の漏えい発生時の状況監視並びに監視

設備の保護 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

  (ⅱ) 操作手順 

  (ⅲ) 操作の成立性 

  ⅱ．燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の状況監視及び監
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視設備の保護 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

  (ⅱ) 操作手順 

  (ⅲ) 操作の成立性 

  (ｄ) その他の手順項目について考慮する手順 
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5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

【要求事項】 

１ 再処理事業者において、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪

失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使

用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用

済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順

等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されている

こと。 

２ 再処理事業者において、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその

他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合におい

て使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨

界を防止するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備さ

れる方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失

し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用

済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、再処理施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈（平成２５年１１月２７日原管研発第 

1311275 号原子力規制委員会決定）第２８条第１項第３号⑤ a)及び 

b)で定義する想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵

槽の水位の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料を冷却し、放射線

を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる

措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 
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ａ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において、代替注水設備

により、使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、

及び臨界を防止するために必要な手順等を整備すること。 

３ 第２項に規定する使用済燃料貯蔵槽内の「使用済燃料の著しい損傷の進

行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をい

う。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合において、スプレイ設備

により、燃料損傷を緩和し、臨界を防止するために必要な手順等を整備

すること。 

ｂ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するため

の手順等を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の手順等として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下に

よること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料

貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測

定できること。 

ｂ）使用済燃料貯蔵槽の計測設備が、交流又は直流電源が必要な場合に

は、代替電源設備からの給電を可能とすること。 

  

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失した場合，又は燃料貯蔵

プール等からの水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低

下した場合に，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽

し，及び臨界を防止するための対処設備を整備する。 

 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ
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ール等の水位が異常に低下した場合に，使用済燃料の著しい損傷の進行を緩

和し，臨界を防止し，及び使用済燃料損傷時に，できる限り大気中への放射

性物質の放出を低減するための対処設備を整備する。 

 燃料貯蔵プール等の監視として，重大事故等により変動する可能性のある

範囲にわたり測定するための対処設備を整備する。 

 ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 
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 ａ．対応手段と設備の選定 

 (ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

燃料貯蔵プール等の冷却機能を有する設計基準対象の施設として，プ

ール水冷却系及びその他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却

水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）（以下 5.では「安全

冷却水系」という。）を設置している。 

また，燃料貯蔵プール等の注水機能を有する設計基準対象の施設とし

て，補給水設備を設置している。 

これらの冷却機能及び注水機能が故障等により喪失した場合，若しく

は燃料貯蔵プール等に接続する配管の破損及び地震に伴うスロッシング

による燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいにより燃料貯蔵プー

ル等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合

は，やがて使用済燃料が露出し，損傷に至る。 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能が喪失することにより，燃

料貯蔵プール等の水の温度が上昇し，燃料貯蔵プール等の水位が低下し

た場合又は燃料貯蔵プール等に接続する配管の破損及び地震に伴うスロ

ッシングによる燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいにより水位

が低下した場合には，燃料貯蔵プール等へ注水して使用済燃料を冷却

し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する必要がある。 

また，燃料貯蔵プール等から大量の水が漏えいし，燃料貯蔵プール等

へ注水しても水位が維持できない場合には，燃料貯蔵プール等へ水をス

プレイすることにより，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の損傷の進行

を緩和し，臨界を防止し，及び使用済燃料の損傷時に，できる限り大気

中への放射性物質の放出を低減する必要がある。 
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これらの対処を行うために，フォールトツリー分析を実施した上で，

想定する故障に対応できる手段及び重大事故等対処設備を選定する（第

５－１図(１)及び第５－１図(２)）。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための手段とし

て自主対策設備を選定する。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでな

く，事業指定基準規則第三十八条及び技術基準規則第四十二条の要求事

項を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対策

設備との関係を明確にする。 

【補足説明資料 1.5－１】 

 

 (ｂ) 対応手段と設備の選定の結果 

フォールトツリー分析の結果，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の損

傷に至るおそれのある事象として，燃料貯蔵プール等のプール水冷却系

又は安全冷却水系の冷却機能及び補給水設備等の注水機能が喪失した場

合，燃料貯蔵プール等に接続するプール水冷却系の配管の破損及びスロ

ッシングによる燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいが発生する

とともに冷却機能及び注水機能が喪失した場合並びに燃料貯蔵プール等

からの大量の水の漏えいが発生した場合を想定する。 

これらの事象に対し，プール水冷却系，安全冷却水系，補給水設備等

を構成する設備のうち，冷却塔，ポンプなどの動的機器を起動させるた

めに必要な電気設備など多岐の設備故障に対応でき，かつ複数の設備故

障が発生した場合においても対処が可能となるように重大事故等対処設

備を選定する。 

「共通電源車を用いた冷却機能等の回復」などの個別機器の故障への
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対処を行うものについては，全てのプラント状況において使用すること

は困難であるが，個別機器の故障に対しては有効な手段であることか

ら，自主対策設備として選定する。なお，偶発的に発生する配管等の静

的機器の破損に対しては，設計基準対象の施設の設計で想定している修

理の対応を行うことが可能である。 

燃料貯蔵プール等内の使用済燃料については，使用済燃料集合体の平

均濃縮度に応じて適切な燃料間隔をとった燃料仮置きラック，燃料貯蔵

ラック，バスケット及びバスケット仮置き架台（実入り用）へ収納する

ことにより，臨界を防止する。 

安全機能を有する施設に要求される，機能の喪失原因から選定した対

応手段，技術的能力審査基準，事業指定基準規則第三十八条及び技術基

準規則第四十二条からの要求により選定した対応手段と，その対応に使

用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

また，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備す

る手順についての関係を第５－１表に整理する。 

 

  ⅰ．燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの小規模な漏えい発生時の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 燃料貯蔵プール等への注水 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能が喪失した場合，若しく

はそのおそれがある場合，又は燃料貯蔵プール等の水位が低下した場

合において，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，及び放射線

を遮蔽するための手段がある。 

本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・可搬型建屋内ホース 
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    ・可搬型中型移送ポンプ 

    ・可搬型建屋外ホース 

    ・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

    ・ホース展張車 

    ・運搬車 

    ・可搬型代替注水設備流量計 

 

  (ⅱ) 共通電源車を用いた冷却機能等の回復 

    全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象の施設

の機能維持が可能である場合，共通電源車等により，安全冷却水系，

プール水冷却系及び補給水設備の機能を回復することで，燃料貯蔵プ

ール等内の使用済燃料を冷却し，及び放射線を遮蔽する手段がある。 

    本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。また，本

対策で電源を回復した後に起動する負荷は，「8. 電源の確保に関す

る手順等」に示す。 

    ・共通電源車 

    ・可搬型電源ケーブル 

    ・燃料供給ポンプ 

    ・燃料供給ポンプ用電源ケーブル 

    ・可搬型燃料補給ホース 

    ・第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク 

    ・使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線 

    ・使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の 460Ｖ非常用母線 

    ・使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の第１非常用直流電源設備 

    ・使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の非常用計測制御用交流電源
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設備 

 

  (ⅲ) 燃料貯蔵プール等からの水の漏えい抑制 

    燃料貯蔵プール等に接続するプール水冷却系の配管の破損により燃

料貯蔵プール等の水の小規模な漏えいが発生した場合において，サイ

フォンブレーカの設置位置まで水位が低下した時点で，自動でサイフ

ォン効果の継続を防止することにより水の漏えいを停止する手段があ

る。 

本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・サイフォンブレーカ 

また，地震に伴うスロッシングにより燃料貯蔵プール等から漏えい

する水を抑制する手段がある。 

本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・止水板及び蓋（設計基準対象の施設と兼用） 

 

  (ⅳ) 臨界防止 

    燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能が喪失した場合，燃料貯

蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ

ール等の水位が低下した場合において，臨界を防止する手段がある。 

    本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・燃料仮置きラック（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・燃料貯蔵ラック（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・バスケット（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・バスケット仮置き架台（実入り用）（設計基準対象の施設と兼

用） 
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  (ⅴ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    燃料貯蔵プール等への注水に使用する設備のうち，代替注水設備の

可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホー

ス，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車

及び運搬車並びに計装設備の可搬型代替注水設備流量計を可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

    燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを抑制するための設備のうち，

漏えい抑制設備の止水板及び蓋を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

    燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを抑制するための設備のうち，

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを常設重大事故等対処設備とし

て設置する。 

    燃料貯蔵プール等において臨界を防止するための設備のうち，臨界

防止設備の燃料仮置きラック，燃料貯蔵ラック，バスケット及びバス

ケット仮置き架台（実入り用）を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

    これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技術

的能力審査基準，事業指定基準規則第三十八条及び技術基準規則第四

十二条に要求される設備が全て網羅されている。 

    以上の重大事故等対処設備により，燃料貯蔵プール等の冷却機能及

び注水機能が喪失した場合，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水

の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合

においても，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮

蔽し，及び臨界を防止することができる。 

【補足説明資料 1.5－１】 
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    共通電源車を用いた燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の回

復に使用する設備（ａ．(b)ⅰ．(ⅱ) 共通電源車を用いた冷却機能等の

回復）は，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるた

め，自主対策設備として位置付ける。具体的には，全交流動力電源喪

失において，電源復旧により設計基準対象の施設の機能維持が可能で

ある場合には対応手段として選択することができる。 

    本対応で電源を回復した後に起動する負荷は「8. 電源の確保に関

する手順等」に示す。 

【補足説明資料 1.5－２】 

 

  ⅱ．燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の対応手段及び設 

備 

  (ⅰ) 燃料貯蔵プール等への水のスプレイ 

    燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料

貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール

等へ水をスプレイすることにより，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料

の著しい損傷の進行を緩和し，使用済燃料損傷時に，できる限り大気

中への放射性物質の放出を低減するための手段がある。 

    本対応で使用する設備は,以下のとおり（第５－２表）。 

    ・大型移送ポンプ車 

    ・可搬型建屋外ホース 

    ・可搬型建屋内ホース 

    ・可搬型スプレイヘッダ 

    ・ホース展張車 
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    ・運搬車 

    ・可搬型スプレイ設備流量計 

 

  (ⅱ) 臨界防止 

    燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料

貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，臨界を防止する

手段がある。 

    本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・燃料仮置きラック（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・燃料貯蔵ラック（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・バスケット（設計基準対象の施設と兼用） 

    ・バスケット仮置き架台（実入り用）（設計基準対象の施設と兼

用） 

 

  (ⅲ) 資機材によるプール水の漏えい緩和 

    燃料貯蔵プール等から大量の水が漏えいしている場合において，止

水材により漏えい箇所を閉塞させることにより，燃料貯蔵プール等か

らのプール水の漏えいを緩和する手段がある。 

    本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・止水材（ステンレス鋼板，ロープ等） 

 

   (ⅳ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する設備のうち，注水設備

の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホース，スプレイ設備の可搬型建

屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダ，代替安全冷却水系のホース展張
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車及び運搬車並びに計装設備の可搬型スプレイ設備流量計を可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

    これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技術

的能力審査基準，事業指定基準規則第三十八条及び技術基準規則第四

十二条に要求される設備が全て網羅されている。 

    以上の重大事故等対処設備により，燃料貯蔵プール等からの大量の

水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下

した場合に，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著しい損傷の進行を

緩和し，及び使用済燃料の損傷時に大気中への放射性物質の放出を低

減することができる。 

【補足説明資料 1.5－１】 

 

    資機材によるプール水の漏えい緩和に使用する設備（ａ．(b)ⅱ.(ⅲ) 

資機材によるプール水の漏えい緩和）は，プラント状況によっては事

故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。具

体的には，燃料貯蔵プール等からプール水が漏えいしている場合で，

燃料貯蔵プール等近傍で作業が可能な場合には対応手段として選択す

ることができる。 

【補足説明資料 1.5－２】 

【補足説明資料 1.5－８】 

 

  ⅲ．電源，補給水及び監視 

  (ⅰ) 電源，補給水及び監視 

   １） 電源 

    「燃料貯蔵プール等への注水」で使用する可搬型中型移送ポンプ及
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び「燃料貯蔵プール等への水のスプレイ」で使用する大型移送ポンプ

車へ燃料を供給する手段がある。 

    燃料貯蔵プール等の状態を監視する場合，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機により燃料貯蔵プール等の監視に使用する

設備へ給電する手段がある。 

    また，共通電源車を用いた冷却機能等の回復により燃料貯蔵プール

等内の使用済燃料を冷却する場合，プール水冷却系，安全冷却水系及

び補給水設備のポンプ等に電源を供給する手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり（第５－２表）。 

   ａ） 燃料貯蔵プール等への注水に使用する電源設備 

    ・第１軽油貯槽 

・第２軽油貯槽 

    ・軽油用タンクローリ 

   ｂ） 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する電源設備 

    ・第１軽油貯槽 

・第２軽油貯槽 

    ・軽油用タンクローリ 

   ｃ） 燃料貯蔵プール等の状態監視に使用する電源設備 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ常用主母線 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ常用母線 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 460Ｖ非常用母線 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の第１非常用直流電源設備 
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・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の非常用計測制御用交流電

源設備 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制御用交流電源設備 

    ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 

    ・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル 

    ・第１軽油貯槽 

・第２軽油貯槽 

    ・軽油用タンクローリ 

   ｄ） 「共通電源車を用いた冷却機能等の回復」に使用する電源設備 

    「ａ．(b)ⅰ．(ⅱ) 共通電源車を用いた冷却機能等の回復」に記載の

とおり。 

   ２） 補給水 

     「燃料貯蔵プール等への注水」及び「燃料貯蔵プール等への水の

スプレイ」で使用する水を供給する手段がある。 

     本対応で使用する設備は，以下のとおり（第５－２表）。 

    ・第１貯水槽 

     なお，第２貯水槽を水源とした場合でも対処が可能である。 

【補足説明資料 1.5－４】 

 

   ３） 監視 

     重大事故等時において，燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料

貯蔵プール等の空間線量率の監視並びに燃料貯蔵プール等の状態を

監視し，監視設備を保護するための手段がある。 

     内的事象を要因とした重大事故等が発生した場合においては，常

設の計器にて監視を行う。また，常設の計器で計測できない場合は
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可搬型重大事故等対処設備を設置し監視を行う。 

     本対応で使用する設備は以下のとおり（第５－２表）。 

    ・燃料貯蔵プール等水位計 

    ・燃料貯蔵プール等温度計 

    ・燃料貯蔵プール等状態監視カメラ 

    ・ガンマ線エリアモニタ 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（可搬型燃料貯蔵プール

等状態監視カメラ用冷却ケースを含む） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ） 

    ・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）（可搬型燃料

貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケースを含む） 

    ・可搬型計測ユニット 

    ・可搬型監視ユニット 

    ・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

    ・可搬型空冷ユニットＡ 

    ・可搬型空冷ユニットＢ 

    ・可搬型空冷ユニットＣ 

    ・可搬型空冷ユニットＤ 

    ・可搬型空冷ユニットＥ 
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    ・運搬車 

    ・けん引車 

   (ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     燃料貯蔵プール等への注水及び燃料貯蔵プール等への水のスプレ

イ並びに燃料貯蔵プール等の監視に使用する電源設備のうち，補機

駆動用燃料補給設備の第１軽油貯槽及び第２軽油貯槽を常設重大事

故等対処設備として設置する。 

     燃料貯蔵プール等への注水及び燃料貯蔵プール等への水のスプレ

イの補給水の供給に使用する設備のうち，水供給設備の第１貯水槽

を常設重大事故等対処設備として設置する。 

     燃料貯蔵プール等の監視に使用する電源設備のうち，代替電源設

備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機及び代替所

内電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケ

ーブルを可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

     燃料貯蔵プール等への注水，燃料貯蔵プール等への水のスプレイ

及び燃料貯蔵プール等の監視に使用する電源設備のうち，補機駆動

用燃料補給設備の軽油用タンクローリを可搬型重大事故等対処設備

として配備する。 

     燃料貯蔵プール等の監視に使用する設備のうち，計装設備の可搬

型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃料貯蔵プール等

水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵

プール等温度計（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール等温度計

（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（可搬型

燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケースを含む），可搬型燃
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料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ），可搬型燃料貯蔵

プール等空間線量率計（線量率計）（可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計用冷却ケースを含む），可搬型計測ユニット，可搬型監視

ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型空冷ユニット

Ａ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユ

ニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ及びけん引車並びに代替安全冷却

水系の運搬車を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

     これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技

術的能力審査基準，事業指定基準規則第三十八条及び技術基準規則

第四十二条に要求される設備が全て網羅されている。 

     以上の重大事故等対処設備により，燃料貯蔵プール等を監視し，

燃料貯蔵プール等への注水又は水のスプレイを実施する際に使用す

る水を供給できる。 

【補足説明資料 1.5－１】 

 

     共通電源車を用いた燃料貯蔵プール等の冷却機能等の回復に使用

する電源については，プラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。具体的には，全交

流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象の施設の機

能維持が可能である場合には対応手段として選択することができ

る。 

 

  ⅳ．手順等 

    「燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯

蔵プール等からの小規模な漏えい発生時の対応手段及び設備」及び
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「燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の対応手段及び設

備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

    これらの手順は，重大事故等時における実施組織要員による一連の

対応として「燃料管理課 重大事故等発生時対応手順書」に定める

（第５－１表）。 

    また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても配備する

（第５－３表）。 

 

 ｂ．重大事故等時の手順 

 (ａ) 燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵プ

ール等からの小規模な水の漏えい発生時の対応手順 

  ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水 

    燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの水の小規模な漏えい発生時においても，第 1 貯水槽を

水源として代替注水設備により燃料貯蔵プール等へ注水することで，

燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽する手段が

ある。なお，第２貯水槽を水源とした場合でも，対処が可能である。 

    外的事象の「地震」による冷却等の機能喪失の場合は，現場環境確

認を行った後に対処を開始する。 

    外的事象の「火山の影響」により，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合は，事前の対応作業として，可搬型中型移送ポンプの

建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。 

    また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 
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    以下のいずれかによりプール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能

の喪失並びに補給水設備等の注水機能が喪失した場合，若しくはその

おそれがある場合又は燃料貯蔵プール等からの水の漏えいその他の要

因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合。 

   １） 全交流動力電源喪失が発生した場合。 

   ２） その他外的要因による静的機器の複数系列損傷及び動的機器の複

数同時機能喪失の場合（第５－４表）。 

 

  (ⅱ） 操作手順 

    代替注水設備による燃料貯蔵プール等への注水の概要は以下のとお

り。本手順の成否は，燃料貯蔵プール等の水位が回復し維持されてい

ることにより確認する。手順の対応フローを第５－２図，概要図を第

５－３図，タイムチャートを第５－４図，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内の配置を第５－５～６図に示す。降灰予報を確認した場合のタイ

ムチャートを第５－７図に示す。 

   ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋外対応班の班員

及び建屋対策班の班員に代替注水設備による燃料貯蔵プール等への

注水の実施を指示する。 

   ②建屋外対応班の班員は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に水を供給す

るために，可搬型中型移送ポンプ運搬車により可搬型中型移送ポン

プを第１貯水槽近傍へ運搬し敷設する。なお，降灰により可搬型中

型移送ポンプが機能喪失するおそれがある場合には，可搬型中型移

送ポンプを保管庫内に配置し，降灰による影響を受けない状態とす

る。 

   ③建屋外対応班の班員は，ホース展張車により可搬型建屋外ホースを
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敷設し，可搬型建屋外ホース及び可搬型中型移送ポンプを接続し，

第 1貯水槽から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へ水を供給するための

経路を構築する。 

   ④建屋対策班の班員は，運搬車により可搬型建屋内ホース及び可搬型

代替注水設備流量計を運搬し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に可

搬型建屋内ホースを敷設し，可搬型代替注水設備流量計を敷設す

る。なお，可搬型建屋内ホースを燃料貯蔵プール等近傍へ敷設する

際は，止水板の一部を取り外し敷設する。 

   ⑤建屋対策班の班員は，可搬型建屋内ホース，可搬型建屋外ホース及

び可搬型代替注水設備流量計を接続し，第 1貯水槽から燃料貯蔵プ

ール等に注水するための経路を構築する。 

   ⑥建屋対策班の班員は，代替注水設備による燃料貯蔵プール等への注

水の準備が完了したことを，実施責任者へ報告する。 

   ⑦実施責任者は，代替注水設備による燃料貯蔵プール等への注水準備

が完了したこと及び燃料貯蔵プール等の水位が，次項⑧に示す注水

時の目標水位に対して 0.05ｍ低下したことを確認し，建屋外対応

班の班員及び建屋対策班の班員に注水を指示する。 

   ⑧建屋外対応班の班員は，可搬型中型移送ポンプを起動し，第 1貯水

槽から燃料貯蔵プール等へ注水する。注水流量は可搬型代替注水設

備流量計により確認し，可搬型中型移送ポンプの間欠運転により注

水流量を調整する。注水時の目標となる水位は，燃料貯蔵プール等

の冷却機能及び注水機能の喪失時は，通常水位であり，燃料貯蔵プ

ール等からの水の小規模な漏えい発生時は，燃料貯蔵プール等のプ

ール水冷却系の吸込み側配管に設置されている越流せき上端であ

る，通常水位－0.40ｍである。燃料貯蔵プール等への注水時に必要
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な監視項目は，注水流量及び燃料貯蔵プール等の水位である。 

   ⑨建屋外対応班の班員は，目標水位への到達を確認し，可搬型中型移

送ポンプを停止する。 

   ⑩建屋対策班の班員は，代替注水設備による燃料貯蔵プール等への注

水により，燃料貯蔵プール等の水位が維持されていることを確認す

るとともに，実施責任者へ報告する。 

   ⑪実施責任者は，燃料貯蔵プール等の水位が目標水位程度であること

を確認することにより，燃料貯蔵プール等への注水により燃料貯蔵

プール等の水位が回復し維持され，燃料貯蔵プール等内の使用済燃

料が冷却され，放射線が遮蔽されていると判断する。注水により使

用済燃料が冷却され，放射線が遮蔽されていることを判断するため

に必要な監視項目は，燃料貯蔵プール等の水位である。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    燃料貯蔵プール等への注水操作は，対処に必要な要員及び時間が最

も厳しくなる地震による冷却等の機能喪失において，実施責任者，建

屋対策班長，現場管理者，要員管理班，情報管理班，通信班長，建屋

外対策班長及び放射線対応班（以下 5.では「実施責任者等」とい

う。）の要員 18人，建屋外対応班の班員 19人並びに建屋対策班の班

員 18人の合計 55人にて作業を実施した場合，対処の制限時間（燃料

貯蔵プール等におけるプール水の沸騰開始）35 時間に対し，事象発

生から燃料貯蔵プール等への注水開始まで 21時間 30分以内に実施可

能である。 

実施責任者等の要員 18人及び建屋外対応班の班員 19人は全ての建

屋の対応において共通の要員である。 
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また，降灰予報発令時の可搬型重大事故等対処設備の屋内敷設は，

外的事象の「地震」による燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能

の喪失時の屋外への運搬及び敷設作業と同様であり，重大事故等の対

処への影響を与えることなく作業が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.5－３】 

【補足説明資料 1.5－７】 

【補足説明資料 1.5－９】 

 

  ⅱ．共通電源車を用いた冷却機能等の回復 

    全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象の施設

の機能維持が可能である場合，共通電源車を配置し安全冷却水系及び

プール水冷却系並びに補給水設備への給電を実施することで燃料貯蔵

プール等の冷却機能及び注水機能を回復し，燃料貯蔵プール等内の使
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用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽する手段がある。 

この他，実施責任者は，第５－５表に示す補助パラメータを中央制

御室等の監視制御盤等において確認することにより，燃料貯蔵プール

等の冷却等の状態を確認する。 

本対応で用いる手順等については，「8. 電源の確保に関する手順

等」に示す。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線へ給電

するための電源隔離から共通電源車の起動及び運転状態の確認まで

は，実施責任者，建屋対策班長，要員管理班，情報管理班及び通信班

長の要員９人並びに建屋対策班の班員 22人にて 1時間 10分以内で実

施する。 

要員の確保，本対策の実施判断後，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線の復電を実施責任者，建屋対策班長，要

員管理班，情報管理班，通信班長及び放射線対応班の要員 16人並び

に建屋対策班の班員２人にて 10分以内で実施する。 

要員の確保，本対策の実施判断後，負荷起動までは，実施責任者，

建屋対策班長，要員管理班，情報管理班，通信班長及び放射線対応班

の要員 16人並びに建屋対策班の班員２人にて 40分以内で実施する。 

以上より，共通電源車を用いた冷却機能を回復するための手順に必

要となる合計の要員数は，実施責任者，建屋対策班長，要員管理班，

情報管理班，通信班長及び放射線対応班の要員 16人並びに建屋対策

班の班員 24人の合計 40人，想定時間は２時間以内で実施する。 

共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－７表に示す。 

【補足説明資料 1.5－３】 

【補足説明資料 1.5－８】 
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  ⅲ．重大事故等時の対応手段の選択 

    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選

択フローチャートを第５－８図に示す。 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの水の漏えいが発生した場合には，水位低警報又は温度

高警報の発報により事象の把握をするとともに，計装設備により，燃

料貯蔵プール等の状態監視を行う。 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの水の漏えい発生時には，代替注水設備による注水の対

応手順に従い，燃料貯蔵プール等へ注水を実施し，燃料貯蔵プール等

内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽する。 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失の要因が全交流動

力電源喪失であって，電源復旧により設計基準対象の施設の機能維持

が可能である場合には，共通電源車を用いた燃料貯蔵プール等の冷却

機能及び注水機能の回復の対応手順に従い，電源を復旧することによ

り，燃料貯蔵プール等の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽する。 

上記の手順の実施において，計装設備を用いて監視するパラメータ

は「第５－３表 計装設備を用いて監視するパラメータ」に示す。ま

た，全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等への対処

においては，「8. 電源の確保に関する手順等」及び「9.事故時の計

装に関する手順等」に記載する設計基準対象の施設の計装設備及び電

源設備をそれぞれ用いる。 

 

 (ｂ) 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の対応手順 
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  ⅰ．燃料貯蔵プール等への水のスプレイ 

    燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料

貯蔵プール等の水位が異常に低下し，代替注水設備により燃料貯蔵プ

ール等へ注水しても水位が維持できない場合において，第１貯水槽を

水源としてスプレイ設備により燃料貯蔵プール等へ水をスプレイする

ことで，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和

し，使用済燃料の損傷時に，できる限り大気中への放射性物質の放出

を低減する手段がある。なお，第２貯水槽を水源とした場合でも，対

処が可能である。 

    外的事象の「地震」による冷却等の機能喪失の場合は，現場環境確

認を行った後に対処を開始する。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

    代替注水設備により燃料貯蔵プール等への注水を行っても燃料貯蔵

プール等の水位低下が継続する場合，又は事象発生に伴い実施する現

場確認の結果，燃料貯蔵プール等の水位の低下量が 40ｍｍ／30分以

上である場合（第５－４表）。 

 

  (ⅱ) 操作手順 

    スプレイ設備による燃料貯蔵プール等への水のスプレイの概要は以

下のとおり。本手順の成否は，可搬型スプレイヘッダから，燃料貯蔵

プール等へ水がスプレイされていることにより確認する。手順の対応

フローを第５－２図，概要図を第５－９図，タイムチャートを第５－

10図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の配置を第５－11～12 図に示

す。 
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   ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋外対応班の班員

及び建屋対策班の班員にスプレイ設備による燃料貯蔵プール等への

水のスプレイの実施を指示する。 

   ②建屋外対応班の班員は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の燃料貯蔵

プール等に水をスプレイするために，大型移送ポンプ車を第１貯水

槽近傍へ敷設する。 

   ③建屋外対応班の班員は，ホース展張車により可搬型建屋外ホースを

敷設し，可搬型建屋外ホース及び大型移送ポンプ車を接続し，第 1

貯水槽から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へ水を供給するための経路

を構築する。 

   ④建屋対策班の班員は，運搬車により可搬型建屋内ホース，可搬型ス

プレイヘッダ及び可搬型スプレイ設備流量計を使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内へ運搬する。 

   ⑤建屋対策班の班員は，燃料貯蔵プール等の近傍に可搬型スプレイヘ

ッダを敷設し固定する。 

   ⑥建屋対策班の班員は，可搬型建屋内ホースを敷設し，可搬型スプレ

イ設備流量計を敷設する。 

   ⑦建屋対策班の班員は，可搬型建屋内ホース，可搬型建屋外ホース，

可搬型スプレイヘッダ及び可搬型スプレイ設備流量計を接続し，第

1貯水槽から燃料貯蔵プール等に水をスプレイするための経路を構

築する。 

   ⑧建屋対策班の班員は，スプレイ設備による燃料貯蔵プール等への水

のスプレイの準備が完了したことを，実施責任者に報告する。 

   ⑨実施責任者は，スプレイ設備による燃料貯蔵プール等への水のスプ

レイの準備が完了したことを確認し，建屋外対応班の班員及び建屋
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対策班の班員に燃料貯蔵プール等への水のスプレイを指示する。 

   ⑩建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を起動し，第 1貯水槽か

ら燃料貯蔵プール等へ水をスプレイする。スプレイ流量は可搬型ス

プレイ設備流量計により確認する。燃料貯蔵プール等への水のスプ

レイ時に必要な監視項目は，スプレイ流量である。 

   ⑪建屋対策班の班員は，スプレイ設備による燃料貯蔵プール等への水

のスプレイにより，燃料貯蔵プール等に水がスプレイされているこ

とを確認するとともに，実施責任者へ報告する。 

   ⑫実施責任者は，燃料貯蔵プール等に水がスプレイされていることを

確認することにより，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著しい損

傷の進行を緩和し，使用済燃料の損傷時に，大気中への放射性物質

の放出を低減できていると判断する。燃料貯蔵プール等内の使用済

燃料の著しい損傷の進行を緩和し，使用済燃料の損傷時に，大気中

への放射性物質の放出を低減できていることを判断するために必要

な監視項目はスプレイ流量である。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    燃料貯蔵プール等の水のスプレイ操作は，実施責任者等の要員 18

人，建屋外対応班の班員 15 人及び建屋対策班の班員 16人の合計 49

人にて作業を実施した場合，本対策の実施判断後からスプレイ設備を

使用した燃料貯蔵プール等への水のスプレイ開始まで 14時間以内に

実施可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。 
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線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.5－３】 

【補足説明資料 1.5－５】 

【補足説明資料 1.5－６】 

【補足説明資料 1.5－９】 

 

  ⅱ．資機材によるプール水の漏えい緩和 

    燃料貯蔵プール等から水が漏えいしている場合，止水材により漏え

い箇所を閉塞することにより，燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを

緩和する手段がある。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

    燃料貯蔵プール等からの水の漏えいが継続している場合で，燃料貯

蔵プール等近傍での作業が可能な場合（第５－４表）。 

本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対応を実施するための要員を確保可能な場合に着手することとし，

重大事故等対処設備を用いた対応と並行して実施する。 
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  (ⅱ) 操作手順 

止水材（ステンレス鋼板，ロープ等）による漏えい緩和の概要は以

下のとおり。本手順の成否は，燃料貯蔵プール等からの水の漏えいが

停止又は緩和したことにより確認する。手順の対応フローを第５－13

図，タイムチャートを第５－14図に示す。 

   ①実施責任者は，着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班員に止水

材による漏えい緩和の実施を指示する。 

   ②建屋対策班の班員は，燃料貯蔵プール・ピット等漏えい検知装置又

は目視により，漏えい箇所を確認する。 

   ③建屋対策班の班員は，運搬車により止水材（ステンレス鋼板，ロー

プ等）を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬する。 

   ④建屋対策班の班員は，止水材（ステンレス鋼板，ロープ等）を漏え

い箇所近傍へ運搬する。 

   ⑤建屋対策班の班員は，燃料貯蔵プール上部から，ステンレス鋼板を

ロープ等により吊り降ろし，漏えい箇所を塞ぐ。 

   ⑥建屋対策班の班員は，燃料貯蔵プール・ピット等漏えい検知装置又

は計装設備により，燃料貯蔵プール等からの水の漏えいが停止又は

緩和されていることを確認するとともに，実施責任者へ報告する。 

   ⑦実施責任者は，燃料貯蔵プール・ピット等漏えい検知装置又は計装

設備により，燃料貯蔵プール等からの水の漏えいが停止又は緩和し

たことを確認し，漏えい緩和対策が成功したと判断する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    資機材による漏えい緩和操作は，実施責任者，建屋対策班長，現場
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管理者，要員管理班，情報管理班，通信班長及び放射線対応班の要員

17人並びに建屋対策班の班員２人の合計 19人にて作業を実施した場

合，本対策の実施判断後から燃料貯蔵プール等からの水の漏えい緩和

措置完了まで２時間以内で実施可能である。 

本対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対策を実施するための要員を確保可能な場合に着手を行うこととし

ているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼすこと

はない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.5－３】 

【補足説明資料 1.5－９】 

 

  ⅲ．重大事故等時の対応手段の選択 

    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選
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択フローチャートを第５－８図に示す。 

    代替注水設備による注水能力以上の水位低下が確認された場合に

は，水位低警報又は温度高警報の発報により事象の把握をするととも

に，計装設備により，燃料貯蔵プール等の状態監視を行う。 

    代替注水設備による注水能力以上の水位低下が確認された場合に

は，スプレイ設備による水のスプレイの対応手順に従い，燃料貯蔵プ

ール等へ水のスプレイを実施し，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の

著しい損傷の進行を緩和し，使用済燃料の損傷時に，できる限り大気

中への放射性物質の放出を低減する。 

    また，漏えい量が緩和できればその後の対応に安全余裕が生じるこ

とから，燃料貯蔵プール等近傍での作業が可能な場合には，資機材に

よるプール水の漏えい緩和の対応手順に従い，止水材等による漏えい

箇所の閉塞を実施し，燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを緩和す

る。 

 

 (c) 燃料貯蔵プール等の監視のための対応手順  

  ⅰ．燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの小規模な水の漏えい発生時の状況監視並びに監視設

備の保護 

    計測機器（非常用のものを含む）の直流電源の喪失その他機器の故

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要な情

報を把握することが困難となった場合に，燃料貯蔵プール等の監視に

使用する設備により，燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プ

ール等上部の空間線量率について，変動する可能性のある範囲にわた

り測定し，並びに燃料貯蔵プール等の状態を監視する手段がある。 
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    また，燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の温度が上昇した場合においても，燃料貯蔵プール等の水位，

水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率の測定並びに燃料貯蔵プ

ール等の状態監視を継続できるよう，監視に使用する設備を保護する

設備により，監視カメラ等へ冷却空気を供給し保護する。 

外的事象の「地震」による冷却等の機能喪失の場合は，現場環境確

認を行った後に対処を開始する。 

    外的事象の「火山の影響」により，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合は，事前の対応作業として，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機の建

屋内への移動，可搬型空冷ユニットへのフィルタの設置及び除灰作業

の準備を実施する。 

    また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

燃料貯蔵プール等の水位，水温及び空間線量が設計基準対象の施設

により計測できなくなった場合であって，燃料貯蔵プール等の水位の

低下が，可搬型中型移送ポンプの注水により回復できる場合（第５－

４表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

重大事故時における燃料貯蔵プール等の監視及び監視設備の保護の

概要は以下のとおり。本手順の成否は，監視設備により燃料貯蔵プー

ル等の監視が継続できていることにより確認する。手順の対応フロー

を第５－２図，概要図を第５－15図，タイムチャートを第５－４

図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の配置を第５－17～22図に示

す。降灰予報を確認した場合のタイムチャートを第５－７図に示す。 

875



   ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班員に

監視設備の敷設及び監視の実施を指示するとともに，監視設備の保

護に使用する設備の敷設の実施を指示する。 

   ②建屋対策班の班員は，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料貯

蔵プール等温度計（サーミスタ）及び可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計（サーベイメータ）にて燃料貯蔵プール等の状態を監視す

る。 

   ③建屋対策班の班員は，運搬車により監視カメラ等，可搬型燃料貯蔵

プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温

抵抗体）及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケ

ーブルを外部保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運

搬する。 

   ④建屋対策班の班員は，けん引車により，可搬型監視ユニット，可搬

型計測ユニット，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機，可搬型空冷ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機を外

部保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬し，敷設

する。なお，降灰により使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及び可搬型空冷ユニッ

トが機能喪失するおそれがある場合には，建屋対策班の班員は，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機及び可搬型計測ユ

ニット用空気圧縮機を建屋内に配置し，可搬型空冷ユニットへフィ

ルタを設置し，降灰による影響を受けない状態とする。 
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   ⑤建屋対策班の班員は，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），

可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）及び監視カメラ等を

建屋内に敷設する。 

    なお，燃料貯蔵プール等近傍に敷設する可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（電波式）及び可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）

は，止水板の一部を取り外し後，敷設する。 

   ⑥建屋対策班の班員は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機を起動し，燃料貯蔵プール等を継続監視するとともに，実施

責任者へ報告する。 

   ⑦実施責任者は，敷設した監視設備により燃料貯蔵プール等の監視が

継続できていると判断する。なお，燃料貯蔵プール等の水温上昇に

伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の温度が上昇した場合は，燃料

貯蔵プール等の水位の監視を可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エア

パージ式）による監視に切り替える。 

   ⑧建屋対策班の班員は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型計

測ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型燃料貯蔵プール等状態監

視カメラ用冷却ケース及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用

冷却ケースを接続し，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及び可搬型

空冷ユニットを起動し，監視カメラ等の冷却保護を開始する。 

   ⑨建屋対策班の班員は，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷

却ケース及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケースへ

冷却空気が供給されていることを確認し，重大事故等時における燃

料貯蔵プール等の継続監視を実施するとともに，実施責任者へ報告

する。 
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   ⑩実施責任者は，可搬型空冷ユニットの稼働により，監視カメラ等が

冷却保護され，燃料貯蔵プール等の監視が継続できていると判断す

る。 

   ⑪上記の手順に加え，実施責任者は，第５－５表に示す補助パラメー

タを現場にて確認することにより，可搬型空冷ユニットの状態等を

確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの小規模な水の漏えい発生時の状況監視並びに監視設備

の保護操作は，実施責任者等の要員 18 人，建屋外対応班の班員２人

及び建屋対策班の班員 28人の合計 48人にて作業を実施した場合，事

象発生から監視設備及び監視に使用する設備を保護する設備の敷設完

了まで 30時間 40分以内で可能である。 

実施責任者等の要員 18人及び建屋外対応班の班員２人は全ての建

屋の対応において共通の要員である。また，本対策の実施責任者等及

び建屋対策班の班員は，地震を要因として重大事故等に至った場合に

行う「現場環境確認」の要員を含めた要員である。 

外的事象の「地震」による燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失時

における現場環境確認は，２人にて作業を実施した場合，１時間 30

分以内で実施可能である。 

また，降灰予報発令時の可搬型重大事故等対処設備の屋内敷設は，

外的事象の「地震」による燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能

の喪失時の屋外への運搬及び敷設作業と同様であり，重大事故等の対

処への影響を与えることなく作業が可能である。 
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重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳ

ｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.5－３】 

【補足説明資料 1.5－９】 

 

  ⅱ．燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の状況監視及び監

視設備の保護 

    計測機器（非常用のものを含む）の直流電源の喪失その他機器の故

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要な情

報を把握することが困難となった場合に，燃料貯蔵プール等の監視に

使用する設備により，燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プ

ール等上部の空間線量率について，変動する可能性のある範囲にわた

り測定し，並びに燃料貯蔵プール等の状態を監視する手段がある。 

    また，燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の温度が上昇した場合においても，燃料貯蔵プール等の水位，
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水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率の測定並びに燃料貯蔵プ

ール等の状態監視を継続できるよう，監視に使用する設備を保護する

設備により，監視カメラ等へ冷却空気を供給し保護する。 

外的事象の「地震」による冷却等の機能喪失の場合は，現場環境

確認を行った後に対処を開始する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

燃料貯蔵プール等の水位，水温及び空間線量が設計基準対象の施設

により計測ができなくなった場合であって，燃料貯蔵プール等の水位

の低下が，可搬型中型移送ポンプの注水により回復できない場合（第

５－４表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

重大事故時における燃料貯蔵プール等の監視及び監視設備の保護の

概要は以下のとおり。本手順の成否は，監視設備により燃料貯蔵プー

ル等の監視が継続できていることにより確認する。手順の対応フロー

を第５－２図，概要図を第５－15図，タイムチャートを第５－16

図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の配置を第５－17～22図に示

す。 

   ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班員に

監視設備の敷設及び監視の実施を指示するとともに，監視設備の保

護に使用する設備の敷設の実施を指示する。 

   ②建屋対策班の班員は，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料貯

蔵プール等温度計（サーミスタ）及び可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計（サーベイメータ）にて燃料貯蔵プール等の状態を監視す

る。 
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   ③建屋対策班の班員は，運搬車により監視カメラ等，可搬型燃料貯蔵

プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計

（測温抵抗体）及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型

電源ケーブルを外部保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近

傍へ運搬する。 

   ④建屋対策班の班員は，けん引車により，可搬型監視ユニット，可搬

型計測ユニット，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機，可搬型空冷ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機を外

部保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運搬し，敷設

する。 

   ⑤建屋対策班の班員は，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ

式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）及び監視カメ

ラ等を建屋内に敷設する。 

なお，燃料貯蔵プール等近傍に敷設する可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（エアパージ式）及び可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵

抗体）は，止水板の一部を取り外し後，敷設する。 

   ⑥建屋対策班の班員は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機を起動し，燃料貯蔵プ

ール等を継続監視するとともに，実施責任者へ報告する。 

   ⑦実施責任者は，敷設した監視設備により燃料貯蔵プール等の監視が

継続できていると判断する。 

   ⑧建屋対策班の班員は，敷設済みの可搬型計測ユニット用空気圧縮機

と，可搬型計測ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型燃料貯蔵プ

ール等状態監視カメラ用冷却ケース及び可搬型燃料貯蔵プール等空
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間線量率計用冷却ケースを接続し，可搬型空冷ユニットを起動し，

監視カメラ等の冷却保護を開始する。 

   ⑨建屋対策班の班員は，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷

却ケース及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケースへ

冷却空気が供給されていることを確認し，重大事故等時における燃

料貯蔵プール等の継続監視を実施するとともに，実施責任者へ報告

する。 

   ⑩実施責任者は，可搬型空冷ユニットの稼働により，監視カメラ等が

冷却保護され，燃料貯蔵プール等の監視が継続できていると判断す

る。 

   ⑪上記の手順に加え，実施責任者は，第５－５表に示す補助パラメー

タを現場にて確認することにより，可搬型空冷ユニットの状態等を

確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の状況監視及び監

視設備の保護操作は，実施責任者等の要員 18人，建屋外対応班の班

員２人及び建屋対策班の班員 28人の合計 48人にて作業を実施した場

合，本対策の実施判断後から監視設備及び監視に使用する設備を保護

する設備の敷設完了まで 13 時間 40 分以内で可能である。 

本対策の実施責任者等及び建屋対策班の班員は，地震を要因として

重大事故等に至った場合に行う「現場環境確認」の要員を含めた要員

である。 
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外的事象の「地震」による燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失時

における現場環境確認は，２人にて作業を実施した場合，１時間 30

分以内で実施可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳ

ｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.5－３】 

【補足説明資料 1.5－９】 

 

  (ｄ) その他の手順項目について考慮する手順 

    燃料貯蔵プール等への注水等の対処を継続するために，第２貯水槽

及び敷地外水源から第１貯水槽に水を補給する手順については，「7. 

重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

可搬型計測ユニットに使用する使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機の接続，可搬型発電機等への燃料給油の手順について

は，「8. 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1.5-1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 令和2年4月28日 5 内容精査の結果，変更なし。

補足説明資料1.5-2 自主対策設備仕様 令和2年4月13日 4 内容精査の結果，変更なし。

補足説明資料1.5-3 重大事故対策の成立性 令和4年7月15日 4 有毒ガスの発生を考慮していることが明確となるよう追記。

補足説明資料1.5-4
冷却機能等の喪失による燃料損傷への対処で必要となる屋外の水供給の全体系統
図

令和2年4月28日 3 内容精査の結果，変更なし。

補足説明資料1.5-5 スプレイ設備配備の妥当性について 令和2年4月28日 4 内容精査の結果，変更なし。

補足説明資料1.5-6
燃料貯蔵プール等における水の大量漏えいによる使用済燃料露出時の損傷有無の
概略評価について

令和2年4月28日 5 内容精査の結果，変更なし。

補足説明資料1.5-7 ゲートの設置状態を想定した場合の対処への影響について 令和2年4月13日 2 内容精査の結果，変更なし。

補足説明資料1.5-8
重大事故等対処設備を用いた対応と自主対策を並行して実施した場合の悪影響の防
止について

令和2年4月13日 1 内容精査の結果，変更なし。

補足説明資料1.5-9 有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５） 令和4年7月15日 1 申請書及び整理資料への反映事項の修正等。

技術的能力（１．５ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等）

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考（令和元年8月提出済みの資料については、資料番号を記載）

8
8
4



 
 
 
 
 
 
 

補足説明資料１．５－３ 
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重大事故対策の成立性  

 

１．燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵

プール等からの小規模な漏えい発生時の対応手段 

 ａ．燃料貯蔵プール等への注水 

 (ａ)所要時間 

作業内容 想定作業

時間 

実績等※ 備考 

可搬型建屋外ホースの運搬・敷

設・状態確認 

300 分 約 300 分 150A ホースについて 10 分／200m での運搬・敷設と想定 

 

可搬型中型移送ポンプの設置・

試運転等 

100 分 約 100 分 ポンプの移動・設置を約 40 分と想定。試運転を約 30 分，流

量調整を約 30 分と想定。 

設備運搬（建屋内ホース等） 100 分 約 100 分 運搬物量と移動距離を考慮し合計 100 分を想定 

設備運搬（監視設備等） 180 分 約 180 分 運搬物量と移動距離を考慮し合計 180 分を想定 

ホース敷設，建屋内外ホース接

続 

30 分 約 13 分 訓練実績 13 分 

可搬型代替注水設備流量計設置 10 分 約 10 分 ホースとの接続を約 10 分と想定 

注水開始，流量確認 10 分 約 10 分 注水開始から流量確認までの一連の作業を約 10 分と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の装着の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

   作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを

携行している。また，操作は初動対応にて確認した作

業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，汚染防護

衣（放射性物質），個人線量計等）を着用又は携行し

て作業を行う。 

   移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを携行してお

り近接可能である。また，作業前に実施する初動対応

において，アクセスルートにおける火災，溢水，薬品

漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，その状況に応じて，適切なア

クセスルートの選定，対処の阻害要因の除去を行う

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：可搬型建屋内ホース等の接続は，コネクタ接続であり

容易に操作可能である。 

添付資料 1.5-３ 
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   連絡手段：操作を行う建屋から所内携帯電話又は可搬型衛星電

話（屋外用）のうち使用可能な設備により，建屋外と

の連絡が可能である。 

 

 ｂ．共通電源車を用いた冷却機能等の回復 

 (ａ)所要時間 

作業内容 想定作業

時間 

実績等※ 備考 

各機器の隔離措置及び電源隔離 40 分 約 39 分 訓練実績 39 分 

共通電源車の起動走行前確認，

移動 

20 分 約 19 分 訓練実績 19 分 

可搬型電源ケーブルの敷設・接

続 

40 分 約 40 分 訓練実績を参考に 40 分と想定 

可搬型燃料供給ホース敷設・接

続 

40 分 約 40 分 訓練実績を参考に 40 分と想定 

共通電源車の起動 10 分 約 5 分 訓練実績 5 分 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の非常用母線 復電 

10 分 約 6 分 訓練実績 6 分 

負荷起動 40 分 約 22 分 訓練実績 22 分 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の装着の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

   作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを

携行している。 

   移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを携行してお

り近接可能である。また，作業前に実施する初動対応

において，アクセスルートにおける火災，溢水，薬品

漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，その状況に応じて，適切なア

クセスルー トの選定，対処の阻害要因の除去を行う

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：可搬型電源ケーブルの接続は，コネクタ接続であり容

易に操作可能である。 

   連絡手段：操作を行う建屋外から所内携帯電話により，建屋内と

の連絡が可能である。 
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２．燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の対応手段 

 ａ．燃料貯蔵プール等への水のスプレイ 

 (ａ)所要時間 

作業内容 想定作業

時間 

実績等※ 備考 

運搬車，運搬車で運搬する可搬

型建屋外ホース，大型移送ポン

プ車及びホースコンテナの状態

確認 

80 分 約 80 分 80 分/1 班で算出 

運搬車で運搬する可搬型建屋外

ホースの運搬及び敷設 

390 分 約 390 分 運搬車による運搬敷設と人手による運搬敷設の合計 

大型移送ポンプ車の移動及び設

置 

30 分 約 30 分 30 分/1 班で算出 

大型移送ポンプ車の運転準備 60 分 約 60 分 60 分/1 班で算出、1 班で対応し合計 60 分を想定 

可搬型建屋外ホースの運搬準備

及び運搬 

240 分 約 240 分 ホース展張車 70 分／500m で算出 

可搬型建屋外ホースの敷設 210 分 約 210 分 ホース展張車 70 分／500m で算出 

可搬型建屋外ホースの敷設（ホ

ース展張者進入不可部分を人手

による運搬敷設 

60 分 約 60 分 60 分／1 班で算出 

大型移送ポンプ車の起動及びホ

ースの状態確認 

30 分 約 30 分 30 分/1 班で算出 

大型移送ポンプ車による水の供

給及び状態監視 

－ － 2 名で継続監視 

可搬型建屋内ホース運搬 240 分 約 240 分 240 分/1 班で算出 

・可搬型建屋内ホース敷設 

・可搬型スプレイヘッダ設置 

・ホース接続 

170 分 約 130 分 ホース及びスプレイヘッダ設置訓練実績（ﾌﾟｰﾙ 3 箇所）：70

分 

ﾋﾟｯﾄ 3 箇所分については 20 分/箇所とし 60 分と想定 

 

・可搬型スプレイ設備流量計設

置 

30 分 約 24 分 ホースの接続実績から 1 か所約 2 分と想定（12 か所） 

可搬型スプレイヘッダ設置架台

の設置 

240 分 約 240 分 可搬型スプレイヘッダ設置架台の設置については 1か所約 20

分と想定 

可搬型建屋外ホースとの接続 30 分 約 6 分 訓練実績：6 分 

スプレイ状態確認（スプレイ流

量確認） 

10 分 約 10 分 スプレイ開始から状態確認までを 10 分と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の装着の着装時間を含まない。 
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 (ｂ)操作の成立性 

   作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを

携行している。また，操作は初動対応にて確認した作

業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，汚染防護

衣（放射性物質），個人線量計等）を着用又は携行し

て作業を行う。 

   移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを携行してお

り近接可能である。また，作業前に実施する初動対応

において，アクセスルートにおける火災，溢水，薬品

漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，その状況に応じて，適切なア

クセスルートの選定，対処の阻害要因の除去を行う

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：可搬型建屋内ホース，可搬型スプレイヘッダ等の接続

は，コネクタ接続であり容易に操作可能である。 

   連絡手段：操作を行う建屋外から可搬型衛星電話（屋外用）によ

り，他建屋外との連絡が可能である。 

 

 ｂ．資機材によるプール水の漏えい緩和 

 (ａ)所要時間 

作業内容 想定作業

時間 

実績等※ 備考 

資機材の運搬、設置準備 20 分 約 10 分 20 分/1 班で算出、1 班で対応し合計 20 分を想定 

止水材（ステンレス鋼板，ロープ

等）による漏えい緩和措置 

50 分 約 50 分 50 分/1 班で算出、1 班で対応し合計 50 分を想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の装着の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

   作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを

携行している。また，操作は初動対応にて確認した作

業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，汚染防護

衣（放射性物質），個人線量計等）を着用又は携行し

て作業を行う。 

   移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを携行してお

り近接可能である。また，作業前に実施する初動対応
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において，アクセスルートにおける火災，溢水，薬品

漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，その状況に応じて，適切なア

クセスルートの選定，対処の阻害要因の除去を行う

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：止水材（ステンレス鋼板，ロープ等）は，接続不要で

あり容易に吊り降ろし可能である。 

   連絡手段：操作を行う建屋外から，衛星携帯電話（屋外）により

他建屋外との連絡が可能である。 

 

３．燃料貯蔵プール等の監視のための対応手段 

 ａ．燃料貯蔵プール等の状況監視 

 (ａ)所要時間 

作業内容 想定作業

時間 

実績等※ 備考 

監視設備配置 ケーブル敷設及

び接続 

180 分 約 140 分 監視設備配置，ケーブル敷設及び接続訓練実績 120 分 

屋外のケーブル接続は 20 分と想定 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機起動 

10 分 約 10 分 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の起動は

10 分と想定 

プール状態確認（水位，温度等） ５分 約５分 通常時のパラメータ確認実績より約 5 分と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の装着の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

   作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを

携行している。また，操作は初動対応にて確認した作

業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，汚染防護

衣（放射性物質），個人線量計等）を着用又は携行し

て作業を行う。 

   移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを携行してお

り近接可能である。また，作業前に実施する初動対応

において，アクセスルートにおける火災，溢水，薬品

漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，その状況に応じて，適切なア

クセスルートの選定，対処の阻害要因の除去を行う

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：可搬型監視設備の接続はネジ接続，コネクタ接続又は
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より簡便な接続であり容易に操作可能である。 

   連絡手段：操作を行う建屋内から衛星携帯電話（屋外）により，

建屋外との連絡が可能である。 

 

 ｂ．監視設備の保護に使用する設備 

 (ａ)所要時間 

作業内容 想定作業

時間 

実績等※ 備考 

可搬型空冷ユニットＡ,可搬型

空冷ユニットＢ,可搬型空冷ユ

ニットＣ,可搬型空冷ユニット

Ｄ及び可搬型空冷ユニットＥ設

置及び可搬型空冷ユニット用ホ

ース敷設 

190 分 約 190 分 90 分/1 班で算出、2 班で対応し合計 190 分を想定 

可搬型空冷ユニットＡ,可搬型

空冷ユニットＢ,可搬型空冷ユ

ニットＣ,可搬型空冷ユニット

Ｄ及び可搬型空冷ユニットＥ起

動 

10 分 約 10 分 10 分/1 班で算出、2 班で対応し合計 10 分を想定 

現場状態監視 － － 90 分/1 班で算出、2 班で交互に実施 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び要員の装備の装着の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

   作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを

携行している。また，操作は初動対応にて確認した作

業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，汚染防護

衣（放射性物質），個人線量計等）を着用又は携行し

て作業を行う。 

   移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘッドライトを携行してお

り近接可能である。また，作業前に実施する初動対応

において，アクセスルートにおける火災，溢水，薬品

漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，その状況に応じて，適切なア

クセスルートの選定，対処の阻害要因の除去を行う

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：可搬型監視設備の接続はネジ接続，コネクタ接続又は

より簡便な接続であり容易に操作可能である。 
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   連絡手段：操作を行う建屋外から衛星携帯電話（屋外）により，

建屋外との連絡が可能である。 

以上 
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補足説明資料１．５－９ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.5 では，これらの要求事項に対し，技術的能力 1.0 に定

めた防護対策（検知手段，防護措置）を個別手順に反映することが求めら

れることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５）（1／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
1
.
5
-
9
-
2
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の大規模な損壊が発生

した場合（以下「大規模損壊」という。）

若しくは大規模損壊が発生するおそ

れがある場合における以下の重大事

故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するた

めに必要な手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備等運用面での

対策を行う。 

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

５． 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故の発生防止対策及び重大事故の

拡大防止対策（以下「重大事故等対策」

という。）の設備強化等の対策に加え，

重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）若しくは重大事故（以

下「重大事故等」という。）が発生し

た場合，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる再処理施設の大規模な

損壊（以下「大規模損壊」という。）

が発生した場合若しくは大規模損壊

が発生するおそれがある場合におけ

る以下の重大事故等対処設備に係る

事項，復旧作業に係る事項，支援に係

る事項及び手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備を考慮し，当該

事故等に対処するために必要な手順

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

8
9
5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５）（2／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
5
-
9
-
3
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」

については，重大事故等対策のための

手順を整備し，重大事故等の対応を実

施する。「ハ．(２) (ⅱ) 大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応に

おける事項」については，「ハ．(２) 

(ⅰ) 重大事故等対策」の対応手順を

基に，大規模な損壊が発生した場合の

様々な状況においても，事象進展の抑

制及び緩和を行うための手順を整備

し，大規模な損壊が発生した場合の対

応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

 

書の整備，教育，訓練の実施及び体制

の整備等運用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，

常圧で運転していることから，重大事

故に至るおそれのある安全機能の喪

失から重大事故発生までの事象進展

が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下

等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがっ

て，重大事故に至るおそれのある安全

機能の喪失と判断した後に，現場の状

況を把握し，その状況に応じた対策の

準備とその後の対策を確実に実施す

ることが可能である。このため，要求

事項に加え，重大事故に至るおそれの

ある安全機能の喪失時の初動対応に

係る事項について手順の整備等の運

用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」について

は，重大事故等対策のための手順を整

備し，重大事故等の対応を実施する。

「5.2 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」につい

ては，「5.1 重大事故等対策」の対応

手順を基に，大規模損壊が発生した場

合の様々な状況においても，事象進展

の抑制及び緩和を行うための手順を

整備し，大規模損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を，「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」に基づ

く再処理施設保安規定等において規

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。 

 重大事故等 

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14（通信連絡に

関する手順）の手順を指し，詳

細な連絡手段の手順について

は，技術的能力 1.14 で整理し

ている。 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.0～1.14 の手

順を指し，詳細な防護措置の手

順については，各々で整理して

いる。 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

  第５表及び第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14 の手順にて反映

事項を確認するため，本箇所での反

映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

 第５表及び第５－１表に記載する

技術的能力1.0～1.14の手順にて反

映事項を確認するため，本箇所での

反映事項はない。 

 

 

 

8
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５）（3／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
5
-
9
-
4
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定す

る内容に加え，「事業指定基準規則」に

基づいて整備する設備の運用手順等

についても考慮した「重大事故等対策

の手順の概要」，「重大事故等対策にお

ける操作の成立性」及び「事故対処す

るために必要な設備」を含めて手順等

を適切に整備する。重大事故等対策の

手順の概要を第５表，重大事故等対策

における操作の成立性を第６表, 事

故対処するために必要な設備を第７

表に示す。 

 

 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) 

６） 放射性物質の漏えい」に示すと

おり，液体状，固体状及び気体状の放

射性物質に関する閉じ込め機能の喪

失が発生した場合においても，放射性

物質の漏えいは発生が想定されない

ことから，放射性物質の漏えいに対処

するための手順等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定

する内容に加え，「再処理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業指定基準規則」という。）

に基づいて整備する設備の運用手順

等についても考慮した「重大事故等対

策の手順の概要」，「重大事故等対策

における操作の成立性」及び「事故対

処するために必要な設備」を含めて手

順等を適切に整備する。重大事故等対

策の手順の概要を第５－１表，重大事

故等対策における操作の成立性を第

５－２表，事故対処するために必要な

設備を第５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質

の漏えいに対処するための手順等」に

示すとおり，液体状，固体状及び気体

状の放射性物質に関する閉じ込め機

能の喪失が発生した場合においても，

放射性物質の漏えいは発生が想定さ

れないことから，放射性物質の漏えい

に対処するための手順等は不要であ

る。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５）（5／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
5
-
9
-
6
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しくなる地震による冷却等の機能喪

失において，実施責任者，建屋対策班

長，現場管理者，要員管理班，情報管

理班，通信班長，建屋外対策班長及び

放射線対応班（以下 5.では「実施責任

者等」という。）の要員 18人，建屋外

対応班の班員 19 人並びに建屋対策班

の班員 18人の合計 55人にて作業を実

施した場合，対処の制限時間（燃料貯

蔵プール等におけるプール水の沸騰

開始）35時間に対し，事象発生から燃

料貯蔵プール等への注水開始まで 21

時間 30分以内に実施可能である。 

実施責任者等の要員 18 人及び建屋

外対応班の班員 19 人は全ての建屋の

対応において共通の要員である。 

また，降灰予報発令時の可搬型重大

事故等対処設備の屋内敷設は，外的事

象の「地震」による燃料貯蔵プール等

の冷却機能及び注水機能の喪失時の

屋外への運搬及び敷設作業と同様で

あり，重大事故等の対処への影響を与

えることなく作業が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.5－３ 重大事故対

策の成立性】 

１．燃料貯蔵プール等の冷却機能及び

注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な漏えい発生時の

対応手段 

ａ．燃料貯蔵プール等への注水 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンドライ

ト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動

対応にて確認した作業環境

に応じて適切な防護具（酸

素呼吸器，汚染防護衣（放射

性物質），個人線量計等）を

着用又は携行して作業を行

う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘ

ッドライトを携行しており

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡 

 明示していないが，中央制御室

等との連絡手段が確保される

ことにより，作業場所の状況や

中央制御室等からの作業指示，

連絡を受けることができる。 

 実施組織要員の移動及び作業時

に，作業場所の状況に応じた対応

を行うこと 

 明示していないが，有毒ガスの

発生については，作業場所での

目視及び臭気の確認により認

知することができる。 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

時対策組織要員の対処能力が著しく

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において，

「中央制御室との連絡手段を確保

する。」ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの

検知手段（通信連絡設備）に対して，

技術的能力 1.14 に手順を定めてい

ることから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において，

「通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。」

ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順

であることから，反映事項はない。 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

  有毒ガス防護対策により，非常時

8
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５）（6／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
5
-
9
-
7
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ５．ｂ． 

（ｂ）燃料貯蔵プール等からの大量の

水の漏えい発生時の対応手順 

 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への水のスプレ

イ 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

燃料貯蔵プール等の水のスプレイ

近接可能である。また，作業

前に実施する初動対応にお

いて，アクセスルートにお

ける火災，溢水，薬品漏えい

及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，そ

の状況に応じて，適切なア

クセスルートの選定，対処

の阻害要因の除去を行うた

め，アクセスルートに支障

はない。 

操作性 ：可搬型建屋内ホース等の接

続は，コネクタ接続であり

容易に操作可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋から所内携

帯電話又は可搬型衛星電話

（屋外用）のうち使用可能

な設備により，建屋外との

連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ａ） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水」にて

記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場

合でも,重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ａ） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水」にて

記載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

 

 

 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通事

項として技術的能力1.0の補足説明資

料で説明する。また，既許可に反映済

みの事項を含め，本条文における有毒

ガス防護対策を確認した結果として，

「有毒ガス防護に係る申請書項目の

整理表」を補足説明資料 1.5-9として

追加する。 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ａ） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水」にて

記載した反映事項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５）（7／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
5
-
9
-
8
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作は，実施責任者等の要員 18 人，

建屋外対応班の班員 15 人及び建屋対

策班の班員 16人の合計 49人にて作業

を実施した場合，本対策の実施判断後

からスプレイ設備を使用した燃料貯

蔵プール等への水のスプレイ開始ま

で 14 時間以内に実施可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.5－３ 重大事故対

策の成立性】 

２．燃料貯蔵プール等からの大量の水

の漏えい発生時の対応手段 

ａ．燃料貯蔵プール等への水のスプレ

イ 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンドライ

ト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動

対応にて確認した作業環境

に応じて適切な防護具（酸

素呼吸器，汚染防護衣（放射

性物質），個人線量計等）を

着用又は携行して作業を行

う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘ

ッドライトを携行しており

近接可能である。また，作業

前に実施する初動対応にお

いて，アクセスルートにお

ける火災，溢水，薬品漏えい

及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，そ

の状況に応じて，適切なア

クセスルートの選定，対処

の阻害要因の除去を行うた

め，アクセスルートに支障

はない。 

操作性 ：可搬型建屋内ホース，可搬型

スプレイヘッダ等の接続は，

コネクタ接続であり容易に

操作可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋外から可搬

型衛星電話（屋外用）により，
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５）（8／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
5
-
9
-
9
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ｂ） 

ⅱ．資機材によるプール水の漏えい緩

和 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

資機材による漏えい緩和操作は，実

施責任者，建屋対策班長，現場管理者，

要員管理班，情報管理班，通信班長及

び放射線対応班の要員 17 人並びに建

屋対策班の班員２人の合計 19 人にて

作業を実施した場合，本対策の実施判

断後から燃料貯蔵プール等からの水

の漏えい緩和措置完了まで２時間以

内で実施可能である。 

本対策は，重大事故等対処設備を用

いた対応に係る要員とは別に，本対策

を実施するための要員を確保可能な

場合に着手を行うこととしているた

め，重大事故等対処設備を用いた対処

に悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中

他建屋外との連絡が可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.5－３ 重大事故対

策の成立性】 

２．燃料貯蔵プール等からの大量の水

の漏えい発生時の対応手段 

ｂ．資機材によるプール水の漏えい緩

和 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンドライ

ト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動

対応にて確認した作業環境

に応じて適切な防護具（酸

素呼吸器，汚染防護衣（放射

性物質），個人線量計等）を

着用又は携行して作業を行

う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘ

ッドライトを携行しており

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ａ） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水」にて

記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ａ） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水」にて

記載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ａ） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水」にて

記載した反映事項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５）（9／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
5
-
9
-
1
0
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

央制御室等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ５．ｂ． 

（ｃ）燃料貯蔵プール等の監視のため

の対応手順 

 

ⅰ．燃料貯蔵プール等の冷却機能及び

注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えい発生

時の状況監視並びに監視設備の保護 

 

 (ⅲ) 操作の成立性 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び

注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えい発生

時の状況監視並びに監視設備の保護

操作は，実施責任者等の要員 18 人，

建屋外対応班の班員２人及び建屋対

策班の班員 28人の合計 48人にて作業

近接可能である。また，作業

前に実施する初動対応にお

いて，アクセスルートにお

ける火災，溢水，薬品漏えい

及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，そ

の状況に応じて，適切なア

クセスルートの選定，対処

の阻害要因の除去を行うた

め，アクセスルートに支障

はない。 

操作性 ：止水材（ステンレス鋼板，ロ

ープ等）は，接続不要であり

容易に吊り降ろし可能であ

る。 

連絡手段：操作を行う建屋外から，衛

星携帯電話（屋外）により他

建屋外との連絡が可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ａ） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水」にて

記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ａ） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水」にて

記載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ａ） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水」にて

記載した反映事項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５）（10／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
5
-
9
-
1
1
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

を実施した場合，事象発生から監視設

備及び監視に使用する設備を保護す

る設備の敷設完了まで 30時間 40分以

内で可能である。 

実施責任者等の要員 18 人及び建屋

外対応班の班員２人は全ての建屋の

対応において共通の要員である。ま

た，本対策の実施責任者等及び建屋対

策班の班員は，地震を要因として重大

事故等に至った場合に行う「現場環境

確認」の要員を含めた要員である。 

外的事象の「地震」による燃料貯蔵

プール等の冷却等の機能喪失時にお

ける現場環境確認は，２人にて作業を

実施した場合，１時間 30 分以内で実

施可能である。 

また，降灰予報発令時の可搬型重大

事故等対処設備の屋内敷設は，外的事

象の「地震」による燃料貯蔵プール等

の冷却機能及び注水機能の喪失時の

屋外への運搬及び敷設作業と同様で

あり，重大事故等の対処への影響を与

えることなく作業が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への

移動及び作業においては，作業場所の

線量率の把握及び状況に応じた対応

を行うことにより，実施組織要員の被

ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.5－３ 重大事故対

策の成立性】 

３．燃料貯蔵プール等の監視のための

対応手段 

ａ．燃料貯蔵プール等の状況監視 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンドライ

ト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動

対応にて確認した作業環境

に応じて適切な防護具（酸

素呼吸器，汚染防護衣（放射

性物質），個人線量計等）を

着用又は携行して作業を行

う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びヘ

ッドライトを携行しており

近接可能である。また，作業
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５）（11／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
5
-
9
-
1
2
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ｃ） 

ⅱ．燃料貯蔵プール等からの大量の水

の漏えい発生時の状況監視及び

監視設備の保護 

 

 (ⅲ) 操作の成立性 

燃料貯蔵プール等からの大量の水

の漏えい発生時の状況監視及び監視

設備の保護操作は，実施責任者等の要

員 18 人，建屋外対応班の班員２人及

び建屋対策班の班員 28人の合計 48人

にて作業を実施した場合，本対策の実

施判断後から監視設備及び監視に使

用する設備を保護する設備の敷設完

了まで 13 時間 40 分以内で可能であ

る。 

本対策の実施責任者等及び建屋対

策班の班員は，地震を要因として重大

前に実施する初動対応にお

いて，アクセスルートにお

ける火災，溢水，薬品漏えい

及び線量上昇の有無等の対

処の阻害要因を把握し，そ

の状況に応じて，適切なア

クセスルートの選定，対処

の阻害要因の除去を行うた

め，アクセスルートに支障

はない。 

操作性 ：可搬型監視設備の接続はネ

ジ接続，コネクタ接続又は

より簡便な接続であり容易

に操作可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋内から衛星

携帯電話（屋外）により，建

屋外との連絡が可能であ

る。 

 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ． 

（ｃ）燃料貯蔵プール等の監視のため

の対応手順 

ⅰ．燃料貯蔵プール等の冷却機能及び

注水機能の喪失時，又は燃料貯蔵プー

ル等からの小規模な水の漏えい発生

時の状況監視並びに監視設備の保護」 

の項目にて記載した内容と同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ａ） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水」にて

記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ａ） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水」にて

記載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ５．ｂ．（ａ） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水」にて

記載した反映事項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．５）（12／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
5
-
9
-
1
3
 

 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

事故等に至った場合に行う「現場環境

確認」の要員を含めた要員である。 

外的事象の「地震」による燃料貯蔵

プール等の冷却等の機能喪失時にお

ける現場環境確認は，２人にて作業を

実施した場合，１時間 30 分以内で実

施可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 
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令和４年７月 15 日 R27 

 

 

 

 

 

１．7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための

手順等 

（抜粋） 
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1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順

等  

＜  目  次  ＞  

1.7.1 概要  

1.7.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するための措

置  

1.7.1.2 工場等外への放射線の放出を抑制するための措置  

1.7.1.3 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制す

るための措置  

1.7.1.4 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突によ

る航空機燃料火災及び化学火災に対応するための措

置  

1.7.1.5 自主対策設備  
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1.7.1 概要  

1.7.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するための措置  

（１）大気中への放射性物質の放出を抑制するための手順  

重大事故等が発生している前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル

廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に

おいて，放射性物質の放出に至るおそれがある場合に

は，大気中への放射性物質の放出を抑制するための手順

に着手する。  

本手順では，貯水槽を水源とした可搬型放水砲による

建物への放水の準備及び建物放水を実施する。  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への放水は，実施責任

者，建屋外対応班長，情報管理班（以下「実施責任者

等」という。）の要員５人，建屋外対応班の班員 26 人の

合計 31 人体制で，本対策の実施判断後４時間以内に対

処可能である。  

なお，建屋外対応班の班員 26 人は全ての建屋の対応

において共通の要員である。  

その他の建屋の対処に必要な時間は以下のとおり。精

製建屋への放水は 31 人体制で，本対策の実施判断後 11

時間以内に対処可能である。分離建屋への放水は 31 人

体制で，本対策の実施判断後 15 時間以内に対処可能で

ある。ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋への放水は

31 人体制で，本対策の実施判断後 19 時間以内に対処可

能である。高レベル廃液ガラス固化建屋への放水は 31
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人体制で，本対策の実施判断後 23 時間以内に対処可能

である。前処理建屋への放水は 31 人体制で，本対策の

実施判断後 26 時間以内に対処可能である。  

  

910



1.7.1.2 工場等外への放射線の放出を抑制するための措置  

（１）工場等外への放射線の放出を抑制するための手順  

重大事故等が発生している使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋において，放射線の放出に至るおそれがある場合に

は，工場等外への放射線の放出を抑制するための手順に

着手する。  

本手順では，貯水槽を水源とした放射線の放出抑制の

準備及び放射線の放出抑制を，実施責任者等の要員６

人，建屋対策班の班員８人，建屋外対応班の班員 14 人

の合計 28 人体制で，本対策の実施判断後５時間 30 分以

内に対処可能である。  
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1.7.1.3 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制する

ための措置  

（１）海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するた

めの手順  

重大事故等が発生している建物に放水した水が放射性

物質を含んでいることを考慮し，再処理施設の敷地内に

ある排水路及びその他の経路を通じて再処理施設の敷地

に隣接する尾駮沼及び尾駮沼から海洋へ流出するおそれ

がある場合には，放射性物質の流出を抑制するための手

順に着手する。  

本手順では，排水路（①及び②）への放射性物質吸着

材の設置及び可搬型汚濁水拡散防止フェンスの敷設の対

処を実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員６人

の合計 11 人体制で，本対策の実施判断後４時間以内に

対処可能である。排水路（③，④及び⑤）への放射性物

質吸着材の設置及び可搬型汚濁水拡散防止フェンスの敷

設の対処を実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班

員６人の合計 11 人体制で，本対策の実施判断後 10 時間

以内に対処可能である。尾駮沼への可搬型汚濁水拡散防

止フェンスの敷設の対処を実施責任者等の要員５人，建

屋外対応班の班員 24 人の合計 29 人体制で，本対策の実

施判断後 58 時間以内に対処可能である。   
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1.7.1.4 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による

航空機燃料火災及び化学火災に対応するための措置  

（１）再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航

空機燃料火災及び化学火災に対応するための手順  

再処理施設の各建物周辺に航空機が衝突することで航

空機燃料火災及び化学火災が発生した場合には，再処理

施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災及び化学火災に対応するための手順に着手する。  

本手順では，貯水槽を水源とした可搬型放水砲による

航空機燃料火災及び化学火災への放水を，実施責任者等

の要員５人，建屋外対応班の班員 16 人の合計 21 人体制

で，本対策の実施判断後２時間 30 分以内に対処可能であ

る。  
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1.7.1.5 自主対策設備  

重大事故等の対処を確実に実施するための対策の抽出

を行った結果，放射性物質及び放射線の放出を抑制する

ための自主対策設備及び手順等を以下のとおり整備する。 

※１  自主対策設備 ：技 術基 準 上の 全て の要 求 事項 を  

満たすことや全ての再処理施設

の状況において使用することは

困難であるが，再処理施設の状

況によっては，事故対応に有効

な設備。  

（１）主排気筒内への散水の措置  

ａ .設備  

主排気筒から大気中へ，「第 28 条  重大事故等の拡大

の防止等」で定める有効性評価の放出量を超える異常

な水準の放射性物質が放出されるおそれがある場合に

は，貯水槽を水源として可搬型中型移送ポンプで第１

貯水槽の水を取水し，中継用の可搬型中型移送ポンプ

を経由して，主排気筒内に設置されたスプレイノズル

に水を供給する設計とする。  

 

ｂ .手順  

主排気筒内への散水の主な手順は以下のとおり。  

水の供給経路が健全でありスプレイノズルに水を供給

することができる場合に，主排気筒を経由した大気中

への「第 28 条  重大事故等の拡大の防止等」で定める
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有効性評価の放出量を超える異常な水準の放射性物質

の放出を抑制する。  

主排気筒内への散水準備及び散水を，実施責任者等の

要員５人，建屋外対応班の班員 12 人の合計 17 人にて

作業を実施した場合，主排気筒への散水開始は，本対

策の実施判断後２時間 30 分以内に対処可能である。  

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処

に係る要員及び時間に加えて，本対策を実施するため

の要員及び時間を確保可能な場合に着手することとし

ているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影

響を及ぼすことはない。  

 

 (２ ) 初期対応における延焼防止措置  

ａ .設備  

可搬型放水砲による再処理施設の各建物周辺における

航空機衝突による航空機燃料火災及び化学火災への放

水を行う前に，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水

槽車及び化学粉末消防車を用いた初期消火活動におけ

る延焼防止措置を実施する。  

 

ｂ .手順  

初期対応における延焼防止措置の主な手順は以下のと

おり。  
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早期に消火活動が可能な場合に，航空機燃料の飛散に

よるアクセスルート及び建物への延焼拡大を防止す

る。  

大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉

末消防車を用いた消火活動を，実施責任者等の要員５

人，消火専門隊５人，当直（運転員）１人，放射線管

理員１人の合計 12 人にて作業を実施した場合，初期対

応における延焼防止措置は，本対策の実施判断後 20 分

以内に対処可能である。  

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処

に係る要員及び時間に加えて，本対策を実施するため

の要員及び時間を確保可能な場合に着手することとし

ているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影

響を及ぼすことはない。  
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1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

方
針
目
的 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料

貯蔵プール等の水位が異常に低下し，燃料貯蔵プール等の水位が維持

できない場合において，重大事故等が進展して継続的に生じる有意な

放射性物質の放出経路以外の経路からの放出及び放射線の放出に至る

おそれがある。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において，重大事

故等が進展して継続的に生じる有意な放射性物質の放出経路以外の経

路からの放出に至るおそれがある。また，建物に放水した水が再処理

施設の敷地を通る排水路及びその他の経路を通じて，再処理施設の敷

地に隣接する尾駮沼から海洋への放射性物質の流出に至るおそれがあ

る。上記において工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための

対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

また，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災，化学火災が発生した場合において，消火活動を行うための対

応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

 

対
応
手
段
等 

 

大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
抑
制 

放
水
設
備
に
よ
る
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
抑
制 

線量率が上昇し，建屋内での作業継続が困難

であると判断した場合，又は他の要因により重

大事故等への対処を行うことが困難になり，大

気中への放射性物質の放出に至るおそれがある

と判断した場合，大型移送ポンプ車を第１貯水

槽近傍及びアクセスルート上に，可搬型放水砲

を放水対象の建屋近傍に設置し，大型移送ポン

プ車から可搬型放水砲まで可搬型建屋外ホース

を敷設し，可搬型放水砲との接続を行い，大型

移送ポンプ車で第１貯水槽の水を取水し，中継

用の大型移送ポンプ車を経由して，可搬型放水

砲により，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋に放水する又はセル若しくは建物へ注水

ことで放射性物質の放出を抑制する。建物への

放水及び注水については，臨界安全に及ぼす影

響をあらかじめ考慮し，実施する。 
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1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

対
応
手
段
等 

  

工
場
等
外
へ
の
放
射
線
の
放
出
抑
制 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
大
容
量
の
注
水
に
よ
る
工
場
等

外
へ
の
放
射
線
の
放
出
抑
制 

燃料貯蔵プール等から大量の水が漏えいし，

燃料貯蔵プール等の水位低下が継続し，水遮蔽

による遮蔽が損なわれ，高線量の放射線が放出

するおそれがあり，建屋内作業の継続が困難で

あると判断した場合（プール空間線量，プール

水位及びプール状態監視カメラによる確認），大

型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍及びアクセス

ルート上に設置する。可搬型建屋外ホースと可

搬型建屋内ホースを接続し，燃料貯蔵プール等

まで敷設する。大型移送ポンプ車で第１貯水槽

の水を取水し，中継用の大型移送ポンプ車を経

由して，燃料貯蔵プール等へ注水する。 

 

 

 

 

 

海
洋
，
河
川
，
湖
沼
等
へ
の
放
射
性
物
質
の
流
出
抑
制 

「対応手段等」の「大気中への放射性物質の

放出を抑制するための対応手段」の「放水設備

による大気中への放射性物質の放出抑制」の判

断に基づき，放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制の対処を開始した場合，建物に

放水した水に放射性物質が含まれていることを

考慮し，再処理施設の敷地を通る排水路を通じ

て再処理施設の敷地に隣接する尾駮沼及び海洋

へ放射性物質が流出することを想定し，可搬型

汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材

を使用し，海洋，河川，湖沼等への放射性物質

の流出を抑制する。 
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1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

対
応
手
段
等 

 

再
処
理
施
設
の
各
建
物
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突

に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
，
化
学
火
災
の
対
応 

航空機燃料火災，化学火災が発生し，可搬型

放水砲による火災発生箇所へ泡消火又は放水に

よる消火活動を行う必要がある場合，大型移送

ポンプ車を第１貯水槽近傍に設置し，可搬型放

水砲を再処理施設の各建物周辺における火災の

発生箇所近傍に設置し，可搬型建屋外ホースを

可搬型放水砲近傍まで敷設し，接続を行い，可

搬型放水砲による泡消火又は放水を行う。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

【作業性】 

重大事故等の対処においては，通常の安全対

策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。重大事故等の対処

時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運

搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備

する。 

【補足説明資料１．７－５】 

【操作性】 

ホースの敷設ルートは，各作業時間を考慮

し，送水開始までの時間が最短になる組合せを

優先して確保する。可搬型放水砲の設置場所

は，建物放水の対象となる建物の開口部及び風

向きにより決定する。 
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1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，第５表（10／15）「電源

の確保に関する手順等」の燃料給油と同様であ

る。 

 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所の線量率

の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低

減する。 
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1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

方
針
目
的 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料

貯蔵プール等の水位が異常に低下し，燃料貯蔵プール等の水位が維持

できない場合において，重大事故等が進展して継続的に生じる有意な

放射性物質の放出経路以外の経路からの放出及び放射線の放出に至る

おそれがある。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において，重大事

故等が進展して継続的に生じる有意な放射性物質の放出経路以外の経

路からの放出に至るおそれがある。また，建物に放水した水が再処理

施設の敷地を通る排水路及びその他の経路を通じて，再処理施設の敷

地に隣接する尾駮沼から海洋への放射性物質の流出に至るおそれがあ

る。上記において工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための

対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

また，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災，化学火災が発生した場合において，消火活動を行うための対

応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

対
応
手
段
等 

 

大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
抑
制 

放
水
設
備
に
よ
る
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
抑
制 

線量率が上昇し，建屋内での作業継続が困難

であると判断した場合，又は他の要因により重

大事故等への対処を行うことが困難になり，大

気中への放射性物質の放出に至るおそれがある

と判断した場合，大型移送ポンプ車を第１貯水

槽近傍及び再処理事業所内の屋外道路及び屋内

通路（以下「アクセスルート」という）上に，

可搬型放水砲を放水対象の建屋近傍に設置し，

大型移送ポンプ車から可搬型放水砲まで可搬型

建屋外ホースを敷設し，可搬型放水砲との接続

を行い，大型移送ポンプ車で第１貯水槽の水を

取水し，中継用の大型移送ポンプ車を経由し

て，可搬型放水砲により，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に放水する又はセル若し

くは建物へ注水ことで放射性物質の放出を抑制

する。建物への放水及び注水については，臨界

安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮し，実施す

る。 
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1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

対
応
手
段
等 

  

工
場
等
外
へ
の
放
射
線
の
放
出
抑
制 

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
へ
の
大
容
量
の
注
水
に
よ
る
工
場
等

外
へ
の
放
射
線
の
放
出
抑
制 

燃料貯蔵プール等から大量の水が漏えいし，

燃料貯蔵プール等の水位低下が継続し，水遮蔽

による遮蔽が損なわれ，高線量の放射線が放出

するおそれがあり，建屋内作業の継続が困難で

あると判断した場合（プール空間線量，プール

水位及びプール状態監視カメラによる確認），大

型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍及びアクセス

ルート上に設置する。可搬型建屋外ホースと可

搬型建屋内ホースを接続し，燃料貯蔵プール等

まで敷設する。大型移送ポンプ車で第１貯水槽

の水を取水し，中継用の大型移送ポンプ車を経

由して，燃料貯蔵プール等へ注水する。 

 

 

 

 

 

海
洋
，
河
川
，
湖
沼
等
へ
の
放
射
性
物
質
の
流
出
抑
制 

「対応手段等」の「大気中への放射性物質の

放出を抑制するための対応手段」の「放水設備

による大気中への放射性物質の放出抑制」の判

断に基づき，放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制の対処を開始した場合，建物に

放水した水に放射性物質が含まれていることを

考慮し，再処理施設の敷地を通る排水路を通じ

て再処理施設の敷地に隣接する尾駮沼及び海洋

へ放射性物質が流出することを想定し，可搬型

汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材

を使用し，海洋，河川，湖沼等への放射性物質

の流出を抑制する。 
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1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

対
応
手
段
等 

 

再
処
理
施
設
の
各
建
物
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突

に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
，
化
学
火
災
の
対
応 

航空機燃料火災，化学火災が発生し，可搬型

放水砲による火災発生箇所へ泡消火又は放水に

よる消火活動を行う必要がある場合，大型移送

ポンプ車を第１貯水槽近傍に設置し，可搬型放

水砲を再処理施設の各建物周辺における火災の

発生箇所近傍に設置し，可搬型建屋外ホースを

可搬型放水砲近傍まで敷設し，接続を行い，可

搬型放水砲による泡消火又は放水を行う。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

【作業性】 

重大事故等の対処においては，通常の安全対

策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。重大事故等の対処

時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運

搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備

する。 

【操作性】 

ホースの敷設ルートは，各作業時間を考慮

し，送水開始までの時間が最短になる組合せを

優先して確保する。可搬型放水砲の設置場所

は，建物放水の対象となる建物の開口部及び風

向きにより決定する。 
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1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，第５－１表（10／15）「電

源の確保に関する手順等」の燃料給油と同様で

ある。 

 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所の線量率

の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低

減する。 
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6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

 

【要求事項】 

 再処理事業者において、重大事故が発生した場合において工場等外への放

射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な手段等が適切に整備され

ているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な手

順等」とは、以下に規定する措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための手順等をいう。 

  ａ） 重大事故が発生した場合において、放水設備により、工場等外へ

の放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な手順等を整

備すること。 

  ｂ） 海洋、河川、湖沼等への放射性物質の流出を抑制する手順等を整

備すること。 

 

重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質及び放射線の放

出を抑制するための設備を整備しており，ここでは，この設備を活用した手

順等について説明する。 
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 ａ．対応手段と設備の選定 

 (ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

   燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料

貯蔵プール等の水位が異常に低下し，燃料貯蔵プール等の水位が維持

できない場合において，重大事故等が進展して継続的に生じる有意な

放射性物質の放出経路以外の経路からの放出及び放射線の放出に至る

おそれがある。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において，重大事

故等が進展して継続的に生じる有意な放射性物質の放出経路以外の経

路からの放出に至るおそれがある。また，建物に放水した水が再処理

施設の敷地を通る排水路及びその他の経路を通じて，再処理施設の敷

地に隣接する尾駮沼から海洋への放射性物質の流出に至るおそれがあ

る。上記において工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための

対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

また，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災，化学火災が発生した場合において，泡消火又は放水による消

火活動を行うための対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手

段及び自主対策設備を選定する。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでな

く，事業指定基準規則第四十条及び技術基準規則第四十四条の要求事

項を満足する設備を網羅することを確認するとともに，自主対策設備

との関係を明確にする。 
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 (ｂ) 対応手段と設備の選定の結果 

   技術的能力審査基準及び事業指定基準規則第四十条並びに技術基準規

則第四十四条からの要求により選定した対応手段とその対応に使用す

る重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備

する手順についての関係を第 6－１表に整理する。 

 

  ⅰ．大気中への放射性物質の放出を抑制するための対応手段及び設備 

  (ⅰ) 放水設備による大気中への放射性物質の放出抑制 

    重大事故等時，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋に放水することで放射性物質の放出を抑制する手段が

ある。また，本対処で使用する設備を用いて，セル又は建物へ注水す

ることで，大気中への放射性物質の放出を抑制することも可能である。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

 

    放水設備 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型放水砲 

     ・ホイールローダ 

・可搬型建屋外ホース 

    代替安全冷却水系 

・ホース展張車 

・運搬車 

    水供給設備 
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・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

    補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

    計装設備 

・可搬型放水砲流量計 

・可搬型放水砲圧力計 

・可搬型建屋内線量率計 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ） 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計） 

放射線監視設備 

・ガンマ線エリアモニタ 

・建屋内線量率計 

 

    重大事故等が発生している建物への放水の対処を継続するために必

要となる第２貯水槽及び敷地外水源から第１貯水槽に水を補給する対

応手段と設備は，「7. 重大事故等への対処に必要となる水の供給手

順等」で整備する。 

    なお，第２貯水槽を水源とした場合でも対処が可能である。 

本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応手段と設備は，

「8. 電源の確保に関する手順等」で整備する。 

 

  (ⅱ) 主排気筒内への散水 
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    重大事故等時，主排気筒を介して大気中へ「7.7.1.3 重大事故等

が同時発生した場合の拡大防止対策の有効性評価」の放出量で定める

有効性評価の放出量を超える異常な水準の放射性物質の放出を主排気

筒内に散水することにより抑制する手段がある。 

    本対応で使用する設備は以下のとおり。 

 

・可搬型中型移送ポンプ 

・スプレイノズル 

・建屋外ホース（スプレイノズル用） 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ吐出圧力計 

    代替安全冷却水系 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

    水供給設備 

・第１貯水槽 

    計装設備 

・可搬型建屋供給冷却水流量計 

 

    主排気筒内に散水した水は主排気筒底部から，可搬型建屋外ホース

及び可搬型中型移送ポンプを使用して重大事故等の対象とならない建

物の地下又は洞道に排水することができる。 

 

  (ⅲ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 
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    放水設備による大気中への放射性物質の放出抑制に使用する設備の

うち，水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽並びに補機駆動用燃料

補給設備の軽油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置する。放水

設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲，ホイールローダ及び可搬型

建屋外ホース，代替安全冷却水系のホース展張車及び運搬車，補機駆

動用燃料補給設備の軽油用タンクローリ並びに計装設備の可搬型放水

砲流量計，可搬型放水砲圧力計，可搬型建屋内線量率計，可搬型燃料

貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）及び可搬型燃料貯蔵プ

ール等空間線量率計（線量率計）を可搬型重大事故等対処設備として

配備する。 

    主排気筒内への散水に使用する設備のうち，水供給設備の第１貯水

槽を常設重大事故等対処設備として設置する。代替安全冷却水系の可

搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車並びに計装設備

の可搬型建屋供給冷却水流量計を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。 

これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業指定基準規則第四十

条並びに技術基準規則第四十四条に要求される設備が全て網羅されて

いる。 

以上の重大事故等対処設備により大気中への放射性物質の放出を抑

制することができる。 

技術的能力審査基準及び事業指定基準規則第四十条並びに技術基準

規則第四十四条の要求による，工場等外への放射性物質の放出を抑制

するために必要な対処は，重大事故等が発生し，通常の放出経路が確

保されない状態で放射性物質の放出に至るおそれがある建物への放水

設備による放水である。 
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主排気筒内への散水は，通常の放出経路である主排気筒を経由して

大気中へ「7.7.1.3 重大事故等が同時発生した場合の拡大防止対策

の有効性評価」の放出量を超える異常な水準の放射性物質が放出され

るおそれがある場合に，放射性物質の放出を抑制するために実施する

対策である。 

「主排気筒内への散水」に使用する設備(ａ.(ｂ)ⅰ.(ⅱ) 主排気筒内

への散水)は，主排気筒に設置しているスプレイノズルへの水の供給

経路の耐震性の確保及び水の供給経路に対して竜巻防護対策を講ずる

ことができないため，自主対策設備として位置付ける。本対応を実施

するための具体的な条件は，水の供給経路が健全でありスプレイノズ

ルに水を供給することができる場合，主排気筒を経由した大気中への

「7.7.1.3 重大事故等が同時発生した場合の拡大防止対策の有効性

評価」の放出量を超える異常な水準の放射性物質の放出を抑制する手

段として選択することができる。 

ガンマ線エリアモニタは基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても

機能を維持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機能

喪失するおそれがあるため，重大事故等対処設備とは位置付けないが，

プラント状況によっては事故対応に有効な設備であることから，自主

対策設備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な条件は，

外的事象の「地震」により機能喪失をしていない場合に，燃料貯蔵プ

ール等空間線量率を測定する手段として選択することができる。 

建屋内線量率計は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても機能を

維持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機能喪失す

るおそれがあるため，重大事故等対処設備とは位置付けないが，プラ

ント状況によっては事故対応に有効な設備であることから，自主対策
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設備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な条件は，外

的事象の「地震」により機能喪失をしていない場合に，建屋内線量率

を測定する手段として選択することができる。 

 

  ⅱ．工場等外への放射線の放出を抑制するための対応手段及び設備 

  (ⅰ) 燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等外への放射線の

放出抑制 

    重大事故等が発生している使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から，工場

等外への放射線の放出を燃料貯蔵プール等へ大容量の注水を行うこと

により抑制する手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

 

    注水設備 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型建屋外ホース 

     ・可搬型建屋内ホース 

    代替安全冷却水系 

・ホース展張車 

・運搬車 

    水供給設備 

・第１貯水槽 

・第２貯水槽 

    補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 
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    計装設備 

・可搬型放水砲流量計 

・可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ） 

・可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計） 

    計測制御設備 

・燃料貯蔵プール等水位計 

・燃料貯蔵プール等状態監視カメラ 

放射線監視設備 

・ガンマ線エリアモニタ 

 

    燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等外への放射線の放

出を抑制する対処を継続するために必要となる第２貯水槽及び敷地外

水源から第１貯水槽に水を補給する対応手段と設備は，「7. 重大事

故等への対処に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

    なお，第２貯水槽を水源とした場合でも対処が可能である。 

本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応手段と設備は，

「8. 電源の確保に関する手順等」で整備する。 

 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    工場等外への放射線の放出を抑制するための対応手段及び設備で使

用する設備のうち，水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽並びに補

機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を常設重大事故等対処設備として設

置する。注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬

型建屋内ホース，代替安全冷却水系のホース展張車及び運搬車，補機
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駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリ並びに計装設備の可搬型放

水砲流量計，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料貯

蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）及び可搬型燃料貯蔵プー

ル等空間線量率計（線量率計）を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。 

これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業指定基準規則第四十

条並びに技術基準規則第四十四条に要求される設備が全て網羅されて

いる。 

以上の重大事故等対処設備により，燃料貯蔵プール等への大容量の

注水により工場等外への放射線の放出を抑制することができる。 

    燃料貯蔵プール等水位計は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮して

も機能を維持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機

能喪失するおそれがあるため，重大事故等対処設備とは位置付けない

が，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であることから，

自主対策設備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な条

件は，外的事象の「地震」により機能喪失をしていない場合に，燃料

貯蔵プール等水位を測定する手段として選択することができる。 

燃料貯蔵プール等状態監視カメラは基準地震動の 1.2 倍の地震力を

考慮しても機能を維持できる設計としておらず，外的事象の「地震」

により機能喪失するおそれがあるため，重大事故等対処設備とは位置

付けないが，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるこ

とから，自主対策設備として位置付ける。本設備を使用するための具

体的な条件は，外的事象の「地震」により機能喪失をしていない場合

に，燃料貯蔵プール等状態を測定する手段として選択することができ

る。 
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ガンマ線エリアモニタは基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても

機能を維持できる設計としておらず，外的事象の「地震」により機能

喪失するおそれがあるため，重大事故等対処設備とは位置付けないが，

プラント状況によっては事故対応に有効な設備であることから，自主

対策設備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な条件は，

外的事象の「地震」により機能喪失をしていない場合に，燃料貯蔵プ

ール等空間線量率を測定する手段として選択することができる。 

 

  ⅲ．海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための対応手

段及び設備 

  (ⅰ) 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出抑制 

    重大事故等が発生している建物に放水した水に放射性物質が含まれ

ていることを考慮し，再処理施設の敷地に隣接する尾駮沼及び尾駮沼

から海洋へ放射性物質が流出するおそれがある場合には，可搬型汚濁

水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材を排水路及び尾駮沼に設置

することにより流出を抑制する手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

 

    抑制設備 

・可搬型汚濁水拡散防止フェンス 

・放射性物質吸着材 

・小型船舶 

・運搬車 

    水供給設備 
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・ホース展張車 

    代替安全冷却水系 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

    補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

 

    本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応手段と設備は，

「8. 電源の確保に関する手順等」で整備する。 

    なお，小型船舶はガソリンを燃料として使用する。小型船舶で使用

するガソリンは，容器により運搬し，補給する。 

 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備 

    海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための対応手

段及び設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を常設重大事

故等対処設備として設置する。抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス，放射性物質吸着材，小型船舶及び運搬車，水供給設備のホース

展張車並びに代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車を可搬

型重大事故等対処設備として配備する。 

これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業指定基準規則第四十

条並びに技術基準規則第四十四条に要求される設備が全て網羅されて

いる。 

以上の重大事故等対処設備により，海洋，河川，湖沼等への放射性

物質の流出を抑制することができる。 

 

936



  ⅳ．再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，

化学火災に対応するための対応手段及び設備 

  (ⅰ) 初期対応における延焼防止措置 

    再処理施設の各建物周辺における航空機燃料火災，化学火災が発生

した場合には，初期対応における延焼防止措置により火災に対応する

手段がある。 

    本対応で使用する設備は以下のとおり。 

 

・大型化学高所放水車 

・消防ポンプ付水槽車 

・化学粉末消防車 

・屋外消火栓 

・防火水槽 

 

  (ⅱ) 航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災への対応 

    再処理施設の各建物周辺における航空機燃料火災，化学火災が発生

した場合には，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航

空機燃料火災，化学火災へ泡消火又は放水による消火活動により対応

する手段がある。 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

 

    放水設備 

・大型移送ポンプ車 

・可搬型放水砲 

     ・ホイールローダ 
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・可搬型建屋外ホース 

    代替安全冷却水系 

     ・ホース展張車 

・運搬車 

    水供給設備 

・第１貯水槽 

    補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽 

・軽油用タンクローリ 

    計装設備 

・可搬型放水砲流量計 

・可搬型放水砲圧力計 

 

    本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応手段と設備は，

「8. 電源の確保に関する手順等」で整備する。 

 

  (ⅲ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，

化学火災に対応するための対応手段及び設備で使用する設備のうち，

水供給設備の第１貯水槽及び補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を常

設重大事故等対処設備として設置する。放水設備の大型移送ポンプ車，

可搬型放水砲，ホイールローダ及び可搬型建屋外ホース，代替安全冷

却水系のホース展張車及び運搬車，補機駆動用燃料補給設備の軽油用

タンクローリ並びに計装設備の可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲

圧力計を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 
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これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業指定基準規則第四十

条並びに技術基準規則第四十四条に要求される設備が全て網羅されて

いる。 

    以上の重大事故等対処設備により，航空機衝突による航空機燃料火

災，化学火災へ対応することができる。 

    「初期対応における延焼防止措置」に使用する設備（a.(ｂ)ⅳ.(ⅰ) 

初期対応における延焼防止措置）は，航空機燃料火災への対応手段と

しては放水量が少ないため，放水設備と同等の放水効果は得られにく

いことから自主対策設備として位置付ける。本対応を実施するための

具体的な条件は，早期に消火活動が可能な場合，航空機燃料の飛散に

よるアクセスルート及び建物への延焼拡大防止の手段として選択する

ことができる。 

  

  ⅴ．手順等 

    上記「a.(ｂ)ⅰ．大気中への放射性物質の放出を抑制するための対

応手段及び設備」，「a.(ｂ)ⅱ．工場等外への放射線の放出を抑制する

ための対応手段及び設備」，「a.(ｂ)ⅲ．海洋，河川，湖沼等への放射

性物質の流出を抑制するための対応手段及び設備」及び「a.(ｂ)ⅳ．

再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，

化学火災に対応するための対応手段及び設備」により選定した対応手

段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，消火専門隊及び当直（運転員）の対応として「火

災防護計画」に，実施組織要員による対応として各建屋及び建屋外等

共通の「防災施設課 重大事故等発生時対応手順書」に定める（第６
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－１表）。また，重大事故等時に監視が必要となる計装設備について

も整備する（第６－２表）。 

 

 ｂ．重大事故等時の手順 

 (ａ) 大気中への放射性物質の放出を抑制するための対応手順 

  ⅰ．放水設備による大気中への放射性物質の放出抑制 

    可搬型放水砲による建物への放水は，以下の考え方を基本とする。 

    ・重大事故が進展して継続的に生じる有意な放射性物質の放出経路

以外の経路からの放出に繋がる事象が生じた建物への対処を最優

先に実施する。 

・可搬型放水砲による放水開始後は，第１貯水槽を水源として水の

供給が途切れることなく，放水を継続するため，第２貯水槽及び

敷地外水源から水の補給を実施する（水の補給については，「7. 

重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等」にて整備す

る。）。 

    重大事故等時，大気中へ放射性物質が放出されることを想定し，大

型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍及びアクセスルート上に，可搬型放

水砲を放水対象の建屋近傍に設置し，大型移送ポンプ車から可搬型放

水砲まで可搬型建屋外ホースを敷設し，可搬型放水砲との接続を行い，

大型移送ポンプ車で第１貯水槽の水を取水し，中継用の大型移送ポン

プ車を経由して，可搬型放水砲により建物へ放水する手段がある。ま

た，放水設備の一部を使用し，セル又は建物へ注水する手段がある。 

    可搬型放水砲の設置場所は，建物放水の対象となる建物の開口部及

び風向きにより決定する。 

    建物への放水については，臨界安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮
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し，実施する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確認された場

合は，事前の対応作業として，可搬型建屋外ホースの敷設を行い，除

灰作業の準備を実施する。また，降灰が確認されたのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 

【補足説明資料１．７－５】 

   (ⅰ) 手順着手の判断基準 

セル又は建物へ注水するための着手判断は以下のとおり。 

・各重大事故等時の対策にて使用する主要パラメータを確認し,  

対策実施の効果が確認できないと判断した場合。 

可搬型放水砲を用いた大気中への放射性物質の放出を抑制するた

めの着手判断は以下のとおり。 

・線量率の上昇又は他の要因により重大事故等への対処を行うこと

が困難になり，大気中への放射性物質の放出に至るおそれがある

と判断した場合。 

 

   (ⅱ) 操作手順 

     放水設備による大気中への放射性物質の放出抑制の概要は以下の

とおり。 

本対策の手順の成否は，可搬型放水砲の流量が所定の流量になっ

たこと及び可搬型放水砲の圧力が所定の圧力となったことにより確

認する。 

手順の対応フローを第６－１図，タイムチャートを第６－２図，

ホース敷設ルート図を第６－３図に示す。 
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① 実績責任者は，セル又は建物の状況を確認し，セル又は建物へ

注水が可能であれば，手順着手の判断基準に基づき，可搬型放

水砲による建物への放水の対処を行う前に，セル又は建物への

注水準備の開始を建屋外対応班の班員に指示する。 

② 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１貯水槽から

大気中への放射性物質の放出を抑制するために可搬型放水砲に

よる建物への放水準備の開始を，建屋外対応班の班員に指示す

る。 

１～３建物までは以下の手順の③～⑭までを繰り返し行うこと

で，各建物への放水が可能である。４～６建物までは，１～３

建物までの作業で設置した大型移送ポンプ車を使用することで

対処可能であることから，以下の手順の⑦～⑭を繰り返し行う

ことで建物への放水が可能である。なお，第２貯水槽及び敷地

外水源から第１貯水槽に水を補給する対応手順は，「7. 重大

事故等への対処に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

③ 建屋外対応班の班員は，資機材の確認を行う。 

④ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍に

移動及び設置する。 

⑤ 建屋外対応班の班員は，第１貯水槽近傍に設置した大型移送ポ

ンプ車の運転準備を行い大型移送ポンプ車付属の水中ポンプ

（ポンプユニット）※１を第１貯水槽の取水箇所に設置する。 

※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水ポンプの吸

込部には，ストレーナを設置しており，異物の混入を防

止することができる。なお，ストレーナが目詰まりをし

た場合は，清掃を行う。 
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⑥ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を中継地点に移動及

び設置する。 

⑦ 建屋外対応班の班員は，可搬型放水砲をホイールローダにより，

放水対象の建屋近傍に運搬し，設置する。 

⑧ 建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース

（金具類，可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計）を第

１貯水槽から放水対象の建屋近傍まで設置する。 

⑨ 建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースをホース展張車に

より，第１貯水槽から放水対象の建屋近傍まで敷設し，可搬型

建屋外ホース，大型移送ポンプ車，可搬型放水砲流量計及び可

搬型放水砲圧力計と接続する。 

⑩ 建屋外対応班の班員は，敷設した可搬型建屋外ホースと可搬型

放水砲を接続する。また，セル又は建物へ注水を行う場合，対

象の建屋内まで可搬型建屋外ホースを敷設する。 

⑪ 大型移送ポンプ車を起動し，敷設した可搬型建屋外ホースの状

態及び可搬型放水砲から放水されることを確認する。 

⑫ 建屋外対応班の班員は，可搬型放水砲による建物への放水又は

セル若しくは建物への注水準備が完了したことを実施責任者に

報告する。 

⑬ 実施責任者は，大気中への放射性物質の放出を抑制する建物へ

の送水開始を建屋外対応班の班員に指示する。 

⑭ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車による送水を行い，

可搬型放水砲による建物への放水又はセル若しくは建物への注

水を開始する。 
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⑮ 建屋外対応班の班員は，建物への放水又はセル若しくは建物へ

の注水中は，可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計で放

水砲流量及び放水砲圧力を確認し，大型移送ポンプ車の回転数

及び弁開度を操作する。 

⑯ 実施責任者は，建屋外対応班の班員から可搬型放水砲流量計が

所定の流量，及び可搬型放水砲圧力計が所定の圧力で可搬型放

水砲による放水を行っていることの報告を受け，放水設備にて

建物に放水することで，大気中への放射性物質の放出抑制の対

処が行われていることを確認する。放水設備による大気中への

放射性物質の放出を抑制していることを確認するのに必要な監

視項目は，可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計の放水

砲流量及び放水砲圧力である。 

⑰ 実施責任者は，通常の放出経路が確保されない状態で放射性物

質の放出に至った原因を特定し，原因への対策が完了した場合，

対処終了の判断を行う。 

 

   (ⅲ) 操作の成立性 

     放水設備による大気中への放射性物質の放出抑制の対応は，実施

責任者，建屋外対応班長及び情報管理班（以下 6.では「実施責任

者等」という。）の要員５人，建屋外対応班の班員 26 人の合計 31

人にて作業を実施した場合，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋では，本

対策の実施判断後４時間以内に対処可能である。その他の建屋の対

処に必要な時間は以下のとおり。 

なお，建屋外対応班の班員 26 人は全ての建屋の対応において共

通の要員である。 
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精製建屋は，本対策の実施判断後 11 時間以内に対処可能である。

分離建屋は，本対策の実施判断後 15 時間以内に対処可能である。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，本対策の実施判断後 19

時間以内に対処可能である。 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，本対策の実施判断後 23 時間以

内に対処可能である。 

前処理建屋は，本対策の実施判断後 26 時間以内に対処可能であ

る。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

【補足説明資料１．７－５】 

 

  ⅱ．主排気筒内への散水 

重大事故等時，主排気筒を介して大気中へ「7.7.1.3 重大事故等

が同時発生した場合の拡大防止対策の有効性評価」の放出量を超える

異常な水準の放射性物質が放出される場合を想定し，可搬型中型移送
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ポンプを第１貯水槽近傍と主排気筒近傍に設置し，第１貯水槽近傍に

設置した可搬型中型移送ポンプから主排気筒に設置しているスプレイ

ノズルに接続されている建屋外ホース（スプレイノズル用）の接続口

まで可搬型建屋外ホースを敷設する。可搬型中型移送ポンプとスプレ

イノズルに接続されている建屋外ホース（スプレイノズル用）を可搬

型建屋外ホースで接続し，可搬型中型移送ポンプで第１貯水槽の水を

取水し，中継用の可搬型中型移送ポンプを経由して，主排気筒に設置

しているスプレイノズルから主排気筒内への散水を行う手段がある。 

 

   (ⅰ) 手順着手の判断基準 

     主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出状況として，

「7.7.1.3 重大事故等が同時発生した場合の拡大防止対策の有効

性評価」の放出量を超える放出の可能性があると判断した場合（排

気モニタリング設備又は可搬型排気モニタリング設備による確認。）。 

なお，本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員及

び時間とは別に，本対応を実施するための要員及び時間を確保可能

な場合に着手する。 

 

   (ⅱ) 操作手順 

     主排気筒内への散水の概要は以下のとおり。 

     本対策の手順の成否は，可搬型建屋外ホースの建屋給水流量が所

定の流量となったこと及び可搬型中型移送ポンプの吐出圧力が所定

の圧力となったことにより確認する。 

手順の対応フローを第６－４図，タイムチャートを第６－５図に

示す。 
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① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１貯水槽を水

源とし，主排気筒に設置しているスプレイノズルから主排気筒

内への散水の対処開始を，建屋外対応班の班員に指示する。 

② 建屋外対応班の班員は，使用する資機材の確認を行う。 

③ 建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース

(金具類，可搬型建屋供給冷却水流量計及び可搬型中型移送ポン

プ吐出圧力計)の設置を行う。 

④ 建屋外対応班の班員は，可搬型中型移送ポンプを可搬型中型移

送ポンプ運搬車により，第１貯水槽近傍へ運搬及び設置する。

併せて，第１貯水槽に設置した可搬型中型移送ポンプ付属の水

中ポンプ（ポンプユニット）※１を第１貯水槽の取水箇所に設置

する。 

※１ 水中ポンプの吸込部には，ストレーナを設置しており，

異物の混入を防止することができる。なお，ストレーナ

が目詰まりをした場合は，清掃を行う。 

⑤ 建屋外対応班の班員は，可搬型中型移送ポンプを可搬型中型移

送ポンプ運搬車により，主排気筒近傍へ運搬及び設置する。 

⑥ 建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースをホース展張車に

より，第１貯水槽近傍の可搬型中型移送ポンプから主排気筒近

傍の可搬型中型移送ポンプまで敷設し，可搬型中型移送ポンプ

と接続する。 

⑦ 建屋外対応班の班員は，主排気筒近傍の可搬型中型移送ポンプ，

可搬型建屋外ホース，可搬型建屋供給冷却水流量計，可搬型中

型移送ポンプ吐出圧力計及びスプレイノズルに接続されている

建屋外ホース（スプレイノズル用）を接続する。建屋外ホース
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（スプレイノズル用）と可搬型建屋外ホースは主排気筒の下部

で接続する。また，建屋外対応班の班員は，第１貯水槽近傍に

設置した送水用の可搬型中型移送ポンプを起動し，試運転を行

う。 

⑧ 建屋外対応班の班員は，スプレイノズルによる主排気筒内への

散水準備が完了したことを実施責任者に報告する。 

⑨ 実施責任者は,主排気筒内への散水開始を建屋外対応班の班員に

指示する。 

⑩ 建屋外対応班の班員は，送水を開始する。送水中は，可搬型中

型移送ポンプ吐出圧力計で可搬型中型移送ポンプの吐出圧力を，

可搬型建屋供給冷却水流量計で建屋給水流量を確認しながら可

搬型中型移送ポンプの回転数を操作する。主排気筒内に散水し

た水は主排気筒底部にある設備から，可搬型建屋外ホース及び

可搬型中型移送ポンプを使用して，重大事故等の対象とならな

い建物の地下又は洞道に排水する。 

⑪ 実施責任者は，建屋外対応班の班員から可搬型建屋供給冷却水

流量計が所定の流量であること及び可搬型中型移送ポンプの吐

出圧力が所定の圧力以上であることの報告を受け，主排気筒内

への散水が行われていることを確認する。主排気筒内への散水

が行われていることを確認するために必要な監視項目は，可搬

型中型移送ポンプ吐出圧力計の可搬型中型移送ポンプ吐出圧力

及び可搬型建屋供給冷却水流量計の建屋給水流量である。 

⑫ 実施責任者は，主排気筒を介して大気中へ「7.7.1.3 重大事故

等が同時発生した場合の拡大防止対策の有効性評価」の放出量
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を超える異常な水準の放射性物質が放出された原因を特定し，

原因への対策が完了した場合，対処終了の判断を行う。 

 

   (ⅲ) 操作の成立性 

     主排気筒内への散水の対応は，実施責任者等の要員５人，建屋外

対応班の班員12人の合計17人にて作業を実施した場合，主排気筒へ

の散水開始は，本対策の実施判断後２時間30分以内で対処可能であ

る。 

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処に係る要員及

び時間に加えて，本対策を実施するための要員及び時間を確保可能

な場合に着手することとしているため，重大事故等対処設備を用い

た対処に悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

【補足説明資料１．７－５】 
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  ⅲ．重大事故等時の対応手段の選択 

    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。 

    重大事故等が発生している使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高

レベル廃液ガラス固化建屋において，大気中への放射性物質の放出に

至るおそれがある場合には，対応手順に従い，可搬型放水砲による建

物への放水を行うことで，大気中への放射性物質の放出を抑制する。

また，放水設備の一部を使用し，セル又は建物へ注水することにより，

大気中への放射性物質の放出を抑制することも可能である。 

可搬型放水砲による建物への放水の手段は，以下の考え方を基本と

する。 

・第１貯水槽を水源とし，可能な限り早く放水を開始する。 

・可搬型放水砲による放水開始後は，水の供給を途切れることなく放

水を継続するため，第２貯水槽及び敷地外水源から水の補給を実施

する（水の補給については，「7. 重大事故等への対処に必要とな

る水の供給手順等」にて整備する。）。 

この対応手段の他に，主排気筒を経由して大気中へ「7.7.1.3 重

大事故等が同時発生した場合の拡大防止対策の有効性評価」の放出量

を超える異常な水準の放射性物質の放出を抑制するために，主排気筒

内への散水の対応手順を選択することができる。 

 

 

 (ｂ) 工場等外への放射線の放出を抑制するための対応手順 

  ⅰ．燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等外への放射線の放

出抑制     
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    重大事故等時，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から工場等外へ放射線

が放出されることを想定し，大型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍及び

アクセスルート上に設置し，可搬型建屋外ホース及び建屋内ホースを

燃料貯蔵プール等まで敷設し，大型移送ポンプ車で第１貯水槽の水を

取水し，中継用の大型移送ポンプ車を経由して，燃料貯蔵プール等へ

注水する手段がある。     

    火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確認された場

合は，事前の対応作業として，可搬型建屋外ホースの敷設を行い，除

灰作業の準備を実施する。また，降灰が確認されたのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 

 

   (ⅰ) 手順着手の判断基準 

     燃料貯蔵プール等から大量の水が漏えいし，燃料貯蔵プール等の

水位低下が継続し，水遮蔽による遮蔽が損なわれ，高線量の放射線

が放出するおそれがあり，建屋内作業の継続が困難であると判断し

た場合（プール空間線量，プール水位及びプール状態監視カメラに

よる確認。）。 

 

   (ⅱ) 操作手順 

     燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等外への放射線の

放出抑制の概要は以下のとおり。 

本対策の手順の成否は，可搬型放水砲の流量が所定の流量となっ

たことにより確認する。 
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手順の対応フローを第６－６図，タイムチャートを第６－７図，

ホース敷設ルート図を第６－３図及び第６－８図並びに６－９図に

示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１貯水槽から

燃料貯蔵プール等への注水準備の開始を，建屋外対応班の班員

及び建屋対策班の班員に指示する。 

② 建屋外対応班の班員は，資機材の確認を行う。 

③ 建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース

（金具類及び可搬型放水砲流量計）を第１貯水槽から使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋近傍に設置する。また，建屋対策班の班員

は，可搬型建屋内ホースを使用済燃料受入れ・貯蔵建屋入口扉

から建屋内に運搬し，敷設する。 

なお，可搬型建屋内ホースを燃料貯蔵プール等近傍へ敷設する

際は，止水板の一部を取り外し，敷設する。 

④ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍へ

移動する。 

⑤ 建屋外対応班の班員は，第１貯水槽近傍に移動した大型移送ポ

ンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニット）※１を第１貯水槽の

取水箇所に設置する。 

※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水ポンプの吸

込部には，ストレーナを設置しており，異物の混入を防

止することができる。なお，ストレーナが目詰まりをし

た場合は，清掃を行う。 

⑥ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を中継地点に移動し，

設置する。 
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⑦ 建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースをホース展張車に

より，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋入口扉まで敷設する。可搬

型建屋外ホースと，大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲流量計

を接続する。 

⑧ 建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースを，車両により敷

設が出来ないアクセスルート部分を敷設する際は，班員が人力

で可搬型建屋外ホースを運搬し，敷設する。併せて運搬車で運

搬した可搬型建屋外ホースと可搬型建屋内ホースを接続する。 

⑨ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を起動し，試運転を

行い，敷設した可搬型建屋外ホースの状態を確認する。 

⑩ 建屋外対応班の班員は，燃料貯蔵プール等への注水準備が完了

したことを実施責任者に報告する。 

⑪ 実施責任者は，燃料貯蔵プール等への注水開始を建屋外対応班

の班員に指示する。 

⑫ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車による送水を開始す

る。 

⑬ 実施責任者は，燃料貯蔵プール等への注水中は，可搬型放水砲

流量計，ガンマ線エリアモニタ，可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計（サーベイメータ），可搬型燃料貯蔵プール等空間線

量率計（線量率計），燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，燃料

貯蔵プール等水位計及び可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメ

ラで，放水砲流量，建屋内線量率及びプールの水位を確認する。

また，建屋外対応班の班員に可搬型放水砲流量計で送水流量を

確認しながら大型移送ポンプ車の回転数及び弁開度を操作する

ように指示する。 
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⑭ 実施責任者は，建屋外対応班の班員から可搬型放水砲流量計が

所定の流量であることの報告を受け，燃料貯蔵プール等へ注水

が行われていることを確認する。燃料貯蔵プール等へ注水が行

われていることを確認するのに必要な監視項目は，可搬型放水

砲流量計の放水砲流量である。 

⑮ 実施責任者は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から工場等外へ放

射線が放出された原因を特定し，原因への対策が完了した場合，

対処終了の判断を行う。 

 

   (ⅲ) 操作の成立性 

     燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等外への放射線の

放出抑制の対応は，実施責任者等の要員６人，建屋外対応班の班員

14 人，建屋対策班の班員８人の合計 28 人にて作業を実施した場合，

燃料貯蔵プール等への注水は，本対策の実施判断後５時間 30 分以

内で対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び
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停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

【補足説明資料１．７－５】 

 

  ⅱ．重大事故等時の対応手段の選択 

    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。 

重大事故等が発生している使用済燃料受入れ・貯蔵建屋において，

放射線の放出に至るおそれがある場合には，対応手順に従い，燃料貯

蔵プール等へ注水することにより，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から

の放射線の放出を抑制する。 

 

 (ｃ) 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための対応手

順 

  ⅰ．海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出抑制     

    重大事故等時，建物に放水した水に放射性物質が含まれていること

を考慮し，再処理施設の敷地を通る北東排水路（北側）及び北東排水

路（南側）（以下，６．では「排水路①及び②」という。）を通じて再

処理施設の敷地に隣接する尾駮沼へ放射性物質が流出することを抑制

するために，排水路①及び②の雨水集水桝に運搬車で放射性物質吸着

材及び可搬型汚濁水拡散防止フェンスを運搬し，設置する手段がある。 

また，放水の到達点で霧状になったものが風の影響によって流され，

その他の再処理施設の敷地を通る北排水路，東排水路及び南東排水路

（以下，６．では「排水路③，④及び⑤」という。）を通じて再処理

施設の敷地に隣接する尾駮沼へ放射性物質が流出することを抑制する
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ために，排水路③，④及び⑤の雨水集水桝に運搬車で放射性物質吸着

材及び可搬型汚濁水拡散防止フェンスを運搬し，設置する手段がある。 

各排水路の概要図を第６－10 図に示す。 

加えて，天候の影響により，その他の経路から再処理施設の敷地に

隣接する尾駮沼から海洋へ，放射性物質が流出することを抑制するた

めに，尾駮沼出口及び尾駮沼に可搬型中型移送ポンプ運搬車及び小型

船舶で可搬型汚濁水拡散防止フェンスを設置する手段がある。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確認された場

合は，事前の対応作業として，排水路①及び②に可搬型汚濁水拡散防

止フェンスの設置を行い，除灰作業の準備を実施する。また，降灰が

確認されたのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

 

   (ⅰ) 手順着手の判断基準 

     以下の着手判断を行った場合。 

     各重大事故等時の対策にて使用する主要パラメータの確認時に，

対策実施の効果が確認できないと判断し，セル又は建物へ注水する

場合。 

線量率の上昇又は他の要因により重大事故等への対処を行うこと

が困難になり，大気中への放射性物質の放出に至るおそれがあると

判断し，可搬型放水砲を用いた大気中への放射性物質の放出を抑制

する場合。 

 

   (ⅱ) 操作手順 

     海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための対応

手順の概要は，以下のとおり。 
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手順の対応フローを第６－１図，設置箇所の概要を第６－10 図，

タイムチャートを第６－11 図に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，海洋，河川，湖

沼等への放射性物質の流出を抑制するための対応準備の開始を

建屋外対応班の班員に指示する。 

② 建屋外対応班の班員は，使用する資機材の確認を行う。資機材

の確認後，運搬車により，再処理施設の敷地を通る排水路①及

び②の雨水集水枡近傍に可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放

射性物質吸着材を運搬する。 

排水路①及び②の雨水集水枡へ放射性物質吸着材を設置し，可

搬型汚濁水拡散防止フェンスを設置する。 

③ 建屋外対応班の班員は，排水路①及び②の放射性物質の流出を

抑制するための対処が完了したことを実施責任者に報告する。 

④ 建屋外対応班の班員は，運搬車によりその他の再処理施設の敷

地を通る排水路③，④及び⑤の雨水集水枡近傍に可搬型汚濁水

拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材を運搬する。 

排水路③，④及び⑤の雨水集水枡へ放射性物質吸着材を設置し，

可搬型汚濁水拡散防止フェンスを設置する。 

⑤ 建屋外対応班の班員は，排水路③，④及び⑤の放射性物質の流

出を抑制するための対処が完了したことを実施責任者に報告す

る。 

⑥ 建屋外対応班の班員は，運搬車により尾駮沼近傍に小型船舶の

運搬を行う。 

⑦ 建屋外対応班の班員は，可搬型中型移送ポンプ運搬車により，

可搬型汚濁水拡散防止フェンスを設置箇所近傍に運搬する。 
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なお，ホース展張車を用いて運搬することも可能である。 

⑧ 建屋外対応班の班員は，小型船舶の組立を行う。 

⑨ 建屋外対応班の班員は，小型船舶を尾駮沼に進水させ，作動確

認を行う。 

⑩ 建屋外対応班の班員は，小型船舶を用いて尾駮沼の出口に可搬

型汚濁水拡散防止フェンスを運搬し，設置する。 

⑪ 建屋外対応班の班員は，小型船舶を用いて可搬型汚濁水拡散防

止フェンスのカーテン降ろし及びアンカー設置を行う。 

⑫ 建屋外対応班の班員は，可搬型汚濁水拡散防止フェンスの設置

が完了したことを実施責任者に報告する。 

⑬ 建屋外対応班の班員は，可搬型中型移送ポンプ運搬車により，

可搬型汚濁水拡散防止フェンスを設置箇所近傍に運搬する。 

なお，ホース展張車を用いて運搬することも可能である。 

⑭ 建屋外対応班の班員は，可搬型汚濁水拡散防止フェンスの設置

準備を行う。 

⑮ 建屋外対応班の班員は，小型船舶を用いて尾駮沼に，可搬型汚

濁水拡散防止フェンスを設置する。 

⑯ 建屋外対応班の班員は，小型船舶を用いて可搬型汚濁水拡散防

止フェンスのカーテン降ろし及びアンカー設置を行う。 

⑰ 建屋外対応班の班員は，可搬型汚濁水拡散防止フェンスの設置

が完了したことを実施責任者に報告する。 

⑱ 実施責任者は，再処理施設の敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ

放射性物質が流出する原因を特定し，原因への対策が完了した

場合，対処終了の判断を行う。 
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   (ⅲ) 操作の成立性 

     海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出抑制の対応のうち，排

水路①及び②への可搬型汚濁水拡散防止フェンスの設置及び放射性

物質吸着材の設置の対応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応

班の班員６人の合計 11 人にて作業を実施した場合，本対策の実施

判断後４時間以内に対処可能である。 

排水路③，④及び⑤への可搬型汚濁水拡散防止フェンスの設置及

び放射性物質吸着材の設置の対応は，実施責任者等の要員５人，建

屋外対応班の班員６人の合計 11 人にて作業を実施した場合，本対

策の実施判断後 10 時間以内に対処可能である。 

尾駮沼出口及び尾駮沼への可搬型汚濁水拡散防止フェンスの設置

の対応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員 24 人の

合計 29 人にて作業を実施した場合，本対策の実施判断後 58 時間以

内に対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 
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【補足説明資料１．７－５】 

 

  ⅱ．重大事故等時の対応手段の選択 

    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。 

重大事故等が発生している使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高

レベル廃液ガラス固化建屋に放水した水が再処理施設の敷地を通る排

水路及びその他の経路を通じて，再処理施設の敷地に隣接する尾駮沼

及び海洋へ放射性物質を含んで流出するおそれがある場合には，対応

手順に従い，可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材の

設置を行うことにより，放射性物質の流出抑制を行う。 

 

 (ｄ) 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，

化学火災に対応するための対応手順 

  ⅰ．初期対応における延焼防止措置 

    重大事故等時，再処理施設の各建物周辺における航空機燃料火災，

化学火災が発生した場合を想定し，屋外消火栓又は防火水槽を水源と

して，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車

を用いて，航空機燃料火災，化学火災に対して初期対応における消火

活動を行う手段がある。 

 

   (ⅰ) 手順着手の判断基準 

     航空機燃料火災，化学火災が発生し，大型化学高所放水車，消防

ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車による初期対応が必要な場合。 
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なお，本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員及

び時間とは別に，本対応を実施するための要員及び時間を確保可能

な場合に着手する。 

 

   (ⅱ) 操作手順 

     初期対応における延焼防止措置の対応手順の概要は以下のとおり。 

手順の対応フローを第６－12 図，タイムチャートを第６－13 図

に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建物及び建物周

辺の状況確認の結果から，消火活動に使用する消火剤を選定し，

航空機の衝突による航空機燃料火災，化学火災への対処準備の

開始を消火専門隊及び当直（運転員）へ指示する。 

② 消火専門隊及び当直（運転員）は，消火活動に使用する大型化

学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車の準備

を行う。 

③ 消火専門隊及び当直（運転員）は，大型化学高所放水車，消防

ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を使用して消火活動を実施

する。 

④ 消火専門隊及び当直（運転員）は，適宜，泡消火剤を運搬し，

大型化学高所放水車又は消防ポンプ付水槽車へ補給を実施する。 

⑤ 消火専門隊及び当直（運転員）は，初期対応における延焼防止

措置の状況を実施責任者に報告する。 

 

   (ⅲ) 操作の成立性 
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     初期対応における延焼防止措置の対応は，実施責任者等の要員５

人，消火専門隊５人，当直（運転員）１人，放射線管理員１人の合

計 12 人にて作業を実施した場合，初期対応における延焼防止措置

は，本対策の実施判断後 20 分以内で対処可能である。 

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処に係る要員及

び時間に加えて，本対策を実施するための要員及び時間を確保可能

な場合に着手することとしているため，重大事故等対処設備を用い

た対処に悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

【補足説明資料１．７－５】 

 

  ⅱ．再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，

化学火災の対応     

    重大事故等時，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による

航空機燃料火災，化学火災が発生した場合を想定し，大型移送ポンプ

962



車を第１貯水槽近傍に設置し，可搬型建屋外ホースを再処理施設の各

建物周辺における火災の発生箇所近傍まで敷設し，可搬型放水砲との

接続を行い，可搬型放水砲による泡消火及び放水による消火活動を行

う。 

可搬型放水砲の設置場所は，再処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火災の発生場所及びに風向きによ

り決定する。 

建物及び建物周辺の状況確認の結果から，泡消火又は放水による消

火活動を行うのかを決定する。 

建物及び建物周辺の状況確認の結果から，消火活動に使用する消火

剤を決定する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確認された場

合は，事前の対応作業として，可搬型建屋外ホースの敷設を行い，除

灰作業の準備を実施する。また，降灰が確認されたのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 

 

   (ⅰ) 手順着手の判断基準 

     航空機燃料火災，化学火災が発生し，可搬型放水砲による火災発

生箇所へ泡消火又は放水による消火活動を行う必要がある場合。 

 

   (ⅱ) 操作手順 

     再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災，化学火災の対応手順の概要は以下のとおり。 
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     本対策の手順の成否は，可搬型放水砲の流量が所定の流量になっ

たこと及び可搬型放水砲の圧力が所定の圧力となったことにより確

認する。 

     手順の対応フローを第６－12 図，タイムチャートを第６－13 図

に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１貯水槽から

再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災，化学火災へ対応するために，可搬型放水砲による泡消火

又は放水準備の開始を建屋外対応班の班員に指示する。 

② 建屋外対応班の班員は，建物及び建物周辺の状況確認を行う。 

③ 建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース

（金具類，可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計）の運

搬準備を行う。 

④ 建屋外対応班の班員は，資機材の確認を行う。 

⑤ 建屋外対応班の班員は，可搬型放水砲をホイールローダにより，

航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災の発生箇所近傍に

運搬し，設置する。 

⑥ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍へ

移動し，設置する。 

⑦ 建屋外対応班の班員は，第１貯水槽近傍に設置した大型移送ポ

ンプ車の運転準備を行い大型移送ポンプ車付属の水中ポンプ

（ポンプユニット）※１を第１貯水槽の取水箇所に設置する。 

※１ 大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水ポンプの吸

込部には，ストレーナを設置しており，異物の混入を防
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止することができる。なお，ストレーナが目詰まりをし

た場合は，清掃を行う。 

⑧ 建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型建屋外ホース

（金具類，可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計）を第

１貯水槽から可搬型放水砲近傍まで設置する。 

⑨ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を中継地点に移動及

び設置する。 

⑩ 建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースをホース展張車に

より，第１貯水槽から可搬型放水砲近傍まで敷設し，可搬型放

水砲，可搬型建屋外ホース，大型移送ポンプ車，可搬型放水砲

流量計及び可搬型放水砲圧力計を接続する。 

⑪ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を起動し，敷設した

可搬型建屋外ホースの状態及び可搬型放水砲から放水されるこ

とを確認する。 

⑫ 建屋外対応班の班員は，可搬型放水砲による火災発生箇所への

放水準備が完了したことを実施責任者に報告する。 

⑬ 実施責任者は，初期消火による延焼防止措置で対処が完了しな

かった場合，航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災への

対処開始を建屋外対応班の班員に指示する。 

⑭ 建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車による送水，可搬型

放水砲による火災発生箇所への対処を開始する。 

⑮ 建屋外対応班の班員は，火災発生箇所への対処中に泡消火剤を

使用している場合は，適宜，泡消火剤を運搬し，補給する。ま

た，泡消火又は放水による消火活動中は，可搬型放水砲流量計
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及び可搬型放水砲圧力計で，放水砲流量及び放水砲圧力を確認

しながら，大型移送ポンプ車の回転数及び弁開度を操作する。 

⑯ 実施責任者は，建屋外対応班の班員から可搬型放水砲流量計が

所定の流量以上あること，及び可搬型放水砲圧力計が所定の圧

力以上あることの報告を受け，航空機衝突による航空機燃料火

災，化学火災への対応が行われていることを確認する。航空機

衝突による航空機燃料火災，化学火災への対応が行われている

ことを確認するために必要な監視項目は，可搬型放水砲流量計

及び可搬型放水砲圧力計の，放水砲流量及び放水砲圧力である。 

⑰ 実施責任者は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災，化学火災が鎮火した場合，対処終了の判

断を行う。 

 

   (ⅲ) 操作の成立性 

     再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災，化学火災の対応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の

班員 16 人の合計 21 人にて作業を実施した場合，再処理施設の各建

物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災へ対応

は，本対策の実施判断後２時間 30 分以内で対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。 
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さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

【補足説明資料１．７－５】 

 

  ⅲ．重大事故等時の対応手段の選択 

    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。 

    再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，

化学火災が発生した場合には，対応手順に従い，可搬型放水砲での消

火活動を行うことで，航空機燃料火災，化学火災の消火活動を行う。 

この対応手段を行う前に，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽

車又は化学粉末消防車が使用可能な場合には，初期消火活動を行うた

めに，初期対応における延焼防止措置の対応手順を選択することがで

きる。 

建物及び建物周辺の状況確認の結果から，泡消火又は放水による消

火活動を行うのかを決定する。 

建物及び建物周辺の状況確認の結果から，消火活動に使用する消火

剤を決定する。 

 

 (ｅ) その他の手順項目について考慮する手順 

   水源の確保及び水の移送ルートについては「7. 重大事故等への対処

に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
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燃料の給油手順については「8. 電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

   操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順については「9. 事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

各手順で定める，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースの敷

設，可搬型放水砲及び大型移送ポンプ車の設置並びに可搬型放水砲と

可搬型建屋外ホースを接続するまでの手順は，アクセスルートの状況

によって選定されたどの水の移送ルートにおいても同じである。また，

取水箇所から水の供給先までの水の移送ルートにより，可搬型建屋外

ホース及び可搬型建屋内ホースの数量が決定する。 

各手順におけるホースの敷設ルートは，作業時間を考慮し，送水開

始までの時間が最短になる組合せを優先して確保する。 
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資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1.7-1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.7-2 放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の流出抑制 令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.7-3 可搬型放水砲の設置位置及び使用方法について 令和2年4月28日 1 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.7-4 建物放水の水源の成立性について 令和2年7月13日 2 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.7-5 有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．７） 令和4年7月15日 1 申請書及び整理資料への反映事項の修正等。

技術的能力（１．７ 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順）

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考（令和元年8月提出済みの資料については、資料番号を記載）

9
6
9



令和４年７月 15 日 R1 

 

 

 

 

 

補足説明資料１．７－５ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．７） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.7 では，これらの要求事項に対し，技術的能力 1.0 に定

めた防護対策（検知手段，防護措置）を個別手順に反映することが求めら

れることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力１．７（1／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
1
.
7
-
5
-
2
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の大規模な損壊が発生

した場合（以下「大規模損壊」という。）

若しくは大規模損壊が発生するおそ

れがある場合における以下の重大事

故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するた

めに必要な手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備等運用面での

対策を行う。 

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

５． 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力発

電所の事故の教訓を踏まえた重大事

故の発生防止対策及び重大事故の拡

大防止対策（以下「重大事故等対策」

という。）の設備強化等の対策に加え，

重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）若しくは重大事故（以下

「重大事故等」という。）が発生した場

合，大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる再処理施設の大規模な損壊

（以下「大規模損壊」という。）が発生

した場合若しくは大規模損壊が発生

するおそれがある場合における以下

の重大事故等対処設備に係る事項，復

旧作業に係る事項，支援に係る事項及

び手順書の整備，教育，訓練の実施及

び体制の整備を考慮し，当該事故等に

対処するために必要な手順書の整備，

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

9
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力１．７（2／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
7
-
5
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」

については，重大事故等対策のための

手順を整備し，重大事故等の対応を実

施する。「ハ．(２) (ⅱ) 大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応に

おける事項」については，「ハ．(２) 

(ⅰ) 重大事故等対策」の対応手順を

基に，大規模な損壊が発生した場合の

様々な状況においても，事象進展の抑

制及び緩和を行うための手順を整備

し，大規模な損壊が発生した場合の対

応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

重大事故の発生及び拡大の防止に

教育，訓練の実施及び体制の整備等運

用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，

常圧で運転していることから，重大事

故に至るおそれのある安全機能の喪

失から重大事故発生までの事象進展

が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下

等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがっ

て，重大事故に至るおそれのある安全

機能の喪失と判断した後に，現場の状

況を把握し，その状況に応じた対策の

準備とその後の対策を確実に実施す

ることが可能である。このため，要求

事項に加え，重大事故に至るおそれの

ある安全機能の喪失時の初動対応に

係る事項について手順の整備等の運

用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」については，

重大事故等対策のための手順を整備

し，重大事故等の対応を実施する。

「5.2 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」につい

ては，「5.1 重大事故等対策」の対応

手順を基に，大規模損壊が発生した場

合の様々な状況においても，事象進展

の抑制及び緩和を行うための手順を

整備し，大規模損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に対

処し得る体制においても技術的能力

を維持管理していくために必要な事

項を，「核原料物質，核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律」に基づく再

処理施設保安規定等において規定す

る。 

重大事故の発生及び拡大の防止に必

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。 

 重大事故等 

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14（通信連絡に

関する手順）の手順を指し，詳

細な連絡手段の手順について

は，技術的能力 1.14 で整理し

ている。 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.0～1.14 の手

順を指し，詳細な防護措置の手

順については，各々で整理して

いる。 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

  第５表及び第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14 の手順にて反映

事項を確認するため，本箇所での反

映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

 第５表及び第５－１表に記載する

技術的能力1.0～1.14の手順にて反

映事項を確認するため，本箇所での

反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力１．７（3／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
7
-
5
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定す

る内容に加え，「事業指定基準規則」に

基づいて整備する設備の運用手順等

についても考慮した「重大事故等対策

の手順の概要」，「重大事故等対策にお

ける操作の成立性」及び「事故対処す

るために必要な設備」を含めて手順等

を適切に整備する。重大事故等対策の

手順の概要を第５表，重大事故等対策

における操作の成立性を第６表, 事

故対処するために必要な設備を第７

表に示す。 

 

 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) 

６） 放射性物質の漏えい」に示すと

おり，液体状，固体状及び気体状の放

射性物質に関する閉じ込め機能の喪

失が発生した場合においても，放射性

物質の漏えいは発生が想定されない

ことから，放射性物質の漏えいに対処

するための手順等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要な措置については，「使用済燃料の

再処理の事業に係る再処理事業者の

重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準」（以下「技術

的能力審査基準」という。）で規定する

内容に加え，「再処理施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則」（以下

「事業指定基準規則」という。）に基づ

いて整備する設備の運用手順等につ

いても考慮した「重大事故等対策の手

順の概要」，「重大事故等対策における

操作の成立性」及び「事故対処するた

めに必要な設備」を含めて手順等を適

切に整備する。重大事故等対策の手順

の概要を第５－１表，重大事故等対策

における操作の成立性を第５－２表，

事故対処するために必要な設備を第

５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質の

漏えいに対処するための手順等」に示

すとおり，液体状，固体状及び気体状

の放射性物質に関する閉じ込め機能

の喪失が発生した場合においても，放

射性物質の漏えいは発生が想定され

ないことから，放射性物質の漏えいに

対処するための手順等は不要である。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力１．７（5／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
7
-
5
-
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制の対応は，実施責任

者，建屋外対応班長及び情報管理班

（以下 6.では「実施責任者等」とい

う。）の要員５人，建屋外対応班の班員

26人の合計 31人にて作業を実施した

場合，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋で

は，本対策の実施判断後４時間以内に

対処可能である。その他の建屋の対処

に必要な時間は以下のとおり。 

 なお，建屋外対応班の班員 26 人は

全ての建屋の対応において共通の要

員である。 

 精製建屋は，本対策の実施判断後 11

時間以内に対処可能である。 

分離建屋は，本対策の実施判断後 15

時間以内に対処可能である。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

は，本対策の実施判断後 19 時間以内

に対処可能である。 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，本

対策の実施判断後 23 時間以内に対処

可能である。 

前処理建屋は，本対策の実施判断後

26時間以内に対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡 

 明示していないが，中央制御室

等との連絡手段が確保される

ことにより，作業場所の状況や

中央制御室等からの作業指示，

連絡を受けることができる。 

 実施組織要員の移動及び作業時

に，作業場所の状況に応じた対応

を行うこと 

 明示していないが，有毒ガスの

発生については，作業場所での

目視及び臭気の確認により認

知することができる。 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「中央制御室との連絡手段を確保

する。」ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの

検知手段（通信連絡設備）に対して，

技術的能力 1.14 に手順を定めてい

ることから、反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「通常の安全対策に加えて、放射線

環境や作業環境に応じた防護具の

配備を行い、移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。」

ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順

であることから、反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力１．７（6／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
7
-
5
-
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大事故等の対処時においては，中央制

御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬及

び移動ができるように，可搬型照明を

配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

時対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場

合でも,重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

  有毒ガス防護対策により，非常時

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

 

 

 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通事

項として技術的能力1.0の補足説明資

料で説明する。また，既許可に反映済

みの事項を含め，本条文における有毒

ガス防護対策を確認した結果として，

「有毒ガス防護に係る申請書項目の

整理表」を補足説明資料 1.7-5として

追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力１．７（7／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
7
-
5
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ６．ｂ．（ａ） 

ⅱ．主排気筒内への散水 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

 主排気筒内への散水の対応は，実施

責任者等の要員５人，建屋外対応班の

班員 12人の合計 17人にて作業を実施

した場合，主排気筒への散水開始は，

本対策の実施判断後２時間 30 分以内

で対処可能である。 

なお，本対策は，重大事故等対処設

備を用いた対処に係る要員及び時間

に加えて，本対策を実施するための要

員及び時間を確保可能な場合に着手

することとしているため，重大事故等

対処設備を用いた対処に悪影響を及

ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。 

 さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。重

大事故等の対処時においては，中央制

御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬及

び移動ができるように，可搬型照明を

配備する。 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ６．ｂ．（ａ） 

ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した整理と

同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ６．ｂ．（ａ） 

ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した担保す

べき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ６．ｂ．（ａ） 

ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した反映事

項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力１．７（8／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
7
-
5
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ６．ｂ． 

（ｂ）工場等外への放射線の放出を抑

制するための対応手順 

 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への大容量の注

水による工場等外への放射線の

放出抑制 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

燃料貯蔵プール等への大容量の注

水による工場等外への放射線の放出

抑制の対応は，実施責任者等の要員６

人，建屋外対応班の班員 14 人，建屋

対策班の班員８人の合計 28 人にて作

業を実施した場合，燃料貯蔵プール等

への注水は，本対策の実施判断後５時

間 30 分以内で対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。 

 さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。重

大事故等の対処時においては，中央制

御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬及

び移動ができるように，可搬型照明を

配備する。 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ６．ｂ．（ａ） 

ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した整理と

同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ６．ｂ．（ａ） 

ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した担保す

べき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ６．ｂ．（ａ） 

ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した反映事

項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力１．７（9／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
7
-
5
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ６．ｂ． 

（ｃ）海洋，河川，湖沼等への放射性

物質の流出を抑制するための

対応手順 

 

ⅰ．海洋，河川，湖沼等への放射性物

質の流出抑制 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

海洋，河川，湖沼等への放射性物質

の流出抑制の対応のうち，排水路①及

び②への可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンスの設置及び放射性物質吸着材の

設置の対応は，実施責任者等の要員５

人，建屋外対応班の班員６人の合計 11

人にて作業を実施した場合，本対策の

実施判断後４時間以内に対処可能で

ある。 

排水路③，④及び⑤への可搬型汚濁

水拡散防止フェンスの設置及び放射

性物質吸着材の設置の対応は，実施責

任者等の要員５人，建屋外対応班の班

員６人の合計 11 人にて作業を実施し

た場合，本対策の実施判断後 10 時間

以内に対処可能である。 

尾駮沼出口及び尾駮沼への可搬型

汚濁水拡散防止フェンスの設置の対

応は，実施責任者等の要員５人，建屋

外対応班の班員 24人の合計 29人にて

作業を実施した場合，本対策の実施判

断後 58時間以内に対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ６．ｂ．（ａ） 

ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した整理と

同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ６．ｂ．（ａ） 

ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した担保す

べき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ６．ｂ．（ａ） 

ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した反映事

項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力１．７（10／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
7
-
5
-
1
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

管理する。 

 さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。重

大事故等の対処時においては，中央制

御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬及

び移動ができるように，可搬型照明を

配備する。 

 

 

添付書類八 添付１ ６．ｂ． 

（ｄ）再処理施設の各建物周辺におけ

る航空機衝突による航空機燃

料火災，化学火災に対応するた

めの対応手順 

 

ⅰ．初期対応における延焼防止措置 

 

 (ⅲ) 操作の成立性 

初期対応における延焼防止措置の

対応は，実施責任者等の要員５人，消

火専門隊５人，当直（運転員）１人，

放射線管理員１人の合計 12 人にて作

業を実施した場合，初期対応における

延焼防止措置は，本対策の実施判断後

20分以内で対処可能である。 

なお，本対策は，重大事故等対処設

備を用いた対処に係る要員及び時間

に加えて，本対策を実施するための要

員及び時間を確保可能な場合に着手

することとしているため，重大事故等

対処設備を用いた対処に悪影響を及

ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ６．ｂ．（ａ） 

ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した整理と

同じ 
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ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した担保す

べき事項と同じ 
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ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した反映事

項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力１．７（11／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
7
-
5
-
1
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への

移動及び作業においては，作業場所の

線量率の把握及び状況に応じた対応

を行うことにより，実施組織要員の被

ばく線量を可能な限り低減する。重大

事故等の対処においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬及び移

動ができるように，可搬型照明を配備

する。 

 

添付書類八 添付１ ６．ｂ．（ｄ） 

ⅱ．再処理施設の各建物周辺における

航空機衝突による航空機燃料火

災，化学火災の対応 

 

 (ⅲ) 操作の成立性 

再処理施設の各建物周辺における

航空機衝突による航空機燃料火災，化

学火災の対応は，実施責任者等の要員

５人，建屋外対応班の班員 16 人の合

計 21 人にて作業を実施した場合，再

処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火

災へ対応は，本対策の実施判断後２時

間 30分以内で対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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ⅰ．放水設備による大気中への放射性

物質の放出抑制」にて記載した整理と

同じ 
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物質の放出抑制」にて記載した担保す

べき事項と同じ 
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物質の放出抑制」にて記載した反映事

項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力１．７（12／12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
7
-
5
-
1
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に

管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。重

大事故等の対処時においては，中央制

御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬及

び移動ができるように，可搬型照明を

配備する。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等  

＜  目  次  ＞  

1.8.1 概要  

1.8.1.1 水源の確保を行うための措置  

1.8.1.2 第１貯水槽へ水を補給するための措置  

1.8.1.3 水源を切り替えるための措置  

1.8.1.4 自主対策設備  
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1.8.1 概要  

1.8.1.1 水源の確保を行うための措置  

(１ ) 水源の確保を行うための手順  

    重大事故等に対処するため，水源の確保が必要となっ

た場合には，第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水源の

状態確認をするとともに，水の移送に使用する水源及び

ホース敷設ルートを決定する手順に着手する。  

    本手順は，水源の確保を，実施責任者，建屋外対応班

長及び情報管理班（以下「実施責任者等」という。）の要

員５人，建屋外対応班の班員４人の合計９人体制で，対

処の移行判断後１時間 30 分以内に対処可能である。  

    なお，水の移送ルートは，送水に必要となる各作業時

間を考慮し，水の供給開始までの時間が最短になる組合

せを優先して確保する。  
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1.8.1.2 第１貯水槽へ水を補給するための措置  

(１ )  第２貯水槽及び尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ

又は二又川取水場所Ａ（以下「敷地外水源」という。）か

ら第１貯水槽へ水を補給するための手順  

重大事故等の対処に必要な水を，第１貯水槽へ補給す

る場合において，第１貯水槽へ水を補給するための手順

に着手する。  

本手順では，第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給

準備及び水の補給，敷地外水源から第１貯水槽への水の

補給準備及び水の補給を実施する。  

第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給は，実施責任

者等の要員５人，建屋外対応班の班員 10 人の合計 15 人

体制にて作業を実施した場合，水の補給開始は，燃料貯

蔵プール等への水のスプレイ，放水設備による大気中へ

の放射性物質の放出抑制又は燃料貯蔵プール等への大容

量の注水による工場等外への放射線の放出抑制の実施判

断後，３時間以内で対処可能である。  

敷地外水源から第１貯水槽への水の補給は，実施責任

者等の要員５人，建屋外対応班の班員 26 人の合計 31 人

体制にて，作業を実施した場合，１系統による水の補給

開始は，第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備完

了後 7 時間以内で対処可能である。  

なお，建屋外対応班の班員 26 人は全ての水の補給の対

応において共通の要員である。  
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     ２系統による水の補給は，本対策の実施判断後 13 時

間以内に対処可能である。  

     ３系統による水の補給は，本対策の実施判断後 19 時

間以内に対処可能である。  
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1.8.1.3 水源を切り替えるための措置  

(１ ) 第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補給

源の切り替えるための手順  

第２貯水槽の貯水槽水位が所定の水位以下となり第１

貯水槽への水の補給が行えなくなった場合であって，第

２貯水槽から敷地外水源への切り替えが必要になった場

合は，水の補給源を敷地外水源からの補給に切り替える

ための手順に着手する。  

本手順では，水の補給源の切り替えを，実施責任者等

の要員５人，建屋外対応班の班員 26 人の合計 31 人体制

で，第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備完了後

７時間以内に対処可能である。  
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1.8.1.4 自主対策設備  

重大事故等の対処を確実に実施するための対策の抽出

を行った結果，重大事故等への対処に必要となる水を供

給するための自主対策 設備 ※ １ 及び手順 等を 以下 のとお

り整備する。  

   ※１自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たす

ことや全ての再処理施設の状況におい

て使用することは困難であるが，再処

理施設の状況によっては，事故対応に

有効な設備。  

 

(１ ) 二又川取水場所Ｂ，淡水取水設備貯水池及び敷地内西

側貯水池 (以下（淡水取水源）という。 )を水源とした，

第１貯水槽への水の供給  

 

   ａ .設備  

重大事故等時，第１貯水槽へ水を補給する場合は，第

２貯水槽及び敷地外水源を優先して対処を行うが，第

２貯水槽及び敷地外水源を優先して対処ができない場

合には，淡水取水源を水の補給源として第１貯水槽へ

水の補給を行う設計とする。  

 

   ｂ .手順  

淡水取水源を水源とした，第１貯水槽への水の供給の主

な手順は以下のとおり。  
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重大事故等時において，第２貯水槽及び敷地外水源が

使用できない場合において，淡水取水源からの水の補給

が可能な場合，淡水取水源を水の補給源として第１貯水

槽へ水の補給を行う手順に着手する。本手順は，以下の

人員，時間で実施可能である。  

二又川取水場所Ｂから第１貯水槽への水の補給は，実

施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員 14 人の合計

19 人にて作業を実施した場合，水の補給開始まで本対策

の実施判断後４時間以内に対処可能である。  

淡水取水設備貯水池から第１貯水槽への水の補給は，

実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員 14 人の合

計 19 人にて作業を実施した場合，水の補給開始まで本対

策の実施判断後４時間以内に対処可能である。  

敷地内西側貯水池から第１貯水槽への水の補給は，実

施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員 14 人の合計

19 人にて作業を実施した場合，水の補給開始まで本対策

の実施判断後４時間以内に対処可能である。  

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処に

係る要員及び時間に加えて，本対策を実施するための要

員及び時間を確保可能な場合に着手を行うこととしてい

るため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及

ぼすことはない。  
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

方
針
目
的 

重大事故等への対処の水源として第１貯水槽を水源とした，水源の

確保の対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等への対処に必要な水を第１貯水槽から継続して供給する

ため，第２貯水槽又は尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又

川取水場所Ａ（以下「敷地外水源」という。）を補給源とした，補給

源の確保及び第１貯水槽へ水を補給するための対応手段と重大事故等

対処設備を選定する。 

対
応
手
段
等 

水
源
の
確
保 

水
源
の
確
保 

重大事故等へ対処するために，水の供給を行う必要が

ある場合，水源の確保を行う。 

送
水
ル
ー
ト
の
選
択 

第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水源の状態確認を

した後，水の移送に使用する水源及びホース敷設ルート

を決定する。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

対
応
手
段
等 

 

 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

第
２
貯
水
槽
を
水
の
補
給
源
と
し
た 

第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給 

以下のいずれかの対処を行う必要がある場合，第２貯

水槽から第１貯水槽への水の補給作業に着手する。 

・第５表（6／15）「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

の手順等」のうち「燃料貯蔵プール等への水のスプ

レイ」の対処を継続している場合。 

・第５表（8／15）「工場等外への放射性物質等の放出

を抑制するための手順等」のうち「放水設備による

大気中への放射性物質の放出抑制」の対処を継続し

ている場合。 

・第５表（8／15）「工場等外への放射性物質等の放出

を抑制するための手順等」のうち「燃料貯蔵プール

等への大容量の注水による工場等外への放射線の放

出抑制」への対処を継続している場合。 

 第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，第２

貯水槽から第１貯水槽へ水を補給することを想定し，大

型移送ポンプ車を第２貯水槽近傍に設置する。可搬型建

屋外ホースを第２貯水槽から第１貯水槽まで敷設し，可

搬型建屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置した

後，大型移送ポンプ車を起動し，第１貯水槽へ水を補給

する。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

対
応
手
段
等 

 

 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

敷
地
外
水
源
を
水
の
補
給
源
と
し
た 

第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給 

第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備が完了し

た場合，敷地外水源から第１貯水槽への水の補給作業に

着手する。 

第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，敷地

外水源から第１貯水槽へ水を補給することを想定し，大

型移送ポンプ車を敷地外水源に設置し，可搬型建屋外ホ

ースを敷地外水源から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建

屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置した後，大型

移送ポンプ車を起動し，第１貯水槽へ水を補給する。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

第
２
貯
水
槽
か
ら
敷
地
外
水
源
に
第
１
貯
水
槽
へ
の 

水
の
補
給
源
の
切
り
替
え 

第２貯水槽の貯水槽水位が所定の水位以下となり第１

貯水槽への水の補給が行えなくなった場合であって，第

１貯水槽を水源とした重大事故等への対処が継続して行

われている場合，第１貯水槽への水の補給源を第２貯水

槽から敷地外水源に切り替える。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

【作業性】 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。重大事故等の対処

時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【補足説明資料１．８－２】 

【操作性】 

ホースの敷設ルートは，各作業時間を考慮し，送水開始まで

の時間が最短になる組合せを優先して確保する。 

【成立性】 

大型移送ポンプ車の水中ポンプユニット吸込部には，ストレ

ーナを設置しており，異物の混入を防止する。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，第５表（10／15）「電源の確保に関する手

順等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
防
護 

放
射
線
管
理 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組織

要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所の線量

率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

方
針
目
的 

重大事故等への対処の水源として第１貯水槽を水源とした，水源の

確保の対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等への対処に必要な水を第１貯水槽から継続して供給する

ため，第２貯水槽又は尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又

川取水場所Ａ（以下「敷地外水源」という。）を補給源とした，補給

源の確保及び第１貯水槽へ水を補給するための対応手段と重大事故等

対処設備を選定する。 

対
応
手
段
等 

水
源
の
確
保 

水
源
の
確
保 

重大事故等へ対処するために，水の供給を行う必要が

ある場合，水源の確保を行う。 

送
水
ル
ー
ト
の
選
択 

第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水源の状態確認を

した後，水の移送に使用する水源及びホース敷設ルート

を決定する。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

対
応
手
段
等 

 

 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

第
２
貯
水
槽
を
水
の
補
給
源
と
し
た 

第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給 

以下のいずれかの対処を行う必要がある場合，第２貯

水槽から第１貯水槽への水の補給作業に着手する。 

・第５－１表（6／15）「使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための手順等」のうち「燃料貯蔵プール等への水の

スプレイ」の対処を継続している場合。 

・第５－１表（8／15）「工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するための手順等」のうち「放水設備に

よる大気中への放射性物質の放出抑制」の対処を継

続している場合。 

・第５－１表（8／15）「工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するための手順等」のうち「燃料貯蔵プ

ール等への大容量の注水による工場等外への放射線

の放出抑制」への対処を継続している場合。 

 第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，第２

貯水槽から第１貯水槽へ水を補給することを想定し，大

型移送ポンプ車を第２貯水槽近傍に設置する。可搬型建

屋外ホースを第２貯水槽から第１貯水槽まで敷設し，可

搬型建屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置した

後，大型移送ポンプ車を起動し，第１貯水槽へ水を補給

する。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

対
応
手
段
等 

 

 

第
１
貯
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

敷
地
外
水
源
を
水
の
補
給
源
と
し
た 

第
１
貯
水
槽
へ
の
水
の
補
給 

第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備が完了し

た場合，敷地外水源から第１貯水槽への水の補給作業に

着手する。 

第１貯水槽を水源とした対処を継続するために，敷地

外水源から第１貯水槽へ水を補給することを想定し，大

型移送ポンプ車を敷地外水源に設置し，可搬型建屋外ホ

ースを敷地外水源から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建

屋外ホースを第１貯水槽の取水箇所に設置した後，大型

移送ポンプ車を起動し，第１貯水槽へ水を補給する。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

第
２
貯
水
槽
か
ら
敷
地
外
水
源
に
第
１
貯
水
槽
へ
の 

水
の
補
給
源
の
切
り
替
え 

第２貯水槽の貯水槽水位が所定の水位以下となり第１

貯水槽への水の補給が行えなくなった場合であって，第

１貯水槽を水源とした重大事故等への対処が継続して行

われている場合，第１貯水槽への水の補給源を第２貯水

槽から敷地外水源に切り替える。 
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1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

【作業性】 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。重大事故等の対処

時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【操作性】 

ホースの敷設ルートは，各作業時間を考慮し，送水開始まで

の時間が最短になる組合せを優先して確保する。 

【成立性】 

大型移送ポンプ車の水中ポンプユニット吸込部には，ストレ

ーナを設置しており，異物の混入を防止する。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，第５－１表（10／15）「電源の確保に関す

る手順等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
防
護 

放
射
線
管
理 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組織

要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所の線量

率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。 
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7. 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等  

 

【要求事項】  

 再処理事業者において、設計基準事故への対処に必要な水源と

は別に、重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する

水源を確保することに加えて、再処理施設には、設計基準事故に

対処するための設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故

等への対処に必要となる十分な量の水を供給するために必要な

手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。  

 

【解釈】  

１  「設計基準事故への対処に必要な水源とは別に、重大事故等

への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保する

ことに加えて、設計基準事故に対処するための設備及び重大事

故等対処設備に対して重大事故等への対処に必要となる十分

な量の水を供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

手段等をいう。  

  a) 想定される重大事故等が収束するまでの間、十分な量

の水を供給できる手順等を整備すること。  

  b) 複数の代替水源（貯水槽、ダム、貯水池、海等）が確

保されていること。  

  c) 各水源からの移送ルートが確保されていること。  

1000



  e) 代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておく

こと。  

  f) 必要な水の供給が行えるよう、水源の切替え手順等を

定めること。  

安全冷却水系の冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処，燃

料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処及び工場等外への

放射性物質等の放出を抑制するための対処に必要となる十分な

量の水を有する水源を確保することに加えて，設計基準事故に

対処するための設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故

等への対処に必要となる十分な量の水を供給するために必要な

設備を整備する。  

ここでは，これらの設備を活用した手順等について説明す

る。  
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 ａ．対応手段と設備の選定  

 ( a ) 対応手段と設備の選定の考え方  

   「 2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手

順等」のうち「内部ループへの通水による冷却」，「貯槽等へ

の注水」，「冷却コイル等への通水による冷却」及び「セルへ

の導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」への対処，

「 5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」のうち

「燃料貯蔵プール等への注水」及び「燃料貯蔵プール等への

水のスプレイ」への対処並びに「 6. 工場等外への放射性物

質等の放出を抑制するための手順等」のうち「放水設備によ

る大気中への放射性物質の放出抑制」，「燃料貯蔵プール等へ

の大容量の注水による工場等外への放射線の放出抑制」及び

「再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空

機燃料火災，化学火災の対応」への対処の水源として第１貯

水槽を水源とした，水源の確保の対応手段と重大事故等対処

設備を選定する。  

   重大事故等への対処に必要な水を第１貯水槽から継続し

て供給するため，第２貯水槽又は敷地外水源を補給源とし

た，補給源の確保及び第１貯水槽へ水を補給するための対

応手段と重大事故等対処設備を選定する。  

   なお，第２貯水槽を水源とした場合でも対処が可能であ

る。  

   重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うた

めの対応手段として自主対策設備を選定する。  
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   選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

だけでなく，事業指定基準規則第四十一条及び技術基準規則

第四十五条の要求事項を満足する設備を網羅することを確

認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。  

 

 ( b ) 対応手段と設備の選定の結果  

   技術的能力審査基準及び事業指定基準規則第四十一条並

びに技術基準規則第四十五条からの要求により選定した対

応手段及びその対応に使用する重大事故等対処設備並びに

自主対策設備を以下に示す。  

   なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設

備と整備する手順についての関係を第７－１表に整理する。 

 

  ⅰ．水源の確保を行うための対応手段及び設備  

  (ⅰ ) 水源の確保  

    重大事故等時，水源を使用した対処を行う場合，第１貯

水槽及び第２貯水槽の水位並びに敷地外水源の確認を行

い，水源を確保する。また，水の移送ルートを確認し，水

の移送に使用する水源及びホース敷設ルートを決定する。 

    本対応で使用する設備は以下のとおり。  

 

・貯水槽水位計  

    水供給設備  

・第１貯水槽  

・第２貯水槽  
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    計装設備  

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）  

・可搬型貯水槽水位計（電波式）  

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    水源の確保を行うための対応手段及び設備で使用する

設備のうち，水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽を

常設重大事故等対処設備として設置する。計装設備の可

搬型貯水槽水位計（ロープ式）及び可搬型貯水槽水位計

（電波式）を可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。  

    これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業指定基

準規則第四十一条並びに技術基準規則第四十五条に要求

される設備が全て網羅されている。  

貯水槽水位計は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮し

ても機能を維持できる設計としておらず，外的事象の

「地震」により機能喪失するおそれがあるため，重大事

故等対処設備とは位置付けないが，プラント状況によっ

ては事故対応に有効な設備であることから，自主対策設

備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な

条件は，外的事象の「地震」により機能喪失をしていな

い場合に，貯水槽水位を測定する手段として選択するこ

とができる。  

 

  ⅱ．水源へ水を補給するための対応手段及び設備  
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  (ⅰ ) 第１貯水槽へ水を補給するための対応  

重大事故等時において，重大事故等への対処に必要と

なる第１貯水槽の水が可能な限り減ることが無いように，

第２貯水槽及び敷地外水源若しくは二又川取水場所Ｂ，

淡水取水設備貯水池及び敷地内西側貯水池（以下「淡水

取水源」という。）を利用し，第１貯水槽への水の補給を

行う。  

 

   １ ）  第２貯水槽を補給源とした第１貯水槽へ水を補給す

るための対応  

     重大事故等時，第２貯水槽を水の補給源として，第

１貯水槽へ水の補給を行う手段がある。  

     本対応で使用する設備は以下のとおり。  

 

・貯水槽水位計  

     水供給設備  

・第１貯水槽  

・第２貯水槽  

・大型移送ポンプ車  

・可搬型建屋外ホース  

・ホース展張車  

・運搬車  

     補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽  

・軽油用タンクローリ  
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     計装設備  

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）  

・可搬型貯水槽水位計（電波式）  

・可搬型第１貯水槽給水流量計  

 

     本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応

手段及び設備は「 8. 電源の確保に関する手順等」で

整備する。  

 

   ２ ）  敷地外水源を補給源とした，第１貯水槽へ水を補給

するための対応  

     重大事故等時，敷地外水源を水の補給源として，第

１貯水槽へ水の補給を行う手段がある。  

     本対応で使用する設備は以下のとおり。  

 

・貯水槽水位計  

     水供給設備  

・第１貯水槽  

・第２貯水槽  

・大型移送ポンプ車  

・可搬型建屋外ホース  

・ホース展張車  

・運搬車  

     補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽  
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・軽油用タンクローリ  

     計装設備  

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）  

・可搬型貯水槽水位計（電波式）  

・可搬型第１貯水槽給水流量計  

 

     なお，第２貯水槽へ水を補給することも可能であ

る。  

     本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応

手段及び設備は「 8. 電源の確保に関する手順等」で

整備する。  

 

   ３ ）  淡水取水源を補給源とした，第１貯水槽へ水を補給

するための対応  

     重大事故等時，第１貯水槽への水の補給は，第２貯

水槽及び敷地外水源を優先して対処を行うが，淡水取

水源を水の補給源として第１貯水槽へ水の補給を行う

手段がある。  

     本対応で使用する設備は以下のとおり。  

 

      ・淡水取水設備貯水池  

      ・敷地内西側貯水池  

・貯水槽水位計  

     水供給設備  

・第１貯水槽  
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・大型移送ポンプ車  

・可搬型建屋外ホース  

・ホース展張車  

・運搬車  

     計装設備  

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）  

・可搬型貯水槽水位計（電波式）  

・可搬型第 1 貯水槽給水流量計  

 

     なお，第２貯水槽へ水を補給することも可能であ

る。  

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    水源へ水を補給するための対応手段及び設備のうち，

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽並びに補機駆動

用燃料補給設備の軽油貯槽を常設重大事故等対処設備と

して設置する。水供給設備の大型移送ポンプ車，可搬型

建屋外ホース，ホース展張車及び運搬車，補機駆動用燃

料補給設備の軽油用タンクローリ並びに計装設備の可搬

型貯水槽水位計（ロープ式），可搬型貯水槽水位計（電波

式）及び可搬型第１貯水槽給水流量計を可搬型重大事故

等対処設備として配備する。  

    これらの設備で，技術的能力審査基準及び事業指定基

準規則第四十一条並びに技術基準規則第四十五条に要求

される全ての設備が網羅されている。  
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    以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の対処

に必要となる十分な量の水を確保することができる。  

貯水槽水位計は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮し

ても機能を維持できる設計としておらず，外的事象の

「地震」により機能喪失するおそれがあるため，重大事

故等対処設備とは位置付けないが，プラント状況によっ

ては事故対応に有効な設備であることから，自主対策設

備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な

条件は，外的事象の「地震」により機能喪失をしていな

い場合に，貯水槽水位を測定する手段として選択するこ

とができる。  

    「淡水取水源を補給源とした，第１貯水槽へ水を補給

するための対応」に使用する設備（ａ .( b )ⅱ .(ⅱ )  3） 参照）

のうち，淡水取水設備貯水池及び敷地内西側貯水池は，

地震発生時に補給に必要な水量が確保できない可能性が

あることから，自主対策設備として位置づける。本対応

を実施するための具体的な条件は，地震発生時に補給に

必要な水を貯水している場合，第１貯水槽へ水を補給す

る手段として選択することができる。  

    また，二又川取水場所Ｂは，重大事故等の対応に必要

な量の水を確保することができる場合は，第１貯水槽へ

補給する水の補給源として活用する。  

 

  ⅲ．水源を切り替えるための対応手段及び設備  

  (ⅰ ) 第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補給
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源の切り替えを行うための対応  

    第２貯水槽の貯水槽水位が所定の水位以下となり第１

貯水槽への水の補給が行えなくなった場合であって，第

１貯水槽を水源とした重大事故等への対処が継続して行

われている場合には，水の補給源を敷地外水源からの補

給に切り替える手段がある。  

    本対応で使用する設備は以下のとおり。  

 

・貯水槽水位計  

    水供給設備  

・第１貯水槽  

・第２貯水槽  

・大型移送ポンプ車  

・可搬型建屋外ホース  

・ホース展張車  

・運搬車  

    補機駆動用燃料補給設備  

・軽油貯槽  

・軽油用タンクローリ  

    計装設備  

・可搬型貯水槽水位計（ロープ式）  

・可搬型貯水槽水位計（電波式）  

・可搬型第１貯水槽給水流量計  
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    本対応を継続するために必要となる燃料給油の対応手

段及び設備は「 8. 電源の確保に関する手順等」で整備

する。  

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    水源を切り替えるための対応手段及び設備で使用する

設備のうち，水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽並

びに補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を常設重大事故

等対処設備として設置する。水供給設備の大型移送ポン

プ車，可搬型建屋外ホース，ホース展張車及び運搬車，

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリ並びに計

装設備の可搬型貯水槽水位計（ロープ式），可搬型貯水槽

水位計（電波式）及び可搬型第 1 貯水槽給水流量計を可

搬型重大事故等対処設備として配備する。  

    これらの設備により，技術的能力審査基準及び事業指

定基準規則第四十一条並びに技術基準規則第四十五条に

要求される全ての設備が網羅されている。  

    以上の重大事故等対処設備により，補給源の切り替え

を行うことができる。  

貯水槽水位計は基準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮し

ても機能を維持できる設計としておらず，外的事象の

「地震」により機能喪失するおそれがあるため，重大事

故等対処設備とは位置付けないが，プラント状況によっ

ては事故対応に有効な設備であることから，自主対策設

備として位置付ける。本設備を使用するための具体的な
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条件は，外的事象の「地震」により機能喪失をしていな

い場合に，貯水槽水位を測定する手段として選択するこ

とができる。  

 

  ⅳ．手順等  

    上記「ａ .(b)ⅰ．水源の確保を行うための対応手段及

び設備」，「ａ .(b)ⅱ．水源へ水を補給するための対応手

段及び設備」及び「ａ .(b)ⅲ．補給源を切り替えるため

の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手

順を整備する。  

    これらの手順は，実施組織要員による対応として各建

屋及び建屋外等共通の「防災施設課  重大事故等発生時

対応手順書」に定める（第７―１表）。  

    また，重大事故等時に監視が必要となる計装設備につ

いても整備する（第７－２表）。  

 

 ｂ．重大事故等時の手順  

 ( a ) 水源の確保の対応手順  

  ⅰ．水源の確保  

    重大事故等時，第１貯水槽，第２貯水槽及び敷地外水

源の状態確認をするとともに，水の移送に使用する水源

及びホース敷設ルートを決定する手段がある。  

 

   (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

     以下のいずれかの対処を行う必要がある場合。  
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     ・「 2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた

めの手順等」のうち，「蒸発乾固の発生防止対策の

対応手順」の「内部ループへの通水による冷却」

への着手判断をした場合。  

     ・「 2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた

めの手順等」のうち，「蒸発乾固の拡大防止対策の

対応手順」の「貯槽等への注水」，「冷却コイル等

への通水による冷却」又は「セルへの導出経路の

構築及び代替セル排気系による対応」への着手判

断をした場合。  

     ・「 5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

のうち，「燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機

能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等からの小規模

な水の漏えい発生時の対応手順」の「燃料貯蔵プ

ール等への注水」への着手判断をした場合。  

     ・「 5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

のうち，「燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏え

い発生時の対応手順」の「燃料貯蔵プール等への

水のスプレイ」への着手判断をした場合。  

     ・「 6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「大気中への放射性物質の

放出を抑制するための対応手順」の「放水設備に

よる大気中への放射性物質の放出抑制」への着手

判断をした場合。  
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     ・「 6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち，「工場等外への放射線の放

出を抑制するための対応手順」の「燃料貯蔵プー

ル等への大容量の注水による工場等外への放射線

の放出抑制」への着手判断をした場合。  

     ・「 6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「再処理施設の各建物周辺

における航空機衝突による航空機燃料火災，化学

火災に対応するための対応手順」の「再処理施設

の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災，化学火災の対応」への着手判断をした場

合。  

 

   (ⅱ ) 操作手順  

     水源の確保の手順の概要は，以下のとおり。  

     水源の位置を第７－１図，手順の対応フローを第７

－２図，タイムチャートを第７－３図，ホース敷設図

を第７－４～ 13 図に示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，水

源の確認を建屋外対応班の班員に指示する。  

②  建屋外対応班の班員は，第１貯水槽，第２貯水槽

の水位を貯水槽水位計及び可搬型貯水槽水位計（ロ

ープ式）により、ホース敷設ルートの状況を目視に

より確認する。  
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③  建屋外対応班の班員は，敷地外水源の状態及びホ

ース敷設ルートの状況を確認する。  

④  建屋外対応班の班員は第１貯水槽へ可搬型貯水槽

水位計（電波式）を設置する。（本作業の成立性は

「９．事故時の計装に関する手順等」に記載す

る。）  

⑤  建屋外対応班の班員は第２貯水槽へ可搬型貯水槽

水位計（電波式）を設置する。（本作業の成立性は

「９．事故時の計装に関する手順等」に記載す

る。）  

⑥  実施責任者は，建屋外対応班の班員から各水源確

保の結果報告を受け，水源を選択するとともにホー

ス敷設ルートを決定する。  

⑦  上記の手順に加えて，実施責任者は，建屋外対応

班の班員から第７－３表に示す補助パラメータの確

認結果の報告を受けることにより，第１貯水槽及び

第２貯水槽の状態を確認する。  

 

   (ⅲ ) 操作の成立性  

     水源の確保の対応は，実施責任者，建屋外対応班長

及び情報管理班（以下 7.では「実施責任者等」とい

う。）の要員５人，建屋外対応班の班員４人の合計９人

にて作業を実施した場合，水源の確保完了まで，本対

策の実施判断後１時間 30 分以内で対処可能である。第

１貯水槽及び第２貯水槽への可搬型貯水槽水位計（電
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波式）設置作業の成立性は，「９．事故時の計装に関す

る手順等」に記載する。  

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10ｍ Sｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料１．８－２】  

 

  ⅱ．重大事故等時の対応手段の選択  

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。  

重大事故等時，水源の確保を行う。  

 

 ( b ) 水源へ水を補給するための対応手順  

  ⅰ．第１貯水槽へ水を補給するための対応      

  (ⅰ ) 第２貯水槽を水の補給源とした，第１貯水槽への水の

補給  

    重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続す
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るために，第２貯水槽から第１貯水槽へ水を補給するこ

とを想定し，大型移送ポンプ車を第２貯水槽近傍に移動

し，設置する。可搬型建屋外ホースを第２貯水槽から第

１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホースを第１貯水槽

の取水箇所に設置した後，大型移送ポンプ車を起動し，

第１貯水槽へ水を補給する手段がある。  

    火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確

認された場合は，重大事故等の進展状況に応じて事前の

対応作業として，可搬型建屋外ホースの敷設を行い除灰

作業の準備を実施する。また，降灰が確認されたのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。  

   １ ）  手順着手の判断基準  

     ・「 5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

のうち「燃料貯蔵プール等への水のスプレイ」の

対処を開始した場合。  

・「 6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「放水設備による大気中へ

の放射性物質の放出抑制」の対処の実施を判断し

た場合。  

・「 6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」のうち「燃料貯蔵プール等への大

容量の注水による工場等外への放射線の放出抑

制」への対処の実施を判断した場合。  

 

   ２ ）  操作手順  
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     第２貯水槽を水の補給源とした，第１貯水槽への

水の補給の手順の概要は以下のとおり。  

     本手順の成否は，第１貯水槽への補給水流量が所

定の流量となったこと及び第１貯水槽の水位が所定

水位となったことにより確認する。  

     水源の位置を第７－１図，手順の対応フローを第

７－２図，タイムチャートを第７－ 14 図，ホース

敷設図を第７－４～ 13 図に示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第

１貯水槽への水の補給準備開始を，建屋外対応班

の班員に指示する。  

②  建屋外対応班の班員は，使用する資機材の確認を

行い，第２貯水槽へ可搬型貯水槽水位計（電波

式）を運搬及び設置する。  

③  建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型

建屋外ホース（金具類及び可搬型第１貯水槽給水

流量計）を運搬及び設置する。  

④  建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を第２

貯水槽の取水場所近傍に移動及び設置する。  

⑤  建屋外対応班の班員は，第２貯水槽近傍に設置し

た大型移送ポンプ車の運転準備を行い，大型移送

ポンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニット）※１を第

２貯水槽の取水箇所に設置する。  

※１  大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。

取水ポンプの吸込部には，ストレーナを
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設置しており，異物の混入を防止する。

なお，ストレーナが目詰まりをした場合

は，清掃を行う。  

⑥  建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースをホ

ース展張車により運搬し，第２貯水槽から第１貯

水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホースと大型移送

ポンプ車及び可搬型第１貯水槽給水流量計を接続

する。  

⑦  建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車の試運

転を行う。併せて敷設した可搬型建屋外ホースの

状況を確認する。  

⑧  建屋外対応班の班員は，第１貯水槽を使用した重

大事故等への対処が継続している場合，実施責任

者の指示により大型移送ポンプ車による第２貯水

槽から第１貯水槽への水の補給を開始する。第２

貯水槽から第１貯水槽への水の補給中は，可搬型

第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量を確

認し，大型移送ポンプ車の回転数及び弁開度を操

作する。第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給

時に必要な監視項目は，可搬型第１貯水槽給水流

量計の第１貯水槽給水流量並びに第１貯水槽及び

第２貯水槽の貯水槽水位である。  

⑨  建屋外対応班の班員は，可搬型第１貯水槽給水流

量計が所定の流量であること及び第１貯水槽の水

位が所定の水位であることを確認し，第２貯水槽
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から第１貯水槽へ水が補給されていることを確認

する。第２貯水槽から第１貯水槽へ水が補給され

ていることを確認するために必要な監視項目は，

可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流

量及び第１貯水槽の貯水槽水位である。  

⑩  建屋外対応班の班員は，第２貯水槽の水位が所定

の水位以下となったことを確認した場合，第２貯

水槽から第１貯水槽への水の補給を停止し，実施

責任者に報告する。第２貯水槽から第１貯水槽へ

の水の補給を停止するのに必要な監視項目は，第

２貯水槽の貯水槽水位である。  

 

   ３ ）  操作の成立性  

     重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続

して実施するために第２貯水槽から第１貯水槽へ水を

補給する対応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対

応班の班員 10 人の合計 15 人にて作業を実施した場

合，水の補給開始は，燃料貯蔵プール等への水のスプ

レイ，放水設備による大気中への放射性物質の放出抑

制又は燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場

等外への放射線の放出抑制の実施判断後，３時間以内

で対処可能である。本対処は，第１貯水槽の水が不足

する場合，第２貯水槽から第１貯水槽へ水を補給する

ために実施する。  
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重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10ｍ Sｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。  

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との

連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備

する。  

【補足説明資料１．８－２】  

 

  (ⅱ ) 敷地外水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の

補給  

    重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続す

るために，敷地外水源から第１貯水槽へ水を補給するこ

とを想定し，大型移送ポンプ車を敷地外水源に移動及び

設置し，可搬型建屋外ホースを敷地外水源から第１貯水

槽まで敷設し，可搬型建屋外ホースを第１貯水槽の取水

箇所に設置した後，大型移送ポンプ車を起動し，第１貯

水槽へ水を補給する手段がある。  

なお，第２貯水槽へ水を供給することも可能である。  

1021



    火山の影響により，降灰予報（やや多量」以上）が確

認された場合は，重大事故等の進展状況に応じて事前の

対応作業として，可搬型建屋外ホースの敷設を行い除灰

作業の準備を実施する。また，降灰が確認されたのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。  

 

   １ ）  手順着手の判断基準  

第２貯水槽から第１貯水槽への水の補給準備が完了

した場合。  

 

   ２ ）  操作手順  

     敷地外水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水

の補給の手順の概要は以下のとおり。  

     本手順の成否は，第１貯水槽への補給水流量が所定

の流量となったこと及び第１貯水槽の水位が所定水位

となったことにより確認する。  

     水源の位置を第７－１図，手順の対応フローを第７

－２図，タイムチャートを第７－ 15 図，ホース敷設図

を第７－４～ 13 図に示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１

貯水槽への水の補給準備開始を，建屋外対応班の班

員に指示する。建屋外対応班の班員は，第２貯水槽

から第１貯水槽への水の補給準備完了後，実施責任

者の指示により敷地外水源から第１貯水槽への水の

補給を行うための作業を開始する。  
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第１貯水槽への水の補給水量を増やす必要がある場

合，以下の手順の③～⑧までを繰り返し行うこと

で，敷地外水源から大型移送ポンプ車３台で第１貯

水槽へ水の補給を行うことができる。  

②  建屋外対応班の班員は，使用する資機材の確認を行

い，第１貯水槽へ可搬型貯水槽水位計（電波式）を

運搬及び設置する。  

③  建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を敷地外

水源の取水場所近傍に移動及び設置する。  

④  建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型建

屋外ホース（金具類及び可搬型第 1 貯水槽給水流量

計）の運搬及び設置を行う。  

⑤  建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースをホー

ス展張車により運搬し，敷地外水源から第１貯水槽

まで敷設し，可搬型建屋外ホース，大型移送ポンプ

車及び可搬型第 1 貯水槽給水流量計を接続する。  

⑥  建屋外対応班の班員は，敷地外水源の取水場所近傍

に設置した大型移送ポンプ車の運転準備を行い，大

型移送ポンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニッ

ト）※ １ を敷地外水源の取水箇所に設置する。  

※１  大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水

ポンプの吸込部には，ストレーナを設置して

おり，異物の混入を防止する。なお，ストレ

ーナが目詰まりをした場合は，清掃を行う。  

1023



⑦  建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車の試運転

を行う。併せて，敷設した可搬型建屋外ホースの状

態を確認する。  

⑧  実施責任者は，第１貯水槽を水源とした対処が継続

している場合，大型移送ポンプ車による敷地外水源

から第１貯水槽への水の補給の開始を建屋外対応班

の班員に指示する。敷地外水源から第１貯水槽への

水の補給中は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１

貯水槽給水流量を確認し，大型移送ポンプ車の回転

数及び弁開度を操作する。敷地外水源から第１貯水

槽への水の補給時に必要な監視項目は，可搬型第１

貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量及び第１貯

水槽の貯水槽水位である。  

⑨  実施責任者は，建屋外対応班の班員から，可搬型第

１貯水槽給水流量計が所定の流量であること及び第

１貯水槽の水位が所定の水位であることの報告を受

け，敷地外水源から第１貯水槽へ水が補給されてい

ることを確認する。敷地外水源から第１貯水槽へ水

が補給されていることを確認するのに必要な監視項

目は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽給

水流量及び第１貯水槽の貯水槽水位である。  

 

   ３ ）  操作の成立性  

     重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続

して実施するために敷地外水源から第１貯水槽への水
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を補給する対応は，実施責任者等の要員５人，建屋外

対応班の班員 26 人の合計 31 人にて作業を実施した場

合，１系統による水の補給開始は，第２貯水槽から第

１貯水槽への水の補給準備完了後 7 時間以内で対処可

能である。  

     なお，建屋外対応班の班員 26 人は全ての水の補給の

対応において共通の要員である。  

     ２系統による水の補給は，本対策の実施判断後 13 時

間以内に対処可能である。  

     ３系統による水の補給は，本対策の実施判断後 19 時

間以内に対処可能である。  

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10ｍ Sｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料１．８－２】  
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  (ⅲ ) 淡水取水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の

補給  

    重大事故等時，第１貯水槽への水の補給は，第２貯水

槽及び敷地外水源を優先して取水を行うが，淡水取水源

を水の補給源として第１貯水槽へ水の補給を行うことを

想定し，大型移送ポンプ車を淡水取水源の取水場所近傍

に移動及び設置する。可搬型建屋外ホースを淡水取水源

から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホースを第１

貯水槽の取水箇所に設置した後，大型移送ポンプ車を起

動し，第１貯水槽へ水を補給する手段がある。  

    なお，第２貯水槽へ水を供給することも可能である。  

 

   １ ）  手順着手の判断基準  

     第２貯水槽及び敷地外水源が使用できず，淡水取水

源に第１貯水槽へ補給できる水が確保できている場

合。  

なお，本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応

に係る要員及び時間とは別に，本対応を実施するため

の要員及び時間を確保可能な場合に着手する。  

 

   ２ ）  操作手順  

     淡水取水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水

の補給の手順の概要は以下のとおり。  
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     本手順の成否は，第１貯水槽への補給水流量が所定

の流量となったこと及び第１貯水槽の水位が所定水位

となったことにより確認する。  

     水源の位置を第７－１図，手順の対応フローを第７

－ 16 図，タイムチャートを第７－ 17～ 19 図に示す。  

     送水手順の概要は，以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，第１

貯水槽への水補給準備の開始を，建屋外対応班の班

員に指示する。  

②  建屋外対応班の班員は，実施責任者の指示により淡

水取水源から第１貯水槽への水の補給を行うための

作業を開始する。  

以下の手順の③～⑧までの手順は全ての淡水取水源

で同様である。  

③  建屋外対応班の班員は，使用する資機材の確認を行

い，第１貯水槽へ可搬型貯水槽水位計（電波式）を

運搬及び設置する。  

④  建屋外対応班の班員は，運搬車で運搬する可搬型建

屋外ホース（金具類及び可搬型第１貯水槽給水流量

計）の運搬及び設置を行う。  

⑤  建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車を淡水取

水源の取水場所近傍に移動及び設置する。  

⑥  建屋外対応班の班員は，淡水取水源の取水場所近傍

に設置した大型移送ポンプ車の運転準備を行い，大
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型移送ポンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニッ

ト）※ １ を淡水取水源の取水箇所に設置する。  

※１  大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取水

ポンプの吸込部には，ストレーナを設置して

おり，異物の混入を防止する。なお，ストレ

ーナが目詰まりをした場合は，清掃を行う。  

⑦  建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースを淡水

取水源から第１貯水槽まで敷設し，可搬型建屋外ホ

ースと可搬型第１貯水槽給水流量計及び大型移送ポ

ンプ車を接続する。  

⑧  建屋外対応班の班員は，大型移送ポンプ車の試運転

を行う。併せて敷設した可搬型建屋外ホースの状態

を確認する。  

⑨  建屋外対応班の班員は，実施責任者の指示により大

型移送ポンプ車による淡水取水源から第１貯水槽へ

の水の補給を開始する。淡水取水源から第１貯水槽

への水の補給中は，可搬型第１貯水槽給水流量計の

流量を確認し，大型移送ポンプ車の回転数及び弁開

度を操作する。淡水取水源から第１貯水槽への水の

補給時に必要な監視項目は，可搬型第１貯水槽給水

流量計の第１貯水槽給水流量及び第１貯水槽の貯水

槽水位である。  

⑩  実施責任者は，建屋外対応班の班員から可搬型第１

貯水槽給水流量計が所定の流量であること及び第１

貯水槽が所定の水位であることの報告を受け，淡水

1028



取水源から第１貯水槽へ水が補給されていることを

確認する。淡水取水源から第１貯水槽へ水が補給さ

れていることの確認に必要な監視項目は，可搬型第

1 貯水槽給水流量計の第１貯水槽給水流量及び第１

貯水槽の貯水槽水位である。  

 

   ３ ）  操作の成立性  

     二又川取水場所Ｂから第１貯水槽へ水を補給する対

応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員

14 人の合計 19 人にて作業を実施した場合，水の補給

開始まで本対策の実施判断後４時間以内で対処可能で

ある。  

     淡水取水設備貯水池から第１貯水槽へ水を補給する

対応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班

員 14 人の合計 19 人にて作業を実施した場合，水の補

給開始まで本対策の実施判断後４時間以内で対処可能

である。  

     敷地内西側貯水池から第１貯水槽へ水を補給する対

応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の班員

14 人の合計 19 人にて作業を実施した場合，水の補給

開始まで本対策の実施判断後４時間以内で対処可能で

ある。  

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処

に係る要員及び時間に加えて，本対策を実施するため

の要員及び時間を確保可能な場合に着手を行うことと

1029



しているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪

影響を及ぼすことはない。  

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10ｍ Sｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料１．８－２】  

 

  (ⅳ ) 重大事故等時の対応手段の選択  

    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。  

    重大事故等時，第１貯水槽を水源とした対処を継続す

るために，第２貯水槽及び敷地外水源から第１貯水槽へ

水を補給する必要がある場合には，第１貯水槽へ水を補

給するための対応手順に従い，第２貯水槽から第１貯水

槽への水の補給準備及び水の補給作業に続けて，敷地外

水源から第１貯水槽への水の補給準備及び水の補給作業

を実施する。  
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なお，第２貯水槽へ水を補給することも可能である。  

 

 ( c ) 水源を切り替えるための対応手順  

  ⅰ．第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補給

源の切り替え  

    重大事故等時，第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水

槽への水の補給源を切り替えることを想定し，第２貯水

槽近傍に設置していた大型移送ポンプ車を敷地外水源近

傍に移動及び設置し，敷地外水源近傍に敷設された可搬

型建屋外ホースと大型移送ポンプ車を接続する手段があ

る。  

    火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確

認された場合は，重大事故等の進展状況に応じて事前の

対応作業として，可搬型建屋外ホースの敷設を行い除灰

作業の準備を実施する。また，降灰が確認されたのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。  

   (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

     第２貯水槽の貯水槽水位が所定の水位以下となり第

１貯水槽への水の補給が行えなくなった場合であっ

て，第２貯水槽から敷地外水源への切り替えが必要に

なった場合。  

 

   (ⅱ ) 操作手順  

     第２貯水槽から敷地外水源に第１貯水槽への水の補

給源の切り替えの手順の概要は以下のとおり。  
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     本手順の成否は，第１貯水槽への補給水流量が所定

の流量となったこと及び第１貯水槽の水位が所定水位

となったことにより確認する。  

     水源の位置を第７－１図，手順の対応フローを第７

－２図，タイムチャートを第７－ 15 図に示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，水源

の切り替えの開始を建屋外対応班の班員に指示す

る。  

②  建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースを，取

水を行う敷地外水源の取水箇所近傍から第１貯水槽

まで敷設する。  

③  建屋外対応班の班員は，第２貯水槽の水位が所定の

水位以下となったことを確認した場合，第２貯水槽

から第１貯水槽への水の補給を停止する。水の補給

停止後，実施責任者に報告する。第２貯水槽から第

１貯水槽への水の補給を停止するのに必要な監視項

目は，第２貯水槽の貯水槽水位である。  

④  建屋外対応班の班員は，第２貯水槽近傍に設置して

いた大型移送ポンプ車を敷地外水源の取水場所まで

移動及び設置する。敷地外水源の取水場所に設置し

た大型移送ポンプ車付属の水中ポンプ（ポンプユニ

ット※ １ ）と敷地外水源から第１貯水槽まで敷設した

可搬型建屋外ホースを接続し，取水箇所に設置する。 

※１  大型移送ポンプ車の取水ポンプを示す。取

水ポンプの吸込部には，ストレーナを設置
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しており，異物の混入を防止する。なお，

ストレーナが目詰まりをした場合は，清掃

を行う。  

⑤  建屋外対応班の班員は，敷地外水源近傍に設置した

大型移送ポンプ車の起動を行う。  

⑥  建屋外対応班の班員は，可搬型建屋外ホースの水張

り及び空気抜きを行う。  

⑦  実施責任者は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１

貯水槽給水流量が所定の流量であること及び第１貯

水槽が所定の水位であることの確認をもって，補給

源の切り替えが完了したことを確認する。補給源の

切り替えが完了したことを確認するのに必要な監視

項目は，可搬型第１貯水槽給水流量計の第１貯水槽

給水流量及び第１貯水槽の貯水槽水位である。  

 

 

   (ⅲ ) 操作の成立性  

     第２貯水槽から敷地外水源へ水の補給源の切り替え

の対応は，実施責任者等の要員５人，建屋外対応班の

班員 26 人の合計 31 人にて作業を実施した場合，水の

補給源の切り替え完了は，第２貯水槽から第１貯水槽

への水の補給準備完了後７時間以内で対処可能であ

る。  

     重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を
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行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については，個人線量計を着用し，

１作業当たり 10ｍ Sｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線

量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時におい

ては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及

び停電時においては，確実に運搬及び移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料１．８－２】  

 

  ⅱ．重大事故等時の対応手段の選択  

    重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。  

    重大事故等時に，第２貯水槽から敷地外水源へ第１貯

水槽への水の補給源を切り替える場合には，水源を切り

替えるための対応手順に従い，補給源の切り替え作業を

実施する。  

 ( d ) その他の手順項目について考慮する手順  

   水源からの取水とそれに伴う手順及び設備については，

「 2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手

順等」，「 5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

並びに「 6. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ための手順等」にて整備する。  
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   燃料の給油手順については「 8. 電源の確保に関する手

順等」にて整備する。  

   各手順で定める，可搬型建屋外ホースの敷設，大型移送

ポンプ車の移動及び設置の手順は，アクセスルートの状況

によって選定されたどのホースの敷設ルートにおいても同

じである。また，取水箇所から水の供給又は補給先までの

ホースの敷設ルートにより，可搬型建屋外ホースの数量を

決定する。  

   各手順におけるホースの敷設ルートは，作業時間を考慮

し，送水開始までの時間が最短になる組合せを優先して確

保する。  
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資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1.8-1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 令和2年7月13日 4 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.8-2 有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．８） 令和4年7月15日 1 申請書及び整理資料への反映事項の修正等。

技術的能力（１．８ 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等）

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考（令和元年8月提出済みの資料については、資料番号を記載）

1
0
3
6



令和４年７月 15 日  R1 

 

 

 

 

 

補足説明資料１ .8－２  
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．８） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.8 では，これらの要求事項に対し，技術的能力 1.0 に定

めた防護対策（検知手段，防護措置）を個別手順に反映することが求めら

れることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．８）（1／11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
1
.
8
-
2
-
2
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の大規模な損壊が発生

した場合（以下「大規模損壊」という。）

若しくは大規模損壊が発生するおそ

れがある場合における以下の重大事

故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するた

めに必要な手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備等運用面での

対策を行う。 

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

５． 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故の発生防止対策及び重大事故の

拡大防止対策（以下「重大事故等対策」

という。）の設備強化等の対策に加え，

重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）若しくは重大事故（以下

「重大事故等」という。）が発生した場

合，大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる再処理施設の大規模な損壊

（以下「大規模損壊」という。）が発生

した場合若しくは大規模損壊が発生

するおそれがある場合における以下

の重大事故等対処設備に係る事項，復

旧作業に係る事項，支援に係る事項及

び手順書の整備，教育，訓練の実施及

び体制の整備を考慮し，当該事故等に

対処するために必要な手順書の整備，

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

1
0
3
9



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．８）（2／11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
8
-
2
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」に

ついては，重大事故等対策のための手

順を整備し，重大事故等の対応を実施

する。「ハ．(２) (ⅱ) 大規模な自然

災害又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムへの対応にお

ける事項」については，「ハ．(２) (ⅰ) 

重大事故等対策」の対応手順を基に，

大規模な損壊が発生した場合の様々

な状況においても，事象進展の抑制及

び緩和を行うための手順を整備し，大

規模な損壊が発生した場合の対応を

実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に対

処し得る体制においても技術的能力

を維持管理していくために必要な事

項を,「原子炉等規制法」に基づく再処

理施設保安規定等において規定する。 

 

 

教育，訓練の実施及び体制の整備等運

用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，

常圧で運転していることから，重大事

故に至るおそれのある安全機能の喪

失から重大事故発生までの事象進展

が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下

等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがっ

て，重大事故に至るおそれのある安全

機能の喪失と判断した後に，現場の状

況を把握し，その状況に応じた対策の

準備とその後の対策を確実に実施す

ることが可能である。このため，要求

事項に加え，重大事故に至るおそれの

ある安全機能の喪失時の初動対応に

係る事項について手順の整備等の運

用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」については，

重大事故等対策のための手順を整備

し，重大事故等の対応を実施する。

「5.2 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」につい

ては，「5.1 重大事故等対策」の対応

手順を基に，大規模損壊が発生した場

合の様々な状況においても，事象進展

の抑制及び緩和を行うための手順を

整備し，大規模損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

 

また，重大事故等又は大規模損壊に対

処し得る体制においても技術的能力

を維持管理していくために必要な事

項を，「核原料物質，核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律」に基づく再

処理施設保安規定等において規定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。 

 重大事故等 

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14（通信連絡に

関する手順）の手順を指し，詳

細な連絡手段の手順について

は，技術的能力 1.14 で整理し

ている。 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.0～1.14 の手

順を指し，詳細な防護措置の手

順については，各々で整理して

いる。 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

  第５表及び第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14 の手順にて反映

事項を確認するため，本箇所での反

映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

 第５表及び第５－１表に記載する

技術的能力1.0～1.14の手順にて反

映事項を確認するため，本箇所での

反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．８）（3／11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
8
-
2
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置については，「使用済燃料の

再処理の事業に係る再処理事業者の

重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準」（以下「技術

的能力審査基準」という。）で規定する

内容に加え，「事業指定基準規則」に基

づいて整備する設備の運用手順等に

ついても考慮した「重大事故等対策の

手順の概要」，「重大事故等対策におけ

る操作の成立性」及び「事故対処する

ために必要な設備」を含めて手順等を

適切に整備する。重大事故等対策の手

順の概要を第５表，重大事故等対策に

おける操作の成立性を第６表, 事故

対処するために必要な設備を第７表

に示す。 

 

 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) ６） 

放射性物質の漏えい」に示すとおり，

液体状，固体状及び気体状の放射性物

質に関する閉じ込め機能の喪失が発

生した場合においても，放射性物質の

漏えいは発生が想定されないことか

ら，放射性物質の漏えいに対処するた

めの手順等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置については，「使用済燃料の

再処理の事業に係る再処理事業者の

重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準」（以下「技術

的能力審査基準」という。）で規定する

内容に加え，「再処理施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則」（以下

「事業指定基準規則」という。）に基づ

いて整備する設備の運用手順等につ

いても考慮した「重大事故等対策の手

順の概要」，「重大事故等対策における

操作の成立性」及び「事故対処するた

めに必要な設備」を含めて手順等を適

切に整備する。重大事故等対策の手順

の概要を第５－１表，重大事故等対策

における操作の成立性を第５－２表，

事故対処するために必要な設備を第

５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質の

漏えいに対処するための手順等」に示

すとおり，液体状，固体状及び気体状

の放射性物質に関する閉じ込め機能

の喪失が発生した場合においても，放

射性物質の漏えいは発生が想定され

ないことから，放射性物質の漏えいに

対処するための手順等は不要である。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．８）（5／11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
8
-
2
-
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合，水源の確保完了まで，本対策の実

施判断後１時間 30 分以内で対処可能

である。第１貯水槽及び第２貯水槽へ

の可搬型貯水槽水位計（電波式）設置

作業の成立性は，「９．事故時の計装に

関する手順等」に記載する。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍSv 以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては， 確

実に運搬及び移動ができるように， 

可搬型照明を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡 

 明示していないが，中央制御室

等との連絡手段が確保される

ことにより，作業場所の状況や

中央制御室等からの作業指示，

連絡を受けることができる。 

 実施組織要員の移動及び作業時

に，作業場所の状況に応じた対応

を行うこと 

 明示していないが，有毒ガスの

発生については，作業場所での

目視及び臭気の確認により認

知することができる。 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

時対策組織要員の対処能力が著しく

■有毒ガのス検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文,添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「中央制御室との連絡手段を確保

する。」ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの

検知手段（通信連絡設備）に対して，

技術的能力 1.14 に手順を定めてい

ることから、反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「通常の安全対策に加えて、放射線

環境や作業環境に応じた防護具の

配備を行い、移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。」

ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順

であることから、反映事項はない。 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

  有毒ガス防護対策により，非常時

1
0
4
3



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．８）（6／11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
8
-
2
-
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ７．ｂ． 

（ｂ）水源へ水を補給するための対応

手順 

 

ⅰ．第１ 貯水槽へ水を補給するため

の対応 

 

（ⅰ）第２ 貯水槽を水の補給源とし

た， 第１ 貯水槽への水の補給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水源の確保」にて記載した整理と

同じ 

 

 

 

 

 

 

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場

合でも,重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水源の確保」にて記載した担保す

べき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

 

 

 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通事

項として技術的能力1.0の補足説明資

料で説明する。また，既許可に反映済

みの事項を含め，本条文における有毒

ガス防護対策を確認した結果として，

「有毒ガス防護に係る申請書項目の

整理表」を補足説明資料 1.8-2として

追加する。 

 

「添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水源の確保」にて記載した反映事

項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．８）（7／11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
8
-
2
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）操作の成立性 

重大事故等時，第１貯水槽を水源と

した対処を継続して実施するために

第２貯水槽から第１貯水槽へ水を補

給する対応は，実施責任者等の要員５

人，建屋外対応班の班員 10 人の合計

15人にて作業を実施した場合，水の補

給開始は，燃料貯蔵プール等への水の

スプレイ，放水設備による大気中への

放射性物質の放出抑制又は燃料貯蔵

プール等への大容量の注水による工

場等外への放射線の放出抑制の実施

判断後，３時間以内で対処可能であ

る。本対処は，第１貯水槽の水が不足

する場合，第２貯水槽から第１貯水槽

へ水を補給するために実施する。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い， 

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍSv 以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。 

重大事故等の対処時においては，中央

制御室室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運

搬及び移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．８）（8／11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
8
-
2
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ｂ）

ⅰ． 

（ⅱ）敷地外水源を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給 

 

３） 操作の成立性 

重大事故等時，第１貯水槽を水源と

した対処を継続して実施するために

敷地外水源から第１貯水槽への水を

補給する対応は， 実施責任者等の要

員５人，建屋外対応班の班員 26 人の

合計 31 人にて作業を実施した場合，

１系統による水の補給開始は，第２貯

水槽から第１貯水槽への水の補給準

備完了後 7 時間以内で対処可能であ

る。 

なお，建屋外対応班の班員 26 人は

全ての水の補給の対応において共通

の要員である。 

２系統による水の補給は，本対策の

実施判断後 13 時間以内に対処可能で

ある。 

３系統による水の補給は，本対策の

実施判断後 19 時間以内に対処可能で

ある。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍSｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水源の確保」にて記載した整理と

同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水源の確保」にて記載した担保す

べき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水源の確保」にて記載した反映事

項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．８）（9／11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
8
-
2
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬及び移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

 

 

添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ｂ）

ⅰ． 

（ⅲ）淡水取水源を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給 

 

３） 操作の成立性 

 二又川取水場所Ｂから第１貯水槽

へ水を補給する対応は，実施責任者等

の要員５人，建屋外対応班の班員 14

人の合計 19 人にて作業を実施した場

合，水の補給開始まで本対策の実施判

断後４時間以内で対処可能である。 

 淡水取水設備貯水池から第１貯水

槽へ水を補給する対応は，実施責任者

等の要員５人，建屋外対応班の班員 14

人の合計 19 人にて作業を実施した場

合，水の補給開始まで本対策の実施判

断後４時間以内で対処可能である。 

 敷地内西側貯水池から第１貯水槽

へ水を補給する対応は，実施責任者等

の要員５人，建屋外対応班の班員 14

人の合計 19 人にて作業を実施した場

合，水の補給開始まで本対策の実施判

断後４時間以内で対処可能である。 

 なお，本対策は，重大事故等対処設

備を用いた対処に係る要員及び時間

に加えて，本対策を実施するための要

員及び時間を確保可能な場合に着手

を行うこととしているため，重大事故

等対処設備を用いた対処に悪影響を

及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水源の確保」にて記載した整理と

同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水源の確保」にて記載した担保す

べき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水源の確保」にて記載した反映事

項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．８）（10／11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
8
-
2
-
1
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍSｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬及び移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ ７．ｂ． 

（ｃ）水源を切り替えるための対応手

順 

 

ⅰ．第２貯水槽から敷地外水源に第１

貯水槽への水の補給源の切り替

え 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

第２貯水槽から敷地外水源へ水の

補給源の切り替えの対応は，実施責任

者等の要員５人，建屋外対応班の班員

26人の合計 31人にて作業を実施した

場合，水の補給源の切り替え完了は，

第２貯水槽から第１貯水槽への水の

補給準備完了後７時間以内で対処可

能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水源の確保」にて記載した整理と

同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水源の確保」にて記載した担保す

べき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ７．ｂ．（ａ） 

ⅰ．水源の確保」にて記載した反映事

項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．８）（11／11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
8
-
2
-
1
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍSｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬及び移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 
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